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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年９月９日

自  午前１１時００分

至  午前１１時０７分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委 員 長 ごうまなみ 君

副 委 員 長 中村 一三 君

委 員 前田 哲也 君

〃 山本 啓介 君

〃 大久保潔重 君

〃 山本 由夫 君

〃 山口 経正 君

〃 宮島 大典 君

〃 宮本 法広 君

〃 堤  典子 君

〃 北村 貴寿 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、審査の経過次のとおり

― 午前 １１時００分 開会 ―

【ごう委員長】ただいまから、文教厚生委員会

を開会いたします。

これより議事に入ります。

まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、大久保委員、宮本委員の

ご両人にお願いいたします。

本日の委員会は、令和元年9月定例会におけ
る本委員会の審査内容等を決定するための委員

間討議であります。

審査方法について、お諮りいたします。

審査方法は、委員会を協議会に切り替えて行

うことにしたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午前 １１時０１分 休憩 ―

― 午前 １１時０６分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者に正式に通知すること

といたします。

ほかにご意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ほかにないようですので、これをもって本日

の文教厚生委員会を終了いたします。

お疲れさまでした。

― 午前 １１時０７分 散会 ―



第 １ 日 目



令和元年９月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（９月２４日）

- 2 -

１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年９月２４日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ４時５８分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委 員 長 ごうまなみ 君

副 委 員 長 中村 一三 君

委   員 前田 哲也 君

〃 山本 啓介 君

〃 大久保潔重 君

〃 山本 由夫 君

〃 山口 経正 君

〃 宮島 大典 君

〃 宮本 法広 君

〃 堤  典子 君

〃 北村 貴寿 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

総 務 部 長 平田 修三 君

学事 振興課 長 門池 好晃 君

教 育 長 池松 誠二 君

政 策 監 島村 秀世 君

教 育 次 長 本田 道明 君

総 務 課 長 中尾美恵子 君

県立学校改革推進室長 小野下和宏 君

福利 厚生室 長 竹中  望 君

教育環境整備課長 日高 真吾 君

教 職 員 課 長 上原 大善 君

義務 教育課 長
（ 参 事 監 ）

木村 国広 君

義務教育課人事管理監 高鍋 洋 君

高校 教育課 長 鶴田 栄次 君

高校教育課人事管理監 本村 公秀 君

高 校 教 育 課
児童生徒支援室長

立木 貴文 君

特別支援教育課長 分藤 賢之 君

生涯 学習課 長 山口 千樹 君

新県立図書館整備室長 吉田 和弘 君

学芸 文化課 長 草野 悦郎 君

体育 保健課 長 松﨑 耕士 君

体育保健課体育指導監 小柳 勝彦 君

教育センター所長 林田 和喜 君

６、審査事件の件名

〇予算決算委員会（文教厚生分科会）

第103号議案
令和元年度長崎県一般会計補正予算（第2号）
（関係分）

７、付託事件の件名

〇文教厚生委員会

（1）議 案

第105号議案
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の

適正化等を図るための関係法律の整備に関

する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例（関係分）

第106号議案
長崎県心身障害者扶養共済制度条例の一部

を改正する条例

第112号議案
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長崎県公立大学法人の中期目標〔第3期〕の
一部変更について

（2）請 願

    な  し

（3）陳 情

・要望書（平戸市が進める「未来を担う人材創

出事業（高校魅力化プロジェクト）」に対す

る協力依頼～外）

・令和2年度 離島振興の促進に関する要望等

の実現について

・諫早市政策要望（諫早駅周辺整備事業への協

力と支援について 外）

・要望書（航空路線の安全確保について 外）

・要望書（幹線道路網の整備促進について 外）

・令和元年度 長崎県の施策に関する要望・提

案書

・要望書 令和元年度（長崎空港の運営民営化

及び24時間化の実現について 外）

・要望書（地域高規格道路「西彼杵道路」にお

ける長崎方面への延伸ルートの早期着手に

ついて 外）

・重度障害者の通勤や就労時の介護サービスに

ついて、重度訪問介護の利用が可能になる

ようにお願い

・要望書 令和元年度（長崎駅周辺で計画され

ている各種事業の促進及び交流拠点施設利

用者の利便性向上について 外）

・私学助成に関する意見書の提出について（要

望）

・身体障害者福祉の充実に関する要望書

・長崎県庁舎跡地に所在する遺跡の発掘調査に

関する陳情書

・陳情書（県内の全市町の給食費（副食費）に

ついて月額4,500円補助していただく仕組み
を構築し、保護者負担額を0円にすることを
陳情いたします。）

・長崎奉行所西役所等遺跡群の調査・保存・活

用・公開・整備に関する要望書 Ⅳ

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開会 ―

【ごう委員長】ただいまから文教厚生委員会及

び予算決算委員会文教厚生分科会を開会いたし

ます。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

105号議案「成年被後見人等の権利の制限に係
る措置の適正化等を図るための関係法律の整備

に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例」のうち関係部分ほか2件であります。
そのほか、陳情15件の送付を受けております。
なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を、

文教厚生分科会において審査することになって

おりますので、本分科会として審査いたします

案件は、第103号議案「令和元年度長崎県一般
会計補正予算（第2号）」のうち関係部分の1件
であります。

次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査は従来どおり、分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、部局ごとに、お手元にお

配りしております審査順序のとおり、委員間討

議終了後、総務部、教育委員会、こども政策局

を含む福祉保健部の順に行うことといたしたい

と存じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

なお、先般の委員間討議を踏まえ、9月25日
（水曜日）午前10時からの「県庁舎跡地の遺跡
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発掘調査」の集中審査において、長崎県庁跡地

遺構を考える会共同代表の4名で、国立歴史民
俗博物館館長の久留島様、長崎大学名誉教授の

片峰様、カトリック長崎大司教区大司教の髙見

様、長崎県考古学会会長の稲富様を参考人とし

て招致いたしたいと存じますが、ご異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

これより、総務部関係の委員会による審査を

行います。

議案を議題といたします。

それでは、総務部長より、総括説明をお願い

いたします。

【平田総務部長】 おはようございます。

総務部関係の議案についてご説明をいたしま

す。

文教厚生委員会関係説明資料、総務部の1ペ
ージをお開きお願いいたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第112号議案「長崎県公立大学法人の中期目標
〔第3期〕の一部変更について」であります。
議案の内容についてご説明いたします。

この議案は、長崎県立大学の大学院の再編に

伴い令和2年4月1日から新たに「地域創生研究
科」が設置されることとなったため、中期目標

の別表（学部、研究科）に当研究科を新たに追

加するなど長崎県公立大学法人の中期目標〔第

3期〕の一部を変更しようとするものでありま
す。

続きまして、総務部関係の議案外の主な所管

事項についてご説明いたします。

今回ご報告いたしますのは、長崎県公立大学

法人の業務実績評価について、長崎県立大学の

入試出題ミスについて、次期まち・ひと・しご

と創生総合戦略の策定についての3点でありま
す。

まず、長崎県公立大学法人の業務実績評価に

ついてでございます。

平成30事業年度に係る業務実績について、評
価委員会による評価が行われ、報告がなされて

おります。

評価につきましては、3年次修了までに9割以
上の学生に卒業要件を修得させることになって

いるが、目標値に達していないこと、大学院の

定員が未充足となっていることなどが課題とさ

れました。

その一方で、就職率については、学生個人に

合わせたきめ細かな就職支援を実施し、高い水

準を維持していること、看護師国家試験合格率

が100％を達成したこと、産学官連携の取組を
推進していること、志願者の利便性向上や県内

高校への情報発信に取り組み、一般入試の県内

志願者数が増加したことなど、多くの事項につ

いて年度計画を達成し、第3期中期計画期間2年
目の取組として着実な進捗を図っているとされ

ております。

県といたしましては、県内就職率の向上や佐

世保校建替え事業の着実な進捗など第3期中期
目標期間における重要な課題に大学法人と一体

となって取り組み、「魅力ある県立大学づくり」

を進めてまいります。

次に、長崎県立大学の入試出題ミスについて。

平成30年11月24日に実施した長崎県立大学
経営学部国際経営学科の平成31年度特別選抜
の「英語」問題の内容について、令和元年7月
に受験に関わる民間の出版社から問い合わせが

あり、出題ミスがあったことが判明いたしまし

た。
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ミスに伴う問題の回答については、受験者全

員を正解扱いとし、不正解の受験者全員に2点
が加算されましたが、合否に影響は生じており

ません。

今後、大学においては、試験問題のチェック

体制等の強化を図ることとしており、再発防止

と信頼回復に努めてまいります。

次に、次期まち・ひと・しごと創生総合戦略

の策定について。

県においては、人口減少を克服し、地方創生

を推進するため、平成27年度に「長崎県まち・
ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、様々な

施策を講じてきたところでありますが、本年度

が計画期間の最終年度となっていることから、

今議会において、次期総合戦略の骨子案をお示

しし、ご議論いただくこととしております。

このうち、総務部は、施策体系1「地域で活
躍する人材を育て、未来を切り拓く」において、

「大学と連携した地域が求める人材の育成と地

元定着の推進」に積極的に取り組んでまいりま

す。

今後、県議会のご意見を十分にお伺いすると

ともに、県民の皆様や市町、関係団体、外部有

識者等で構成する懇話会などのご意見をお伺い

しながら、本年度中の策定を目指してまいりま

す。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【ごう委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【山口(経)委員】 おはようございます。よろし
くお願いします。

第112号議案について質疑をさせていただき
ます。今回、大学再編に伴い、地域創生研究科

というのが設置されるということなんですけれ

ども、事前に伺いましたところ、これまでの現

行の研究科は卒業生が修了するまで残り、それ

からまた地域創生研究科に再統合されていくと

いう形のようですけれども、そのあたりをもう

ちょっと詳しくご説明いただけますか。

【門池学事振興課長】今回の再編の内容は、今、

3つ研究科がございますけれども、それを1つに
総合して地域創生研究科を設けることになりま

す。しかしながら、今の3つの研究科には在学
生がおりまして、その在学生が卒業してしまっ

た時点で廃止することになりますので、しばら

くは従来の学部も存続することになります。そ

ういう意味で、今回、地域創生研究科が追加さ

れることになります。

【山口(経)委員】 これまでの3つの研究科が全
部充足していないという格好になっているよう

ですけれども、大学院の再編によりまして、ど

う充足を目指していくのか、そのあたりをお聞

かせいただけませんか。

【門池学事振興課長】現在の大学院については、

学生の充足率が低いという状況でございますけ

れども、今後、新たな取組といたしましては、

まず県立大学の学部生の進学を促進するために、

学部生の推薦特別枠というものを設定するよう

にしております。それから、学部生のうちから

大学院の授業科目の履修ができるように、先取

り履修制度というものを導入するようにしてお

ります。あと、すぐれた業績を上げた大学院生

については、1年以上の在学期間で早期修了可
能な制度を導入しようと考えております。それ

から、社会人の入学も促進しようと考えており

まして、地域社会マネジメント専攻においてで
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すけれども、特別選抜において、専門試験を廃

止して、面接のみの試験内容に変更することも

考えております。それから、これは従来やって

おりますけれども、社会人に対する配慮としま

しては、就学のために夜間、その他の時間帯に

おいて授業や研究指導が受けられる昼夜開校制

度、それから標準修業年限の2年を超えても、3
年から4年の期間にわたって履修を認める長期
履修制度も行いまして、充足を高めるように努

めていきたいと考えております。

【山口(経)委員】 昼夜開校制度、長期履修、そ
れから先取り履修制度という形で対策を打って

いって充足を目指していこうかという対策のよ

うでありますけれども、もう一つ、評価結果に

対する報告が出ておりますけれども、この中で、

3年次修了までに9割以上の学生が卒業要件を
取得するような目標を立てておられます。こう

いう早期修了という形をとった中で、次の興味

を持たせて、そして大学院に進むという対策も

必要かと思うんですけれども、現在のところ、

それも達成できていないという状況にございま

す。そういったことを、もうちょっと手前から

の改善も必要かと思いますけれども、いかがで

しょうか。

【門池学事振興課長】 平成30年度の大学法人
の評価において、3年次までに9割の学生に卒業
要件を取得させるという目標は残念ながら達成

することができませんでした。平成28年から学
部学科再編を行いまして、そういう卒業要件を

設定しておりますけれども、現在、そこについ

て学生がその要件に達するように、先生方も支

援をしっかりしているような状況でもございま

す。そういった取組もあって、昨年に比べれば、

今年度の3年生は、時点比較でいけば、取得率
はまだ高い状況にございます。ですから、そう

いった取組をどんどん助長させていって、学生

に対しては、卒業要件を取得させて、大学院に

興味を持っていただくような時間をつくってい

ただければと思っております。

【山口(経)委員】 大学院の再編ばかりではなく
て、ぜひ、そういったところにも目を向けてい

ただきたいという思いがあります。

そして、今回、地域創生研究科においては、

いろいろ現場のニーズに応じたコースの設定が

なされているようでありますけれども、今のと

ころ、一番好調な情報システム学部が次のコー

スとして、情報セキュリティあるいは人間情報

科学コースという形がまた設けられて、なおさ

ら人材育成という形で大学の果たす役割が大き

くなってくると思います。そういった中で、大

学院でありますけれども、情報セキュリティの

分野では、技術が日進月歩、どんどん変わって

きているということで、そこで教える人材が必

要かと伺っています。そういった中で、この修

士課程を卒業なされた方が教える側に回るとい

った、教える側の人材育成ということもしっか

り考えていかなくてはならないと思うんですけ

れども、その点についてはいかが考えておられ

ますか。

【門池学事振興課長】現在の情報システム学部

においては、実務経験を持った教員が多くて、

その経験を活かして授業を実施してもらってい

るところです。社会的にもセキュリティ関係の

人材が不足している中で、セキュリティ系の教

員確保というのは大変というふうにも聞いてお

りまして、県立大学で学んだ学生が実務を経験

して、将来、県立大学に教員として戻ってくる

ことは大変望ましいことだと思っております。

大学院の教員養成については、一般的に、博士

課程の設置というのが標準となっておりますけ
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れども、現在、情報工学専攻においては修士ま

でしかございませんので、博士課程の設置とい

うのは今後の検討課題じゃないかと思っており

ます。

学部生とか社会人に大学院に興味を持っても

らって、多くの人が県立大学の大学院でさらに

専門的分野を学んで、そういった優秀な人材を

多く輩出していくことが将来の教育人材の育

成・確保につながっていくものであるというふ

うに考えております。そのためにも、大学院に

ついて、魅力あるものにしていきたいというふ

うに取り組んでいきたいと考えております。

【山口(経)委員】 先ほどの修士課程と博士課程
なんですけれども、地域創生研究科は全て修士

課程になりますね。そして、今ある人間健康科

学研究科というのが博士課程ということであり

ますので、その上の博士課程も大事なんでしょ

うけれども、人材育成という形の中では、情報

系のほうは、企業との共同研究とか、そういっ

たものが一番大事であって、そして一旦、社会

人として働いて、また戻ってきて、それを実際

の現場を経験した人が教えるというのが一番強

みだそうです。ですから、そういう現場を経験

していただいて、また教える人材になっていた

だくというのが一番理想じゃないかと思うんで

すけれども、その点についてはいかがでしょう

か。

【門池学事振興課長】委員ご指摘のとおり、ま

ずは県立大学を卒業して、実務についていただ

く、その中で、最新の情報だったり、研究をし

ていただいて、将来的に県立大学に戻っていた

だくことは非常に大切なことだと思っておりま

すので、現在の情報システム学部それから大学

院において、そういった優秀な人材を輩出して

いくことが大事ではないかと思っております。

【山口(経)委員】 今回の大学院の再編が、そう
いった長崎県の人材育成に大きくつながるよう

に期待しながら、質疑を終わります。

【ごう委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ほかに質疑がないようですので、

これをもちまして質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第112号議案は、原案のとおり、可決するこ
とにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、第112号議案は、原案のとおり可決
すべきものと決定されました。

次に、提出がありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について、

説明をお願いいたします。

【門池学事振興課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本委員会に提出しま

した総務部関係の資料について、ご説明いたし

ます。

附属機関等会議結果について、本年6月から8
月の実績は、7月31日及び8月22日に開催しまし
た長崎県公立大学法人評価委員会の2件となっ
ております。

会議の結果については、資料1ページから3ペ
ージに記載のとおりでございます。

以上で資料の説明を終わらせていただきます。
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【ごう委員長】 次に、陳情審査を行います。

お手元に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。

陳情書について、何か質問はありませんか。

【前田委員】 43番、「私学助成に関する意見
書の提出について」ということで、要望という

形で出されていますが、この件に関して、毎年

意見書を出させてもらっていますが、所管する

担当部としての見解を問いたいと思います。

【門池学事振興課長】今回提出が上がっている

要望内容については、いずれも私立学校にとっ

て重要な問題でありまして、特に、財政基盤の

安定に関する事項だったり、学校施設の耐震化

の拡充、それから私立高等学校の授業料の実質

無償化について、これについては県においても

国に要望している内容であります。

要望項目については、全国的な課題となって

おりますことから、重要なことだと考えており

ます。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ほかに質問がないようですので、

陳情書につきましては、承っておくことといた

します。

次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

【山本(啓)委員】先ほど、議案の中でやりとり

があった内容について、評価委員会では、どう

いった内容、やりとりがあったのか、その付近

について、中身について補足して説明をいただ

けますか。

【門池学事振興課長】委員会の中では、評価に

関する意見、質問はもとより、大学全般につい

て幅広い意見をもらっております。例えば、県

内定着については、Ｕターンの促進をすること

も一つの方策である、県内就職については、学

生を県内に残すという教員の意識が重要である、

大学院については、大学院のあり方について、

大学院の特徴をしっかり示す必要があると、実

践的な教育の関係ですけれども、インターンシ

ップとかにおいては、先生たちが地域に出て積

極的に企業とかかわって地域を理解した上で、

学生を社会に送り出していくことが重要とか、

そういった議論が委員のほうからはなされてお

ります。

【山本(啓)委員】確かに私の地元のしまのほう

にも県立大学の学生さんが来られて、地域の課

題や地域の振興についてのことを、現場の方々

とやりとりをしながら振興策の案を出していく

とか、発表していく、そういった取組が非常に

県立大学の方々で行われていることは理解して

おります。

そういった取組が県立大学の運営とか、イメ

ージ、またはその募集の状況、そういった部分

にどう影響を及ぼすのかというところを見てい

きたいとは思うんですけれども、その4年の大学

の取組が、そのまま院でさらに深掘りされて専

門的に行われていくという理解でよろしいので

すか。

【門池学事振興課長】 今回、大学院、経済学そ

れから国際情報学、人間健康科学、この3つの
研究科を地域創生研究科に再編することになり

ますけれども、この再編をすることによって、

各専門分野の学生が一緒に学ぶということで、

俯瞰的かつ多面的な視点で、領域横断的な専門

応用能力を涵養できる人材の育成が可能になっ
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たり、それぞれの専門の教員の研究の交流の進

展が期待できたり、各専攻に社会の要請や地域

の状況に応えたコースを設置して、より専門性

の高い人材の育成が可能になったりしておりま

して、そういう学部学科再編を踏まえた大学再

編にしておりますので、そういった流れという

のは、大学院のほうでも実践されることになる

と思っております。

【山本(啓)委員】言葉を置き換えられると、答

えていただいているのかどうか少し疑問になる

んですけれども、要するに、県立大学の取組が

地域に根付いたものを既に展開しているという

場面を私も目の当たりにしているわけです。そ

ういった取組から、それぞれの学部学科の機能

という言い方をしたらおかしいんでしょうけれ

ども、学術的、専門的なものが深まっていって、

さらにそういったものを特徴づける形で深掘り

していくのが今回の大学院専攻科の再編につな

がって、よりクローズアップされているという

捉えでよろしいのですか。

【門池学事振興課長】研究科の再編にはなるん

ですけれども、今回、県立大学学部学科再編で、

地域貢献というものが最大のミッションと考え

ておりますので、大学院においても、そういう

地域に根付いた研究がなされるものと考えてお

ります。

【山本(啓)委員】前回も審査の際に私、申し上

げたかと思うんですけれども、この形の審査で

は、県立大学の方向性や新しく変わった部分に

ついての情報は共有できても、その中身の深化、

変化、取組の効果とかといった部分を専門的な

ことを答弁いただく方がいないと、なかなか委

員会としての審査としては成り立たないような

感じもします。視察はしておりますが、どうか

今年中に、この委員会において、専門的にその

内容について、定まった方向性や取組の内容に

ついて、今どういうふうな効果が得られている

か答弁できる方を招いての委員会の形を委員長

に提案したいと思います。議論は後でも。

【ごう委員長】 わかりました。

ほかに質問はありませんか。

【山本(由)委員】 先ほど山口(経)委員、それか
ら今、山本(啓)委員からも出たんですけれども、
評価結果をいただいている中で、今の結果報告

の中に入っているものと、ここで議論がされた

のかどうかわからないものがありますから質問

させていただきたいんですけれども、まず今回、

今後の見通しということで、3 年次までに先ほ
ど言われた卒業要件を修得するという話、それ

からクオーター制を来年度から採用されるとい

う話が出ておりました。それで、このクオータ

ー制を採用することによるメリット、目的とい

うのは、例えば、外国語であったり、いろんな

研修に要する時間を確保することができるんだ

ということで、それと 3年次修了までに 9割以
上の学生が卒業要件を取得するということに関

しても、早期に取得をすることで残りの期間を

外国語であったり、いろんな実習、そういった

ものに充ててほしいというふうな、同じような

方向を向いているんだろうと思うんですけれど

も、では具体的に、３年次までに取得をしたこ

とによって、4 年目について、大学として、ど
ういうプログラムを用意しようとしているのか、

どういうことを学生にしてもらおうとしている

のかということについて、お伺いをしたいので

すが。

【門池学事振興課長】 卒業要件を 3 年次まで
に 9割を取得させるということにつきましては、
就職活動が 3年の 3月から開始されるというこ
とで、ＴＯＥＩＣであったり、日経ＴＥＳＴと
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いう資格を持った上で就職活動に臨んでいただ

きたいというところが主眼になっておりまして、

そこで卒業要件を取得された方は、そういった

ことをやっていただくと。あと残り卒業するま

でに、今回、7 割ぐらいの生徒しか取得できな
かったんですけれども、残り 3割については卒
業までに取得をさせていくというような形で実

施をしているところです。

【山本(由)委員】 クオーター制の話については
いかがですか。

【門池学事振興課長】クオーター制のメリット、

狙いとしましては、先ほど委員がおっしゃった

ように、学生が 1単位分の授業科目を短期間で
履修することができるというのがあって、そう

いったものを実施することで、長崎県立大学は

1 カ月程度の長期インターンシップをやってお
りますので、それに取り組みやすくなるという

のがクオーター制を導入する一つの狙いにはな

っております。

それから、もう一つは、海外への留学がしや

すいというところがございまして、海外の大学

は日本と学期の始まり、年度の始まりが違うの

で、そういったところでクオーター制を導入す

ることによって、留学もしやすいといったとこ

ろが 2つ目の狙いになっております。
【山本(由)委員】 クオーター制を採用している
大学というのは、大体その目的が留学であった

り、短期留学であったりということでやられる

んですけれども、それと先ほどの 3年次修了ま
でに 9割以上の学生が卒業要件を修得するとい
うこと、基本的に向かっている方向は同じなん

だろうなと。それに加えて、先ほど、就職のた

めにというのはちょっとどうかと思うんですけ

れども、現実的にそういう部分もあるかと思う

んです。ただ、これをすることによって、授業

自体が薄くならないかなというのを懸念してい

るんです。クオーター制をすることによって、

従来、半期であったり、3 期であったりやって
いた授業自体が、クオーターという形で 3カ月
単位で割と集中的にやっていくということには

なるかと思うんですけれども、そういった部分

というのが、いろんな意見等を見ていると、若

干そういう懸念がある。本来の大学としての授

業自体が薄くなるのではないのかなというふう

な懸念を持つんですけれども、そういったもの

に関してのご見解、あるいはこの委員会の中で、

クオーター制であったり、この早期取得に関し

て、そういった懸念というふうな意見というの

は出なかったのでしょうか。

【門池学事振興課長】委員ご指摘のとおり、ク

オーター制を導入することによって、2 カ月間
で授業が実施されることによって、集中的に学

ぶことができるというのがございます。1 年間
を 4つに分けて授業を行うことで、柔軟に履修
計画が立てられて、計画を立てる時に、学生に

とって興味のある授業でも、ほかの授業と重複

するところがあって受講できないというところ

なんかも、クオーター制については解消すると

いうところもございますので、集中的にやって

学びの質が薄くなるというところは、そこで解

決できるのかなと思っておりますし、自分の希

望する科目が受講できるというところもクオー

ター制の導入で期待できることではないかと思

っております。

【山本(由)委員】 先ほどの大学院の問題もそう
なんですけれども、いろんなフィールドワーク

を含めて地域のための実地の授業を研修されて

いるというのはすごくいいことだと思うんです

けれども、その実地の部分と座学といいますか、

そういったものが合わさって、大学の授業の質
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の問題だろうと思うんです。大学院自体が今、

充足していない、だから入りやすいことをいろ

いろお考えなんですけれども、一方で、もとも

との授業自体が魅力あるものでなければ、なか

なか学生は来ないだろうという部分があると私

は感じておりますので、クオーター制は、もち

ろんいいところもあるし、早期取得も、もちろ

ん早目に取れるところをどんどん勉強してとい

うのはいいことだと思うんですけれども、それ

によって、いわゆる大学としての授業が薄まっ

たりしないような形で見ていっていただきたい

と思いますし、そういった視点を持っていただ

きたいと思いまして質問をさせていただきまし

た。

それから、もう一点、就職の関係なんですけ

れども、この評価結果の中で、学生の就職につ

いて、一番最後のところで、就職後の離職率や

定着率などを定期的に調査していく取組も今後

必要と思われるというふうなご意見が出されて

います。これについて、では今後、就職後の離

職率とか定着率をどういうふうな形で調査して

いこうとされているのか、方向性が見えていま

したらご紹介ください。

【門池学事振興課長】離職率については、かつ

て平成 26 年度に、大学のほうで調査を実施し
たことがございます。大学生は就職してしまう

と大学との関係というのが薄くなっていって、

その時は就職先の企業に協力をしていただいて

離職率を調査したことがございますけれども、

なかなか事務的に大変な部分があったと聞いて

おりまして、現在、どういう形で離職率、定着

率を調査するかについては、検討を行っている

ところでございます。

【山本(由)委員】 わかりました。
これは高校生も同じなんですけれども、いわ

ゆる 3年以内の離職率で高校生が 4割、大学生
が 3割というふうな形で言われていなか、県内
の中小企業といいますか、そういったところが

なかなか新卒がとれない。そういった中で、こ

ういった 3年ぐらいで離職した第 2新卒と言わ
れるような人たちを狙っているところがあって、

なかなかその情報が、今、Ｎなびであったり、

ハローワークで採用されているのかもしれない

んですけれども、学校自体が卒業生に対して、

どこまでできるのかという問題はあるかもしれ

ませんけれども、こういった取組をされたこと

もある。大変だったかもしれないけれども、そ

してまた今回、県内就職率を上げるために、こ

ういった意見が出されているということですの

で、これはぜひ取り組んでいただきたい。

3 年以内に離職するのにはいろんな理由があ
ると思うんですけれども、何らかの形で社会人

経験をしてこられている方が、また戻ってきて

というふうなのが 3割、4割、大学生でも 3割
以上いるということであれば、ぜひその層をつ

かんでいただきたいというふうに思いますので、

一席ご検討をお願いしたいと思います。

最後に、前回の委員会の中で、県内就職率の

話で、県内生の県内就職率が 59.5％、県外生の
県内就職率が 10.6％だということで、それで合
わせて 30％台前半というふうな結果になって
いるんですけれども、その時に、たしか県内枠

を増やせないのか、増やすということを考えて

いないのかというふうなご質問をして、今のと

ころ、そういう考えはないということだったん

ですけれども、これは令和 2年度の大学の入試
要項だと思うんですけれども、これで見た時に、

今、離島枠も含めた県内枠が、私が計算すると

149人あると。県立大学全体としては 690人と
いうことですから、20％ちょっとぐらいという
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形なっています。学部別に見たら大体 20％、情
報セキュリティ学科については県内枠がないみ

たいですので、それも含めたところで 20％の数
字。その中で、今後、大学院もそうですけれど

も、地域創造、それからいろいろ県内に残って

もらえる、県内に残る意思のある学生さんをで

きるだけとりたいという中で、今、地域創造学

部が、定員 250人に対して県内枠が 50人、20％
ということで、この比率を少しでも、5％でも
10％でも上げることはできないのかと考える
んですけれども、この点についての委員会での

やりとり、あるいは県としての、大学としての

見解がありましたらお願いします。

【門池学事振興課長】推薦入試の県内枠につい

ては、前回の委員会の中でもお話ししたとおり、

現時点では、枠を増やすという考え方はないん

ですけれども、ただ、県内の生徒が県立大学に

入学することは、県内就職促進の上でも非常に

大切なことだと考えておりまして、今年度から、

高校と大学を接続する学長補佐を 1人置きまし
て、そのもとにスタッフを配置しまして、今年

度の入試の傾向であったり、それから学部学科

再編後、県立大学がこう変わったんだというと

ころを各進学校に対して、8 月からそれぞれ回
って、県内生徒の入学を促進するように働きか

けを行っているところでございます。それによ

って、県内入学者の割合が高まることを今期待

しているところです。

【山本(由)委員】 一般入試の県内からの志願者
が増えたというふうなご報告もあっているんで

すけれども、一方で、県内就職率を上げたいん

だと。残念ながら、県外出身者の県内就職率は

なかなか上がってこないということで、もちろ

ん、これを上げるための努力をたくさんしてい

らっしゃると思うんですけれども、今、高校入

試に関しても、この学校に行きたいんだという

子たちの枠を増やしていこうというふうな流れ

の中で、県立大学自体が、結局、長崎に興味を

持ってというふうないわゆる入試に当たっての

ポリシーというのが掲げられているわけで、そ

うした時に、今現在の県内枠が 20％というのが、
果たして多いのかなと思った時に、もう少し上

げていいんじゃないのかと。それ自体がまた非

常に即効性のある形で県内就職にもつながって

くるのかなと考えておりますので、これが県立

大学の制約として、何％以上がだめだというの

は私は知らないんですけれども、もし、そうい

うものがないということであれば、25％である
とか、30％、そういった形で大学も一緒になっ
て検討いただければと思いますので、要望して

おきます。よろしくお願いします。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【中村(一)副委員長】公立大学法人評価委員会

のことでお尋ねをしたいんですけれども、この

評価委員会の選任方法は、どのようなことで選

任をされているのか、まずお尋ねします。

【門池学事振興課長】 委員の構成は7人以内と

いうことで、法人の教育及び研究並びに組織運

営に係ることで公正、適切に評価をして意見を

述べることができる学識経験者を選定しており

ます。

【中村(一)副委員長】それは誰が選考されるん

ですか。大学ですか、あるいは総務部のほうで

すか。

【門池学事振興課長】選定は県で行っておりま

す。

【中村(一)副委員長】 評価委員会が2回ほど開
かれていると思うんですけれども、冒頭の7月
31日の評価委員会があった時に、評価委員が7
名選ばれていますよね。それで、そこで委員長
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さんを選出するわけでございますけれども、そ

の日程あたりは、どのようにしてされるのか、

その辺、というのは、何でかといったら、その

当日は3名欠席をされていますよね。4名出席の
中で、そこで大事な委員長、副委員長を選ばれ

るのか、日にち等は調整できなかったのか、そ

の辺をお尋ねします。

【門池学事振興課長】日程調整につきましては、

7月、8月の開催時期を踏まえまして、委員のほ
うから事前に可能な日というのを聴取しており

まして、その中で、たくさんの委員さんの出席

の可能性が高い日を選出しておりました。7月
の委員会につきましては、実は、5名出席の予
定であったんですけれども、そのうちの1名の
方が体調を崩されたということで急遽欠席され

たということで、4名の出席になったというこ
とでございます。

【中村(一)副委員長】 それで学事振興課のほう
は理解できるわけですか。

【門池学事振興課長】まず、欠席予定の委員さ

ん方も含めて、委員会の開催日より前に、評価

内容であったり、それから委員さんの意見を聴

取したりしておりまして、欠席の委員さんの意

見は、その当日、紹介をしまして、それについ

ても大学のほうから回答をいただいたり、それ

から7月には出席できなかったんですけれども、
8月に出席いただいた時に、再度、そういった
ところのお話もしていただいて、理解をしてい

ただいたところでございます。

【中村(一)副委員長】 7名のうちの3名欠席です。
そこで大事な委員長、副委員長を選出されるわ

けですけれども、その3名の欠席の方は、委員
長というのはなるつもりはなかったから欠席だ

けれども、それで公平性が保てるのですか。委

員長というのは非常に大事な進行役でもあるし、

まとめ役でもありますよね。残りの方で3人大
事な委員さんがおられるのに、過半数おれば当

然成立はしますけれども、その辺、担当課とし

ては全然問題ないのか、その考えをお伺いしま

す。

【門池学事振興課長】確かにおっしゃるとおり、

委員長を決めるというのは非常に大切な話でご

ざいまして、実際、今回選任された委員長は、

昨年度も委員長をされていた方でございまして、

委員さんは全て再任をされておりますので、そ

ういう意味では、出席された委員は4名であり
ましたけれども、皆さんの総意は反映されてい

るのではないかと考えております。

【中村(一)副委員長】 わかっているんですけれ
ども、しかし、大事な大学再編のことを2回に
わたってするわけでございますから、委員会と

いうのは非常に重みがあるわけですよね。そこ

の中で3人の委員、先ほど、文書で出していた
だいたということですけれども、やはり生の声

で、本当に真剣に大学再編をするんだというよ

うなことであれば、当然、日程は少し違っても

変更をするべきだと私は思っているんです。そ

の次の日もまた1人欠席ですものね。1人は仕方
ないとしても、私たち、委員会でも全員出席で

すよ。11人のうち5人欠席、そういうことにな
りますけれども、この委員会というのは非常に

重みがあると思うんです。今後、十分気をつけ

て開催していただければと思っております。

【門池学事振興課長】冒頭にもお話ししました

けれども、日程調整、なるべく多くの委員さん

に来ていただくというのが非常に大事なことだ

と思っております。

あとは、臨機応変に変えられるかというとこ

ろなんですけれども、皆様方、お忙しい委員さ

んでもあって、なかなかそこの日程調整という
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のも難しいということがありますけれども、今

後、今回みたいな欠席委員さんが多いような状

況をなくしていくように日程調整をやっていき

たいと思っております。

【中村(一)副委員長】 受諾をされたんでしょう。
委員になってくださいということで、「はい、

わかりました」と。そういうものは当然出席の

義務というのはあると思うんですよ。誰でも皆、

忙しい、忙しいということではどうしようもな

いと思うんですよ。まずそれを第一に優先する

のを選出するのもあなたたちの仕事と私は思っ

ておりますけれども、その辺、総務部長はどう

ですか。

【平田総務部長】できる限り全員出席いただけ

るような日程について調整できるように配慮し

てまいりたいと考えております。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ほかに質問がないようですので、

次に、議案外所管事項に対する質問を行うこと

といたします。

質問はありませんか。

【北村委員】 よろしくお願いします。

県内の専門学校の許認可、そしてその質の確

保についての質問をさせていただきます。ある

県民の方からご相談をいただきました。県内の

とある専門学校で、運営に対して非常に疑問が

ある、具体的に言えば、教職員の方が学生に過

度なパワーハラスメントを行っているというよ

うなお話でございます。そして、その学生の方

は、ＰＴＳＤ、いわゆる心理的虐待によって非

常に心を傷つけられ、学校にはもう行けなくな

ったというようなお話でありました。

そこで、お尋ねをいたしますが、県内の専門

学校、正しくは専修学校になると思いますけれ

ども、まず、この開学の許認可の権限が長崎県

にあるのかどうかをお答えください。

【門池学事振興課長】専修学校の設置認可につ

いては、法律的に、県で認可するようになって

おります。

【北村委員】 わかりました。

県が認可をするということであれば、その認

可をするための審査があるだろうと存じますけ

れども、その審査の内容、特に、その審査の中

で、学校の教職員の質の確保、学生の権利を守

られるような適切な運営がなされているかどう

かという審査項目がまずあるのかどうか、お答

えください。

【門池学事振興課長】先ほど、専修学校と申し

上げたんですけれども、私立の専修学校は県に

認可権があるということでございます。

専修学校の設置認可に当たりましては、収容

定員とか、それから年間の授業数、教員数、校

舎の面積、そういった基準というのはございま

すけれども、教員については、一定の経歴等を

確認するようにはしておりますけれども、基準

としては、専門的な知識、技術、技能等を有す

る者というふうな形で定められております。

【北村委員】経歴を確認して、その教員の質と

いうか、教職員、教壇に立って学生を指導する

ということでありますから、人間的なというか、

そういった審査項目はない。そして、いわゆる

経歴を見て、書類だけの審査というような理解

でよろしいのでしょうか。

【門池学事振興課長】教員の経歴等の審査は行

うんですけれども、教員の資質については、設

置者である学校法人等が管理することになって

おりますので、県のほうでは、そういった審査

は行わないことになっております。

【北村委員】これは法律の話になってまいりま
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して、認可の際の審査項目に、教員の質の確保

というものが担保されないというのは非常に課

題だなと感じているところですが、そういった

教員におけるパワーハラスメントが私立の専修

学校で行われたというようなことがあった時に、

県としては、認可をしているのだから、そこに

対して改善の指導であるとか、そういったこと

はできるのかどうかお答えください。

【門池学事振興課長】県が専修学校に対して持

つ権限というのは、学校とか、学科、課程の設

置、廃止の認可であったり、収容定員の是正命

令、あと教育の調査等の報告書の提出が学校教

育法とか私立学校法で規定されているんですけ

れども、学校の教職員に対して直接監督指導を

行う権限というのは、県のほうにはございませ

ん。

【北村委員】 わかりました。

先ほどの説明を端的に言うと、書類をそろえ

て、面積や人間をそろえてしまえば、そのまま

審査が通って専門学校が開学できてしまうと。

そして、その中で、どういった運営が行われて

いるかは学校に任せているので、県としては指

導監督する権限がない、中で何が行われている

かどうかは県としては関知しないというような

理解でよろしいのでしょうか。

【門池学事振興課長】法律上、直接教職員等に

対して監督する権限はございませんけれども、

県としましては、そういった事実等がございま

したら、ご相談いただいて、事実を確認しまし

て、学校に対して、こういったことがあってい

るけどどうなんだというふうなお話はしており

ますので、助言といいますか、そういった形で

関与するような形になります。

【北村委員】先ほど、助言という形で介入する

というようなお話がありましたが、あくまでも

助言、介入で、そういった不適切な運営がなさ

れていたからといって、その学校に対する例え

ば許認可の取り消しであるとか、そういった権

限が県にあるのかどうか、またそういった事例

がこれまであるのかどうか、お答えください。

【門池学事振興課長】県のほうで、学校につい

て認可の取り消し、要は、学校の閉鎖みたいな

話だと思うんですけれども、法律上、閉鎖命令

というのはできるようにはなっております。た

だ、この取扱いが、私立学校の管理の職責を有

する者が法律の違反行為をして、学校法人の法

令違反行為と見られる場合になるという、そう

いった状況が該当するということで、重い案件

に限られてくるということでございます。これ

まで、学校閉鎖命令を行った事例というのは、

本県ではございませんけれども、他県において

は、いわゆる休眠中の学校、全く機能していな

い学校に対して、6カ月以上授業を行わなかっ
たということで命令した事例があると聞いてお

ります。

【北村委員】 わかりました。本県では、そうい

った前例はない、いわゆる運営について不適切

であったかどうかで許認可を取り消した事案は、

今のところは把握していないというようなお答

えだったかと思います。

こうなりますと、中で何が行われているか県

としては関知をしないというか、ブラックボッ

クスになっているのかなという気がいたします

が、その中で、認可をする権限があれば、廃止

をする権限があると。そこで、私学審議会とい

う機関について、認可や、もしくは廃止をする

時に、たしか答申か何かを求めるようになって

いるかと存じますが、その点についてはいかが

ですか。

【門池学事振興課長】学校の設置、廃止であり、
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閉鎖命令、そういったものを行うに当たっては、

私立学校審議会に諮問をしまして、そこからご

意見をいただいた上で、判断されることになり

ます。

【北村委員】 例えば、この件について、私学審

議会に当事者が、その学校について不適切な運

営が行われているのではないかというような訴

えであるとか、情報提供、そういったいわゆる

窓口が開かれているのかどうかというのをお聞

かせ願えますか。

【門池学事振興課長】私立学校審議会に対して

は、県から諮問を行うという形になっておりま

すので、直接、関係者の方が審議会のほうに話

をするということは想定されていないところで

す。

【北村委員】わかりました。あくまでも県の諮

問機関であって、そこに直接お話を持っていく

ことはできないということ。あくまでも県がそ

ういった不適切な事例があるということは、情

報収集としてお受けはいたしますと。そして、

その学校に、助言なり何なり、照会をする、確

認をする、ただ、そこまでというような、私と

しては、専門学校に限ったことかもしれません

けれども、本県のというか、国内の専門学校に

通う学生の権利を守るという意味では、なかな

か抜け落ちている、法が整備されていないのか

なというような感想を受けます。

もう一点、最初に確認をしておけばよかった

のですが、そういった県内というか、これは国

内全般、同じ法律でやっているんでしょうから

同じだと思いますけれども、このケースは、学

生さんが発達障害をお持ちであって、社会的弱

者というような方であるという話を聞いており

ますけれども、今般、合理的配慮を進めていこ

うというようなことがなされていると思います。

これは学校の中でも当然だろうと思いますが、

そういった学校について、学生に対しての合理

的配慮がなされているかどうかというようなこ

とを、例えば、指導する、確認をする、周知を

するとかといったことは、専門学校、そしてほ

かの県が認可する学校については取組はなされ

ているのかどうか、お答えください。

【門池学事振興課長】私立の小中高等学校につ

いては、そういった合理的な配慮というのはな

されるんですけれども、専門学校については、

その対象外となっております。

【北村委員】認可をするのは学校教育法の制度

の中でやっていくというようなことの理解であ

ると思っているんですが、ということでよろし

いのか確認です。

【門池学事振興課長】 学校の設置については、

学校教育法で定められております。

【北村委員】その学校教育法の設置の中で、社

会的弱者の方々であったり、合理的配慮を進め

ようというのは、小中学校ではやっているけれ

ども、専門学校、私学でもやっていないという

ことになるんですか、お答えください。

【門池学事振興課長】私立学校においても、や

っていないということです。

【北村委員】私は今、いわゆる法律に基づいて

県内の教育の質を担保しよう、社会的弱者に配

慮しよう、合理的配慮も学校でちゃんと推進し

ていこうというような中で、すっぽり私学とか

専門学校の部分が抜け落ちているというような

印象を受けて、そういう理解をしているんです

けれども、繰り返しになりますが、そういった

理解でよろしいのでしょうか。

【門池学事振興課長】専門学校については、そ

ういったことにはなっていないということなの

で、そういう理解でいいと思います。
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【北村委員】それは学校教育法の中でというよ

うな現況の制度の中で、そこは抜け落ちている

というのは、これは国の法律であって、では県

で、長崎県だけそこをしっかりカバーしていこ

う、充実させていこうというようなことが制度

論として可能なのかどうか、お伺いいたします。

【門池学事振興課長】先ほどの合理的な配慮な

んですけれども、法律というよりは、県の中で

小中高について、私立学校では行っているんで

すけれども、例えば、その方々が卒業されて中

学校から高校になっていく時に、そういった引

き継ぎを県のほうで行っているということでご

ざいます。

【北村委員】ちょっとよくわからなかったので

すが、先ほどの私の質問は、学校教育法の中で、

学事振興課の中で、こういったいろいろな業務

をやっていらっしゃると思うんですけれども、

先ほどの議論の中で、私学については、学校内、

教育の現場で合理的配慮がなされているかどう

かというのは、現行の制度では関知し得ないと

いうか、守備範囲外だというような理解だった

と思います。その制度というのは国の法律、学

校教育法に基づいて教育行政をやられているん

でしょうから、長崎県だけでそういった私学、

専門学校等々に合理的配慮がなされているかど

うかというのをカバーしていく、そのような条

例の設置とまでは言いませんけれども、そうい

ったことが学事振興課もしくは県の教育行政と

して可能なのかどうかということをお伺いいた

しましたが、それについてはいかがですか。

【門池学事振興課長】先ほど、言葉が足りてな

かったかもしれませんけれども、私立の小中高

においては、そういった合理的な配慮について

はなされているということです。専門学校がな

されていないという状況です。（発言する者あ

り）専門学校に対して、そういった合理的な配

慮について学校のほうにしていただくとか、県

のほうで何か関与するということについては、

今のところ、検討していない状況です。

【北村委員】制度論になってしまって、ちょっ

とわかりにくくなっていますけれども、私学に

ついては、そういった配慮がなされているかど

うかも県としては守備範囲外だというようなこ

とで、これは学校教育について、専門学校も学

校教育法の範疇ですから、そういったところは

すっぽり抜け落ちているなという社会的な課題

なのかなという気がいたします。

ここでこれをずっとやっていても、県として

は、専門学校における教職員のパワーハラスメ

ントについての相談窓口としてはなかなかなり

得ないし、当事者同士で解決をしてくださいと

いうような回答になる、最終的には民間と民間

でやってくださいよという回答になるというよ

うなことでよろしいのでしょうか。

【門池学事振興課長】現在の枠組みでは、専門

学校については、民間と民間というか、先生と

生徒の関係になると思うんですけれども、先ほ

ども申し上げましたけれども、そういう情報を

いただけば、私たちも学校に対して、そういっ

た助言をしていくことは可能であると考えてお

ります。

【北村委員】わかりました。現行の制度下で助

言、確認というようなことまではできるという

ことでありましょうから、そういったところは

まずしっかりやっていただきたいと存じますし、

こういった社会的な制度の穴と言っていいのか

どうかはわかりませんが、社会的弱者の方々も

安心して本県で学べるような体制づくりを県政

も進めていただきたいと要望して、この件につ

いての質問を終わります。
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【ごう委員長】 暫時休憩いたします。

― 午前１１時１１分 休憩 ―

― 午前１１時１２分 再開 ―

【ごう委員長】 再開いたします。

ほかに質問はありませんか。

【宮本委員】 関係説明資料の1ページ、議案外
の主な所管事項についての「長崎県公立大学法

人の業務実績評価について」について、確認も

踏まえて質問させていただきます。先ほどから

もいろいろ議論があっておりました。できるだ

け重複を避けて、そして6月での質問の分の確
認も踏まえてさせていただきます。

いただいた資料の中で、評価委員会が出され

た評価結果というのを見させていただきました。

長崎県公立大学法人の評価結果については、

94.7％がⅢ以上で、年度計画を順調に実施して
いるという評価結果が出ておりまして、確認も

させていただきました。9割、ほぼほぼ年度計
画をできているんだろうなという推測もさせて

いただき、そしてまた県立大学については、大

学院を新しくしたり、建て替えの事業も進んで

いたりとか進化している現状も踏まえて確認を

させていただきます。

全体評価の中で、この説明資料の中にも入っ

ているんですけれども、1つ、県内の視察でも
言ったのですが、看護学部についてであります。

看護師の国家試験合格率が100％を達成したこ
と、これが高く評価をされています。すばらし

いなと思って見させていただいておりまして、

再度確認です。看護栄養学部におきましては、

就職者数が86人に対して、これは栄養士の方も
入っていらっしゃるんでしょうけれども、県内

の就職で見ると38.4％という数字であり、約4
割ぐらいしか県内にはとどまっていないという

現状があるわけですね。100％達成するという
のは、これは本当にすばらしいことだと思いま

す。ｅラーニングをしたり、いろんな取組をす

ることによって100％を達成したと。なかなか
国家試験で100％を達成するというのは難しい
ことでありますけれども、しかしながら、県内

の就職はなかなかたっていないという状況の中

で、1つ確認をしたいんですけれども、県立大
学の看護栄養学部については、県内の病院とか

からの求人は多く来ているんだけれども、そこ

に就職している人が少ないというものなのか、

県内の病院からは、実はそんなに求人が来てい

ないんですよという現状なのか、そのところを

確認させていただけますか。わかる範囲で結構

なんですけれども。

【門池学事振興課長】求人の状況ですけれども、

数字は持っていないのですが、県内からも多く

の求人を得ているというふうに聞いております。

ただ、なかなかそこの求人に対して、就職する

方が少ないという状況です。

【ごう委員長】 すみません、1点いいですか。
数字は学事振興課では把握をしていないという

ことですか。

【門池学事振興課長】数字については、すみま

せん、現在把握はしておりません。

【ごう委員長】学校でしかわからないというこ

とですか。

【門池学事振興課長】はい、学校で把握をして

います。

【ごう委員長】学事振興課で、こういった就職

率のことを私たちは審査をしていくわけですか

ら、この数字を学事振興課が把握していないと、

どうにもならないと思うんですね。そのあたり

は、もし可能であれば、今日でも学校のほうに

問い合わせをしていただいて、その比率の資料
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等を委員の皆様方にお配りいただくことは可能

でしょうか。

【門池学事振興課長】把握をしまして、資料と

して配付をさせていただきます。

【ごう委員長】 お願いいたします。

【宮本委員】まさしくそこが大事で、我々は回

る中で、看護師不足とか、保育士不足というの

をものすごく多く声を聞くんです。県内にはい

い大学がありますよ、看護師も出ているんです

けどねという話をしていくんですけれども、例

えば、求人が出ていないものなのか、求人が多

く来ていて、行っていないものなのか、これは

大きな違いがあるものですから、再度、そこの

把握というのは検証していくべきだと感じます

し、追及していくべきだと私は思います。多く

来ている現状の中で行っていないのならば、そ

こに何の原因があるのかを追及していく、来て

いないのならば、もっともっと看護師不足は顕

著にあるはずだということで、他部局と連携を

とって、もっともっと県内に残ってもらうよう

な仕組みづくりを具体的に進めていくことが大

事だと考えていますから、そこは先ほど委員長

がおっしゃったとおり、しっかりと数字を手に

持っていて、なかなか進んでいないなと、どう

いったところに原因があるんだろうというのを

追及していただきたいと思います。

ちなみに、6割から7割が県外に出ているわけ
ですよね。もったいないことになりますので、

これは県内の病院そして県外の病院と比較をし

て、福利厚生であったり、給与の面、そこら辺

の検証というのはされていますか。

【門池学事振興課長】すみません、それについ

ても具体的に数字を持っておりませんので、把

握はしたいと思っております。また、資料とし

てお配りしたいと思っていますけれども、一般

的に、県内の給与水準であったり福利厚生は県

外よりも劣っているというふうに聞いておりま

すので、そういう状況も要因ではないかと考え

ております。

【宮本委員】 であるならば、例えば、県内の看

護協会の方々と意見交換会をしたり、佐世保に

は、看護キャリア支援センターという県の機関

もあります。そこでも看護師不足は顕著なんで

す。ですから、そこといろんな意見交換をした

りというのも大事だと思っています。県内の大

学で看護学部を持っているというところは、長

崎大学にありますね。こういった専門性を高め

る学部があって、看護師を養成する大学がある

というのは非常に貴重ですから、そこら辺とは

もっともっと密に連携をとりながら追及をし、

どうすれば県内に1人でも多くの看護師さんが
残れる仕組みをつくれるのか、これを県立大学

の設置者としては考えていくべきだと思ってい

ますので、そこの数値については鋭く追及をし、

大学、そして看護協会であったり、看護キャリ

ア支援センターと連携をとっていただきたいと

思いますけれども、それについてはどんなです

か。

【門池学事振興課長】例えば、病院等の勤務環

境の改善とか、業務改善の関係は、福祉保健部

のほうで長崎県医療勤務環境改善支援センター

を設けて、各医療機関にアドバイザー等を派遣

して、セミナーを行ったり、相談業務に当たっ

たりしているようなところもございます。その

中でも、今の若者は働き方を重視しているから、

看護師を確保するためには福利厚生は大切だと

いう話もなされていると聞いております。そう

いった意味で、福祉保健部と連携をとりながら、

就労環境であったり、給与水準、そういったと

ころの改善に向けて、私どもも協力していきた
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いと思っております。

【宮本委員】恐らく、給料の面というのは大き

な差があるのかなと思います。私の知人も看護

師で、名古屋から佐世保に来た方が、給料の差

があるというのを言われていましたので、恐ら

く、こういったものも原因じゃないかと思うん

ですけれども、それよりも増して、先ほどおっ

しゃった働き方であったり、地域に住むよさと

いうのをアピールしていきながら、この職種だ

けではなくて、ほかの職種も一緒なんでしょう

けれども、そこは部局横断的にといういい言葉

がありますけれども、それを実際に稼働してい

ただいてやっていかないと、なかなか地方に人

が残るというのは難しい現状だと思っています。

あわせて、県外に行った看護師の方をＵター

ンに仕向けるような仕組みづくりも一層増して

いただきたいと思いますけれども、今現在、県

立大学で、例えば、県外に就職した看護師をこ

っちに呼び戻そうというような取組とかはされ

ているんですか。いなければ今後していただき

たいんですけれども、それについて確認をさせ

てください。

【門池学事振興課長】直接的に県外に就職した

方を呼び戻すというような取組はしていないん

ですけれども、卒業して就職された方々を呼ん

で、現在の学生と交流させるという取組はして

おりますので、そのあたりをもう少し拡充させ

るような形で、ＯＢ、ＯＧの方について、県内

に戻ってくるような働きかけができればと思い

ますが、現在のところ、やっておりません。

【宮本委員】若い時は、一回県外に出て働きた

い、そしてまた戻ってきたいという気持ちは誰

しもあると思います。私もそうだったんですけ

れども、全体的に見ても県内就職率がちょっと

低いという現状を踏まえた中で、大学院も新し

くしますよ、建て替わりますよとなった時に、

今後、入学者の定員の割れだとか、さらに外に

出ていくんじゃなかろうかという懸念もあるわ

けですよね。ですから、そういったところをも

っと検証していくことが必要であろうと思いま

すから、そこはしっかりと担当課として持って

いただきたいということを強く要望いたします。

そして、この評価の中で、いい言葉があるん

ですけれども、地方創生に寄与する大学を目指

すと。高校生に選ばれる大学を目指していくと

いう文言があるんです。私が高校生の時に、国

際経済大学、略して「国経大」というふうに言

っていたんです。申しわけなく、イメージはい

いか悪いかといえば、悪いイメージがありまし

た。何を言いたいかというと、私たちのそのイ

メージを持った世代の子どもたちが今、大学受

験を控えている年代になったとするならば、「前

身は国経大やろう」ということで、イメージの

払拭を図る必要があると思っています。

先ほども学事振興課長が言われていたんです

けれども、例えば、県内の進学校に行く中で、

その校長先生も持っているのかわかりませんけ

れども、国経大という払拭すべく「今はこうな

っているんですよ」という話をしていく必要も

あろうかと思いますけれども、その取組につい

て確認したいのと、されているならば、その感

触はどうだったのかもあわせてお聞きできれば

と思っていますが、よろしいでしょうか。

【門池学事振興課長】県立大学については、平

成28年度の学部学科再編によって、大学の特色
とか、教育内容が以前と大きく変わっていると

ころがございます。大学の特色としましては、

全国初の情報セキュリティ学科を設置したとい

うこと、九州初の経営学部を設置したというこ

と、それから実践的な教育ということで長期イ
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ンターンシップ等をやっているとか、学生能力

の可視化を含めたところで、ＴＯＥＩＣとか日

経ＴＥＳＴ、そういった外部試験を導入して卒

業要件に入れているということもあります。あ

と、実際に学生の学力、英語力も向上している

というところがあって、国際経営学科の4年生
においては、ＴＯＥＩＣの平均点が入学時が

435点ぐらいだったのですが、今年の7月には、
それが757点となっております。そういった意
味で、学力も向上しているという面もあります。

こういったことを今、各進学校を回りまして、

県立大学は変わっているんだということを学校

に対して説明しているところでございます。そ

の感触については、まだ回っている途中なので、

私どものほうには、今のところ、報告は来てお

りません。

【宮本委員】すみません、ちょっと小さいこと

かもしれませんけれども、大学のイメージは大

事かなと思います。少子化になっていくにつれ

て、大学の定員割れというのは出てきてしかる

べき問題かと思っていますし、これはやっぱり

どこの大学も競って入学生を募集している現状

がありますから、県費がどんと投入された県立

大学ですので、そういったところも力を入れて

いただきたいと思います。

総務部長におかれましても、地元佐世保であ

りますので、恐らく、その時の状況というか、

前身を感じ取れるところがあるかもしれません

けれども、こういった変わっていっている大学

をアピールしていくために、今後どういったこ

とをされていくのか、総務部長の見解をお聞き

できればと思います。

【平田総務部長】大学のイメージということで、

先ほどの山本(由)委員の質問にも関連するんで
すけれども、県内の高校生が受験をしたくなる

学校として認知されることは非常に重要だろう

と思っています。今、入学生は県内、県外ほぼ

半々なんですけれども、一般入試だけ見ると、

圧倒的に県外のほうが多い。それを推薦で入れ

ることで半々になるということで、簡単に言え

ば、学生のレベル、大学のレベル、学術的なレ

ベル、人材としてのレベルということを考える

と、やはり一般入試で受ける子どもを増やすと

いうことが大事だと思っています。それはやは

り社会に貢献する大学であって、人材を多く輩

出すること、それによって地場企業にも、地場

の経済にも貢献できるし、あるいは今は企業誘

致にもそれが大きな力になるということがある

わけでございます。

今、宮本委員が言われたように、そのために、

今はこうなんだという大学の実情、率直に言っ

て、私たちが子どもの時に持っていたようなイ

メージではなく、今こういう大学になっている

ということについて、きちんと情報を出してい

く、流していくということが大事だろうと思っ

ていまして、そういうことで先ほど担当課長が

言いましたように、各学校を大学が回って、今

の状況、それから学校が大学に対して、どうい

うイメージを持っているかというのをあわせて

聞いて回るということをしているところでござ

います。また、それを踏まえて、その次にどう

対策を打つかというようなことも考えていきた

いと思っておりますけれども、やはり大きくは、

大学の特徴であります、今申し上げました地域

に貢献するということと、情報セキュリティと

いうような先端的な部門、そういう特徴という

のを前面に押し出していく、それを結果として

見せていくということが非常に大事だろうと思

っていますので、その点については、大学とも

協力・協議をしながら、県として、こういう部
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分にもっと力を入れるべきだというところがあ

るのであれば、そういうことも含めて、一緒に

議論をしていきたいと考えております。

【宮本委員】私もいろいろ勉強する中で、非常

に特色ある大学ということはわかりまして、私

自身の中では、国経大というイメージは払拭さ

れましたので、そういったものを伝えていくべ

きであると思っていますから、どうか尽力いた

だければと思いますし、同時に、さまざまなこ

とについて、もっともっと深く探求していただ

きたいと、担当課の方々自身もさらに追求して

いただきたいということを最後に要望して、終

わります。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【前田委員】総務部長の議案外の説明でもあり

ましたが、確認の意味含めて、県立大学の入試

出題ミスについてですが、ご報告があった中で、

不正解の受験者も2点加算されて合否に影響は
なかったということで、合否に影響がなかった

から不幸中の幸いだと思うんですが、通常、こ

こに書かれているように、試験が昨年行われて、

その後、大分時間がたつ中で民間の出版社から

問い合わせがあってミスが判明したとなってい

ますけれども、試験後の流れ、例えば、県立の

高校入試だったら、問題が新聞に出て、回答が

出てということで、本人たちも気づくと思うん

ですが、受験生が気づかなかったのかなと思っ

たりもしているんですけれども、これは大体ど

んな流れと、出題ミスは、どうやってミスがな

いような形でチェックしているのか、改めてご

説明をしていただきたいと思います。

【門池学事振興課長】試験の中で出題ミスとい

うのが見つかったのは、今回、民間の出版会社

の問い合わせがあって、その中で発覚をしてお

りまして、問題のチェックについては、入試前、

試験中、それから採点時、複数回、教員の先生、

学部長、学科長も含めたところでチェックをし

ておりますけれども、今回、ミスが発覚したと

いうことでございます。

【前田委員】受験した生徒は、問題にミスがあ

るということはわからないんですか。

【門池学事振興課長】生徒のほうから入試ミス

があったというご指摘を受けたというふうには

聞いておりません。

【前田委員】 だから聞いているんだけれども、

県立高校だったら、新聞紙上等で問題があって、

その回答が出てということで、受験生が、自分

が正解した、間違ったとか、どこを間違ったと

わかるんだけれども、大学については、たまさ

かというか、出版社から問い合わせがあったか

らわかっただけで、問い合わせがなかったら、

そのままになっているんだと思いますよ。そう

いうことを考えた時に、今、受験生が知る機会

というのはないんですか。

【門池学事振興課長】今回、出題ミスが起こっ

たのが推薦入試の問題でございまして、推薦入

試については、新聞等に載るということはござ

いません。

【前田委員】まず、どうやっているかを説明し

てほしいんだけれども、推薦と一般とあって、

そういう方々の回答とか、チェックというのを

どうやっているか、まずきちんと説明してもら

っていいですか。

【門池学事振興課長】問題のチェックにつきま

しては、問題を作成した人も含めて複数の人間

でチェックをしておりまして、入試前に6回、
それから試験中に1回、採点時にも1回、こうい
ったチェックをやっているところでございます。

【前田委員】私が求めている回答になっていな

いんですけれども、この際、再発防止するため
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に、どういうふうにやっているかというのをき

ちんとした形で示してほしい。今、口頭でおっ

しゃったけれども、それを誰が、どうやって、

いつの時期にやっているか。6回もやる必要が
あるのかどうかわからないんですけれども、と

いうことは、質問に返りますけれども、推薦入

試を受けた方が、その質問用紙を持ち帰って、

自分が通っていた塾かなんかの中でやりとりす

る中で、塾の先生かどなたかが、この問題はお

かしいということに気づいたということで指摘

を受けたと理解していいのですか。

【門池学事振興課長】今回の入試ミスが発覚し

たのは、民間の出版会社ということで、公立大

学とか国立大学の過去の試験問題を編集して出

版されているところがチェックをする中で発覚

したということでございますので、学生のほう

から塾に行ってわかったとかいうような話は出

ておりません。

【前田委員】私も大学受験して随分年代がたっ

ているのでわからないのですが、今でも大学ご

との赤本なるものがあるんでしょうね。そうい

うことを考えたら、自分たちだけでチェックす

るだけではなくて、外部の方にもチェックして

もらうということを事後でも今後やるべきじゃ

ないですか。

【門池学事振興課長】今回、こういった出題ミ

スが発覚しておりまして、これまでは、内部の

教員とか職員によってチェックをしておりまし

たけれども、今回のミスを踏まえまして、今後

は、まず問題作成にかかわっていない方による

チェックであったり、今回、英語で出題ミスが

起こっておりますので、ネイティブ教員による

チェックであったり、あと外部業者にまたチェ

ックをしていただくとか、そういったところを

視野に検討を進めているところでございます。

【前田委員】 わかりました。いずれにしても、

大分時間がたって判明してしまうと、合否にか

かわった場合、大変なことになりますから、今

言ったようなことを含めて万全の体制で取り組

んでほしいということを要望しておきます。

もう一点だけ質問させてください。今年の5
月に国のほうで、大学等における就学の支援に

関する法律というものが成立しております。こ

のことによって、返還不要の給付型奨学金の拡

充や授業料の入学金の減免が図られてくるわけ

ですけれども、この制度を活用して、県立大学

において、来年4月からどういうふうに対応し
ているのかについて、今の進捗状況をご答弁い

ただきたいと思います。

【門池学事振興課長】高等教育の無償化の関係

でございますけれども、まず対象となる大学等

がこの9月20日に決定をされまして、県立大学
もその対象になるということで、今から無償化

に向けての事務手続が進むことになっておりま

す。

【前田委員】不勉強ですけれども、無償化に向

けての事務手続だけですか。私が勉強した範囲

では、奨学金の拡充とか、授業料、入学金の減

免とかいうのも入っていると思うんですが、そ

こについては他の県立大学は既に取組を行って

いるということをホームページ等でも告知しな

がら来年度の募集を始めているんですが、じゃ、

そういったことは本県についてはやっていない

と理解していいですか。

【門池学事振興課長】すみません、言葉足らず

でございましたけれども、県立大学においても、

そういった告知、授業料減免であったり、奨学

金の給付のＰＲ、情報周知はしているところで

ございます。

【前田委員】わかりました。後から個別に少し
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やりとりさせてもらいたいと思います。

無償化もですが、例えば、ここひと月ぐらい

前、大阪府立とか大阪市立大学は、完全に府民、

市民に対して、所得制限の範囲も拡充しながら

も、無償化、県内在住、過去3年在住するとい
う条件が付いているみたいですが、そういうこ

とで減免、県内定着というのを図ろうとしてい

ますから、鋭意、そういう他県の状況も調査し

ながら、県立大学として、もともとの目的に沿

った中で県内定着が図られるような形の検討、

もちろんここには財源の負担というものが出て

くると思いますけれども、そういうことも積極

的に検討することを望みたいと思います。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ほかに質問がないようですので、

議案外の所管事務一般に対する質問を終了いた

します。

次に、自由民主党・県民会議及び自由民主党

より、「私学助成の充実強化等に関する意見書

（案）」提出の提案を受けておりますので、事

務局より文案の配付をお願いします。

〔意見書（案）配付〕

【ごう委員長】 それでは、前田委員から、意見

書提出についての提案、趣旨説明等をお願いし

ます。

【前田委員】「私学助成の充実強化等に関する

意見書」の提出の提案理由を述べたいと思いま

す。

先ほども陳情審査の際に、私立中学高等学校

協会から出されている陳情に対しては、県の見

解を求めたところですが、県のほうでも、令和

2年度の政府施策の提案の中に挙げていますと
いうことで、この内容については県の要望とも

一致するということを確認させてもらいました。

そうする中で、本議会としても毎年、意見書

は提出させていただいておりますが、依然とし

て私立学校の経営は、少子化の進行の中で運営

が大変厳しい状況にある中、特色ある教育の展

開のためには、ハード、ソフト両面とも教育環

境の充実にさらに努めていかなければならない

中で、依然として、公私間の格差については解

消に至っていない現状であるということを認識

しております。

そういうことも含めまして、今般は、この本

文の中にある「とりわけ、長崎県の私立学校は」

というところも含めて本県独自の特色も述べな

がら、昨年に引き続き、具体的には、耐震化や

ＩＣＴの環境整備、公教育の中での新たな基盤

となるＩＣＴの環境整備等について、国の責務

として、さらなる支援をお願いしたいというよ

うな内容の意見書を提出させていただきますの

で、ご賛同賜りますよう、よろしくお願いいた

します。

【ごう委員長】ただいま、前田委員から説明が

ありました「私学助成の充実強化等に関する意

見書（案）」について、ご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】質問もないようですので、それ

では、意見書（案）の提出について採決を行い

ます。

本提案のとおり、意見書（案）を提出するこ

とに、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】 ご意義なしと認めます。

よって、「私学助成の充実強化等に関する意

見書（案）」については、提出することに決定

されました。

なお、体裁の修正等についてはいかがいたし

ましょうか。
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〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】それでは、正副委員長にご一任

願います。

以上で意見書の審査を終了いたします。

総務部関係の審査結果について整理したいと

思います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時４５分 休憩 ―

― 午前１１時５３分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、総務部関係の審査を終了

いたします。

午前中の審査はこれにてとどめ、午後は1時
30分から教育委員会関係の審査より再開した
いと思います。お疲れさまでした。

― 午前１１時５４分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【ごう委員長】委員会及び分科会を再開いたし

ます。

これより、教育委員会関係の審査を行います。

【ごう分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

教育長より予算議案の説明をお願いいたしま

す。

【池松教育長】教育委員会関係の議案について

ご説明いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第103号議案「令和元年度長崎県一般会計補正
予算（第2号）」のうち関係部分であります。
教育委員会所管の補正予算額は、記載のとお

りでございます。

この結果、令和元年度の教育委員会所管の予

算総額は、1,366億1,077万6,000円となります。
次に、歳出予算の内容についてご説明いたし

ます。

諫早特別支援学校の校舎改修工事に要する経

費として、3億7,576万3,000円の増を計上いた
しております。

また、債務負担行為については、諫早特別支

援学校の校舎改修工事に係る経費のうち、令和

2年度に要する経費として、5億5,888万円を計
上いたしております。

以上をもちまして教育委員会の関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【ごう分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう分科会長】質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第103号のうち関係部分については、原案の
とおり、可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、第103号のうち関係部分については、
原案のとおり、可決すべきものと決定されまし

た。

【ごう委員長】次に、委員会による審査を行い
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ます。

議案を議題といたします。

教育長より総括説明をお願いいたします。

【池松教育長】教育委員会関係の議案について

ご説明いたします。

文教厚生委員会関係議案説明資料、教育委員

会の1ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第105号議案「成年被後見人等の権利の制限に
係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例」のうち関係部分であります。

この条例は、「成年被後見人等の権利の制限

に係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律」により、成年被後見人等を

資格、職種、業務等から一律に排除する欠格条

項を設けている各制度について、制度ごとに必

要な能力の有無を判断する規定へ適正化される

とともに、所要の手続規定の整備が行われ、地

方公務員法においても当該欠格条項を単純削除

する改正等が行われたことから、本県の関係条

例について所要の改正を行おうとするものであ

ります。

次に、議案外の主な所管事項についてご説明

いたします。

（障害者雇用について）

令和元年6月1日現在の県教育委員会におけ
る障害者雇用率は1.85％と、昨年度の1.45％か
ら0.4％改善しましたが、法定雇用率2.4％を下
回っております。

県教育委員会においては、令和2年12月31日
までの障害者雇用計画を策定しており、教職員

の採用試験における障害種別の見直しや受験年

齢制限の引き上げ、本庁及び特別支援学校にお

ける「ワークサポートオフィス」、「ワークサ

ポートグループ」での知的障害のある方の雇用

などにより障害者の雇用機会の拡大を進めてお

ります。今後とも障害のある方にとって働きや

すい職場環境づくりに努め、障害者雇用の推進

に積極的に取り組んでまいります。

（第三期長崎県立高等学校改革基本方針の策定

について）

第二期長崎県立高等学校改革基本方針の計画

期間が令和2年度末に終期を迎えることから、
昨年6月に学識経験者等を委員とする「第三期
長崎県高校改革推進会議」を設置し、「社会の

変化に対応した教育制度等の改革」、「少子化

による生徒減少に対応した適正配置と再編整

備」等について、検討していただきました。

同推進会議において、8回にわたって協議が
重ねられ、検討を依頼した事項等について意見

をまとめた報告書が、去る8月19日に提出され
ました。

今後は、提出された報告書の内容を踏まえた

上で、県教育委員会としての県立高等学校改革

の在り方や適正配置等に関する基本的な考え方

を示す、第三期長崎県立高等学校改革基本方針

の素案を策定した後、県議会をはじめ、パブリ

ックコメント等による県民の皆様のご意見等を

いただきながら検討を進め、年度内の策定を目

指して取り組んでまいります。

（全国学力・学習状況調査の結果について）

本年4月18日に、小学校6年生、中学校3年生
を対象に、国語、算数・数学、英語の全国学力・

学習状況調査が実施され、その結果が、去る7
月31日に文部科学省から公表されました。
本県の正答率は、小学校の国語、算数及び本

年度初めて実施された中学校英語において、全

国平均を2～3ポイント下回りましたが、中学校
の国語、数学においては全国平均と同程度でし
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た。また、本年度の中学校3年生については、
今回の結果と小学校6年生時の結果を比較する
と改善が見られました。

今回の調査結果で明らかになった内容として

は、小学校6年生が全国平均を下回ったことか
ら、小学校低学年段階からの基礎的な知識・技

能の積み上げに課題が見られること、また、小・

中学校を通して、複数の情報から必要な情報を

選択したり関連付けたりすることや、それらを

基に自分の考えをまとめ表現することに課題が

見られました。

一方、児童生徒の生活の様子等に関する質問

紙調査からは、道徳性について継続的に高い傾

向が見られるとともに、自分自身のことや学校

生活、自分の将来について肯定的に捉えている

ことが伺えるなど、昨年度に引き続き、多くの

項目において望ましい結果が出ております。

今回の結果を踏まえ、現在、市町教育委員会

や大学、校長会等と連携しながら、より詳細な

結果分析を踏まえた課題の改善策について検討

を行っており、実効性のある学力向上対策をさ

らに推進してまいります。

5ページをご覧ください。
（プログラミング教育の充実について）

本年度から、新たな取組として、高校生を対

象に、大学及び産業界と連携したプログラミン

グ講座やコンテストを実施しました。プログラ

ミング講座は7月30日から8月2日までの4日間、
機器制御のプログラミング及び日常生活の課題

解決策を提案するスタンダードコースと、日常

生活の課題解決策をモデル化及び検証するアド

バンスドコースの2つの講座を33名が受講しま
した。また、8月7日にコンテストを開催し、研
究成果の発表及び表彰を行うとともに、県内で

情報関連学部を持つ大学による学部説明及び長

崎県情報産業協会による講話を実施しました。

今後も、プログラミングの技術やそれらを創

造的に活用する能力を育成するため、大学や産

業界と連携した取組を充実してまいります。

6ページをご覧ください。
（ＳＮＳ相談窓口「スクールネット＠伝えんば

長崎」の開設について）

去る8月9日に、これまでの電話相談24時間子
供ＳＯＳダイヤル（親子ホットライン）及びメ

ール相談に加えて、県内の中高生を対象に、Ｓ

ＯＳを活用した相談窓口「スクールネット＠伝

えんば長崎」を開設いたしました。これは、生

徒が無料通信アプリＬＩＮＥやＷＥＢを通じて

投稿した不登校やいじめなどの悩みを、専門知

識を持つ相談事業者が確認し、相談事業者から

報告を受けた県教育委員会が、内容に応じて、

学校や関係機関と連携しながら、早期に対応す

るものです。

今後とも、悩みを抱える児童生徒が相談しや

すい体制づくりに努めてまいります。

7ページをご覧ください。
（ミライｏｎ図書館の開館について）

県と大村市が共同で整備を進めてまいりまし

た県立・大村市立一体型図書館「ミライｏｎ図

書館」が、いよいよ10月5日に開館いたします。
開館に先立ち、夏休み期間中の7月24日から28
日までの5日間、「こどもしつ」を中心に部分
的に開館しましたところ、約1万1,600人の県民
の皆様にご来館いただきました。館内では、子

どもたちが絵本や児童書を閲覧したり、課題研

究などに取り組んだりする様子が見られました。

開館日には、開館式等を挙行するとともに、

万全の体制で多数の来館者をお迎えいたすべく、

最終の調整を進めているところです。

8ページをご覧ください。
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（長崎県文化部活動の在り方に関するガイドラ

インについて）

文化庁の「文化部活動の在り方に関する総合

的なガイドライン」の策定を受け、県教育委員

会では、市町教育委員会教育長、校長会等の関

係団体からご意見を伺いながら検討を進め、生

徒のバランスのとれた生活や成長に配慮し、一

定の休息をとりながら、持続可能な文化部活動

が生徒の発達段階に応じて適切に実施されるこ

とを目的として、「長崎県文化部活動の在り方

に関するガイドライン」を、去る8月23日に策
定いたしました。

平成30年10月策定の「長崎県運動部活動の在
り方に関するガイドライン」を考慮のうえ、本

ガイドラインには、適切な運営のための体制整

備や、合理的でかつ効率的・効果的な活動の推

進のための取組、適切な休養日及び活動時間等

の設定、生徒のニーズを踏まえた環境の整備、

学校単位で参加する大会等の見直しについて定

めており、休養日や活動時間の基準は、運動部

活動のガイドラインと同じ設定としております。

今後、令和2年4月からの運用に向け、市町教
育委員会にあっては「設置する学校に係る文化

部活動の方針」を、学校にあっては「学校の文

化部活動に係る活動方針」を定めていくことと

なります。

県教育委員会としましては、本ガイドライン

の確実な実施に向けて、取り組んでまいります。

10ページ及び文教厚生委員会関係議案説明
資料（追加1）の1ページをご覧ください。
（教職員の不祥事について）

平成28年8月から平成31年2月にかけて、自身
のわいせつな動画データをインターネット上の

サイトに配信・投稿し、収入を得ていた長崎市

内の小学校事務職員を9月6日付けで懲戒免職

処分といたしました。

また、本年7月に、列車内で女性の胸を触っ
たとして、長崎県迷惑行為等防止条例違反の疑

いで、県立高等学校の男性教諭が逮捕されまし

た。事実関係を慎重に確認のうえ、厳正に対処

してまいります。

教職員による相次ぐ不祥事の発生を受け、県

内の教育関係者が総力を挙げて不祥事根絶と信

頼回復に向けて取り組んでいる最中、また、本

委員会においても厳しいご指摘を受けたにもか

かわらず、このような不祥事が発生したことは、

学校教育に対する信頼と期待を裏切り、県民に

失望と不信感を与えるものであり、県議会はじ

め県民の皆様に対し、深くお詫び申し上げます。

今後も、さらに危機感を持って、全教職員に

対し、あらゆる機会を通して、児童生徒の教育

に携わる職にあることの自覚を厳しく促し、使

命感や倫理観の高揚、服務規律の徹底を図ると

ともに、すべての教育関係者と力を合わせ、不

祥事根絶と信頼回復に向けた実効ある取組の推

進に全力を傾けてまいります。

文教厚生委員会関係議案説明資料（追加2）
の1ページをご覧ください。
（公立高等学校入学者選抜制度の改善につい

て）

学習指導要領の改訂を踏まえ、各高等学校は、

育成すべき資質・能力を明確にした上で、新し

い時代に対応し、ふるさと長崎の未来を担う人

材の育成が求められています。また、少子化が

進行する中、各公立高等学校では、選ばれる学

校となるために、魅力的な学校づくり、特色あ

る学校づくりを行う必要があります。

一方、現在の入学者選抜制度の課題としては、

推薦入学者選抜、一般入学者選抜の志願倍率の

低下や、定員の不充足の深刻化、地域間格差な
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どがあります。加えて、中学校からは、数年来、

推薦入試や志願変更制度の廃止の要望が出てお

ります。

このような中で、県教育委員会において今後

の入学者選抜制度のあり方について検討し、現

在の中学2年生が受検する令和3年度の入学者
選抜から制度を改善することとしました。

主な改善の内容としては、現在の推薦入学者

選抜を廃止して、前・後期入学者選抜制度を導

入いたします。前期選抜においては、各高等学

校が育成したい生徒像・求める生徒像を示し、

基礎学力検査やプレゼンテーション・小論文等

から各校が適切な方法を選択し、選抜を行う「特

色選抜」と、現在の「文化・スポーツ特別推薦

入学」を踏襲した「文化・スポーツ特別選抜」

を実施します。なお、「離島留学特別選抜」に

ついては現行と変更はありません。

後期選抜においては、現在の一般入学者選抜

を踏襲したものとし、実施時期と選抜方法につ

いては現行の一般入学者選抜からほぼ変更はあ

りませんが、志願変更と学力検査の選択問題は

廃止することとしています。

これらの入学者選抜制度の改善により、「生

徒の学ぶ意欲や多様な能力が評価される入学者

選抜」となることで、各公立高等学校の特色あ

る学校づくりにつながるものと考えています。

なお、入学者選抜制度の改善については、後

ほど、担当課長から補足説明いたします。

（旧県庁舎跡地の埋蔵文化財発掘調査につい

て）

県庁舎跡地の埋蔵文化財範囲確認調査につい

て、県文化財保護審議会委員をはじめ、関係団

体の意見を踏まえて、調査箇所等を決定しまし

た。

10月中旬まで予定している旧庁舎解体工事

が終了後、約3カ月間の予定で、範囲確認調査
を行います。この調査により平成21年度及び22
年度の範囲確認調査と併せて、遺跡全体の概要

が確認できるものと考えております。

また、範囲確認調査期間を含め、約1年をか
けて本調査を実施する予定です。発掘調査にあ

たっては、現地見学会を実施するなど、調査の

進捗状況について公表を行ってまいります。

そのほか、次期まち・ひと・しごと創生総合

戦略の策定について、外国語教育の充実につい

て、高校生の活躍について、「しま」における

体験活動について、子どもたちの文化活動につ

いて、スポーツにおける活躍についての内容に

ついては、文教厚生委員会関係議案説明資料に

記載させていただいております。

以上をもちまして、教育委員会関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【ごう委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】質疑がないようですので、これ

をもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第105号議案のうち関係部分は、原案のとお
り、可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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【ごう委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、第105号議案のうち関係部分につい
ては、原案のとおり、可決すべきものと決定さ

れました。

次に、高校教育課長より、補足説明をお願い

いたします。

【鶴田高校教育課長】入学者選抜制度の改善方

針について、補足してご説明をいたします。

資料の「令和3年度長崎県公立高等学校入学
者選抜制度の改善方針」をご覧ください。

改善の趣旨と概要につきましては、教育長が

既に説明をしておりますので、具体的な内容に

ついて、ご説明をいたします。

最初に、資料の2枚目の「参考」に記載して
おります表をご覧ください。

従来の制度と比較しながらご説明をいたしま

す。従来、2月上旬に、推薦入学者選抜として、
一般推薦入学と文化・スポーツ特別推薦入学を

実施しておりましたが、令和3年度の入試から
は、推薦入学者選抜を廃止し、同時期に前期選

抜を行います。推薦入学者選抜と違って中学校

長の推薦が必要ありませんので、受検生に広く

門戸を開いた制度となります。

前期選抜には、志願区分として、Ａの特色選

抜とＢの文化・スポーツ特別選抜を設けます。

選抜方法も、従来の推薦入試でも行っていた面

接や作文などに加え、基礎学力検査、プレゼン

テーションなどから各学校が選択して実施でき

るようになりました。

後期につきましては、従来、3月上旬に実施
していました一般入学者選抜と選抜方法等大き

な変更はございません。

廃止をいたします志願変更とは、一度出願し

た後に、志願状況を確認し、志願先を1度だけ
変更できる制度でございます。

同じく廃止をいたします選択問題ですが、従

来、数学や英語について標準的な難易度の検査

問題と、やや難易度の高い検査問題の2種類を
県教育委員会が作成し、各高校がどちらかを選

択して選抜を実施する制度でございます。

以上2つは廃止をいたします。
1枚目にお戻りください。
下の方にございます項目3の前・後期入学者

選抜（全日制課程及び定時制課程昼間部）をご

覧ください。

（1）前期選抜の②募集定員でございますが、
全募集定員の5％から50％の範囲で各高校が定
めます。

③の志願区分についてですが、Ａの特色選抜

は、各高校が示す育成したい生徒像・求める生

徒像を理解し、当該高校で学ぶ意欲を持つ者が

志願をいたします。

Ｂの文化・スポーツ特別選抜は、文化・スポ

ーツ特別推薦入学を踏襲した制度で、文化・ス

ポーツの各種大会で優れた実績を有する者又は

部活動で優れた資質や能力を有する者で、入学

後も継続的に活動を希望する者が志願をいたし

ます。

裏面をご覧ください。

前期選抜の選抜方法につきましては、先ほど

ご説明したように、各学校が選択して実施をい

たします。また、各高校で選択した検査につい

ては、それぞれの比重を定めて選抜を行うこと

としています。

なお、Ａ選抜のプレゼンテーションとは、各

高校が示す課題について受検生に説明や発表を

してもらい、表現力を見るものでございます。

（2）の後期選抜につきましては、3月上旬、
全募集定員から前期合格者を除いた人数を募集

定員として実施をいたします。
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最後に、項目4をご覧ください。
定時制課程夜間部、通信制課程、連携型中高

一貫教育に係る選抜、離島留学特別選抜につき

ましては、現行と変わらない方向で実施予定と

しており、例年どおりの時期に基本方針を定め

ることとしています。

【ごう委員長】 次に、提出がありました「政策

等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」について、説明をお願いいたします。

【中尾総務課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づきまして本委員会に提出いた

しました教育庁関係の資料について、ご説明を

いたします。

対象期間は、令和元年6月から8月まででござ
います。

まず、提出資料1ページは、県が箇所付けを
行って実施をします市町等に対し内示を行った

補助金についての実績でございまして、直接補

助金として、被災児童生徒就学支援等事業交付

金など、計5件となっております。
次に、2ページは、1,000万円以上の契約案件

の実績でございまして、計1件であり、競争入
札の結果につきましては、3ページに記載のと
おりであります。

次に、4ページから32ページでございます。
これは知事及び部局長等に対する陳情・要望の

うち、県議会議長宛てにも同様の要望が行われ

たもので、内容は、佐世保市の県に対する要望

など、23件となっております。
最後に、33ページから38ページでございます。

これは附属機関等会議結果の報告であり、第3
回長崎県社会教育委員の会議など、5件の会議
結果を掲載しております。

説明は以上でございます。

【ごう委員長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、陳情審査を

行います。

お手元に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。

陳情書について、何か質問はありませんか。

【前田委員】複数の自治体から上がっている学

校施設環境改善交付金について国に要望してほ

しいという内容になっていますけれども、現状、

これは県としては、状況をどう把握していて、

政府施策要望は来年上げるのですか。

【日高教育環境整備課長】公立学校施設等の国

の財政支援の拡充についての要望でございます

けれども、これは公立学校の国庫補助の整備単

価というのが今年度で17万3,700円と決まって
おります。しかし、建物をつくる時の小中学校

の実勢単価は29万円から30万円かかっており
ますので、補助単価と10万円以上の差がござい
ますので、その補助単価を上げてくださいとい

うような形で市町から要望を受けて、私どもも、

政府施策要望ですとか、全国公立学校施設整備

期成会の要望等で国へ要望しております。

【前田委員】 そうですよね。その上で、令和2
年度の政府施策に関する提案・要望書の75番と
して、公立学校施設の整備に係る財源の確保と

いうことで要望しているんですけれども、これ

に対する要望活動の国の考え方とかいうのは現

時点、もう来年度の概算要求に入っていますけ

れども、どんな状況になっていて、これは多分、

その前の年も要望していると思うんですが、こ

れに対して、もう少し強く要望すべきと思いま

すけれども、今、どんな状況になっていますか。

【日高教育環境整備課長】国のほうでも、例年

の要望を受けまして、毎年5,000円ですとか、今
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年度につきましては8,000円とか、補助単価を上
げておりますので、私どもの要望、全国も要望

しておりますので、その要望が反映されている

のかと思っております。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【北村委員】 よろしくお願いします。

陳情書28の18とプリントされている大村市
からの要望書で、要望10になりますが、大村工
業高等学校に中高一貫校をということで、この

要望については、多分、何度も同じような要望

が上がってきていると思っているんですけれど

も、取扱いについては、今どのような状態にな

っているのかお聞かせ願います。

【小野下県立学校改革推進室長】大村市から本

年度、「次世代産業を担う高度専門人材の育成

について」ということで、中高一貫校を大村工

業高校に設置してほしいというご要望をいただ

きました。このご要望に関しましては、我々と

いたしましては、小学校6年生の子どもたちが、
普通科の中高一貫校であれば幅広い選択肢があ

るのですが、工業高校でありますと、かなり限

定的な進路ということになること、それから既

に中地区には諫早高校に附属中学校があり、も

う1校県立中学校を設置しますと、公立中学校
に影響を与える可能性があるということ、それ

から大村工業高校に中高一貫校を設置した場合、

大村工業高校に進学いたしますので、そうする

と7つの学科のいずれかを子どもたちは志望い
たします。そこに多寡が生じてしまうと、高校

から受検する子どもたちに不利益が生じる可能

性があります。例えば、40人の定員に対して、
ある学科に併設中学生が30人ぐらい志望した
とすると、10人ぐらいしか行けなくなってしま
うというようなこともあって、現時点では、大

村工業高校への併設型の中高一貫校の設置とい

うのは難しいと考えております。

【北村委員】たしか私が市議会で市長要望で一

緒に来た時に、同じようなご回答をされて、で

すからこれはもう何年も同じような内容で要望

している、要は、ずっと平行線をたどっている

というような理解でいいのですか。

1点、記憶がうろ覚えで恐縮なんですが、大
村市からの言い分として、秋田かどこかに工業

系の中高一貫校があるという話をたしかされて

いたような記憶がありまして、それについて何

か調査とか、認識はされてあるんですか。

【小野下県立学校改革推進室長】委員から今ご

指摘がありました工業系の併設型の中高一貫と

いうことで申しますと、秋田県立横手清陵学院

高校というのがございます。ただし、ここは工

業系の学科だけではなくて、普通科と工業系の

併置という形になっております。中学校に受検

をする時には、そのどちらかを選択して入って

いくのですけれども、中学校から高校に進学す

る時には、その割合が、やはりどうしても普通

科が多く、概ね3割程度が工業系に、7割程度が
普通系に進学するような形になっており、また、

なかなか中学校の志願倍率も1倍を超えず、定
員割れをしているという状況があるというよう

なことで、このことも要望に対してお答えいた

しました。

【北村委員】難しそうだなということで理解を

しましたけれども、多分、これは毎年出されて

くるたびに平行線をたどるというようなことで、

何か落としどころがあればいいなと思っている

のですが。わかりました。ありがとうございま

した。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ほかに質問がないようですので、
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陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。

次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

【山本(由)委員】 会議結果報告の 37 ページに
なるんですけれども、第三期長崎県高校改革推

進会議のことでお伺いをいたします。この中の

主な意見の中に、「併設型中高一貫教育について

は、意欲が高い小学生が県立中学校へ進学する

ので、地域の他の公立中学校に影響が出ること

を心配している。」という委員の方の意見が出て

いるようです。

まず、基本的なことで確認をしたいんですけ

れども、県立中学に関しては、高校で言うとこ

ろの校区の何％とか、何人とか、そういう制限

があるのでしょうか。

【小野下県立学校改革推進室長】委員お尋ねの

県立中学校における通学区域ですが、これはご

ざいません。

【山本(由)委員】では、この委員のご意見、「他
の公立中学校に影響が出る」、これは地域の他の

公立中学校というふうな形で意見を出されてい

るようですけれども、今おっしゃった高校で言

うところの校区外から来ているお子さんもいら

っしゃるというふうなことも踏まえた上で、こ

の心配しているというご意見に対する教育委員

会のお考えをお聞かせください。

【小野下県立学校改革推進室長】先ほど委員か

らお尋ねがありました県立中学校につきまして

は通学区域はございませんが、やはり地元の市

町から進学しているという子どもたちが多いと

いうのもまた事実でございます。そういった点

で申しますと、現時点での第二期の基本方針の

考え方で申しますと、併設型中高一貫校の設置

については、やはり地元の中学校への影響等を

考えて、慎重に検討するというような方向で第

二期の基本方針には記載しているところでござ

います。

【山本(由)委員】 ちょっと具体的な話で申しわ
けないんですけれども、諫早の中学の話になる

のですが、結局、高校で言うと諫早校区になる

わけですけれども、これが島原半島のほうから

何人かの生徒さんが行っているということによ

って、島原半島の中学校あるいは高校、結局、

諫早中学に行かれるということは、諫早高校に

行かれるということになりますものですから、

そういったものに対する地域への影響、いわゆ

る本来の校区ではないところから行っていると

ころの校区への影響という意味では、どういう

ふうにお考えでしょうか。

【小野下県立学校改革推進室長】通学区域外の

子どもたちの影響というご質問でございますけ

れども、併設型の中高一貫校で申しますと、そ

の地域の子どもたちも通学区域外から、来る子

どもたちも、地元の公立中学校ではなくて、当

然のことながら、近隣の県立中学校に進学する

子どもたちもおります。そういう子どもたちに

ついては、一定選択肢を広げるということで併

設型の中高一貫校を導入しておりますので、そ

の選択の幅を広げるという役割を果たしている

というふうには考えているのですが、やはり一

定その地域の公立の中学校に対しては、何らか

の影響というものがあるのではないかと思って

いるところでございます。

【山本(由)委員】 学力テストとの絡みなんです
けれども、県の学力テストは県立中学校は受け

ていますか。いわゆる全国学力テストなんかに
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おいて、県立中学の平均、それからそれ以外の

中学校の平均で出した時に、どうしても格差が

かなり大きい数字が出ているんです。そういっ

た時に、そうするとやっぱりこっちの中学のほ

うがいいんじゃないかということで、いわゆる

地域外から流出をしている数が、多くないと言

えば多くないのかもしれないけれども、もとも

と母数が少ないということを考えると、やっぱ

りそれなりの流出されたほうの地域の中学校、

あるいはその地元の高校、今度は校区の中でや

るわけですから、そうすると、そこにどうして

も上のほうのレベルの子を持っていかれている

というふうな印象をぬぐえない部分があるんで

す。そういったところをどう考えるのかは難し

いですけれども、一定の影響があるとお考えと

いうことであれば、それをどうしていくのか。

一つの県立中学の役割として、県立中学の先

生たちが他の市町公立中学との交流等を踏まえ

て、その成果を県内に広げていくというふうな

役割が多分あったかと思うんですけれども、そ

の点に関連して、県立中学の各中学校に与える

今度はプラスの部分の影響、そういったところ

についてのお考えをお聞かせください。

【小野下県立学校改革推進室長】県立中学校の

成果といたしますと、基本的には、多くの子ど

もたちがそのまま併設する高校へ進学している

状況にありまして、同じ年齢帯だけでなくて、

違う年齢の中学生、高校生が一緒に生活をする

ことによる、いわば切磋琢磨というようなこと

もございますし、学習態度等も良好でございま

す。かつ、高校入試がございませんので、その

時間を利用した読書活動を進めているというと

ころが成果として挙げられるのではないかと思

っております。

委員からご指摘がありました併設型の中高一

貫校のことにつきましては、実は、今、委員が

ご紹介いただきました第 7回に引き続きまして、
次のページになるかと思うんですが、第 8回の
併設型中高一貫教育についてということで、主

な意見の上から 2つ目に、併設型中高一貫につ
いて、「詳細な検討が必要という考え」、つまり、

教育の拡大については詳細な検討が必要という

考え方から、「慎重に検討」としたほうがいいの

ではないかというご意見も頂戴しておりますの

で、こういった点を踏まえて、今後、第三期の

基本方針における検討というのを進めてまいり

たいと考えているところでございます。

【山本(由)委員】 ちょっと私の質問が悪かった
ですね。成果というのは、今、併設型の県立中

学ができることによって、中高 6年間一貫教育
でプラスの面のお話をされたんですけれども、

それが地域の他の県立中学ではない中学校にど

ういうプラスの影響を与えるのかという質問な

んですが。

【小野下県立学校改革推進室長】県立中学校に

おいては、当然のことながら、中高 6年間を見
通した学びというものを実施しておりますので、

その学びというものを、当然、県立中学校には、

中学校籍の先生方も勤務されていらっしゃいま

すので、その先生方が中高６年間をイメージし

たといいますか、踏まえた学び等について広げ

ていただくとか、もしくは授業も公開しており

ますので、その授業を見ていただくことで、中

高 6年間を見通した教育の成果を広めていくと
いう役割を果たしていると思っております。

【山本(由)委員】 私が申し上げたいのは、よく
申し上げているんですけれども、県内で、この

学校に行っているからという格差ができるだけ

ないようにと、市町によって格差がないように

というのはやっぱり基本だろうと思うんですけ
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れども、その中で、県立中学が非常に高い数字

が上がっているということは、もちろん生徒さ

んの質の問題もあるかもしれないですけれども、

教育内容自体において、学力向上に関してプラ

スの面があるということであれば、それを県立

中学以外の中学のほうにも波及をさせてほしい

という趣旨でございますので、そのような形の

ものが多分、第三期の今回の提言の中にもたし

か入っていたかと思いますので、そういった視

点からの取組もぜひお願いをしたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

それから、もう一点、同じ 37 ページのとこ
ろで、半島部などでは学区外の高校に進学する

生徒が多くなっており、定員割れが起きている

と。「もう少し地元の高校に進学しやすいように、

広域のスクールバスの運行などの通学方法の検

討や魅力ある高校づくりが必要ではないか。」と

いうご意見が出されています。それから、次の

ページの第 8回のほうでも、中よりちょっと下
のところですけれども、「生徒募集を考えると、

県立高校も生徒の通学の利便性について、検討

していかなければならないと思う。」というご意

見が出ています。今、私立の場合には、スクー

ルバスという形で、ある程度送迎をされている

と。それに関しても、場合によっては全額免除

であったり、半額免除であったりというふうな

形で、交通費の負担がないと。公立高校の場合

には、どうしても公共交通機関を使うというこ

とで、その負担があるということで、特に、今

度また実質無償化という形になってくると、そ

の分の差というのが選択にも影響してくるんじ

ゃないかと考えるんですけれども、スクールバ

スであったり、通学の利便性に関するご見解を

お聞かせください。

【小野下県立学校改革推進室長】委員からご意

見をいただきましたスクールバスに関してでご

ざいます。この推進会議の中で、私立高等学校

でも、スクールバスを運行することによって子

どもたちの利便性を上げていることから、公立

高校でもというご趣旨のご発言であったと思い

ます。このことにつきましては、県教育委員会

及び地元の市町、市町教育委員会との協議が当

然必要になってくるのではないかと思っており

ます。幾つかの市町におきましては、子どもた

ちの交通の利便性を高めるための取組を行って

いただいているという事例もございます。こう

いった点を参考にしながら、今後、子どもたち

の通学、もしくは学校の魅力化ということにつ

いて、地元の市町ともお話を続けていきたいと

考えているところでございます。

【山本(由)委員】 ありがとうございました。お
っしゃったとおり、市町、あるいは市町がまた

がるケースがありますから複数の市町、それか

ら交通事業者等も当然絡んでくるお話だと思い

ますけれども、今の話からすると、それについ

ては検討していると。今後についても、そうい

ったものについても検討していくというふうに

理解をしましたけれども、そういうことでよろ

しいでしょうか。

【小野下県立学校改革推進室長】交通の利便性

というものを高めていく際には、地元のご協力

が必要であるというその大前提のもとに、我々

として、どのような支援が可能であるのかとい

うことについては、今後進めていく第三期の基

本方針、もしくは今後の動きというものを踏ま

えながら考えてまいりたいと思っております。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【堤委員】今の高校改革のことに関して、先ほ

ど、県立中学校への進学について、選択肢を広

げるという面があるということを言われました
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けれども、一部の子どもたちにとっては選択肢

は広がるわけですけれども、大多数の子どもた

ちは、そういうことはないのではないか。例え

ば、端的に言えば、できる子どもたち、そして

ある程度、家庭も経済力もあってという子ども

たちが遠距離であっても県立中へ通学したり、

そういうこともありますから、選択肢を広げる

ということには、私は、一部分でしかそういう

ことはかかっていないと思いますし、それから

それぞれの学校で子どもの数が少なくなってき

ている、さまざまな弊害が出てきているのでは

ないか。そして、中高併設型で一貫校ですから、

中学校からそこの高校に進学をしていきますか

ら、地元の高校には進学しない子どもたちが明

らかにそこで出てきているわけで、やはり地元

の学校を何とか守っていきたいと思っている地

元の皆さんにとっては、それにブレーキがかか

るような面があるのではないかと思っているの

ですが、その点はいかがですか。

【小野下県立学校改革推進室長】先ほど、選択

肢が広がると申し上げました。委員がおっしゃ

られたような地元の小学校から中学校に進学す

る子どもたち、それから地元の中学校のことも

当然考えた上で、それぞれ選択肢として幅を広

げることができるほどたくさんの高校が設置さ

れているエリア、もしくは通学が可能なエリア

に設置するということで、最初に2校、そして
第二期の基本方針の期間中に1校、合わせて3校
という形で設置しているという状況にございま

す。

【堤委員】おっしゃられる意味はわかりますけ

れども、実際のところは、どの子も受検はでき

ますけれども、必ずしもそこを希望して行ける

かというと、そういうわけではありませんし、

実際のところ選択肢が広がっているかといえば、

そうは言えないのではないかと思います。

それから、先ほど言われた成果の中で、中高

一貫校の教員が6年を踏まえた学びを別の公立
中に移った時とかに広める役割があると言われ

ましたけれども、具体的にはどういうことなの

でしょうか。

【小野下県立学校改革推進室長】当然、中高一

貫校で勤務したことのある中学校籍の先生方は、

市町立中学校に戻られて、中学校3年間の中で
教科指導、学習指導、生徒指導を行っていくわ

けですが、その中で、中高6年間というのを経
験してきている中で、中学校3年間で、いかに
高校3年間もしくは上級学校につなげていく学
びを設定していけるのかということについて知

見を広げ、それを他の先生方に広げていかれる

と、そういう趣旨の発言をしたつもりでござい

ます。

【堤委員】今の答弁で、私はすとんと落ちてな

いんですけれども、やはり地元の中学校に進学

しないで県立中に進む子が何人かいるというこ

とで、地元の学校は、リーダーになるような子

どもたちが少なくなって、生徒会活動やいろい

ろなところでちょっと支障があるとか、あるい

は学力面でも、県立中の学力テストの成績が確

かに高いですし、そういうトップの子たちが抜

けた学校というのは、ほかの子どもたちも一生

懸命頑張るんですけれども、やはりいろいろな

子どもたちがいて切磋琢磨する中で、学びを力

をつけていく、そういう面がやはり県立中があ

ちこちに増えていった中で、市町立の学校とい

うのは大変苦慮をされている。子どもたちも、

小学校から受検年齢というか、受検とは言われ

ないですけれども、低年齢化というか、塾に行

ったり、そういうところですごくプレッシャー

を感じながら生活している面があるのではない



令和元年９月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（９月２４日）

- 37 -

かと思っています。高校改革推進会議の中でも、

やはりそういう面で危惧されている意見が幾つ

か出されていると思いますので、そういったと

ころをしっかり踏まえた改革を進めていただき

たいと思います。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ほかに質問がないようですので、

次に、議案外所管事項に対する質問を行うこと

といたします。

質問はありませんか。

【宮本委員】それでは、議案外と所管事項につ

いて、質問を幾つかさせていただきます。

議案説明資料の中からですけれども、まずは

4ページになります。「外国語教育の充実につ
いて」というところで質問をいたします。来年

度2020年度から、小学校において英語が教科化
されるという観点から質問をいたしますが、「イ

ングリッシュ・サポートキャンプ」、確認をさ

せてください。どういったものなのか、そして

県内3カ所でとありますが、どこで実施したの
か、もしくは予定なのかというのをまず最初、

確認させてください。

【木村義務教育課長】イングリッシュ・サポー

トキャンプでありますが、小学校における英語

教育の早期化、教科化に向け、指導経験が少な

い小学校教員を対象とした体験型のプログラム

研修です。

目的としましては、小学校の英語の授業に対

応できるということと、英語の授業の中で使え

る英会話ができるようにということで、英語教

育理論と英会話の指導スキルに精通している企

業と連携して実施しております。現在、県北・

佐世保、県央・大村、県南・長崎にて開催中で

あり、県北・佐世保と県南・長崎会場は終了し

たところであります。

【宮本委員】ありがとうございました。これは

小学校の先生を対象にということで、まさしく

来年度の教科化に向けた取組であるということ

になろうかと思いますが、これも確認ですが、

2日間になっていますけれども、もちろん2日間
だけで英語を指導できるようなものが培えると

いうのはちょっと難しいかと思いますが、この

「イングリッシュ・サポートキャンプ」を行う

ことによって、先生たちの英語を教える能力、

知識、向上したと考えますか。そこだけ確認さ

せてください。

【木村義務教育課長】来年度からの小学校の教

科化及び早期化につきましては、以前からわか

っておりましたものですから、平成27年度から
取り組み始めました。まずは、各小学校の英語

教育の主担当者を呼びまして、平成27年度、平
成28年度、平成29年度と研修を行ってきたとこ
ろであります。しかし、ご承知のとおり、英語

の教科を指導したことがある現役の小学校の教

員は誰一人としておりません。ですから、ここ

をカバーするということで、特に、なかなか自

信が持てないという教員をさらに集めて今年と

来年研修をやろうと思っています。

成果ということでございますが、これまでも

平成28年度以降、その成果を確認してきたとこ
ろでありますが、今回は、この後、参加した者

がどのような授業を展開していくか等について

追跡調査を十分した上で、来年度の研修にさら

に活かそうと思っています。

【宮本委員】先生たちの英語力というのが大事

になってくると考えます。いかにその先生がわ

かりやすく、そして楽しく英語を生徒に教える

かによって、生徒さんも伸びていき、また英語

が楽しくなって中学校に進むという流れだろう
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と思うんですが、平成28年度からやってきてい
らっしゃるということなので、この2日間だけ
ではないということは確認できました。

しかしながら、前の議会でも言ったかもしれ

ません、私も小学校5年生の子どもがいて、い
ろいろ話を聞くんですけれども、なかなか難し

いところかなと思います。先ほどありましたけ

れども、長崎県内で専科の英語の先生というの

か、英語を専門に教えるような小学校の先生と

いうのは長崎にはゼロということで理解してい

いのでしょうか。そこだけ確認させてください。

【木村義務教育課長】英語の専科をしている教

員はおります。国からの英語の加配が、二十数

名いますし、加配以外でも、本県の場合は、小

学校の教員の中で英語の中学の免許を持ってい

る者が4.4％おります。そういう者を活用して英
語の専科ということで授業をしている者もおり

ます。全員で何人かというのは把握をしており

ませんが、専科をしている者は間違いなくおり

ます。

【宮本委員】例えば、その先生方を県内の小学

校に均等に配分して教えてもらうというような

取組というのは今後可能になるのでしょうか。

【木村義務教育課長】 英語教育の充実には2つ
のパターンがあります。1つは、小学校の教員
全員が確実に英語の指導ができるようにという

研修をすること、もう一つは、小学校の先生で

英語の免許を持っている者とか、ＡＬＴ等の活

用、あわせて中学校の教員に小学校を兼務して

もらって英語の指導をしてもらう方法がありま

す。いずれにせよ、誰かが核となって、その地

域や学校の英語の授業を推進できるような取組

を進めております。

【宮本委員】教育の現場は非常に大変だなとい

うことで、さきの議会でも確認をさせていただ

いたところなんですけれども、今後ますます小

学校の先生たちの活動というか、教育の現場は

大変になるんだろうと思っています。そういっ

たところで、しっかりとサポートもしていただ

きたいと思っていますし、先生たちは、どうや

って生徒に教えていくんだろうかと思って、小

学校の学習指導要領（平成29年告示）解説、外
国語活動・外国語編というのが文部科学省から

出ているので見てみました。ものすごい量の指

導要領があるんですね。先生たちは、これを見

ながら生徒たちに教えているんだなということ

を素人ながら見たところなんですけれども、こ

の中に、外国語活動や外国語について教える時

にポイントとなるのが幾つかあるなということ

を私なりに感じたんですけれども、発音とか、

コミュニケーションを高めていく、表現力を高

めていくということと同時に、異文化を理解さ

せるというのがこの中によく出てくるんです。

難しいなと思うんですけれども、発音とか表現

というのはわかりますけれども、例えば、来年

度から始まる小学校の外国語活動であり、外国

語が教科化になることによって、それに伴って

異文化、文化を教えるような手だてとかという

のは県教委のほうでは指導とかされたりはして

いますか。

【木村義務教育課長】小学校の英語教育の一番

の目的は、英語を使ってコミュニケーションを

意欲的にしようということです。そのために、

英語を学ぶことを楽しむとか、簡単な言葉を知

るとかいうのはありますけれども、そのコミュ

ニケーションの時にどんなことをするかという

と、例えば、ＡＬＴなど外国人の方に何を話す

か。自分の好きなものとか、自分の国のこと、

長崎のこととか、そして相手に何を聞くかとい

う時に、相手が好きなもの、相手の国のことと
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か、そういうやりとりがお互いの文化を知ると

いうことになります。つまり、コミュニケーシ

ョンをとること自体が、お互いの文化の違いを

知ったり、また自分の国の文化のこともさらに

深まって知るということで、コミュニケーショ

ンの目的そのものが文化交流や文化を知ること

につながるものだというような指導をしますし、

そういうような指導のあり方、授業のあり方を

研修で取り上げています。

【宮本委員】 わかりました。来年度から、そう

いった観点からの教科化になっていくというこ

との背景を確認させていただきました。

ともあれ、教える先生の熱意、意欲、そして

不安だなという気持ちを一掃するような指導を

市町ともしていただきたいと思いますし、そう

いった不安になっていらっしゃる先生方がたく

さんいらっしゃるかと思いますので、しっかり

とサポートしていただきたいと思っています。

中学校の先生におかれましては、ＴＯＥＩＣテ

ストなんかを受験する機会も増やしているとい

うことでありますので、こういった形で先生の

指導力の向上に一丸となって取り組んでいただ

きたいことを要望させていただきます。

それと、同じく5ページの「プログラミング
教育の充実について」もお尋ねしますが、恐ら

く、来年度から、プログラミング教育も小学校

から教科化になろうかと思っています。ここに

は高校生を対象しにしたものが書いてあるんで

すが、現在、県内の小学生に対して、プログラ

ミング教育について、さまざまな取組があって

いるかと思いますが、確認のため、お示しいた

だければと思います。

【木村義務教育課長】ご指摘のあったプログラ

ミング教育につきましては、来年度から小学校

で、パソコンを用いたプログラミング体験を通

して物事を論理的に考えるプログラミング的思

考を育成する内容をいずれかの学年で実施する

ということになっております。教科書を見たと

ころ、理科の明かりのつけ方や算数の正多角形

の作図等でプログラミングが取り入れられてお

りました。

そこに向けてなんですが、昨年度、佐世保市

の指定校で研究発表をしたり、また昨年度、3
月末に本県独自のプログラミング教育スタート

ブックを作成し、今年5月から7月に、そのスタ
ートブックを用いた地区別の研修会を実施した

ところであります。さらに、導入するためのソ

フトの情報なども提供しているところでありま

して、来年4月からの実施に向けて、確実に歩
みを進めています。

【宮本委員】 承知いたしました。

来年度から教育の現場では、外国語教育が始

まったり、プログラミング教育が始まったりと

かありますので、いろんな課題、問題、悩みと

かも出てくるかと思いますので、そういったと

ころもしっかりと把握、吸い上げをして、どう

やっていけば一番いいのかというのも推進をし

ていただきたいということもあわせて要望させ

ていただきますので、お願いいたします。

続けて、6ページになりますが、ＳＮＳ相談
窓口の開設についてですけれども、8月9日から
始まりましたということで、これは非常に大事

なものだと私も以前から思っておりました。今

までで、件数とか、どういったものが寄せられ

たというのがお示しできればいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。

【立木児童生徒支援室長】ご質問のありました

ＳＮＳ相談窓口「スクールネット＠伝えんば長

崎」ですけれども、教育長の説明の中にもござ

いましたとおり、8月9日からスタートしており
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ます。県内の中高生を対象としてということで

しておりまして、具体的な相談件数につきまし

ては、8月9日から8月末までの数字が出ており
ますが、39件でございました。
ＳＮＳ相談につきましては2タイプありまし

て、ＬＩＮＥで相談をしたら、それにすぐ答え

ながらというものと、それから1方向型という
ことで、ＬＩＮＥを通して相談内容を伝えて、

それを例えば学校に伝えたり、あるいは別の相

談につないだり、そういった形の方向がありま

すけれども、本県でやっているのは、その1方
向になります。そういった相談が39件寄せられ
たということになります。

このうち、相談者が、学校に伝えてほしいと

いうことを希望しているものにつきましては学

校に伝えたり、あるいは学校以外でもう少し詳

しく聞いてほしいというものについては、例え

ば、電話相談の窓口を紹介して、そちらのほう

につないだり、そういった形で相談者の希望と

か気持ちに沿った対応となるように努めている

ところであります。

相談内容、細かいところは省略いたしますが、

大人の目から見れば本当にささいなものもたく

さんございます。ただ、相談者本人が、まずは

友達、家族とかが身近にいるんでしょうけれど

も、そうではなくて、そういった人たちに相談

できずにこのＳＮＳを使っているということを

我々はきちっと認識して、決してささいなこと

に見えるからということでなおざりにせずに、

しっかりと対応していかなければということで、

先ほど申し上げましたとおり、1件1件その希望
に応じた対応をしているところです。

文字による悩みの伝達ということで、8月に
入って我々もずっと見ながら、対面とか電話の

相談とは違った難しさというものも感じている

ところではあるんですけれども、こういったも

のを通して1人でも多くの子どもたちの悩みの
解決につながればと、そのように考えていると

ころでございます。

【宮本委員】 その中において、例えば、警察、

児相とかと連携をしなければならないというよ

う大きな相談というのも実際にはありましたか。

確認させてください。

【立木児童生徒支援室長】先ほど申し上げまし

た39件の中には、幸いなことに、その受けてい
るところ、そして我々の判断の中で、そうした

警察あるいは児童相談所につながねばというよ

うな例えば重たいもの、緊急性の高いものとい

うのは、現時点ではございません。

【宮本委員】 わかりました。

これはやっぱり早期発見ですよね。しかも、

電話とか対面ではなくてＳＮＳですので、非常

に大事な事業だと思っています。勉強不足で申

しわけないですが、これは継続される事業とい

うことで認識してよかったですよね。

【立木児童生徒支援室長】 まず、8月9日から
年度末までは、今年度、予定としてしておりま

す。次年度につきましては、予算等の関係もご

ざいますので、ここで私のほうから継続します

ということを断言はできないところであります

けれども、今後も継続する方向で頑張っていき

たいと思っております。

【宮本委員】 了解しました。

重大に至らないケースがあってというのは一

安心かもしれませんが、やっぱりここの相談か

ら救えるものというのもたくさんあろうかと思

います。何せ24時間ですので、なかなか大変な
ところはあろうかと思いますが、今後もしっか

りと対応していただいて、各関係機関とも連携

をとっていただきたいことをまた再度要望させ
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ていただきます。

それと、10ページになりますけれども、「教
職員の不祥事について」、これも確認をさせて

いただきますが、なかなかこういった不祥事と

いうのは撲滅できないのかなと思っているので

すが、ここにもありますけれども、今後の対応

についてということで、使命感や倫理観の高揚

とかというのは言わずと知れたことではあるん

ですけれども、このようなことが起こらないよ

うな今後の具体的な対応というのは、どのよう

な形で考えていらっしゃいますか。確認をさせ

てください。

【上原教職員課長】不祥事の再発防止に向けて、

どのように取り組んでいくのかということであ

ります。これまでも、管理職研修等をはじめさ

まざまな会議で不祥事根絶に向けて指導を行っ

てきたところであります。ただ、結果として根

絶に至っていないということで、県民の皆様に

対して、非常に申しわけないと思っております。

これまでも、研修関係でありますと、1年目
に基本的倫理などの服務関係、2年目、10年目、
20年目で各階層段階での具体的事案を用いて
服務関係の研修を行っております。それと、年

度当初ですとか、年末年始の服務規律の確保の

ために通知を行っております。綱紀関係につき

ましては、随時通知しております。随時通知を

した際に、学校長から職員会議等において全職

員へ伝達するなど、周知の徹底も図っていると

ころであります。今回の処分関係の事案があり

ましたけれども、処分をして、同日付けで、各

県立学校、各市町の教育委員会のほうにも通知

をさせていただいているところです。このほか、

現在行っております服務規律強化月間などの取

組を根気強く行っていく、それと今年度から全

職員を対象に実施しております、わいせつ行為

等防止のための自己分析チェックシートにも取

り組むなど、市町教育委員会とも連携しながら、

あらゆる機会を通じて教職員一人ひとりに対し

て、さらに教職員としての自覚を促しつつ、不

祥事根絶と信頼回復に向けて服務規律の徹底を

図っていきたいと考えております。

【宮本委員】ありがとうございました。すばら

しい言葉ではありますが、それがこのような形

でつながっていかないことを切に願っておりま

す。なかなか難しいところかもしれませんが、

もしかしたら、教職員の方々に対するＳＮＳの

相談窓口というのも対応してもいいのかなと思

ったりもしますが、委員会において、このよう

なことがないことを祈ります。厳しい対応をお

願いいたします。

最後、1点だけ、今日の地方紙にも出ており
ましたが、スクール弁護士について配置へと載

っていまして、さきの6月定例県議会において、
スクールロイヤーについてお話をさせていただ

いたんです。文部科学省も、ちょっと強目にい

くということで、スクールロイヤー300人を全
国に配置するというのが出ていましたけれども、

本県においては弁護士の相談窓口を持っていま

すということで、さきの県議会の時に確認をし

たんですけれども、これを受けて、さらに強化

しようかという考え、対応は今のところ、あり

ますか。

【立木児童生徒支援室長】今日の新聞報道にあ

りましたスクールロイヤーの件についてですけ

れども、先ほど委員のほうからありましたとお

り、平成28年8月から、本県では県立学校を対
象とした弁護士相談窓口というものを設けて、

教育関係の課題等に詳しい弁護士の方8名に担
当となっていただいて、県内4地区に分かれて
対応をいただいているところです。また、今あ
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りましたとおり、国のほうでも300人、4億円を
使ってというようなことが出ておりましたけれ

ども、私どもとしても、報道等で確認をした内

容以上のものを今のところまだ持ち得ませんの

で、今後、この事業の詳細を国のほうにも確認

したり、あるいは他県の動き等も確認しながら、

本県として、どのような対応をしていくべきか

ということを今後考えていければと考えており

ます。

【宮本委員】非常に大事なところだと思います

ので、そういった窓口はあったとしても、国も

動き出しているので、守るすべを強化するとい

うところからも、もうちょっと研究そして検討

をしていただければと思います。

【ごう委員長】それでは、一旦ここで休憩をと

らせていただきまして、3時に再開したいと思
います。

― 午後 ２時４３分 休憩 ―

― 午後 ３時 ０分 再開 ―

【ごう委員長】 それでは、再開いたします

ほかに質問はありませんか。

【北村委員】 よろしくお願いします。

8ページに、「長崎県文化部活動の在り方に
関するガイドライン」が定められるということ

で、関連ということなんですが、「長崎県運動

部活動の在り方に関するガイドライン」が平成

30年10月11日だったと思いますが、定められて
おります。このガイドラインについて、指導が

熱心になるあまり、ちょっと過剰な部活動など

を抑制するというような意味合いがあるんだろ

うと思いますけれども、このガイドラインが周

知をされ、しっかり守られているのかどうかと

いう検証はされているのかということをお尋ね

いたします。といいますのも、そういった相談

があって、こういったガイドラインがあるのに

休養日に部活動がやられているというような話

があって、そういった実態を把握されているの

かどうか、お尋ねいたします。

【松﨑体育保健課長】委員ご指摘のとおり、昨

年度の10月にガイドラインを策定いたしまし
た。今年度、全ての学校で、ガイドラインをも

とに方針を策定しております。我々も、部活動

のガイドラインが遵守されているかというのは、

まずは学校を訪問しながら見させていただいて

おります。それと、部活動の調査をかけており

まして、今まさに集計をかけているところです

ので、そこを見ながら今後も対応していきたい

と思っております。

【北村委員】現在調査中というようなお話であ

りましたが、その調査の結果というのは、いつ

頃私どもにお示しできるのかということと、こ

ういった抑制をしなさいというようなガイドラ

インが定められるということは、国としても、

何らかの政策の発生源といいますか、そういっ

た声があって、こういったものが策定をされて

いるんだろうと思いますが、県内において、こ

のガイドラインが守られていないというような

相談が教育庁に寄せられているかどうか、あわ

せてお答えください。

【松﨑体育保健課長】ガイドラインが守られて

いないとか、そのような声は聞いておりません。

というのも、我々は、ガイドラインは守られて

いるというふうに判断しております。多分、今、

委員ご指摘の部分については、例えば、大会の

前とか、どうしても集中しなければいけないと

ころ、そういうところは当然、練習に集中する

場合も出てくるかと思います。ただ、なべてそ

れがずっと続くということはあり得ないという

ことで、我々も学校のほうには指導していると
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ころであります。

【北村委員】しっかり調査をかけていただきた

いと思うんですが、そのご相談をいただいた方

からは、部活動としては休んでいるけれども、

指導者の個人としての活動で練習が行われてい

るというようなお話もちょっとあったところで、

それは部活動ではないんだという言われ方をす

ると、ちょっと難しいのかなと思いますし、ま

た成果に向かってというか、いわゆる大会の勝

利に向かってとか、そういった目標を持って頑

張るというのは非常にすばらしいことだなと、

やはりトレーニングをしないと強くならないし、

そういったことはすばらしいなと思う反面、運

動はしたいんだけれども、なかなかそういった

ところにはついていけない方がいらっしゃると

か、またそういったことが原因で部活動をやめ

させてしまうとか、そういったこともあるとい

うようなお話です。なおかつ、学校の現場では

なくて、部活動の指導者と保護者の中で非常に

盛り上がっていて、その一緒のペースで活動し

ないと疎外感を受けるとかいった話もちょっと

あったものですから、今、しっかり調査をして

いるということでありますので、部活動ではな

い、休まなければならない休養日に、そういっ

た練習が行われているのかどうかというような

ところもしっかりと調査をかけていただいて、

まずは調査結果を待ちたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

次でありますが、フッ化物洗口について、学

校への導入については行われてきていると思い

ますけれども、中学校への導入について、県と

しては、それを推進する立場だろうと思います

が、それについてはいかがでしょうか。

【松﨑体育保健課長】永久歯のむし歯予防とし

て取り組んでおりますフッ化物洗口を中学校に

拡大して、児童生徒に対する切れ目のないむし

歯予防対策に我々としても取り組んでいるとこ

ろです。これまでも、取組が進んでいない市町

に対しては、我々が直接足を運んで、導入をお

願いしているところでもございます。あとは、

研修会とかの中でも、これは福祉保健部とタイ

アップしてやっている部分でありますので、福

祉保健部の職員も研修会に呼んで話をしていた

だく、そのような取組もしております。

【北村委員】 わかりました。

地元の話で恐縮なんですが、大村市がなかな

かマンパワーの不足もあるというような話もあ

って、中学校のフッ化物洗口については二の足

を踏んでいる状況もあるというようなことであ

りますから、いろいろと事情はあるにせよ、県

内で中学校のフッ化物洗口は進めていっていた

だきたいし、何より子どもたちの歯の健康を守

るということについては、これは一般質問でも

申し上げましたけれども、家庭のそれぞれの事

情があって、歯磨きの習慣とかがなかなか身に

ついていないというような家庭が調査で貧困の

家庭に多いと。そういった方々が非常にむし歯

が多いというような調査結果が出ているという

ことでありますので、そういったところは家庭

の範疇かもしれないけれども、子どもたちの歯

の健康、ひいては健全な育成に資するというよ

うなことで、ぜひ21市町、しっかり推進をして
いただけるように要望しておきますので、よろ

しくお願いいたします。

続いて、県立図書館についてでございますけ

れども、一般質問でいろいろとやりとりさせて

いただいて、ありがとうございました。

ネットワークづくりをお願いしたいというよ

うなことで、別の観点というか、愛知県の名古

屋市では、これは市立図書館だったかと思いま
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すけれども、大学の図書館と連携をしていると

いうようなケースがありまして、現在、以前で

も結構なんですけれども、県立図書館というの

は、教育機関、特に大学関係とかの連携とかネ

ットワークというのはあったのかどうか、ご教

示願います。

【吉田新県立図書館整備室長】大学図書館との

連携についてでございますが、これまでも、長

崎図書クロスねっとということで、市町立図書

館は当然なんですが、そこに大学図書館も一緒

に入りまして、本の融通、いわゆる協力貸し出

しなんですが、これにつきましては大学とも相

互に、県立図書館のほうも大学にお届けする、

あるいは大学同士、大学と市町立図書館同士が

本のやりとりをするというシステムも持ってお

ります。

【北村委員】長崎図書クロスねっとというよう

なところで仕組みとしてはあると。利用状況と

いうのはいかがでしょうか。大学と県立図書館

のいわゆるリクエストだったり何なりというの

が今わかればお聞きしたいのですが。

【吉田新県立図書館整備室長】手元に大学だけ

というのはございませんが、市町立図書館を含

めた県立図書館の協力貸し出しにつきましては

年間5万冊、その中に、大学図書館も含まれて
いると思っております。

【北村委員】 多分、その制度というか、仕組み

自体が余り知られていないのかなという気がい

たします。というのも、そういうサービスとい

うか、制度をつくってほしいというようなお声

をいただいたのは大学の先生からで、というこ

とは、ご存じないのだろうというようなことで

すので、まずは、しっかりこの制度があって、

利用をしてくださいというようなことを県内の

大学に周知していただきたいのですが、いま一

度、いかがでしょうか。

【吉田新県立図書館整備室長】県立図書館とい

たしましては、大学図書館とも年間いろんな協

議の場に入っております。そういった場も含め

て、また周知してまいりますし、ミライｏｎ図

書館の開館に向けて、市町立図書館あるいは大

学図書館を含めたいろんな方面に周知、広報を

今行っているところでございまして、今後とも

進めてまいりたいと考えております。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【堤委員】 まず、障害者雇用について、昨年度

よりも0.4％改善したということでありますけ
れども、しかし、法定雇用率2.4％は下回ってい
る現状であると。そして、来年末まで、雇用計

画を策定されているということですけれども、

さまざまな取組が書かれていますけれども、こ

の改善の要因について、もう少し具体的にお聞

きしたいと思います。

【中尾総務課長】障害者雇用の拡大に向けた取

組についてでございますが、教育長の説明資料

でもお示ししておりますとおり、教職員の採用

試験における障害種別の見直し、これは知的障

害者、精神障害者にも対象を拡大しております。

それから、受験年齢の引き上げ、教育事務職員

については、従来29歳までであったものを39歳
まで引き上げをしております。また、教員につ

いては59歳までの引き上げをしております。ま
た、本庁、特別支援学校でのワークサポートオ

フィス・グループの設置によりまして、知的障

害者雇用を進めたということ、実習助手等につ

いては、障害者の特別選考枠を新設するなどい

たしました。こうした取組によりまして、昨年

度から今年6月1日までに、33名を新たに雇用し
たところでございます。先ほど、委員からもお

話がありましたように、教育委員会におきまし
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ては、令和2年末までの障害者採用計画を作成
しております。これまでの取組とあわせまして、

法定雇用率を達成するように努めてまいりたい

と考えております。

【堤委員】 ありがとうございました。

私も、本庁のワークサポートオフィスについ

て、宮島委員と6月定例県議会の時に見学をさ
せていただいて、知的障害の皆さんに非常にき

め細やかに、自信を持たせながら、励ましなが

ら取り組まれているという状況を拝見させてい

ただきました。まだまだ法定雇用率を下回って

いるわけですけれども、この達成のための課題

というのは、どういうところにあるのでしょう

か。

【中尾総務課長】まず、教育委員会の状況を申

し上げますと、教職員のうち約9割を教員が占
めております。当然、教員については免許職で

ございまして、教員免許を所有する障害者自体

が少ないのではないかと思われます。そうした

中で採用を進めていくということで、より受験

しやすい環境を整備していく必要があると考え

ております。

もう一つの課題としましては、定着、そして

それぞれの能力を発揮していただける職場とし

ていくということ、これについては障害の異な

る特性を十分に理解して、それぞれの特性に合

った業務を担っていただく必要があるかと思い

ます。そのためには、障害に対する職員の理解

を深めていくことが非常に重要でありますので、

研修でありますとか、相談の窓口を設けており

ますので、そういったところを活用しながら、

意識改革も含め、進めてまいりたいと考えてお

ります。

【堤委員】 ありがとうございます。

教員免許を持った障害者が非常に少ないとい

うことで、なかなか採用までには至っていない

のかもしれませんけれども、現職の教員の中で、

例えば、病気などで車椅子になった方とか、私

は少し存じ上げているんですけれども、学校現

場で仕事をする上では、バリアフリーとか、い

ろんな課題があると思うんですけれども、そう

いった面での今後の取組というのはどんなふう

になっているのでしょうか。

【日高教育環境整備課長】障害者雇用の方のバ

リアフリーに関してでございますけれども、障

害者の方の雇用が見込まれるとか、またそうい

う児童生徒が入る場合につきましては、既定予

算の中で、段差解消、スロープ設置等に努めて

まいりたいと考えております。

【堤委員】 ありがとうございます。

新設校というか、新築をした小学校などを訪

問しますと、今、2階建てであってもエレベー
ターが設置してあったり、洋式トイレが整備し

てあったりというようなことはされていますけ

れども、今ある学校をバリアフリー化というの

は非常に難しいのかなと思うんですが、ぜひ進

めていただいて、また一方で、教職員の皆さん

の理解も進めて、さまざまな障害の特性に合っ

た働き方ができるように、ぜひ推進をしていた

だきたいと思います。

それから、2ページの「次期まち・ひと・し
ごと創生総合戦略の策定について」のところで、

キャリア教育と、それからふるさと教育の推進

などを進めていくとありますけれども、ふるさ

と教育のところ、今、地域で働く人材というか、

地域の中でこんな活躍をしている人がいるとか、

いろんな紹介などもあるのではないかと思いま

すが、その辺を教えていただきたいんです。

【木村義務教育課長】堤委員も十分ご承知のこ

とと思いますが、ふるさと教育は、これまで、
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ふるさとの自然とか歴史、また文化や産業のす

ばらしさ、そこに住む人の努力とか工夫を題材

に、どちらかというと今よりも、過去に主眼を

置きながら、ふるさとへの愛着、誇りというこ

とを子どもたちにしっかりしみ込ませる、教え

るということを進めてきました。これをこれか

らも土台にしたいと思います。

その上で、未来のふるさとのことも考えてい

く子どもたちをつくりたいと考えています。ふ

るさとへの愛着や誇りに加えて、ふるさとの未

来を担おうとする意欲や実践力の向上と、もう

一つは、本県の産業、ふるさとの産業への正し

い理解の促進、こういうものを目的としたキャ

リア教育型のふるさと教育を進めていこうと思

っております。具体的には、各地域で活躍する

企業等の協力をいただきながら、例えば、地元

の強み等を活かした模擬会社を設立するなど、

主体的、探求的な体験学習に挑ませ、地域を活

かしていくためにどうしたらいいかという問題

解決力や企画力、プレゼンテーション力、また

地域の方々とのコミュニケーション力等を育成

の目的とした長崎県のふるさと型キャリア教育

をつくっていけないかということで、取組を始

めたところであります。

【堤委員】 過去のこんな人物がいましたとか、

郷土に誇りを持ってほしいというのは前からあ

るかと思うんですが、今、産業の理解というこ

とで、キャリア教育型のふるさと教育と言われ

ましたけれども、私、提案といいますか、「次

期まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に

ついて、一般質問だったかはっきり記憶をして

いないんですけれども、中村知事がＳＤＧｓの

視点というようなことを答弁の中で触れられた

かと思うんです。それから、浅田議員がＳＤＧ

ｓということを何度も言われているように思い

ますけれども、今、ＳＤＧｓということは本当

にこれからの社会を考える上で大事なキーワー

ドになるかと思っているのですが、このふるさ

と教育において、そういったものを活かせない

かと私は思っています。

日本は有数の森林大国です。森林というのは

二酸化炭素を吸収するのに大きな役割を果たし

ているとか、また水田が気候の上昇を抑える効

果がある、あるいは水産資源を守るという上で、

今、マイクロプラスチックごみの問題、海洋生

物にそれが影響を与えて、さらには人にも影響

が及んでくるんだというようなことも指摘をさ

れていますけれども、すごく大きな話になるか

もしれませんが、長崎は水産、漁業産業が盛ん

でありますし、また森林もありますし、そうい

う面からいくと、若者は都会に憧れて出ていく

人が多いわけですけれども、地元のいろんな自

然を守ることが大事なんだということ、それが

将来、持続可能な社会をつくっていくのに役に

立つんだという視点の教育というのができない

か、ふるさとの水産業を守るとか、あるいは今

ある森林や水田を守っていく、そういったこと

にも目を向けられるようなふるさと教育がつく

れないかと思っているのですが、今お答えは難

しいかもしれませんけれども、そういう要望を。

【木村義務教育課長】 今お話があったことを、

これまで私どもは、ふるさと教育でやり、そし

て今からもしていこうと思っています。先ほど、

過去の歴史や文化、自然、という話をしました

が、まさに過去に学び、過去のよさを未来に続

けていくのが持続可能な教育であり、さらには

これからのふるさとをつくっていくということ

も持続可能な教育であります。その1つ1つに環
境があり、今のお話があった森林があり、水産

業があります。持続可能な教育は、今までもＥ
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ＳＤといってやってきたことでありますし、新

しい学習指導要領にも、未来社会のつくり手と

して育てるということが明確に記載されており

ますので、そのとおりやってまいりたいと思い

ます。

【堤委員】ありがとうございます。明確に打ち

出して取り組んでいっていただきたいと思って

います。

それから、キャリア教育についてですが、中

学校でも職場体験学習をしていたり、あるいは

高校でも職業訓練につながるようなインターン

とか、いろんな取組がされていますが、働くこ

との大切さということと、あわせて働く自分自

身を守るための教育というか、労働法とか、労

働法規についての学習というのが非常に大事で

はないかと思っているんです。最近はあまり言

われませんけれども、ブラック企業なんていう

のもいまだに存在しますし、今の若い人たちは、

福利厚生、休日が多いとか、いろいろな条件が

いいところ、そこに関心が向いているとはいい

ますが、一方で、自分の身を守るために、きち

んとした法規、労働法について学習する機会と

いうのは非常に少ないのではないかと思ってい

るんです。そういうところもキャリア教育の中

でぜひ取り組んでいただきたいと思っています

が、その辺はいかがでしょうか。

【鶴田高校教育課長】労働問題の教育につきま

して、堤委員ご指摘のとおり、特に高校生、多

くが就職するということで、労働問題、俗に言

うブラック企業でございますけれども、そうい

ったことについての知識を持つことというのは

非常に重要だと認識をしております。高校にお

いては、もちろん教科としての公民科等でそう

いったことも学ぶわけですけれども、厚生労働

省が資料や教材をつくっております。まんが知

って役立つ労働法Ｑ＆Ａ、それから知って役立

つ労働法、労働基準法の基礎知識等がホームペ

ージでも掲載されておりますので、例えば各学

校で、学級に学級文庫に設置するとか、生徒一

人ひとりに配付する取組により、労働問題や、

ブラック企業に対する理解を深めているところ

でございます。

【堤委員】公民科の授業というか、社会科の学

習の中では、法律の名前は教えてもらいますし、

テストにも出るから、それを覚えておくんです

けれども、実際、労働基準法でどういうことが

書いてあって、それによって労働者がどういう

権利を持っている、最低の基準ということでど

ういうものがあるというのは、なかなかわかっ

ていない、理解しないまま社会に出る若者は多

いのではないかと思います。ぜひ、いろいろな

教材、資料などを活用した取組を進めていただ

くように広げていただきたいと思います。

それと、先ほど北村委員から、フッ化物洗口

のお話がありましたけれども、中学校のフッ化

物洗口というのはどのくらい進んでいるもので

しょうか。

【松﨑体育保健課長】今年度、フッ化物洗口は、

予定でございますけれども、中学校で67％ほど
進むものと見ております。

【堤委員】ちなみに、小学校はどのくらいです

か。

【松﨑体育保健課長】 小学校は100％実施して
おります。

【堤委員】私は、北村委員とは逆の立場で発言

をさせていただきますが、フッ化物洗口につい

て賛否両論があります。それで、一律に学校現

場にそれを持ち込むというのはどうなのかとい

うふうに思っています。県の計画の中で推進す

るということで進められていると思うんですが、
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子どもたちのむし歯は前に比べると非常に減っ

ています。それは何で減ったかというと、養護

教諭、担任の先生とかも含めて、ブラッシング

指導、丁寧な歯磨きをしっかり指導されて、私

も現場にいましたので、どういう指導をされて

いるかというのは、その場で直に見て自分も学

んだんですけれども、本当に丁寧に1本1本をき
れいに掃除する、そして磨き残しがないように

ということで、カラーテスターなんかを使って、

ここのところをもう少しこう磨こうねとか、家

庭でも見てくださいとかといってコメントを書

いてもらったり、丁寧な指導をして、そういう

ことで子どもたちは本当によく歯磨きをしてい

ます。私も子どもの時に、こんなふうに丁寧に

ブラッシング指導を受けていたら、もっとむし

歯の少ない人生が送れたなと思うぐらい、本当

に今の子どもたちはむし歯が少ない。ただ、や

はり言われたように、貧困家庭とか、虐待があ

ったり、そういうところはむし歯が多いです。

ただ、そういう子どもたちは、フッ化物洗口で

救うというよりも、いろんなことでトータル的

に支援が必要な子どもたちですから、そこと結

びつけるのはどうかなという気がしています。

あと、今の子どもたちは、むし歯は少ないで

すけれども、歯並びが悪かったり、かみ合わせ

の問題であったり、歯周病、そういうところが

問題ではないか。それはフッ化物洗口では予防

はできない、そういうことではないかと思いま

す。

あと、学校現場の働き方という面でも、先生

たちに負担をかけることになりますので、大久

保委員もいらっしゃるんですけれども、専門家

を前にしてなんですけれども、一律にするのは

どうなのか。取組が進んでいない市町へは足を

運んで、そういう取組を広げていっているとい

う答弁でしたけれども、そういった面もあると

いうことを頭に置いていただきたいと思ってい

るのですが、何か答弁がありましたらお願いし

ます。

【松﨑体育保健課長】委員ご指摘のとおりだと

思います。むし歯予防に一番効果的なのは、フ

ッ化物洗口のみならず、歯磨き、ブラッシング

指導とか、あと望ましい食習慣、そういうもの

もあると思います。そういうものの一つとして、

我々はフッ化物洗口を推進していこうと考えて

おります。

それと、教職員の多忙化のことも出ましたけ

れども、我々としては、今、学校のほうには、

ある特定の先生にフッ化物洗口を任せるのでは

なくて、組織的に取り組んでいただくようなこ

ともお話をしているところであります。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山口(経)委員】 先ほど、宮本委員からもあり
ましたプログラミング教育の充実についてお尋

ねをしたいと思います。今月の9月8日付けの新
聞で、長与の小学校のプログラミング教育とい

う形で報道がありました。そういう中で、初め

教職員の方々に指導をして、扱い方を長与北小

学校でやっている、そういう形で今進めている

ということなんですけれども、来年度から、こ

れが小学校において必修化になるということな

ので、そういう中でお尋ねをしたいと思うんで

すけれども、現在、中学校では、技術家庭科の

中でプログラミングが必修としてやられている

ということです。小学校で必修化される目的と

いうのは何でしょうか、お伺いしたいと思いま

す。

【木村義務教育課長】先ほども少し話をしまし

たので多少重なりますが、小学校では、パソコ

ンを用いたプログラミング体験を通して、物事
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を論理的に考えるプログラミング的思考を育成

する内容であります。そしてどの学年でしなけ

ればならない、どの教科でしなければならない

とは定まっておりません。これは小中学校それ

ぞれが定めてよいのですが、基本的には、所管

の市町が小学校と相談して決めるものと思いま

す。先ほどの長与町の件は、私も承知しており

ます。長与町はロボットを教材として購入しま

して、それを動かすプログラミングを子どもた

ちに体験させるということで、とても有意義な

学びだと思っています。いずれにせよ、各市町

がそれぞれ定めた内容を定めた学年、教科で取

り組んでくるということであります。

【山口(経)委員】 各市町で異なった教育で、そ
れは特色ある教育としてやっていいと思うんで

すけれども、中学校で今、必修化なさっている

中で、教材費という形で各校が捻出をして、小

さなロボットであったり、長与町内では人型ロ

ボットのペッパー君を1体、何かの予算で購入
したということだったんですけれども、そうい

う形でされておりますけれども、これもやっぱ

り教材費というのが必要でありまして、各市町

が予算規模あるいは財政力指数が違う中で、ば

らばらの取組であっていいのか、ということな

んですけれども、その点はいかがですか。

【木村義務教育課長】結論から申しますと、教

材はばらばらでも構いません。目的は、先ほど

申しましたとおり、パソコンを用いるというの

は一つ大切なポイントだと思います。いずれに

せよ、そういう体験をさせてプログラミング的

な思考を育成するということでありますから、

目的は必ず一緒である必要があります。ただし、

先ほど予算の関係とありましたが、市町で予算

をとっているところもありましょうし、例えば、

保護者負担で可能な程度の教材を選ぶところも

ありましょうし、国からも、無料でさまざまな

ソフトが提供されています。それを活用すると

いう方法もありましょうし、目的は同じで、教

材は違うというふうにご認識いただければと思

います。

【山口(経)委員】 県の今の産業の中の一つの目
的が、航空機、ロボット、ＩｏＴ、これを一つ

の産業の柱にしようということで、人材育成等

も県立大でもしっかりと情報システム学部をつ

くって、来年4月から、その4年生が巣立ってい
こうとしておられます。そしてまた長崎大学で

は、情報系の学部を創設しようという、こうい

う高度人材が今、求められてきているわけです。

そして、長崎にそういう高度な人材、教育を受

けた人材がいるということで、県内に誘致企業

が来てくださる状況になってきております。

そういった中で、小学校、中学校というプロ

グラミングの入り口の状況の中で、その目的は

一緒で、それぞれ違うことをやっていいんです

よというよりも、しっかりと教材費の予算化と

いうのを県でも考えていくべきではないかと思

うんですけれども、この点についてはいかがで

すか。

【木村義務教育課長】小中学校における教材費

というのは、基本的には所管の市町できちんと

整理していただくものと認識しておりますので、

今のところ、県で何やらということは考えてい

ません。

ただ、1つ思うんですけれども、例えば、ロ
ボットを準備したからといって、みんなが同じ

ようなに興味・関心が高まるというものではな

くて、もちろんロボットというような興味関心

もありますが、一番大切なのは、そこでどう教

えるか、何を教えるか、どう思考させるかであ

りますので、そこに関しては、県としては、き
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ちんと責任を持って研修等を積んでいきたいと

思っています。

【山口(経)委員】 予算は各市町がそれぞれ担う
べきものだということなんですけれども、県の

方針として、やっぱりそういうことも人材育成

をしっかりやっていこうと打ち出している中で

は、何らかの対策は必要ではないかということ

を私は申し上げているわけです。それについて、

人材輩出県であってはいけないんですよ。人材

を県内にとどめておくために、しっかりとした

入り口からの興味を持っていただく、そういっ

たことが教育には一番求められていることじゃ

ないかということで、予算でもどうですかとい

うお話をしているわけです。そういったことで、

もう一度、いかがですか。

【木村義務教育課長】県で人材をつくるという

のは私も全く同様の考え方を持っておりますの

で、義務教育課としては、その役割をきちんと

果たしていこうと思っています。

一方で、小中高それぞれで段階的に担ってお

りますので、教育長の説明の中にありましたよ

うに、プログラミング教育につきましては、人

材を育てようという視点で、まずは小中学校で

は、おっしゃったとおり、基礎の段階で先生方

が目的を達成するような指導ができるような支

援をしっかりと行い、さらに小中高それぞれの

発達段階で、そういう人材を輩出していくとい

う考え方を今持っております。

【山口(経)委員】 どこにいてもそういう人材を
育てるために、その環境を整えるという形で、

ロボットだけがプログラミングの入り口じゃな

いとおっしゃいましたけれども、そういう考え

方ではなくて、小さなロボットが1体3,000円す
るそうです。それぐらいはちゃんと環境的に整

えてあげる、そういったことも必要ではないか

と思います。ペッパー君は20万円だそうです。
今回、長与の小学校に導入した1セットで100万
円だそうです。そういったことが各学校、教材

費としてできるのかということを問われている

と思います。教育長、いかがですか。

【池松教育長】まず、これは委員ご案内のこと

と思いますけれども、今、小学校から始まるプ

ログラミング教育というのは、プログラマーを

養成するための基礎講座をやろうとしているわ

けではないのであって、先ほど義務教育課長が

申し上げたとおり、いわゆる論理的思考を育ん

でいかないと、今からまさにＡＩとかが労働市

場を席巻する中で、人間としてのいわゆる強み

が発揮できないということから始まっているん

だろうと思っております。

そういった意味では、ロボットや、パソコン

を使うにしても、先ほど言ったように、そこは

教科も特定されていませんし、学年も特定され

ていませんので、一定市町が小学校という学校

の設置者でありますから、創意工夫というのは

市町でやるべきだと思っております。

また、パソコン等の設置についても、国にお

いて地財措置がなされておりますけれども、こ

こはまさに首長たちの考え方の中で、その地財

措置を使ってパソコンを設置しているところも

ありますし、設置が遅れているところもありま

すから、教育長、教育委員会、それから首長な

りのお考えの中で、やらなければいけないこと

は皆さん、共通認識を持っておられますので、

そこは自分の市町に合った方法を模索していた

だくことがベストだと思っております。県とし

ては、それをしっかり支援するという立場では

ないかと考えているところでございます。

【山口(経)委員】 考え方がちょっとずつずれて
いるようですけれども、県としての支援といっ
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たら、そうしたらどういうことになるのですか。

【池松教育長】 先ほど申し上げましたとおり、

プログラミング教育を進めていく上での研修会

とか、そういうことをやるのが県の役割ではな

いかと思っていますし、義務教育課長が申し上

げたとおり、文部科学省におきましてもソフト

の紹介等を行っていますので、そういうことが

県の役割ではないかと考えているところでござ

います。

【山口(経)委員】 そうしたら、しっかりとそう
いうプログラミングにおける人材といったもの

を、長与の例で言いましても、プログラミング

を教える教職員の皆さん方が、この研修を受け

なければ、それができなかったということなん

ですから、しっかりとそういう研修をやってい

ただきたいと思います。

それから、申し上げたくはないんですけれど

も、教職員の不祥事について、6月の委員会の
折にもお話をさせていただきました。また続け

てこうした不祥事についての言及があっており

ます。そういった中で、不祥事を起こした方々

について、県全体の教職員の皆さん方の信頼、

県の信頼を失墜したというお考えがあったのか

どうかなんですね。不祥事を起こす前に、そう

いう抑制的なことは働かなかった方々がこうし

て不祥事を起こすということで、その意識の調

査については、どのようになさっておりますか。

【本村高校教育課人事管理監】まず、今回の県

内の高校教諭のわいせつ行為につきまして、生

徒の健全な育成を図る立場にある教師が公共の

交通機関内でこういうふうな行為に及んだこと

につきまして、被害者、それからそのご家族並

びに県民の皆様方に大変申しわけなく思ってお

ります。

今後、信頼回復にこれまで以上に努めて、危

機感を持って不祥事防止に取り組んでいきたい

と思っております。

現在、先ほど、教育長の説明の中にありまし

た当該教諭につきましては、事実関係を確認し

ているところでありまして、事案の動機とか対

応、継続性等を十分に考えながら、厳正に対処

していきたいと思っております。今、その段階

でございます。

【山口(経)委員】 質問に対してお答えがちょっ
とずれているようですけれども、不祥事を起こ

した方々が、事前にそういう意識があったのか

どうなのか、そこまで調査したのですかという

ことです。

【本田教育次長】例えば、これまでの免職事案

でありますとか、そういう方々のいわゆる供述

書というのをとります。もちろん我々も聞き取

りをいたしますけれども、その中では、確かに

起こってしまった結果に対しての反省は出てお

ります。ただ、その起こる前の気持ちというの

が、どうしても自分の情緒的なものであるとか、

そういうものが出てきたりしているところであ

ります。ただ、事前の段階で、自分に気づいて

ほしいということがあればということで、それ

は大変残念に思っているところであります。そ

のためにチェックシートというのを始めたわけ

でありますけれども、まだ4月から始めたとい
うところで、今後、一層進めていきたいと考え

ております。

【山口(経)委員】 前回もお話ししましたけれど
も、倫理観念というのが最初に働いて、その行

為に及ばないというのが本来、抑止する形じゃ

ないかと思うんです。自分の欲というのは持っ

た方はおりますけれども、それを外に出すか出

さないかの違いということになってきて、倫理

観念というのが一番大事になってこようかと思
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うんですけれども、そういう意識の調査という

ことでしっかりやって、そして対策もしていた

だきたいと思いますけれども、教育長、いかが

ですか。

【池松教育長】不祥事を起こして非常に申しわ

けないと思っておりますし、特に、わいせつ行

為というのは、ほかの不祥事も当然、県民の皆

様方それから保護者の皆様方、またまさに子ど

もたちの信頼を失墜させてしまうようなことで

すし、特に、児童生徒にとっては、目の前にい

た先生が、いわゆる悪いことをしたというのは

非常にショックな面もあると思いますので、教

職員の先生方は、自分が教員であるということ

の矜持をしっかり持っていただきたいというこ

とで、常々校長先生方はじめ、いろんな機会に

お話をしていますし、ほとんどの先生方はそう

いうふうに思っておられると思います。

今、山口(経)委員から、事前の意識の調査と
いうようなご質問だったと思うんですけれども、

各学校においても、不祥事を防止するための委

員会をつくって、いろんな対策とか、いわゆる

意識づけをやっておりますので、そういった意

味では、一般的なアンケート調査については、

なかなか結果がどう出るか、それが不祥事防止

に結びつくのかというのは難しいと思います。

そういった意味で、初めてわいせつ系について

は、自分自身がどのような傾向があるのかとい

うのを把握できるように、まさに自覚を促すた

めのチェックシートをはじめましたけれども、

もし山口(経)委員のご提案が、事前にそういう
意識調査をやるというふうになると、そこは全

県下を通してペーパーのアンケート調査という

よりも、各学校の小規模なコミュニケーション

の中で自覚を高めていくことが効果的ではない

かと考えております。

いずれにしても、山口(経)委員おっしゃるよ
うに、教職員の自覚というのが一番大事だと思

っておりますので、息の長い取組をやっていか

なければいけないと考えているところでござい

ます。

【山口(経)委員】 飲酒運転の根絶ということも
非常に問題になって、そして飲酒運転も大分減

ってまいりました。このことは、飲酒運転が発

覚すると運転免許の一発取り消し、そして多額

の罰金、このことがやっぱりしっかり抑止につ

ながっているわけですね。だんだんそう浸透し

てきて、飲酒運転も減ってきているわけで、だ

からそういったことで、大きなペナルティーが

発生するんだということを教職員の先生方にも

知ってほしいわけですけれども、それを知って

おっても自我欲に負けてしまったということに

なることがあれば、その意識の自覚をもっと持

たせるということのほうが大切じゃないかと思

うんですけれども、ほかに何か抑止につながる

ようなことは思いつきませんか。

【池松教育長】実際に不祥事が発生しておりま

すので、非常に難しい課題であるというふうに

は思っておりますし、これといった何かをやれ

ばすぐなくなるというような話ではないのかな

とつくづく感じております。今、飲酒運転のお

話があったんですけれども、平成28年以来、飲
酒運転の不祥事はございません。これは一つは、

同僚間でお酒を飲む機会があるわけですから、

例えば、車のキーを預かるとか、代行運転で帰

る時には必ず代行に乗るまで見るとか、お互い

を助け合うという意味では、同僚性を発揮でき

やすいんです。例えば、この職員は飲酒をする

と酩酊をしてしまうので、だからしっかりみん

なでサポートしようねというのはできるんです

けれども、わいせつ行為だけは、当然の話、表
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面に出てきていないものですから、日頃のつき

合いの中で、何か悪さを起こしそうだなという

のを読み取るのが非常に難しい。これは校長先

生方もそうです。

そういった意味では、これは非常に小さいこ

とかもしれませんけれども、いろんな悩みを学

校内で、先輩、同僚を含めて、ぐちも言いつつ、

ストレスが発散できるような職場環境を今以上

につくっていかなければいけないと思います。

それが即効性があるかどうかと言われると非常

に難しい面がありますけれども、1万3,000人余
りいる職員の中で不祥事を起こすのが数名なの

ですがどう対応していくかというのは、日々活

動している学校の中で、同僚性をどう育んでい

って、山口(経)委員ご指摘のように、不祥事を
起こすことは、自分の家族だけではなくて学校、

ましてや長崎県の教育そのものに不信感を与え

るというような自覚をしっかり持っていただく

ことで抑止力が働くのではないかと思っており

ますので、今までの取組を引き続き充実させて

いきたいと考えているところでございます。

【山口(経)委員】こういう議論をすれば1つ1つ
弁明が返ってくるものですから、また言いたく

なるわけですけれども、とにかく教職員という

方々が、以前は聖職という考え方もあったとい

うことなので、子どもたちを教育する立場にあ

るということで、大きな信頼を失うんだという

ことをひとつ自覚を持ってやっていただければ

と思います。よろしくお願いします。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山本(由)委員】 令和3年度の公立高校の入学
者選抜制度の改善について何点かお伺いをした

いんですけれども、まず、目指す方向は、ここ

に書いてあるとおりで、推薦入学とか一般入学

者選抜の志願倍率の低下や、定員の不充足、地

域間格差というのが課題であって、それから中

学校からの要望という形で述べられているので

すが、定員の不充足の問題、それから地域間格

差の問題を、この選抜制度を改善することによ

って、どう地域間格差がなくなるのか、不充足

が少しでも改善をするのかというイメージをご

説明いただけますか。

【鶴田高校教育課長】まず、現状を申し上げま

すと、推薦入学における充足率は、直近の推薦

入試で0.78倍でございました。つまり78％の充
足でございました。逆に言うと、22％充足して
いないという状況でございました。特に、離島

部や半島部の高校では充足をしていないという

状況でございます。さらに、一般入学者選抜に

おいても、直近の入試では、全体の平均で充足

率93％でございました。
今回の入学者選抜の改善によって、どういう

ことを期待しているかということでございます

けれども、推薦入学ではなく、誰でもチャンス

が2回に増えるということで、受検生が前期で
いろんなチャレンジができるのではないか、そ

れから各学校は、こういう生徒を求めているか

ら、こういうことで来てほしいということを明

確にアピールできますので、そういったことを

中学生が理解して、前期でチャレンジしてみよ

う、この学校を受けてみようというようなこと

を期待しております。チャンスが2回あるとい
うことは、倍率もその分、上がっていくと考え

ます。要するに、前期で合格すれば後期は受け

られませんけれども、チャンスが2回あるとい
うことは、倍率も少し上がって、それぞれの高

校が活性化につながるのではないかと期待をし

ております。

【山本(由)委員】 内容については、決定という
ことではなくて、今からいろんなご意見を聞き
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ながらということになるかと思いますが、今の

段階での方針の内容のことでお伺いをしたいん

ですけれども、要は、まず前期選抜で5％から
50％ということで、その中に、特色選抜と文
化・スポーツ特別選抜というのがあると。この

間の一般質問の中で、教育長の答弁で、文化・

スポーツ特別選抜を拡大するようなお話があっ

たんですけれども、文化・スポーツ特別選抜は、

たしか各校5人だったと思うんです。この5％か
ら50％の範囲というのは、特色選抜と文化・ス
ポーツ特別選抜を合わせて50％、だから極端に
言うと、文化・スポーツ特別枠を今の5人から
大幅に増やすのはありというふうな考えなので

しょうか。

【鶴田高校教育課長】委員ご指摘のとおり、前

期選抜の募集定員は5％から50％の範囲で各学
校が決めます。その5％から50％というのは、
Ａの特色選抜とＢの文化・スポーツ特別選抜合

わせた範囲と考えております。現行の文化・ス

ポーツ特別推薦は一律5名でございますので、
募集定員の考え方としては、現状、まだ特に定

めていませんが、各高校も、文化・スポーツ特

別推薦については広げたいという意見が多うご

ざいますので、今回を機に、拡大の方向で準備

を進めていきたいと考えております。今後、公

立高校の校長に対して説明をし、そして1校1校
ヒアリングをしながら、文化・スポーツ特別選

抜のあり方については、詳細について考えてい

きたいと思っております。

【山本(由)委員】 わかりました。
校区の考え方なんですけれども、今、県立高

校の場合は校区が7つあって、校区外が7％とか、
そういうふうな決め方がある。それから、今年

度から一部の高校については、県外から5％と
いうふうな上限があるかと思うんですけれども、

校区の7％とか、県外の5％、これ自体はこの改
善にどういうふうな影響があるのでしょうか。

【鶴田高校教育課長】 まず、お尋ねの校区は、

普通科に係る校区で、校区外からの入学は7％
という条項についてだと思います。今回、改善

方針の中にはそれについては触れておりません

ので、現行のままとなります。ただし、文化・

スポーツ特別選抜については、校区内という考

え方から、全県1区で入学も可能と現行も制度
がなっておりますので、そういった意味では、

普通科の校区外から入る生徒も少し増えていく

のではないかと考えております。

【山本(由)委員】 今の段階で私が個人的にちょ
っと懸念していることなんですけれども、先ほ

ど、2回受けられますよという話で、従来、前
期に値する一般推薦、それは学校のほうからの

推薦があってということで人数が限られている、

今度の場合は、極端に言うと全部受けることが

できますよと。仮に、上限の50％まで持ってき
た場合、あるいは少なかったら、もっと影響が

あるんだろうと思うんですけれども、結局、あ

る程度の数の方が不合格になってくる。もう一

回、その学校を受けるのかと。私立が先に試験

があって、前期があって、不合格になります。

そこまでの間が多分1カ月ぐらいしかない。そ
の中で、モチベーションであるとか、そういう

ものを保てるのかなと。逆に、もう私立に行く、

というふうな形で私立に流れたりしないかとい

うふうな懸念を持っているんですけれども、こ

れについてのご見解はいかがですか。

【鶴田高校教育課長】委員ご指摘のとおり、チ

ャンスが2回あるということは、1回目、倍率が
高くなると先ほど説明しましたが、当然、その

場合は不合格者も増える、不合格体験をする中

学生が増えるといった懸念については、私ども
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も認識をしております。ただ、前期、後期に分

けますけれども、基本的に定員は変わりはしま

せんので、前期で落ちたら、後期でもう一回チ

ャレンジしてもらえれば、前期合格した中学生

はもう受けませんので、後期の中で頑張れば何

とかなるのではないかというふうに私どもは考

えております。

今後、中学校2年生に対して、さまざまな形
で説明をしていきます。県教委としても説明を

していきますし、市町教委にお願いをして、中

学校への説明もしていきたいと思いますので、

新しい制度がしっかり理解をされて、いい制度

になるように努めていきたいと考えております。

【山本(由)委員】 正確ではないかもしれないん
ですけれども、私が聞き及んだ話だと、熊本県

が一度こういうふうな形で前期と後期に分けた

んだと。だけれども、結果的に、またもとに戻

したんだというふうなお話をお伺いしました。

理由としては、前期の問題を高校でつくってく

ださいというふうな形で、高校のほうの負担が

重くなったんだと。それだけかどうかはわかり

ませんけれども、そういう事情があって、また

もとに戻っているんだと。長崎県の場合、これ

を見る限りでは、前期の問題についても教育委

員会のほうで作成をされるということですから、

学校側は、試験問題を作成するという意味では

負担が増えるということではないと思うんです

けれども、熊本県の事例というのはどういうも

のであるのか、なぜもとに戻ったのかというこ

とに関して、ご説明が可能でしたらお願いしま

す。

【鶴田高校教育課長】熊本県の状況については、

把握しておりません。別の話になるかもしれま

せんけれども、佐賀県が前期後期選抜をしてお

りまして、それを逆に少し改善をしようという

ふうな動きがあるというのは承知をしていると

ころでございます。

いずれにしましても、熊本県も、例えば、学

力検査を重視したいという高校は、前期の定員

をほとんど設定していなかったりしております。

それがうまくいっているかどうかは調査不足で

申しわけございませんけれども、近隣の九州各

県、それから全国の都道府県、今、前後期、こ

ういう選抜をしているのが大体半分ぐらいでご

ざいます。逆に、推薦入試をやめている県も半

分ぐらいございます。そういった中で、先進的

に取り組んでいる県はたくさんございますので、

その中でどういう課題があるのか、そういった

ことについては、これまでも少し情報交換はさ

せてもらっているんですけれども、今後とも情

報交換をして、よりよい制度にしていきたいと

考えております。

【山本(由)委員】 ありがとうございました。
定員割れの問題というのは私も非常に懸念を

しているところがあります。それで、私立は私

立で大変といいながら、結局、私学の実質無償

化の話であったり、どうも今回のも私学のほう

に流れやせんかなというふうな懸念も持ってい

ます。先ほどちょっと申し上げた不合格体験を

してしまうというものも含めて、多分、高校で

も、これを5％にする、50％にするとか、まだ
これからいろんなご検討をされるんだろうと思

うんですけれども、他県等の事例も含めて、こ

こはうまくいかなかったんだ、だから、こうい

うふうに改善してからやっていくんだというふ

うな形、それから中学校の一般推薦がかなり手

間もかかっていたのかなという感じもしないで

もないんですけれども、中学校の推薦がなくな

ることによって、中学校は少し楽になる部分は

あるかもしれないんですけれども、別の意味で、
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例えば、プレゼンテーションとか言われたら、

またそれ用の指導もしなければいけないような

ケースも出てくるんだろうと思いますから、も

う1年半ぐらいしかありませんので、高校それ
から中学校の現場の意見もよく聞いていただい

て、何とかこれが課題の解決になるように期待

をしておりますので、よろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【大久保委員】 私は、「全国学力・学習状況調

査の結果について」ということで質問をいたし

ます。去る6月定例県議会で一度質問しました
けれども、ちょうどこの全国の調査が実施をさ

れた直後でありましたし、結果が7月末に文部
科学省のほうから出るということでしたので、

また改めて質問させていただきたいと思います。

結論から言いまして、我が長崎県の小学校、

国語は全国平均を3ポイント下回り、算数は全
国平均を2ポイント下回った。中学校では、国
語、数学ともに全国平均と同程度でありました

が、英語は全国平均を2ポイント下回ったとい
う結果に、率直な見解をお示しいただきたいと

思います。

【木村義務教育課長】まず、小学校につきまし

ては、例年と同様と言ってもいい結果でありま

した。つまり、低学年からの基礎的な知識や技

能等積み上げのところに課題があるのではない

か。ポイントとしては、低学年の授業がどうあ

るべきか、また基礎的な知識・技能をどう積み

上げればいいかというのが大きな課題だと思い

ます。

一方、中学校3年生は、これも例年同様なん
ですが、小6の時と同じ児童生徒で比べると、
必ず成果が上がっています。ということは、小

5、小6あたりからの学力調査、そして中3まで

の全国までの積み上げ、改善策が効いているの

ではないかというところであります。

英語につきましては、今年初めて調査があり

ました。小学校の国語、算数は、正答率の低い

割合の子どもたちが少々多いのに対して、中学

校の英語は、正答率の低い子どもの割合は同じ

ぐらいで、中程度ぐらいが多く、高いところが

若干少ない。これに関しましては、外国の方と

の実際のコミュニケーションや英語を使う場面

をもっと増やしていくことで、改善されていく

のではないかというような感想を持っています。

【大久保委員】今の義務教育課長の答弁で、学

習というのは継続性とか連続性というのも非常

に大事じゃなかろうかというようなコメントだ

ったかなと思います。

それで、いただいた資料では全国的なものが

わからないんですけれども、私の記憶によれば、

過去何回かのこの学習調査で、全国的に高いと

ころは、いつもその常連で、低いところは低い

というような状況は、どういうふうに分析され

ているのか、あるいは高いところの都道府県か

ら何か学ぶべきものがあるのか、教えていただ

きたいと思います。

【木村義務教育課長】ご指摘のとおり、私ども

が認識しているところでは、例えば、秋田県、

福井県、石川県あたりがずっと平均正答率の上

位校として常連です。実際私も見に行かせてい

ただいております。学力調査の背景というのは、

例えば、教員の指導力のほかにも、学校の教育

環境の違い、家庭の社会的、経済的背景の違い

とか、いろんなものが積み重なっておりますの

で一概には言えないんですけれども、では、学

校での取組の違いは何か。結論から申しますと、

余り変わりません。

一方で、先ほどもお話ししましたが、学力調
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査の結果から見ると、上位県というのは平均正

答率の低い子どもの割合が少ないんです。つま

り、学習につまずいている子どもの割合が少な

いということなんです。ですから、私どもとし

ては、そういうつまずきに丁寧に対応して、低

学年のうちから、粘り強くわかるまで教えると

いうようなところが必要ではないかと考えてい

ます。

石川、福井、秋田、3県の学校で大まかに共
通していることは、学力向上を学校経営の中心

に置いています。また、それができる教員の育

成も同様に置いています。ここは大いに学びた

いと思います。

もう一つ、はっきりわかっていることは、学

力というのは学校力総体でありますので、学力

だけ高くて体力が低いなんていう学校はありま

せんし、全ての総体として伸びています。

そういうところも大いに学び、低学年からの

指導、また学校が組織となって、教員の指導力

も高めていくところは、引き続き取り入れてい

きたいと思っています。

【大久保委員】 いいご教示をいただきました。

そういう先進的な、いつも高い学力の結果を出

しているところの取組をぜひ参考にしていただ

いて、そういうシステムを早く構築していただ

きたいと思います。私はいつも言っていますけ

れども、やはり公教育の果たす役割というのは

大きいと思いますので、ぜひそこらあたりです

ね。

それから、もう一つ、この結果の中に、県内

の各自治体がどうかというのを書いていまして、

これを見ますと、これも不思議なことに、全国

を上回っているのは、ほぼどの学年、学科にお

いても、例えば、全部プラスになっているとい

うのが島原市、長与町とか、ここらあたりの傾

向もどういう分析になっているのか、同じよう

な感じなのか、お示しいただきたいと思います。

【木村義務教育課長】先ほどお話ししたことと

重なりますが、どこかの教科だけが伸びるとい

うことではなくて、総体として伸びています。

私が認識している範囲ですけれども、長与町

の特徴的な取組としては、町内全児童生徒に基

礎的な学力を身につけさせることを目的に、小

学生には漢字とローマ字と計算、中学生には、

それに英単語を加えた町独自のながよ検定とい

うのをずっと行っております。また、県教委と

共通理解している授業改善の方法を、小中学校

9カ年で共有しております。簡単に言えば、小
学校から中学校までの連携がよいのではないか

と思っております。もう一つ、長与町の特徴的

なところは、質問紙において、本県は授業以外

に2時間以上学習している中学生の割合という
のが低いんですが長与町は高い。そういうとこ

ろもあります。

もう一つ、今名前が挙がりましたので島原市

もお伝えしようと思いますが、同様に、全教員

で取り組んでいる成果ではないかと思っており

ます。特徴的なこととしては、児童生徒の質問

紙に、先生はわかるまで教えてくれていると思

いますかという問いがありまして、この問いが

島原市はぽんと高いです。ですから、教員のき

ちんと教えようというやる気が、児童生徒によ

い影響を及ぼしたのではないかと思っておりま

す。

あと、小値賀町は小中一貫とか、それぞれ各

町独自の取組と全県的な取組が相まっての成果

だと思います。

【大久保委員】ここは公教育も大事であります

し、県教委の果たすべき役割も大きいのかなと

思っておりますので、ぜひそういういい事例を
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見ていただいて、早くオール長崎県のシステム

づくりですね。

それから、連続性、継続性というと、今、注

目されるのは就学前の教育です。こういったと

ころもぜひ必要じゃないかと思うんです。学力

じゃなくて、例えば、スポーツの世界とか、文

化、芸術の世界も、ほとんど就学前にスタート

しているんですね。「三つ子の魂百まで」じゃ

ないけれども、そういう意味では、就学前の教

育というのも非常に必要になってくるんじゃな

いかと思いますが、そこらあたりはいかがでし

ょうか。

【木村義務教育課長】私は就学前のことについ

てはお話しすることはできないのですが、これ

は私が校長時代の経験として話をさせてくださ

い。例えば、今は子ども園と言うんでしょうか、

幼保と小学校が連携しているところは、スムー

ズに小学校に入学してきます。保育園、幼稚園

時代の子どもは結構色々な事ができるようにな

っているんです。それを小学校がまた一番最初

からというような指導が一番弊害を生みます。

本当に子どもたちができるようになってきたと

ころをしっかり小学校が受け止めて、それをも

とにして活かすような、これは幼小連携として

重要視していることでありますので、ここを大

事にしていきたいと思います。

【大久保委員】現場の経験に基づく答弁もいた

だきまして、ありがとうございました。我々も

また普段の活動の中で、ぜひ地域で活かしてい

きたいと思います。

それから、フッ化物洗口について先ほど質問

がありました。むし歯ができる要素というのは

大きく3つありまして、これは皆さんご承知の
ように、プラークといういわゆる細菌の固まり

が歯質を溶かしていくということ、それを予防

するためにブラッシング等々衛生指導があるわ

けであります。それから、もう一つは、むし歯

を進める意味では砂糖の存在です。砂糖を食育

の中で減らしていく。最近は若年性糖尿病とい

うのもありますので、そういう意味では、砂糖

のコントロールをするということが2つ目。3つ
目は、やっぱり歯そのものが弱い場合というの

は、むし歯になりやすいので、歯そのものを強

くするために、その予防策としてフッ化物洗口

があると私は思っておりますが、そこらあたり

の考えはいかがでございますか。

【松﨑体育保健課長】委員ご指摘のとおりだと

思います。

【大久保委員】それで、これは歯とか口の中だ

けじゃなくて体のこと、第一義は、やっぱり自

分で管理をしていくということです。口の中で

言うと、自分でしっかりブラッシングをしてき

れいにしていくという、これはセルフケアとい

います。それから、意識ある人は、定期的に、

悪くなくてもかかりつけの歯医者さんを訪ねて、

専門の歯科医師とか歯科衛生士にケアをしても

らう、これはプロフェッショナルケアといいま

す。ところが、セルフケアでもプロフェッショ

ナルケアでもできない方がいらっしゃるので、

じゃ、そこはどこが果たすのかという時に、こ

れはパブリックケアだと思うんです。そういう

意味で、公的な学校の場で、もちろん強制じゃ

ないです、希望者にフッ化物洗口をすることに

よって歯質を強化していきましょうというのは

パブリックケアの概念でありますので、ここら

あたりはやはり公的なものの果たす役割が大き

いのかなと思いますが、そこらあたりの考えは

どうでしょうか。

【松﨑体育保健課長】ご指摘のとおりで、先ほ

ど申しましたように、永久歯のむし歯予防とし
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て、我々は児童生徒に対して、切れ目のない、

むし歯予防対策をしていきたいと思っておりま

す。そういう意味で、フッ化物洗口もしかり、

ブラッシングケアにしてもしかり、食生活、そ

ういうことも含めて教育現場の中で推進してい

こうと思っております。

【大久保委員】それから、先ほど堤委員からも

指摘がありましたけれども、最近では、むし歯

とか歯周病以外に、歯並びが悪いとか、かみ合

わせが悪い、かむ力が弱い、そういうお子さん

たちが見られるという傾向があるんです。これ

はどうしたものかということで、今、歯科のほ

うも、出産前、産後のケアの段階から歯科の分

野がチーム医療として入り込んで研究をしたり、

ケアをしたりする、あるいは母子保健の中にチ

ーム医療として歯科医療のチームが入ってとい

うことがやっと現場でも、地域においてもやれ

るようになりました。ここらあたりは非常に大

事なことだと私は思っています。むし歯予防も

歯周病の予防も大事ですけれども、やっぱりし

っかりとしたかみ合わせをつくって、噛む、そ

してのみ込むという機能をしっかり高めていく、

維持していくということが、これから長崎県の

抱える健康長寿日本一に大きく貢献すると思っ

ていますけれども、そこらあたり、ぜひ教育委

員会としても、児童福祉の現場ともよく連携を

とって頑張っていただきたいと思いますが、最

後に教育長のご見解をお聞かせ願いたいと思い

ます。

【池松教育長】大久保委員がご指摘になったよ

うに、大人の丈夫な体の基礎をつくる時が小中

学校の時代だと思いますので、歯の教育だけで

はなく、食育も含めて、また体を鍛えるといい

ますか、スポーツの普及ということも含めて、

家庭と連携を持ちながら、しっかり進めていき

たいと考えております。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山本(啓)委員】 2つだけお尋ねしたいと思い
ます。

説明資料の中にあるんですけれども、「『し

ま』における体験活動について」、これは平成

16年から本県が特徴ある地形、離島に小学生を
というような取組で始まったと理解をしていま

すし、その前は、国のほうで文部科学省と農林

水産省と総務省が3省連携で都市と農山漁村の
共生・交流という考え方で、グリーンツーリズ

ム、ブルーツーリズムとか、そういったこれま

であったものの根幹をなすような取組であった

と私は理解するんですけれども、都市部の、当

時、小学校5年生と言っていたような気がする
んですけれども、必ず農山漁村で体験をして、

そしてその逆もまたしかりで話があったと思う

んですが、その後はどうなったかわかりません。

そういったことで、まずは長崎県内においても、

離島を知ろうということで、離島以外の方々が

行く、そういう取組であったと思います。

当初、五島、壱岐、対馬、これらの大きな離

島に毎年交代で1島ずつ訪問をしていって、そ
ういう展開をしていたのが、今現在は、対馬市、

壱岐市、五島市の3島に、1年間で一遍に体験の
事業を展開する。ただ、その規模感が非常に少

なくなっている。平成16年当初、五島市が487
人、平成17年で壱岐市が657人、平成18年で対
馬市316人、平成19年、壱岐市349人、平成20
年、平成21年、平成22年、平成23年と300人台
で五島、対馬、壱岐、五島となっているところ

が、現在は、今年が対馬市50人、壱岐市49人、
五島市59人、全体で158人と非常に少なくなっ
ています。こちらから一方的にいただいた資料

を読み上げただけですけれども、経緯と本来の
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この事業の目的、そして今、それが果たされて

いるのかをご説明いただきたいと思います。

【山口生涯学習課長】 お答えいたします。

まず、事業の目的は、離島の多い我が県にお

いて、子どもたち、特に本土部の子どもたちが

一度ならず離島を経験するということが目的で

あっただろうと思います。

事業が始まりましたのは平成16年でござい
まして、今おっしゃったように、当初は500人
の子どもを100人のスタッフで連れていくとい
う事業でございました。それがやがて、先ほど

もご説明のとおり、途中で300人程度になって
おりまして、それまでは1島に行っていたもの
が、途中で平成24年から、4つの島、その時は
壱岐、五島、新上五島、平戸に分かれておりま

す。そして、現在は壱岐、対馬、五島に行って

いるということでございます。なぜそうなった

のかと申しますと、当初、事業を始めた時は県

主導でございましたので、たくさん連れていこ

うということであったと思いますが、やがてや

っている中で目的が変わってまいります。つま

り、ただ単に離島を体験させるということだけ

ではなく、地元小中学生との交流とか、それか

ら地元の高校生などがボランティアに入って、

異年齢集団での交流というのにも重点が置かれ

るようになります。そして、その後、国境離島

の大切さを教えるというようなことも目的に入

ってまいります。ということで、形態が変わっ

てまいります。当初は県主導でやっておりまし

たが、やがて、例えば、五島でやる時は五島市

教委さん、対馬でやる時は対馬市教委さんを入

れてやるようになりました。やがて、先ほど申

しました4島でやろうということになった時に、
それぞれの市や町にお願いしてやるようになっ

ております。

そこで、今度は各市や町のご事情というのが

出てきます。現在、壱岐、対馬、五島でやって

おりますが、今、事業を受け継いでいるのは地

元の市教委さんではございません。地元の観光

協会さんとか、あるいは業者でございまして、

今は、壱岐、対馬、五島では、離島活性化交付

金などを使いまして、しままで連れていくのは

私たちが行いますが、その後、向こうでは、向

こうがやるという形にしております。つまり、

上から目線な言い方でよくないかもしれません

が、離島のほうがひとり立ちをして事業をやる

ように変化しております。

したがいまして、なぜ減ったかと申しますと、

時代とともに、やり方、それから離島のほうに

受け入れる力がついてきたというようなことで

はないかと思います。その1つの例としまして、
私ども、この事業を別のしまに今、ご案内して

おりますけれども、夏場は受け入れるところが

ない、地元でいっぱいである、キャパは満杯に

なっているというようなことでございまして、

現在、1つの離島50人ずつ、これ以上増やすと
受け入れることができないと地元で言われてい

るというような状況でございます。

【山本(啓)委員】 ありがとうございました。詳
しくご説明いただきました。

今ご説明いただいた内容をずっと聞きながら

思ったのは、であるならば、本来の目的という

ものが、その手法とか、担うべき団体や行政、

そういったところが理解をしていって、合理的

になって、また効率化を見ながら変化していっ

たという説明で落ちつくのかもしれませんが、

そもそもこの事業、起こりは教育の観点から始

まっているわけですから、私は、壱岐とか五島、

対馬は、地形が変わるわけはないわけですから、

長崎県には離島が多くあるのは、これまでもそ
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うですし、これからもそうなんですけれども、

そもそもの目的が、離島に子どもたちをという

ことで始まった事業で、それがある中で、主体

的に行う主催者側が変わっていくというのは、

じっくり聞いても、ゆっくり聞いても、さらっ

と聞いてもなかなか理解できない、理解したと

ころで、おかしいなと思うんですけれども、今

も継続していただいていることは本当に感謝を

申し上げたいし、さらに途中で地元の小中高生

との交流という新しい取組や国境離島について

の学習も組み込んでいただいている、これは本

当にすばらしいことであろうかと思うので、そ

こを地元がひとり立ちしたからといって離して

しまったのでは、今後、この継続の有無につい

ては地元の判断に委ねることにほかならないと

私は思うんです。規模については、3島一遍に
とか、4島でそれぞれにとか、いろいろ方法は
あろうかと思うんです。私は実は、平成19年の
349人、平成17年もスタッフとして参加しまし
た。一緒に海に入り、走って逃げる子とかを追

っかけたことを覚えています。だけれども、こ

ういった取組を地元の方々も大変な中でやりま

すが、それこそが長崎県の児童や生徒を育むこ

とにともに一緒に取り組んでいるという姿であ

ろうかと今振り返れば思うんですけれども、こ

の事業自体の継続性、またはそもそもの目的に

起因するところの本来の狙い、そういったこと

を考えた時に、今後どのような位置付けでされ

るのか。私が心配しているのは継続性です。そ

ろそろひとり立ちしているのだから、それぞれ

の判断に任せるとか、その事業を使わないので

あれば、最近、受け入れが難しいからやめても

結構ですよと、そういうふうな位置付けに教育

があるのかどうか、教育長もあわせてご答弁い

ただければありがたいです。

【山口生涯学習課長】まず、ちょっと言葉が足

りなかったかもしれませんけれども、正直申し

まして、今、離島部に子どもを呼ぶ事業は壱岐

も対馬も五島も行っております。先ほども言い

ましたが、上五島には断られるぐらい来ており

ます。ですから、一定本土部の子どもが離島に

行って経験するということは、官がやらなくて

も民レベルでやれているのではないかと思って

おります。

また、このしま事業、私も平成17年に手伝っ
たんですけれども、こんなに長い時間、16年や
っている県の事業というのは珍しいと思います。

おっしゃるとおり、時代も変わりましたし、離

島のあり方も変わっておりますから、事業の方

向性は変えるべきであると思っております。た

だ、この事業そのものが、もともとが離島を応

援するという事業でございますから、その気持

ちだけは持って、今後何ができるか検討してい

きたいと考えております。

【池松教育長】事業の基本的な考え方について

は、今、生涯学習課長が答弁したとおりなんで

すけれども、もともと、単純な言い方をすれば、

小中学生のうちに、しまの魅力を知ってもらっ

て、リピーターになってもらうということも狙

いであったかもしれませんし、なかなか本土の

子どもたちはしまを訪れるということがそう機

会がないので、離島県長崎としての姿を知って

もらうというような目的があったのだろうと思

います。

その中で、地元の受け入れ体制とか、多分予

算のこともあって、事業がいろいろ変わってき

たんですけれども、おっしゃるように、しまを

知るというのは、いつまでたっても当然知らな

い子どもたちはいるわけですけれども、どこま

で、どう官がやっていくのかということは時代
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とともに変わりますし、市町がそれなりのノウ

ハウを持つことによって、非常に魅力的な体験

活動もできるようになってくるんだろうと思っ

ています。そういった意味では、今後、この交

流支援事業がどのような姿があり得るのか、ま

たしまの活性化に寄与することというのが、単

純に子どもたちを送り込むことだけなのかとい

うことも市町教委ともしっかり協議していきた

いと考えております。

【山本(啓)委員】 最後、教育長がおっしゃった
ように、ぜひしまの活性化という部分において、

長い年月積み重ねられた経過と、そして今の数

字だけを見て事業の有無が判断されないために、

私は、教育という角度から離島、国境離島を学

ぶというところは最後まで残していただいて継

続をしていただきたい。今年の子どもと来年の

子どもはまた違うわけですからですね。ぜひ願

わくば、長崎県の本土に住む小学生は一度は小

学生のうちに離島を訪れるというところを目標

に、達成をしていただきたいと思います。

もう一問、先ほど山口(経)委員とやりとりを
されておりましたプログラミングについてでご

ざいます。冒頭の説明でも、サイエンス・テク

ノロジー人材育成事業「プログラミング講座・

コンテスト」等の説明もあったところでござい

ます。最後、義務教育課長だったですか、プロ

グラミングというのは課題解決に向けて順序立

てて考える思考力を養うことには効果があると

いうことからだと思うんですけれども、プログ

ラミングのスキルを取得することが教育におけ

るプログラミング教育の目的ではなくて、プロ

グラミング教育を通じて得られる論理的な思考、

そういったものをこれからの社会に必要なスキ

ルとして生きていく人間に身につけさせること

が重要なんですよと。もちろんプログラミング

というのは教育の一つのツールであって、それ

を通じてというところのやりとりがあったんだ

と思います。

ただ、私も実は、山口(経)委員と同じ切り口
を少し持っていまして、知事が造船業から新産

業へと、そして今、造船業を支えてきていたも

のづくりの方々の新たなピラミッドの上層部に

は新産業をと、ＡＩやＩｏＴやエアロスペース

とかそういったものを持ち込んでと。航空関係

については、今、非常にいい雰囲気になってき

ていると。しかしながら、日本全体が明らかに

ＩＴスキルやＡＩにスキルを持った人材が足り

ないわけですから、一生懸命、長崎県内で育て

ていくこと、また県外からそういった人材を持

ってくること、両方を同時進行でやっていかな

ければいけない、ここはみんな理解していると。

じゃ、義務教育において、我が国がそういっ

た課題も抱えながら、義務教育の現場に一つの

学習ツールとしてプログラミングというものを

置くと。それらの学習指導要領とかが出てきて、

来年から始まると。その時に、本県は一定教育

現場と思いながらも、その先、中学、高校、そ

して大学でそういったスキルが磨かれた子たち

は、優秀な人材として活躍できる未来があるわ

けですよね。今回のこのプログラミングコンテ

スト、参加者の数は一定聞かせてもらえるかと

思いますが、何が言いたいか。早くにこういっ

た取組ができる若年層の取組の成果とか、取組

の姿勢をやはり社会が評価する、地域が評価す

る、または産業が評価する、そういった雰囲気

づくりをしなければ、なかなか育たないんじゃ

ないかなと。義務教育におけるプログラミング

の意味はわかりました。しかしながら、すぐそ

こにあるキャリア教育につながるプログラミン

グ、そういったところについて、もう一度、整
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理をして、そういった可能性も含んでいるとい

う長崎県の事情も考慮したご答弁をいただけれ

ばありがたいです。

【木村義務教育課長】英語もそうなんですけれ

ども、全ての子どもたちに一定そういう可能性

が持てるような教育をするというのが、義務教

育の役割です。これはプログラミング教育も一

緒です。

英語では、イングリッシュ・パフォーマンス

コンテストといって、やはりその中でも尖った

力を発揮したい、またその力を伸ばしていく子

どもたちが活躍できる場を県としては準備して、

可能性も広げていくような、取組をしています。

プログラミング教育は英語と比べたら、まだ

スケジュール感が遅いのですが、先ほど言った

教材に関しては、全ての市町、子どもたちに届

けるというのは、なかなか難しゅうございます

が、現在、高校でやっている、一定そういう土

壌の中で伸びてくる子どもたちが活躍できる場

というものを将来的に小中学校で確保、保障で

きないかということに関しては、ぜひ検討した

いと考えています。

というのは、国が出しているプログラミング

教育の場面は大きく3つあります。1つは、授業
で実施しなさい。それが今、私が話していると

ころで、もう一つは、クラブ活動みたいなとこ

ろでしなさい。もう一つは、もっと枠を超えて

やりなさいとなっています。

まずは授業なんですけれども、枠を超えたと

ころでも活躍できるような子どもたちが当然英

語と同じように出てくると思います。そういう

ものは、将来的にはぜひ取り組むような姿勢で

いたいと思っています。

【山本(啓)委員】 ちょっと古くさい言い方しま
すけれども、古くないです、私が一番若いんで

すからね。プロ野球選手になることを夢にする

人が少ないそうです。サッカーも少なくなって

きているそうです。我々の頃は、プロ野球選手

になりたいというのはたくさんいました。結局、

自分が今やっていることと格好いい姿がつなが

るからですね。もちろん、その間にはすごい困

難があるから、結局はつながってなかったんで

すけれども、視覚的にはつながっていますよ。

何が言いたいかというと、高校のほうで取り組

んでいるこのコンテストにおいても、県内大学

ということであれば、長崎大学や県立大学の絡

みも必ずあるわけですよね。義務教育課程であ

っても、そして高校の教育課程であっても、さ

らに義務教育においては、キャリア教育という

よりも、そういった論理的思考を養うためのツ

ールであっても、ぜひ場面場面において、早く

にその職業としてのつながりや、そのことによ

る社会へのインパクトを与えている場面とか、

そういったものを見せる機会を増やしていただ

きたい。教材についても、そういった大学が本

県にはあるわけですから、ぜひ大学との研究も

詰めながら、どういったものがふさわしいのか

とか、どういったものであれば提供できるのか

ということもうまく進めていただきたい。長崎

県が強みであろうジャンルのことであろうと私

は思っています。ぜひ、長崎県内にあるいろん

なもの、社会資源を活用してでも、来年から始

まると言われるこのプログラミング教育に、他

よりも抜きんでたスタートが決められるように

考えてほしいと思うのですが、教育長、いかが

ですか。

【池松教育長】私は先ほど答弁した時、いわゆ

る異能の人物を育てるつもりはないと言ったつ

もりはなくて、例えば今回、高校のプログラミ

ング講座でも、優秀な成績をおさめた高校1年
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生がいたりするんです。そういった意味では、

伸ばすべき才能は、しっかり伸ばしていかなけ

ればいけないと思っております。おっしゃるよ

うに、ベースを小中学校でつくって、高校、大

学ということで専門的な勉強をしていくんだろ

うと思いますので、今後の職業としてのイメー

ジが湧くようなことについては、例えば、小中

学生、ユーチューバーが人気の3位とか4位とか
1位とか言っていますけれども、そういった意
味では、ＡＩとかいろんなことが日常生活の中

に出てきますから、自動的に、そういうものを

動かすとか、そういう職業もあるんだというこ

とは認識すると思うんですけれども、おっしゃ

るように、長い目といいますか、そういう職業

も含めたところで、それぞれの発達段階に応じ

た教育をやっていきたいと考えております。

【山本(啓)委員】 ありがとうございました。結
局、プログラミングやコーディングというのは、

あと少しもすれば、恐らく、人じゃなくてＡＩ

がやってしまうので、そういったスキルを持っ

ているからどうこうというのはすぐ変わってい

くんだと思います。しかしながら、それがなけ

れば、そういったものを開発する側にはなかな

かなれないんだと思うんです。誰もがそうなる

わけではないけれども、次の世代は、論理的な

思考とかも含めて、みんなそういったことは必

要になってくるスキルだと、生きていくために

必要になっていくということで、教育の中に入

っているかと思います。仕事によって国家のた

めになる、地域のためになっているというのが

わかるように示していただきたいというのが先

ほどの私の大学とのつながりとか、職業を見せ

るということでございますので、ぜひそういっ

た取組も加速していただきたいと思います。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【中村(一)副委員長】 何点かお尋ねをしたいと
思います。

第三期長崎県高校改革推進会議の報告書を読

ませていただきました。非常に立派に仕上げて

おられますけれども、今後において、それをも

とに基本計画を立てられるわけでございますけ

れども、そこで何点か、今、島原半島における

高校生徒の現状についてお尋ねをしたいと思い

ます。

島原市内は別として、島原半島に国見、小浜

あるいは口加高校、翔南、4校ありますけれど
も、その辺を今後どのように県教委としては考

えておられるのか、まずお尋ねをいたしたい。

【小野下県立学校改革推進室長】委員からご指

摘がございました推進会議からの報告書、8月
に提出していただきました。その中で、今、委

員が触れていただきました「少子化による生徒

減少に対応した適正配置と再編整備」という部

分につきましては、委員の中でも、生徒減少や

高校小規模化それから少人数化が進行する中で、

高校教育の将来というものをいかに考えていく

べきかということで、多くの議論がなされまし

た。特に、適正規模の問題や適正配置、再編整

備のあり方ということについて基本的な考え方

を示していただくのに非常に時間をかけ、（「端

的にいいですよ」と呼ぶ者あり）はい。我々と

いたしましては、この推進会議からいただいた

考え方に基づいて策定した上で、学校の機能、

教育水準の維持向上を図るための全県的な視野

に立った学校の適正配置、再編整備というもの

を進めなければならないと思っているところで

すが、現在、その基本方針の策定作業を進めて

いるところでございますので、実際の具体的な

高校について、こういう考え方を持っていると

か、こういう計画を持っているということは現
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時点はございません。

【中村(一)副委員長】 今も、現時点での現状を
県教委はどのように捉えているのかと聞いたん

です。島原半島は少子化の中で中学校の生徒数

も非常に減っているというようなことで、普通

校、特に、私たちの地元翔南というのは極力減

少になっているわけでございます。そしてまた、

この間から、福祉科が口加高校にできたと。福

祉系は翔南高校にもあると。そういうようなこ

とで、地元同士で生徒数をとり合っている。

そしておまけに、私立高校からの勧誘が非常

に激しいとり合いをしていると。それは何なの

かということであれば、先ほど山本(由)委員が
言われたスクールバスです。安価にやっている。

一方、公立高校の交通費、南島原でも深江から

口之津、口加がありますけれども、約3万円ぐ
らいかかるというようなことで、どうしても私

立のほうに引っ張られていく傾向があるんです。

その辺を県教委はどのように捉えているのかと

いうのをお聞きしたいんです。

【小野下県立学校改革推進室長】委員からご指

摘がありました、特に、地元に子どもたちが残

りづらい状況として、私立高校のスクールバス

の問題があるというのは我々も認識しておりま

す。また、公共交通機関を用いれば、当然のこ

とながら、使用する人数が少ないということも

あるとは思うんですが、非常に高価になるとい

う状況も把握しておりますし、また私立高校が

かなり安価な形でバスを運行しているというの

も承知しているところでございます。

そういう認識というのは、実は、地元の市町

教育委員会もお持ちになっているところも多う

ございます。そういう市町教育委員会で、いろ

いろな形でのいわゆる就学支援と申しますか、

交通費の支援等をご検討いただいていると思い

ますので、そのご検討いただいている状況を踏

まえながら、我々としても、どのような形で県

教育委員会としてそれに対応できるかというの

は検討しなければならないと思っているところ

でございます。

【中村(一)副委員長】 今、南島原市議会、口加
高校と翔南高校から請願が上がっております。

それは何なのかということは、交通費助成につ

いて、一律5,000円にしてくれという請願の内容
ですけれども、片や、小浜高校、国見高校もあ

りますので、不平感はできないというようなこ

ともあるんですけれども、松浦のほうは一律で

やっておられると思うんです。何らかの助成を、

市としても、財源が多分1,500万円から約2,000
万円かかるというような話でしたので、スクー

ルバス、その辺はぜひとも検討を早急にしてい

ただきたいと思うわけですけれども、県下全体

ありますので。それも十分わかるんですよ。で

も、島原半島は特に生徒が少なくなっておりま

す。この間、翔南の運動会も行きましたけれど

も、生徒数が100人切っているんです。片や、
口加高校は少し多くなって330人ぐらいあった
んですけれども、はっきり言って、地元の町民

の皆さん、またかというようなことも言われて、

今、保護者の会で一生懸命守り立てようという

会を持っておりますけれども、交通費助成あた

りが一つの転機となるというような可能性もあ

りますので、できればお願いをしたいと思って

おります。

それと、もう一点、高校の先生の在住期間は

大体何年ですか。

【本村高校教育課人事管理監】現在、県内の高

校を6地区に分けておりまして、1地区4年を満
期ということにしております。ただ、離島につ

きましては6年ということで対応しております。
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【中村(一)副委員長】 最長4年ということです
ね。

【本村高校教育課人事管理監】 最短が4年とい
うことです。

【中村(一)副委員長】 最短じゃない、最長と言
っているんです。

【本村高校教育課人事管理監】最長では、同一

地区15年ということでルールを設けておりま
す。

【中村(一)副委員長】 そのようにあるんですか。
昔は多分5年か6年で転勤をしていたのかなと
いうふうに思っております。ただ、私が思うの

は、スポーツのできる学校、その先生に皆寄っ

ていくんですよね。島高でも剣道、レスリング、

松浦でいえば陸上、諫早は陸上とか、学校の先

生に生徒が寄ってきて、生徒数を増やすという

のもあるんです。その辺は、先生の配置の問題

はどのようにお考えなのか、お尋ねをしたいと

思います。

【本村高校教育課人事管理監】委員ご指摘のよ

うに、スポーツの指導によって学校が活性化し

たり、地域が活性化したりという例が幾つかあ

るというのを認識しております。また一方で、

人事異動につきましては、先ほど申しました人

事異動のルールもありますので、そこに応じて

異動していくというふうなこともあります。で

すから、学校の活性化と異動のルールと両方見

ながら、今、異動については総合的に行ってい

るところでございます。

【中村(一)副委員長】わかりました。できれば、
島原半島にもすばらしい先生がおられると思う

んですけれども、もう一つ特化した先生たちを

呼んでいただければ、そこに生徒さんたちが集

まってくるというようなこともできますので、

十分に考えていただきたいと思います。そうい

うことで、よろしくお願いいたしたいと存じま

す。

それと、この間の新聞等で見たんですけれど

も、この頃、台風15号、台風17号、大雨が非常
に続いておりますけれども、小学校、中学校は

登校等は、危機管理マニュアルは市教委ですみ

分けをしているというようなことで、高校の場

合は、どこが危機管理マニュアルあたりはして

いるのか、そこをお尋ねしたいと思います。

【立木児童生徒支援室長】高校の危機管理マニ

ュアルについてですけれども、これは100％、
全校がつくっております。高校によらず、小中

学校、市町の教育委員会に対しても、本県のほ

うで「学校における安全管理の手引き」という

ものを平成17年6月からつくりまして、順次、
必要に応じて改定をしながら、直近の改定は今

年度4月にしておりますけれども、そういう形
でお示しをして、それをもとにしながら、高校

であれば、各学校がつくっていくという形にな

っております。

【中村(一)副委員長】 各学校がということです
ね。というのは、私たちの町から島原まで行く

のが約1時間10分ぐらいかかるんです。島原に
行ったら、校長先生が、休みだったというよう

な事例も出ていますので、できれば、各学校に

も早目の対応を、台風が来ているからというこ

とで大体わかっているから、その辺のことはど

のように指導はされておりますか。

【鶴田高校教育課長】豪雨や台風の接近に伴う

臨時休業の設定でございますけれども、県立学

校につきましては県教委が所管しておりますが、

対馬から南島原市まで南北広うございます。要

するに、台風でも、対馬に行く台風は島原半島

は全く関係ないという事情もございますので、

一定校長の裁量に委ねているところでございま
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す。しかしながら、現在、非常に豪雨もひどく

なっておりますし、台風は一定進路の予想はで

きるんですけれども、そういったところで、危

ない状況については、各高校がしっかり早目に

判断して、休校等の措置をとるように指導して

いきたいと考えております。

【中村(一)副委員長】 最後の質問にしたいと思
います。今、原城跡が世界遺産になったことで

お尋ねをしたいと思います。現在、平成28年か
ら、大雨で崖崩れが起きております。その辺、

学芸文化課の人たちは把握をしていると思いま

すけれども、何カ所ぐらい崖崩れが起こってい

るか、お尋ねをいたします。

【草野学芸文化課長】何カ所というのは現在把

握しておりません。申しわけございません。

【中村(一)副委員長】 平成28年から平成29年、
平成30年、平成31年、23カ所崖崩れが今あって
おります。それが今のところ、全然修復できて

おりません。市教委に言えば、文化庁の管轄で

すから、国、県がして工法を検討しますという

ようなことで、全部工法検討中で、ひとつもで

きていないんですよ。崖崩れが二十何カ所です

よ。3メートル、5メートル、高いところで10メ
ートルというのもあります。その辺のことをし

てくれないと、23カ所ブルーシートでみんな覆
われているんですよ。観光客の方が、その辺見

て、どのように思われますか。

【草野学芸文化課長】台風災害とかの土砂災害

で原城ののり面工事とか、そういった修復の部

分については、整備を順次進めているところで

ありますけれども、先ほどの崩れてブルーシー

トをかけているというような部分につきまして

は、南島原市の文化財保護をするための整備委

員会で、どういった修復をするのかというのを

専門家のご意見を聞きながら整備計画をつくっ

てからやるという形で進めております。そうい

った部分で、県の文化財保護主事もそこに行っ

て、いろんな指導、助言はしているんですけれ

ども、そういった計画が整って、どういう整備

をするかが決まらないと、なかなか工事に着手

できないという形になっております。

【中村(一)副委員長】そんなに計画が3年も4年
もかかるんですか。これは平成28年6月から工
法の検討中なんですよ。私が市のほうに言った

ら、県、国がというようなことで、そんなに3
年も4年もかかる検討をしなければいけないん
ですか。

【草野学芸文化課長】 整備の仕方については、

やはり専門家のご意見も聞きながら進めなけれ

ば、1カ所だけこういう形でやってしまって、
ほかの部分に影響を及ぼすというようなことも

ございますので、統一した整備の仕方というこ

とで、計画を策定して、それから進めるという

形になります。今現在、整備委員会はずっと進

められておりますので、もうしばらくお時間い

ただければと思います。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ほかに質問がないようですので、

教育委員会関係の審査結果について整理したい

と思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時５７分 休憩 ―

― 午後 ４時５７分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10

時より、委員会を再開し、「県庁舎跡地の遺跡

発掘調査」に関する集中審査を行います

本日は、これをもって散会いたします。
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お疲れさまでした。

― 午後 ４時５８分 散会 ―



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年９月２５日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ４時４０分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) ごうまなみ 君

副委員長(副会長) 中村 一三 君

委   員 前田 哲也 君

〃 山本 啓介 君

〃 大久保潔重 君

〃 山本 由夫 君

〃 山口 経正 君

〃 宮島 大典 君

〃 宮本 法広 君

〃 堤  典子 君

〃 北村 貴寿 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

福祉 保健部 長 中田 勝己 君

福祉保健部次長 安永 留隆 君

福祉 保健課 長 渡辺 大祐 君

福祉保健課企画監
（福祉保健総合計画
・企画予算担当）

岩崎 次人 君

監査 指導課 長 磯本 憲壮 君

医療 政策課 長 伊藤 幸繁 君

医療人材対策課長 石田 智久 君

薬務 行政室 長 本多 雅幸 君

国保・健康増進課長 小田口裕之 君

国保・健康増進課企画監
（健康づくり担当）

永峯 裕一 君

長寿 社会課 長 峰松 茂泰 君

長寿社会課企画監
（地域包括ケア担当）

山口 美紀 君

障害 福祉課 長 桑宮 直彦 君

原爆被爆者援護課長 橋口 俊哉 君

こども政策局長 園田 俊輔 君

こども未来課長 濱野  靖 君

こども家庭課長 今冨 洋祐 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【ごう委員長】ただいまから、委員会を再開い

たします。

本日の議題は、県庁舎跡地の遺跡発掘調査に

ついてであります。

そのため、理事者の出席範囲については議題

に関連する範囲とし、お手元の配席表のとおり

決定したいと存じます。

審査は、お手元に配付しております審査順序

のとおり、県庁舎跡地の遺跡発掘調査について、

参考人との質問応答、その後、教育長、教育次

長及び学芸文化課との質問応答を行うこととし

たいと存じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

それでは、これより審査に入ります。

本日、参考人としてご出席いただきました「長

崎県庁跡地遺構を考える会」共同代表でありま

す国立歴史民俗博物館館長の久留島様、長崎大
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学名誉教授の片峰様、カトリック長崎大司教区

大司教の高見様、長崎県考古学会会長の稲富様、

皆様におかれましては、大変お忙しい中、本委

員会にご出席をいただきましたこと、心よりお

礼申し上げます。ありがとうございます。

ここで、参考人の方に念のために申し上げま

すが、呼称につきましては、規定により「参考

人」という言葉を使わせていただきますので、

ご了承をお願いいたします。

また、発言される際は、挙手の上、委員長で

ある私が指名した後、簡明に、案件の範囲を超

えることなくご発言いただきますようお願いを

いたします。

なお、参考人は委員に対しての質問ができな

いこととなっておりますので、ご了承をお願い

いたします。

それでは、審査を行います。

まず、参考人より、「県庁舎跡地の遺跡発掘

調査」について、説明をお願いいたします。

【片峰参考人】 長崎大学名誉教授の片峰です。

本日は、長崎県議会文教厚生委員会の集中審査

に、私ども「長崎県庁跡地遺構を考える会」の

共同代表4名を参考人として招致していただき、
意見陳述の機会を与えていただきまして、本当

に感謝申し上げております。

また同時に、長崎県教育委員会におかれまし

ても、平素より私たち「長崎県庁跡地遺構を考

える会」の活動に対して深いご理解、あるいは

真摯なる対応をいただいております。これに関

しましても心より感謝を申し上げたいと思いま

す。

私ども「長崎県庁跡地遺構を考える会」は、

本年5月に発足させました。それ以来、県庁跡
地及び、ここに眠る遺構に関する歴史的な重要

性を明らかにすること、そして、そのことを広

く市民、県民と共有すること、そういう活動を

やってまいりました。

同時に、今回10月から開始されます県庁跡地
の遺構発掘調査に関しましては、徹底的かつ丁

寧な調査をお願いするということを要望してき

たわけであります。

その中で本年7月には、本県議会の総務委員
会におきまして、今日と同様の4名が、参考人
として招致していただいて、この間の活動の意

味、あるいは遺構調査に関する要望等も述べさ

せていただいたところであります。

その後、8月末に至りまして、長崎県の方で
遺構発掘調査の計画案というのが正式に公表さ

れました。

その機に、実は「長崎県庁跡地遺構を考える

会」としても、県議会議長宛てに、今回の遺構

発掘に関わる陳情書ということで正式に陳情書

を提出させていただきまして、今日、資料に提

出させていただいております。また、同様の内

容を県知事及び教育長にも要望書という形で提

出させていただきました。

そういう背景の中で、本日はこれだけの専門

家がそろっておりますので、それぞれの立場か

ら改めて、この県庁跡地及び、そこに眠る遺構

の重要性、長崎にとってのかけがえのない価値

についての論考を陳述させていただきたいと思

います。さらに、9月9日に発出いたしました私
たちの陳情書の中身についてのご説明も申し上

げたい、最後に長崎県の発掘調査計画に関する

具体的な問題提起ということもさせていただく、

そういう順番でやらせていただきたいと考えて

おります。

最初に、私の方から、9月9日に出しました陳
情書の中身について簡単にご説明を申し上げま

す。
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資料の陳情書の一番下の方に、具体的な陳情

項目を4点挙げています。
最初は、徹底的かつ慎重な遺構発掘調査をお

願いしたいということであります。そのために

十分な調査期間と予算をかけるということであ

ります。先般発表されました長崎県の発掘調査

計画案に関しましては、その十分性に関しまし

て種々議論があるところでございますので、後

ほど、別の参考人から具体的に陳述をさせてい

ただきます。

2つ目が、調査の進捗管理に万全を期してい
ただくということであります。調査のプロセス

で何らかの遺構が出た場合に、その価値をきち

っと判断する。さらに掘り進めるか、そこで止

めるか等々の判断も極めて重要になると思いま

す。そしてそのことを、要するにガラス張りで

行っていただくということが極めて重要だと思

っております。

そのために、今回の発掘調査に特化した専門

家、具体的には地下遺構の調査あるいは保存に

関する専門家、とりわけ岬の教会及びその歴史

に通暁された専門家、そういった今回の調査に

特化した専門家による発掘調査指導委員会のよ

うなものを設置していただいて、機動的にこの

専門家集団が長崎県とともに調査の進捗管理を

行っていく体制をつくっていただきたいという

ことであります。

3点目は、指導委員会の件もそうですが、こ
の間の調査のプロセスをガラス張りにすると。

そのことによって、この意味を市民、県民と共

有する、これが極めて長崎にとって重要だと思

うんです。そのことが、この県庁跡地及びその

遺構が、長崎の将来の発展にとって重要な意味

を持ってくるところに非常に大きな力を発揮す

るはずだと思います。

その意味では、この調査の現場を何らかの形

で公開していただきたいと、それを市民、県民、

あるいは外からのお客さんたちが目にすること

ができる環境をぜひともつくっていただきたい。

これが、3点目であります。
最後の4点目でございますが、もし調査のプ

ロセスの中で重要な遺構、あるいは遺物が発見

された時の対応であります。ここに書いていま

すように、その場合は長崎県にも一旦立ち止ま

っていただき、その上で現行の跡地整備計画を

しかるべく見直していただき、そして将来にわ

たって県民・市民が長崎の豊かな歴史と文化を

継承する、さらには長崎を訪れる人々にとって

も長崎を感得できるような場としての保存、あ

るいは跡地活用を検討していただくことを、ぜ

ひお願いしたいということであります。

以上、4点を要望させていただいております。
それでは、次に高見大司教からよろしくお願

いします。

【高見参考人】 おはようございます。今、ご紹

介いただきました、カトリック長崎大司教の高

見三明と申します。今日は、こういう機会を与

えていただきまして、まことにありがとうござ

います。

私は、キリスト教の立場から、一言申し上げ

たいと思います。

まず、1点目は、ザビエルが平戸に来たのは
1550年、もっと早いんですけれども、長崎の今
のまちに最初にキリスト教が入ったのは1567
年の終わりごろだったと言われています。

当時のまちは、ご存じと思うけど、今の中川

町とか新大工町あたりにしか長崎というまちは

なかった。

翌年に小さい教会ができた。最初はお寺を与

えられたようなんですけれども、その後、だん



令和元年９月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（９月２５日）

- 72 -

だん大きく、別のしっかりした教会の形にして

いったと。それが、今の長崎市における最初の

教会です。1568年にできています。それをトー
ドス・オス・サントスといったんですけれども、

これはもろもろの全ての聖人という意味です。

それは、時代は、まだ長崎の港ができていな

い時でした。平戸から横瀬浦、そして長崎へと

来たポルトガル人が、1570年に大村純忠に許可
をいただいて、翌年の1571年に入港したわけで
す。ですから、来年は、この長崎の港が開設さ

れて450年という節目の年になります。
1571年にポルトガルの船が入ってくるんで

すけれども、ポルトガルの船員も基本的にはみ

んなカトリック信者です。当然宣教師もいるわ

けですから、まずは教会をつくったわけです。

最初は小さな教会だったんですけれども。

同時に、横瀬浦から名前がそのまま使われた

らしいんですけれども、六町という町ができま

して、それからだんだん内町というんですかね、

24町、昔からの中川町あたりのまちを合わせて
大いに発展していきました。

1614年に禁教令が出るんですけれども、その
ころには、長崎には教会が今の市内に16ぐらい
に増えていた。それから、人口も5万人ぐらい
だったそうです。これは専門家の意見を聞いて

確認しないといけないことなんですけれども、

ほとんど皆キリシタンだったと言われています。

それほど長崎というまちは、禁教令が出た当時

は本当にキリシタンの町だったと。

その一番の中心の教会が、この岬に建てられ

た「ご上天のサンタ・マリアの教会」と、「被

昇天のサンタ・マリア」といいますが、それを

通称「岬の教会」と言ったりします。最初には

小さい教会があったんですけれども、最終的に

は大きなのが1601年にできております。大きさ

は、長さ44メートル、幅22メートルぐらいだっ
たようなんです。

そして、2年後にはやぐら、教会の塔ができ
て、3つのチャイムが付けられ、大きな時計も
あって、まさにヨーロッパ式、かつ日本人の十

二支の文様があったようで、月日もわかるよう

になっていたと、当時としては超近代的な時計

だったようです。市民も大変関心をもって、そ

の時間ごとに鳴る音を聞いて楽しんだと言って

います。

1610年には結局壊されました。松浦藩が、平
戸の方から来て壊したと、一部は火をつけて燃

やしたというふうに言われています。それで、

この教会の歴史は終わりましたが、その痕跡が

必ず何かあるんじゃないかと期待しております。

申し遅れましたが、潜伏キリシタンの関連遺

産が世界遺産になりました。その普遍的な価値

は歴史にあると言われます。その歴史はまさに

ここから始まっているんです。それをしっかり

と皆さん、認識していただければ大変ありがた

いと思っています。

カトリックの組織の面からいって、カトリッ

クの教会は、司教という指導者がいて構成をし

ているわけですけれども、日本は全国的にキリ

シタンは増えましたが、当初は司教はまだ一人

もいなくて、初めて任命されたのが1587年だっ
たんですが、それは府内の司教として任命され

ました。府内というのは大分です。というのは、

大友宗麟が政治的にも力があったとみなされて、

そこに司教を、教会の責任者を置くとローマは

考えたわけです。

任命された司教は、最初は病死し、そして二

代目が来た時は二十六聖人の殉教の時でしたが、

いずれも府内はキリシタンが弾圧され始めてい

たと。大友宗麟が死んだ後で、息子は棄教して
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弾圧をしていたというので、その司教は府内に

は行くことはできなかったと。

それから三代目が一番長かった。都合16年い
たことになるんですけれども、セルケイラ司教

です。彼もやっぱり大分には1回も行くことは
できず、結局長崎に座を置いた。

だから、キリシタン時代は、ザビエルが来て、

禁教令が解かれるまでの300年ぐらいの歴史で
す。その間に日本には司教が2人しか来なかっ
たんですけれども、2人とも長崎にしかいなか
ったんです。そういう意味でも、長崎は日本の

キリスト教の中心だったということになります。

それから、イエズス会の方でも、いわゆる日

本管区と言いますか、日本全国にいるイエズス

会の本部が、この岬の教会の横にあったわけで

す。修道院があって、そして、イエズス会を養

成する、哲学、神学を教えるコレジヨという大

学もありました。そういう教会関連のもの、教

会堂だけじゃなくて、教会の行政というか。そ

れから、セミナリヨというのも最後的には来ま

すが、セミナリヨが来る前にも絵画を教えたり

音楽を教えたり、ものをつくったりする工芸の

学校みたいなものもあって、それから印刷所も、

1500年代の最後には長崎港の岬の方にやって
きまして、非常に重要な書物を印刷しておりま

す。

最後に、墓地もあったんです。天正少年使節

の一人の伊東マンショは、病死してそこに葬ら

れたようです。ほかにももちろん多くのイエズ

ス会の人たちがそこに葬られていると思います

が、その墓地も実は私は大変興味があって、も

し何か骨の一片でも出てくれば、これは非常に

ありがたいと思っております。

長くなりましたが、以上でございます。よろ

しくお願いいたします。

【久留島参考人】国立歴史民俗博物館の久留島

と申します。本日は、こういう機会を与えてい

ただきまして、ありがとうございます。

私は、私自身が日本史、近世史を専門として

おりますので、そういう立場から歴史と文化、

特に長崎の歴史と文化を未来世代に伝えたいと。

私自身は長崎出身ではないんですけれども、長

崎くんちにひかれて、10数年研究させていただ
いておりまして、そういう意味では長崎との関

係も深いと思っています。

レジュメは、私の方で1と2と番号を書いてい
ますので、1、2というふうに読んだら、そこを
お読みいただければと思います。

2番目のところでございます。
県庁跡地の歴史的意義については、もう皆様

もご承知だと思いますので、詳しくは申し上げ

ませんけれども、私がこの県庁跡地の問題に関

わり出したのは、2017年5月18日に、長崎県庁
跡地の利用に関する意見交換会というのがあり

まして、そこに呼ばれて意見を申し述べよと言

われたのが最初でございます。

その時の話でいきますと、ここに書いてある

とおりでございまして、現庁舎の敷地というの

は非常に重要な意味を持っていて、単なる県庁

跡地という観点にとどまらず、こうしたさまざ

まな歴史を踏まえながら活用を考えていくんだ

ということだったので、私の方はもう、当然発

掘調査はちゃんとやった上でやるものだという

ふうに理解しておりました。

その後、活用の方がむしろ前面に出てきてい

るように感じておりまして、3枚目のレジュメ
ですが、この地に刻まれた重層的な歴史と、こ

の地が持つ歴史的意義、これは長崎の歴史その

ものだと思っているんです。これについては皆

さんもご承知のとおりだと思うんですが、それ
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が集中してこの場所にあるんだということを、

最初に県の方はおっしゃっておられましたし、

それが私たちの共通認識だというふうに実は思

っております。

歴史上で、もう少し広い観点で申しますと、

長崎が果たした役割は非常に大きいと思ってい

ます。

私の博物館は、レジュメの5のところに写真
を出しておりますけれども、江戸時代をどう考

えるかというと、皆様方はきっともう新しい教

科書などで、まさか鎖国をしていたということ

が江戸時代の特色であるかのようにはお考えじ

ゃないかもしれませんけれども、最近の教科書

は、鎖国という言葉はできるだけ使わないよう

にしております。つまり、4つの口で世界に開
かれていたんだと、日本だけが孤立していたの

ではないんだということを、どちらかというと

研究の方では進めておりまして、教育もそうな

っております。

その中で、特に長崎口が果たした役割は非常

に大きいものがございます。

4つの口とは、対馬口、薩摩口、松前口、長
崎口というふうに申しまして、国交を結んでい

るのが朝鮮と琉球、琉球は半分独立国ですから、

その2つの国。それから通商の国が松前と長崎
ということになります。

このうち長崎は、長崎奉行所の監督のもとで、

基本的なことは長崎町民に担わせるんですけれ

ども、朝鮮と琉球との外交関係はそれぞれ薩摩

藩と対馬藩がやるわけで、それ以外は長崎奉行

所が窓口になってまいります。

特に重要なのは、19世紀になってロシアが南
下して来ます。レザノフ・プチャーチンとの交

渉は長崎でやります。それから、意外と知られ

ていないことですけれども、イギリスとの交渉、

日英修好条約というのは実は長崎で交渉をやっ

ております。

長崎は、それだけではなくて、中国や朝鮮か

らの漂流民が起こった時に、長崎に一度来て、

そこから送られるということになっていまして、

長崎抜きには、江戸時代の貿易を含めた対外環

境を考えることができません。したがって、私

の博物館では、長崎をかなりのスペースをとっ

て展示をしています。

資料の7は、レザノフが来た時の様子でござ
います。絵巻で長いんです。もっと拡大すると

本当は面白いんですが、これを見ていただくと

おわかりのように、出島と西役所がちゃんと一

緒に描かれて、出島のところからあがって、大

波止からあがっていって行列が行く場面が描か

れています。

3つ目でございますが、戦国時代のキリスト
教の宣教と都市長崎の形成については、先ほど

高見大司教がお話しになりましたので省略させ

ていただきますけれども、8ページのところで
一言だけ申し上げますと、実は、この6町が建
設された後、内側に向かってまちが広がってい

くわけですけれども、東アジアの貿易の中心地

であったと。中国からの船も、東南アジアから

の船も来ておりまして、いわば東アジアの貿易

の中心地だったということを一つ申し述べたい

と思います。

それから、大村純忠の寄進のこともご存じだ

と思いますが、こういう形で長崎がイエズス教

会領になっていくということでございます。

それを豊臣秀吉が、朝鮮出兵した時に長崎を

見て、教会領になっているじゃないかというこ

とで、非常に危機感をもちまして禁教令を出し

たことは、ご承知のとおりでございますけれど

も。
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その時に、一説によりますと、朝鮮に出兵を

する時の武将たちの中には、長崎をちょっと見

物に行ってみようかという者もいたと伺ってい

まして、そういう意味では長崎というのが当時

の人間たちにとって、やはり非常に重要な土地

であったことは間違いありません。それを豊臣

秀吉は、自分の意に沿わないものとして禁教令

を出していくことになります。

1600年の長崎というのは、イエズス会の通信
を見ますと、世界的に知られたまちであるとい

うことがよくわかります。10ページでございま
す。

マカオから日本へ向けて航海するポルトガル

の大型帆船が投錨する港で、非常に空気が良く、

地所が優れたまちであると、このまちには4,000
～5,000人の住民がいると。人数は確定はできま
せんけれども、そういうものだということが書

かれております。

11ページにまいります。先ほどのご説明にあ
りましたけれども、岬の教会という形で、実は

1つの教会ではなくて、当時では非常にハイレ
ベルの教育文化施設でございます。つまり、当

時の最先端のヨーロッパの文化が、ここを通し

て入ってくる場所でございます。

片岡弥吉先生が「『岬の教会』の文化的意義

について」という論文を書いておられまして、

これは古典的な名著ではないかと思っているん

ですが、この中で、岬の教会という名の教会は

なかったけれども、長崎の岬の突端にあったこ

れらの教会と教会施設を総称して「岬の教会」

と、まさに文化教育施設であるということが重

要であろうというふうに考えております。

12ページにまいります。近世都市長崎と長崎
奉行というところでございますが、キリスト教

布教文化の中心地であった岬の教会の跡地は、

非常に皮肉なことに、その後、長崎におけるキ

リシタン禁教政策を主導する長崎奉行所になり

ます。この時に全てを破却していることになっ

ていますけれども、私は、やはり埋めていくの

ではないかと。そういうものを埋めることによ

って沈降していくのではないかと私自身はちょ

っと想像しています。

そして13ページです。長崎奉行については、
ご承知のことも多いかと思いますけれども、2
人制が途中からとられまして、1人は江戸にお
ります。これを在府奉行というんです。そして

もう1人は長崎におります。これは在勤奉行と
いいまして、この2人がチェンジをするんです、
毎年、ある時期に。ちょうど7月から9月ごろの
間にチェンジをしていきます。そうすると、チ

ェンジをするために業務を引き継ぐ時期がござ

います。それが9月なんです。9月というのは、
まさに長崎くんちが行われる時、そして貿易船

が帰っていく時期でございます。その長崎くん

ちを見ることが、実はこの長崎奉行の重要な役

割として担わされています。

なぜかといいますと、やはりここはキリスト

教のまち、そこに神道といいますか日本の神様

を祀る祭りを定着させることによって、キリス

ト教の影響をなくそうというのがあります。そ

れを長崎のまちの支配者である長崎奉行が2人
そろって見ると、これはすごく重要な行事でご

ざいまして、いろんな絵に描かれているわけで

す。

14ページの絵を見ていただきますと、右側の
絵は、2人いるのがおわかりになりますか。幔
幕の中に2人座っているのがわかります。まさ
に長崎奉行2人が座って見ることになっており
まして、それが終わりますと、左側の方ですけ

れども、お上りの行列が帰っていくところが描
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かれています。そこにはもう人はいないわけで

すけれども、大事なのは、実はここに長崎奉行

所が見えております。こちらです。このところ

に見えております。

次のページをめくっていただきますと、西役

所の絵図面が幾つかあるわけですけど、その1
つですが、この中の下側の部分です。ここです。

ちょうどこのあたりが、実は今の見えている部

分なんです。ここのところに階段があるのがお

わかりになりますでしょうか、大波止からあが

ってくる階段。これも、さっきの絵の中にもあ

るんです。この絵にも階段をあがってくるとこ

ろが描いてあります。14ページのところです。
ちょっと思い出していただければおわかりに

なるかと思いますけれども、立山役所が発掘さ

れた時に、あの保存といいますか、あれをどう

するかということの大きなきっかけになったの

は、あそこの石段が出てきたということが大き

いと私は伺っておりまして、ここも、こういう

石段というもの、あるいは長崎奉行所の何か遺

構が出てくるとしたら、こういう形で出てくる

可能性はあるのではないかなというふうに実は

思っているところでございます。

長崎奉行の役割については、先ほどもお話を

しましたので、もう省略いたします。長崎奉行

所の移動についても、ここでは省略させていた

だきますが、長崎奉行所もひとところにあった

わけではなくて、基本的には1673年ぐらい、寛
文年間ぐらいに完成して、立山役所が移ってい

くと。そして、今までの分が西役所として残る

という形でございます。

次のポイントは、近代の長崎でございます。

実は今まで近世の初期の話をしましたけれども、

先ほど、海防が強化される時に長崎奉行所の役

割がまた重要になってくるという話を申し上げ

ましたけれども、それと同時に、その後、開港

所が横浜とかに広がっていくまでと言った方が

いいかと思うんですけれども、海軍伝習所、医

学伝習所、活版印刷、あるいは語学伝習の場と

して、実は西洋近代科学の受け皿、日本近代化

の上で一番重要な役割を実は長崎が果たし続け

るということになっております。

19ページでございます。長崎奉行所と出島の
描き方について、ちょっと追加させていただき

たいと思うんです。それは、実は出島の整備は

ご存じのようによくされていて、出島から長崎

奉行所というのは、今はあまりクローズアップ

されていないルートなんですけれども、描き方

を見ると、実は長崎奉行所と出島はセットで描

かれます。

一番いい例は「寛文長崎図屏風」でございま

す。寛文長崎図屏風を歴博では飾っていますけ

れども、23ページ右側を見ていただきますと、
出島がございます。そして奉行所があるのがお

わかりになりますね。まさにこういうセットで

描かれるのが長崎の特徴、描き方の特徴になっ

てまいります。

ついでに、時間がないので要らぬことを言わ

ない方がいいかもしれませんが、この図は、教

科書でかつて出ていまして、今でも出るんです

けど、こっち側ですね、出島。これでオランダ

人が出島に閉じ込められているという話を書い

てしまう場合があるんですけれども、これをよ

く見ると、オランダ人は外に出ているんです。

長崎くんちの日は見物することが許されていま

して、オランダ人の商館員が長崎奉行所の前に

いることがわかります。そういう意味では非常

におもしろい絵でございますが、長崎奉行所と

出島とがセットで描かれるということはおわか

りいただけるかと思います。
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この後も長崎港図を描くと、24ページでござ
いますけれども、ちょっと小さいんですけれど

も、出島と、緑が深いところはまさに長崎奉行

所でございます。これがセットで描かれて、長

崎のイメージがつくられているということにな

ります。

地図でも同じでございます。地図でも、そん

なにクローズアップはされませんけれども、オ

ランダ船がいて、出島があって、長崎奉行所が

あるという構図は変わらないわけでございます。

ちょっと時間がなくなってまいりましたけれ

ども、最後に、私が、この長崎奉行所といいま

すか岬の教会跡地の問題がなぜ大事と考えるか

というのは、私は博物館関係者なものですから、

海外の博物館によく参ります。

これはポーランドのクラクフという都市です。

ポーランドの古い都、クラクフと申します。こ

れを見ていただきますと、これは市庁舎なんで

す。市の庁舎があって、その前に大きな広場が

ございます。この広場の地下に、実はものすご

い遺構が埋まっていることが数十年前にわかり

まして、29ページをご覧いただきますと、これ
だけ発掘するんです、これだけの幅を。その地

下をこれだけ発掘しています。29ページの左側
です。わかりますか。市庁舎はもちろん残って

いるわけですが、その前の広場を、本当に徹底

的に発掘します。

そうすると、29ページの右側、こういう遺構
が出てくるんです。この遺構は何かというと、

クラクフというのは中世のまちとして有名なん

ですけれども、それ以前のまちが出てきたんで

す。16世紀のクラクフの下に中世の都市が埋ま
っているわけです。

ポーランドの人たち、クラクフの人がどうし

たかというと、徹底してこれを調査して、それ

を博物館として活かすという決意をいたしまし

た。そして、上にもう一度広場をつくるんです。

その地下は地下博物館、遺跡なんです。遺跡を

残すという形で利用されていました。

これがいいかどうかということではなくて、

この地下遺跡は、そのまま博物館として見学で

きる中世のまち、特に職人たちの生活がわかる

博物館として活用されていまして、クラクフの

人たちにちょっとインタビューしますと、非常

に誇りにしておられました。子どもたちに、必

ず活かして、このまちがどんな町か、つまり自

分たちがどの上に住んでいるのかということを

考えてもらう一番いい場所であるとおっしゃっ

ていました。

ここで私は、再開発、活用ありきではない発

掘調査、研究が本当は必要なのではないかなと

考えた次第でございます。どのような遺構や遺

物が出てくるかによって、その残し方、活用の

仕方ももちろん異なってくるわけで、それはも

ちろんそこで選択しなきゃいけないわけですけ

れども、豊かなその地域の歴史を市民がどのよ

うに残すかについて、これは真剣に考えている

事例の一つではないかと私は思っております。

最後の31ページと32ページでございます。も
うこれも繰り返しになるわけですけれども、県

庁の跡地は長崎の歴史が刻まれた歴史的な地で

あるがゆえに、どのように有意義に活用するか

ということ自体も実は重要だと思っています。

これが多くの県民、市民の方の関心事である

こともよく承知しております。豊かな長崎の歴

史と文化の発祥地でもある、つまり長崎のオリ

ジナル、オリジンだと言っていいと思うんです

けれども、政治的にも中心であった、こうした

歴史が積層されている場所を未来世代にどのよ

うな形で、歴史文化遺産としてどう残すことが
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できるのかというのは、すごく大事なことでは

ないかと思っています。

何よりも、広い範囲でできるだけ精緻な調査

を行った上で、後世に残る形で記録する。とい

うのは、どうしても発掘をすると上の部分は破

壊してまいりますので、そこはもう記録で保存

をしていく。何を残すかを決めていったところ

で、これをどう残すかを考えるということだと

思います。

そういう意味では、発掘の段階に応じて記録

保存をちゃんとして、後世に遺産を残すと同時

に、調査の結果、どのような遺跡が残っている

のかが判明した段階で改めて、その保存や活用

の方法を県民、市民の英知を集めて一緒に考え

る場があってもいいのではないかなと私は考え

ております。

長崎が誇っている2つの世界遺産、長崎と天
草地方の潜伏キリシタン関連遺産の原点がここ

にある。それから、明治日本の産業革命遺産に

とっても長崎奉行所が果たした役割は大きいわ

けでございまして、まさにこの地は、2つの世
界遺産と深く関わっているというふうに考えて

おります。

そういうふうに考えて、私は、一番いい方法

で皆様方が考えていただければいいと思ってお

りますけれども、この遺跡の重要性だけは、ぜ

ひご理解いただければと思います。長くなりま

した。ありがとうございます。

【稲富参考人】長崎県考古学会の会長を務めて

おります稲富裕和と申します。私は、考古学の

視点、立場から、この問題について提起をいた

したいと思います。

私は、長崎で生まれまして、大学で考古学を

学びました。その後、縁があって大村市に採用

され、大村市で遺跡の発掘調査をやっていたの

ですけれども、昭和62年に、長崎を開港したあ
の大村純忠の没400年を迎えました。それ以来、
長崎と大村というところが歴史的に非常に深い

つながりがあるのだということに気がついてま

いりました。

たまたまのことでありましたけれども、昭和

62年にシンポジウムを行いました。結構大きな
シンポジウムだったのです。大村純忠を題材に

したシンポジウムだったのですけれども、長崎

のＮＨＫでは当日、3時間にわたってそれを放
送してくださいました。これは、その2週間後
に4時間、再放送がありました。これは、長崎
のＮＨＫでもほとんどそういう例がなかったそ

うです。

それはなぜかといいますと、それを見た長崎

県民の方たちから、ぜひ再放送をしてほしいと

いうことで、そうしたことになった。

私はその時、驚いたのですけれども、長崎の

市民、県民も含めて、自分たちの歴史のルーツ、

そしてその華やかさということに対しては、基

本的に関心が高いのだなということを感じまし

て、その時以来の研究を行っております。

この県庁跡地というのは、諸先生がおっしゃ

ったとおりでありますけれども、端的に言えば、

ここが長崎発祥の場所です。ここから長崎のま

ちが広がりました。

なぜ、その場所でなければならなかったのか。

これは南蛮、日欧交渉史の権威であった松田毅

一先生が、現実にそうしたポルトガルの南蛮貿

易港をめぐっておっしゃったことなのですけれ

ども、ポルトガルは国力が小さいから、どうし

ても小さな小島か岬を拠点とした。

実際にマカオ、マラッカに私も行ってまいり

ました。まさにそのようなロケーションです。

長崎と全く同じようなロケーション。マカオに
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30年ほど前に参りました時に、本当に、「あ、
長崎に帰ってきた」と、そういうふうな印象さ

え持つようなまちでありました。

さて、必然の場所ということになるわけです

けれども、長崎は「鶴の港」と言われるように、

この中に入れば、風にあおられて船が揺れると

いうことはないのです。だから、どうしてもこ

こがよかった。そして、岬があって、そこに教

会が建った。ポルトガル人は必ず、そういうと

ころに教会を建てたのです、拠点になるところ

に。

そこで、考古学的立場から私は申し上げます

けれども、教会の跡地はその後、長崎奉行所に

なりました。その奉行所時代の石垣が今日も残

されております。それは、皆さんもよく見られ

る石垣、長崎奉行所時代の石垣です。

ですから、あの石垣に囲まれた場所、これが

長崎奉行所である。それから、教会跡も当然そ

の中にあると考えていいだろうと。つまり場所

が限定をされている、そういうものです。

この石垣は、例えて言えば城の石垣でもある

わけであります。では、私たちが一般的に城の

保存を考えた時にどう考えるかと。城の中に近

代的建物があって、その建設によって、もう既

に城の建物の一部は壊されているから、そこは

何を建ててもいいと、こう考えるだろうかと。

こういう例があるんです。赤穂浪士で有名な

赤穂市には城が残っておりました。赤穂市は、

これを何とか国の指定にしたいと、そういうふ

うに考えたのです。もう随分前のことです。

その時に文化庁は、確かに国指定にすること

はできますと、しかし、その中にある民間施設、

公共施設は出してもらわなければ国指定にはで

きないと。

そこで赤穂市は、さまざまな施設を出してい

くのですけれども、最後に残ったのが県立赤穂

高校でした。これは市の中でも相当議論があっ

たのですけれども、結局、赤穂市はそれを出し

ました。そして、そこは国指定になり、今日整

備されて、赤穂市の人たちのシンボルになって

いる。

今の長崎県の計画は、その逆なんです。新し

い建物を建てようとするところは、何代にもわ

たって県庁の建物があったから、壊れているだ

ろうから、そこはいいんだと。

さあ、ここです。全体を見て、そこをどう考

えるのか。そこだけを見て、考えるのか。ここ

は大きな分かれ道になってまいります。この時

に重要なことが、この場所が歴史的にどういう

ふうに重要な場所なのかということが問題にな

ってくるわけです。

端的に言えば、出島を管理したのは長崎奉行

所です。長崎奉行所と出島は一体のものです。

出島は国指定だ。こっちは壊していいとは、文

化財を守る立場の者から、そんなことは言えな

いよということになるわけです。

ただ、私たちも反省すべきところは結構ある

んです。なぜもっと早くにこの問題を言わなか

ったんだろうかと。結局、建物があったわけで

すね。県庁という建物があって、その建物があ

るために、なかなか想像力がいかない。

しかし、壊されることによって、ここが長崎

発祥の場所であるということに、遅まきながら

気づいてきていると。ただ、この遅まきながら

気づいてきているということは非常に重大な問

題であります。

今、世界遺産が長崎に2つございます。長崎
と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産、明治日

本の産業革命遺産、この2つの最初の、根源の
場所がまさにここにあるわけです。1つは、最
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初の教会である。日本の中心たる教会であると

同時に、海軍伝習所や医学伝習所といった近代

化のための最初の施設はここにあって、その近

代化を進めていくのが長崎奉行だったわけです。

そうすると、やはりこれは2つの世界遺産の根
源の場所であると。

私たちが考えないといけないのは、そういう

場所を扱っているんだと。そして私たちは、長

崎という歴史を考える中で、西洋に開かれたま

ちということはずっと言われてもきたし、私た

ちも言うてきたんです。

さあ、ここが、ちょっとやっぱり大きな問題

だろうと思うんです。その根源の場所を、深く

考えずに開発した時に、私たちの創造力はそこ

で止まってしまうんじゃないかと。あるいは、

私たちが言ってきた長崎というものを、知らな

いままに傷つけてしまうんじゃないか。

その辺が問題であるのですけれども、考古学

的なことで私たちが言っているのは、敷地全体

を調査して、石垣で囲まれた中、敷地全体を調

査して、どこにどういうふうに遺構が残ってい

るのか、それをまず検証した上で、ここは壊さ

れている、ここは壊されていないと全体を検証

することです。

つまり、これまでの県庁が建って地下遺構は

相当壊されているところがあるでしょうけれど

も、そこだけを見て全体に影響を及ぼすような

ことがあってはならないということでございま

す。

私の方からは以上でございます。

【ごう委員長】 ありがとうございました。

説明が終わりましたので、委員からご質問は

ありませんでしょうか。（発言する者あり）

暫時休憩いたします。

― 午前１０時４７分 休憩 ―

― 午前１０時４８分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

ご質問のある方はいらっしゃいますか。

【山口(経)委員】 皆さん方のご専門の見識を伺
いまして、長崎のこうした歴史の中で、世界遺

産等が重要な役割を占めているんだなというこ

とを改めて感じさせていただいております。

私は、大村藩でありました長与町に住んでお

ります。自分たちのところの歴史を、郷村記あ

たりで調べたんですけれども、浅はかな見識で、

私のも間違いかもしれませんので、その点はご

指摘をいただきながら質問をさせていただきた

いと思います。

歴史的なことを言えば、ポルトガルとの貿易

をやっておった平戸藩で、宮ノ前事件が1561年
に発生いたしまして、新たにやってくれるとこ

ろを探しておったところ、大村純忠がお話をし

て、そして1562年に横瀬浦を開港しているわけ
です。

その後、1563年に焼き討ちに遭って、次の港
を探して福田港を開港しているわけです。福田

港は風待ちが困難であるということで、そして

また1571年に長崎港を開港しているわけです。
これは長崎甚左衛門、大村純忠の娘婿というこ

とですけど、長崎港を開港しているわけです。

それが1571年です。それ以来、長崎の歴史が始
まって、イエズス会に寄進したのが1580年です
よね。

久留島参考人の資料を見せていただくと、岬

の教会が1571年からというようになっており
ますけれども、11ページの岬の教会の定義から
いけば、ここは1581年というのが正しいんじゃ
ないかと思うんです。長崎港が1571年に開港し
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ているということでですね。

それ以後にもいろいろありまして、1578年に
は、佐賀の龍造寺と深堀藩から攻められている

わけです。イエズス会の助けを借りて、それを

追い払ったということがありまして、その後、

1580年に寄進をしているわけです。それは、現
在の地と茂木と、それに呼応した有馬晴信が、

浦上を一緒に寄進をしているわけです。

そういったことを見て、豊臣秀吉が九州を平

定した折に没収をしているわけです。1588年に
長崎の地を没収して、それから天領が始まって

いるわけです。そういった歴史を私も勉強させ

ていただきました。

今の県庁の跡地が、イエズス会への寄進から

禁教が始まって、今、世界遺産としてクローズ

アップされているわけですけれども、この県庁

跡地のどこら辺を一番重要視して、文化遺産が

眠っているから、そこの発掘をちゃんとしなさ

いとおっしゃるのか、その辺をお聞きしたいと

思うんです。

【久留島参考人】先ほどもちょっと申し上げた

かもしれませんけれども、やっぱり一番底に眠

っているのは岬の教会群、岬の教会というさま

ざまな施設だと思うんです。その上に長崎奉行

所がつくられていくわけですから、掘っていき

ますと、どうしても長崎奉行所の遺構にはぶつ

かっていく。その先に恐らく、あるとすればで

すけれども、岬の教会の遺跡群があるだろうと。

何を残さなきゃいけないかというのは、実は

掘る前に考えなきゃいけないことではございま

すけれども、やはり岬の教会までいかなければ、

恐らく堀ったことにならないと実は思っていま

して。

長崎奉行所の遺構の跡が出てくることは間違

いないと思うんですけれども、そうすると、そ

れをどういう形で残すかはもう一度考えなきゃ

いけない。それは記録保存という形になる可能

性がありますけれども、一番下のところにいっ

たところで、これは残すか残さないか、どう使

うのかと考えることが恐らく必要になってくる

と。

そういう意味では、今のご質問でいうと、私

はやっぱり岬の教会群が、遺跡に軽重をつける

のはあまり好きではありませんけれども、やは

り貴重な、一番古い遺跡として重要だと思って

おります。

【山口(経)委員】 郷村記によりますと、龍造寺
軍を打ち払うことができて、岬の教会が整備さ

れるのはその後ですけれども、そこに砲台も造

られたのではないかと書いてあったんです。そ

ういった歴史があるわけですね。そういったこ

とはまだ、おわかりじゃないんですか、砲台跡

というのは。

【高見参考人】私も、いわゆる歴史家ではござ

いませんけれども、1571年にポルトガル船が入
ってきます、実際に。その時にまちがつくり始

められたと。

同時に、正確に何月何日まではわかりません

が、岬の突端のところに仮聖堂というか、とり

あえず小さい教会をつくったということです。

その後、先ほどおっしゃった深堀とか龍造寺と

かの襲撃があったり何かして、教会も壊された

りもしたんです。そして建て直したりして、そ

れが繰り返されたんですよね。

それで大村純忠が、これは長崎のまちを守る

という意味もあって、バックのあるイエズス会

の宣教師に、知行地というか、管理権を与える

ことで長崎のまちを守ろうとして、実は知行地

にしたと、それが1580年です。
その後、教会はさらに大きいのができたんで
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すけれども、最終的には1601年に、一番大きい
教会というか、それまであった教会をもちろん

建て直しですね、壊して、1601年にできたのが、
ご上天の教会というか、聖母子昇天の教会とい

うんです。

ほかにも、1614年の禁教令が出たころには、
今の長崎市内にはトードス・オス・サントスの

最初の教会をはじめ、16ぐらいの教会があった
んです。その中で一番中心の大きな教会が、こ

の岬にあったわけですよ。

1601年にできたのが通称「岬の教会」ですけ
れども、最初の教会は港が始まった時、1571年
に既に教会は建て始まったんです。ただ、繰り

返し改築されたり壊されたりしております。豊

臣秀吉が朝鮮征伐に行った時も、壊されて材木

を向こうに持って行かされた、そういうことも

あったらしいです。そういう歴史を経て、最終

的には1601年にできた教会がご上天の教会と
いうことです。

だから、遺構があるとすれば、ご上天の教会

といわれた教会と、ほかにコレジヨとか司教館

とか、いろんな建物がありました。それらの建

物の遺構が、全部はどうかわかりませんけれど

も、そこが一番最初の岬にあった建物になるの

で、その後に奉行所ができたわけですから、奉

行所の跡をさらに掘っていくと最初の教会部分

が出てくるんじゃないかということなんです。

そこから歴史が始まっているので、ぜひ、そ

こを可視化してほしいというか、目に見える形

にしてほしいというのが強い願いです。

【山口(経)委員】 お話をお聞きしますと、1581
年にサン・パウロ教会ができる以前にも、いろ

んな教会があったり、仮聖堂があったり、さっ

き私が言いました砲台があったり、そういった

ことがずっと重層的にあっているわけですね、

岬の教会以前にもですね。

そういったことで、岬の教会という形で、ど

こを特定してスポットを当てていくのかと。底

にはもっともっと眠っている可能性があるわけ

ですね。そこら辺をはっきりさせていただきた

いと思うんですけど。

【久留島参考人】私は専門ではないので、今の

ご質問は恐らく、神のみぞ知るということじゃ

ないかと思うところがございます。

つまり、ある程度がわかっているところ、研

究で今まで進んできたところが、さっきおっし

ゃった仮聖堂とか、そういうところまで含めて

進んでおりませんので、私が知っている限りで

すけれども。

結局、あるところというのは恐らく、ここで

いいますと岬の教会群のところまで出た段階で、

そこはもう一度、出方によっては考える必要が

あるだろうと思っています。

ですから、さっき山口(経)委員がおっしゃっ
たようなところまで本当はやらなきゃいけない

のかもしれませんけれども、直近の目標は、恐

らく岬の教会群でいいのではないかと私は考え

ております。その下にあることは、山口(経)委
員の推測どおりかもしれませんので、そこは尊

重すべきだと思いますけれども、今言えるのは

そこまでだと。

【山口(経)委員】 いろいろ、調べる歴史書によ
って、特定できない年代があるわけですね。天

正遣欧使節団の派遣も、郷村記によると1582年
で、この資料でいくと1591年。豊臣秀吉のバテ
レン追放令も1587年と1597年というふうに、随
分昔のことで、10年なんかは今から考えればち
ょっとした間かもしれませんけれども、歴史を

調べていく中ではそれだけのブレがあるわけで

すね。ブレがある中で、どこを特定してという
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のは、なかなか難しいということを私は考えま

す。

とにかく、岬の教会からの歴史の中で奉行所、

あるいは海軍伝習所、そういったものがずっと

重層的に重なっているので、どこに一番スポッ

トを当てるのかをはっきりさせていただければ

という思いで、こういう質問をさせていただき

ました。

時間がきましたので、終わります。

【前田委員】長崎市選挙区の前田哲也と申しま

す。本日はありがとうございました。

片峰参考人が最初におっしゃった、この地の

重要性を明らかにして県民で共有したいんだと

いう話の中でスタートした「考える会」であり

ます。さまざまな知人の方を含めて資料等いた

だく中で、私も勉強したつもりでありましたが、

今日、参考人の皆様方の直接的なお話を聞いて、

この地の重要性というものを、恥ずかしながら

再認識したところであります。そういうことに

沿って少し質問させていただきます。

まず片峰参考人にお聞きしたいんですけれど

も、6月定例会でも集中審査をされたと聞いて
おります。その際には、今日のような陳情書を

出さずに集中審査をしたと聞いているんですが、

6月定例会の総務委員会で皆様方が要望した内
容は、今回の陳情書にある4項目と同じ内容だ
と理解してよろしいですか。

【片峰参考人】基本的に同じだと思います。た

だし、冒頭にも申し上げましたけれども、7月
から今日までに状況の変化はあったと思います。

私たちの認識から申しますと、総務委員会で

集中審査をしていただいて以来、長崎県議会の

議員の方とは、この遺構の重要性、そして徹底

した発掘調査の必要性という観点に関しまして

は共通理解がかなりの点で進んだのだろうと思

います。

したがいまして、そういった中で長崎県の発

掘計画案が出されたと、そのポイントで、それ

を総括する形で9月9日に出させていただいた。
今まで私たちとしては、正式な形では要望書

等は出していなかったんです。そういった意味

では、7月の段階と状況の進展があったと僕は
思っていて、この場で、さらにもっと具体的な

形で、発掘調査のあり方等々に関しまして議論

ができる状況になっているのではないかなとい

うことです。

【前田委員】 わかりました。

今回いただいた陳情書の4項目の4番目、「調
査のなかで、何か貴重な遺跡や遺物が発見され

たときには、一旦立ち止まり、現行の『跡地整

備計画』をしかるべく見直して」云々という表

現がありますね。この部分は、状況の変化がこ

の2～3カ月にあったとしても、6月の時点でも
この種のやり取りはされているんですか。

【片峰参考人】具体的に結果を踏まえて跡地を

どう活用するかとか、今の計画案をどうするか

と、そういう議論は、7月の段階ではほとんど
やっていないと思います。

【前田委員】この件に関して質問したのは、後

ほど理事者にまた改めて、このことについて見

解を問いたいのでお尋ねをさせていただきまし

た。

その上で、今回一番大事なことは、今、片峰

参考人が言われたように、時間の経過の中で、

認識が深まる中で、学芸文化課で発掘調査の計

画案が出された。これは、審議会に諮る前に、

皆様方にも事前に概略を説明したと聞いており

ます。

そして、今般、審議会の中で概ね妥当という

ことで、先月の中旬ですかね、公式にプレスリ
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リースがあって、今回臨んでいると思います。

特に、1番の項目で「十分な調査期間と予算
をかけた、徹底的で慎重な遺構発掘調査をお願

いします」と、この部分は、今の県が考えてい

る計画案に、皆様方から見て足らざる視点とい

うか、ここをこういうふうにしてほしいんだと

いうところを少し具体的にご説明いただきたい

と思います。

【片峰参考人】専門家の方から後ほど詳しくは

説明いただければと思いますが、さまざまな考

え方が「考える会」の中でもあることは事実で

す。基本的にご議論いただきたいポイントは、

先ほどから久留島参考人、あるいは稲富参考人

からも出ておりますが、今回の県の発掘計画案

は、平成21年度に試掘、確認調査を既に行った、
何も今まで建物が建っていなかった県庁の前庭

部分に関しては手をつけないと、掘らないとい

うことが1点。
一方、庁舎の解体工事が終わった庁舎跡地部

分に集中して今回、18カ所の試掘ポイントを設
定して、そこを試掘されて確認調査をやって、

そこで何らかのものが出そうであるということ

であれば、さらに年月をかけて本格的な調査を

しましょうというところが大筋だと思うんです。

先ほどから久留島参考人、あるいは稲富参考

人が言われているのは、一つは前庭部分を今の

まま放置していいのかどうかという観点がある

と思います。ここについて、やはり一度議論す

べきであると思います。

それから、具体的な調査の仕方等々に関しま

しては、やっぱり専門家の方からご意見をいた

だきたいんですが、要するに調査の範囲の問題

が一つ。その範囲に基づくと思いますが、ある

いは調査の仕方にもよりますが、工期をどのく

らい設定するのかというポイントもあろうかと

思うんです。そういったところで、一応、問題

提起という形でそこら辺を提起させていただく

ということで。

【稲富参考人】考古学的な立場から申し上げま

す。

以前、県の方から、こういうふうな場所を確

認調査をするという一つの提示がございました。

それをよく観察して見ると、今回、開発を計画

している場所、芸術文化ホールという仮称であ

りますが、そこを中心に確認調査を行うと、そ

ういうもののようでした。そこがちょっと立場

というか、根本的な考えが違うのです。

一般的に、もし私が確認調査をするとすれば、

最初に大体この辺を掘ろうねというふうに計画

を出します。しかし、その確認調査の進捗状況

次第では、さらに範囲は広げます。これが、遺

跡全体の性格を見極める時には必ず必要な問題

なのです。

つまり、確認調査というのは2通りの意味が
あると思うんです。全体にわたって確認のため

の調査を行い、この時点では全面調査ではまだ

ないんです。全体を調査して、どこにどういう

ものがあるか、あるいは壊されているか、その

全体を調査する。遺跡の重要性を鑑みて、保存

を考える場合には必ずそういたします。

しかし、そうではなくて、あくまでも開発予

定地のみの確認調査になっていないのかと。つ

まり、そこには保存とかそういうことはなくて、

あくまでも開発予定地の中の確認調査になって

いないのですかと、それはいかがなものかとい

うのは先ほど申したとおりです。

全体の様子がわかって、そこをどうするかと

いうのであればまだしも、全体の様子がわから

ずに、既にかつての県庁舎の建物があるから、

壊されている可能性が高いから、そこは、もし



令和元年９月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（９月２５日）

- 85 -

確認調査で出てくれば、その時は全面的に発掘

調査をして建てる、これが一般の緊急発掘調査

の考え方です。ここがやっぱり違うのです。保

存を前提とするのか、あくまでも開発を前提と

するのか、この辺が一番の問題であります。

そのためにも、先ほど片峰参考人がおっしゃ

いましたけれども、こうした場合に私たちが一

般的に行いますのは、専門の先生たちを招いて

委員会をつくります。これは調査する時はごく

一般的な問題なんです。特殊なものじゃありま

せん。むしろ、そうした中で専門的な先生を、

調査以前からちゃんとお願いをして、そして調

査の過程を見ながら専門家の意見を聞くと。こ

れをしなければ、重要遺跡の調査の場合は、非

常に後々禍根を残します。後から、こんなもの

が出ていたんですよね、などという場合が結構

あるんです。その時はもう手遅れです。

この遺跡の重要性は、縷々説明しております

ように、日本の中における極めて重要な遺跡で

あると、国指定級の遺跡である。とすれば、き

ちんとそうした専門の委員会を立ち上げた上で

調査に臨むというのが、本来のあり方ではない

だろうかというふうに思います。

【前田委員】 ありがとうございました。

今、稲富参考人からご説明いただいた中で、

1点ちょっと気になったのは、本質の議論と違
いますが、久留島参考人がおっしゃっていた記

録保存と、稲富参考人がおっしゃっている望む

べき保存というのが、少し見解が違うのかなと

思って聞いておりましたが。

いずれにしましても、私が質問した中では、

まず発掘調査に臨むに当たっての臨み方、前提

というんですか、それが1つ。
それと範囲が1つ、それから発掘の仕方とい

うか、確認調査のお話もありましたが、仕方が

1つと、あとは工期、十分な工期という意味で、
そういう4点ぐらいが、県が計画しているもの
に対して少し考え方が違うというように認識を

しました。

同僚議員の質問とか、後ほど教育委員会に対

して私も再度質問したいので、もう1点だけ質
問して私の質問を終わらせていただきますが、

久留島参考人にお尋ねしたいんですけれども、

スライドの30です。この中で久留島参考人がお
っしゃっている、「どのような遺構・遺物が出

てくるかによって、その残し方イコール活用の

仕方も異なる」ということで、説明を聞けば、

確かにそうなんだろうなという思いがしていま

す。

そう考えた時に、県が進めてきたこれまでの

整備計画というか、跡地の検討の仕方の手順と

して、久留島参考人の考え方では、どのような

遺構・遺物が出てくるかによって活用の仕方が

変わってくるんだから、検討の仕方として、ま

ずもって発掘調査を先行してやって、活用の仕

方を考えるという手順がよかったのではないか

というふうなお考えをお持ちですか。

【久留島参考人に】私が最初にこの活用委員会

で話を聞いた時には、もう活用ありきで始まっ

ていました。ですから、市民の方たちが何をし

たいのか。当時いろんな問題、公会堂の問題と

か、いろいろあったと思うんですけど、何をす

るのか、そこに何を建てるのかという問題から

諮問をされたので。

これは私の記憶ですけれども、その時に聞い

たのでは、調査研究は、発掘はちゃんとします

よと、つまり発掘した上で、そこに建物を建て

るいうことを伺っていましたし、石垣のことも、

その時にはできるだけ残すという言い方をして

おられました。
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それはその時の問題で、私は実はその時に、

やっぱり不勉強だったものですから、どの程度

調査をされるかということをお聞きしませんで

した。ただ、この間、私、長崎のいろんな発掘

事例を見せていただいたら、教会関係の遺跡は

いろんなところに出てまいります。その遺跡の

遺物が幾つか、既に試掘をされた中で出てきて

いるわけです。

そうすると、調査をまずしてみないことには、

本当の意味での保存のあり方というのはできな

いんじゃないかというふうに考えたわけです。

ですから、今のご質問でいいますと、やっぱり

ある程度の発掘調査の経過を見ながら考えても

いいのではないかと。

私は、皆さん方が一生懸命つくられてきたも

のを全部ご破算にしろと言うつもりはございま

せん。ただ、本当に将来の長崎市民に残すので

あれば、何を残すのかというのは発掘しないと

わからないのではないかというのが私の意見で

ございます。

【前田委員】まさしく、今からの発掘がいかに

大事かということをおっしゃったと思うんです

が。

私も県議3期目で、8年近くは、この跡地活用
について県とのやり取りも関わっていますので、

節目、節目の中で県の進め方については理解を

示しながら臨んできたつもりです。

そうする中で思ったことは、私が冒頭に話し

たように、歴史とかこの地の重要性はわかりつ

つ、これまで県も私たちも検討してきたつもり

でありますが、この重要性の認識というものが

少し足らなかったのかなと。世界遺産の話も出

てきましたが、本当にこの地がかけがえのない

土地であるということの認識が足らなかった。

その結果として、今の整備計画、3つの基本

的な構想に対して、もう少しその歴史を反映し

たような計画になってよかったのではないかな

ということじゃないかなと思うんです。

私は今、そういうことに立っていますが、片

峰参考人は、今までのことを全て否定するわけ

ではなくて、ここの土地の重要性を再認識して

ほしいということとらまえていいですか。

【片峰参考人】おっしゃるとおりです。この間、

跡地活用懇話会で市川森市さんが、徹底的な調

査から全てが始まるみたいな発言をされて、も

う10年ですよね。この10年間で、今日みたいな
議論がなかなか起こらなかった。

私自身、その当時は学長をやっていましたけ

ど、日常に追われまして、なかなかこの県庁跡

地の問題と正面から向き合うということはなか

ったんです。これは大きな反省点だと思ってい

ます。

だけど、先ほど稲富参考人も言われましたけ

ど、庁舎が解体されて更地になって、さらに県

庁遺産、さらにはローマ法王の来崎なんて話に

なると、俄然ここに目が向き、これと正面から

向き合わなきゃいけないということになったん

だと思うんですよね。

そういった意味では、この10年間にわたり、
県を含めさまざまな方が関わられて、この整備

計画案ができたと思うんです。そのご苦労には

心より敬意を表したいと思いますし、僕自身と

しては、それを完全に否定しているというわけ

では全くないです。

先ほど久留島参考人も言われましたように、

今後の調査の結果を新しい要素として加えてい

ただいて、今の整備計画案をモディファイする

のか、あるいは白紙に戻して再検討される余地

があるのか、さまざまな選択肢があると思うん

ですけど、ぜひ徹底的な調査をやっていただい
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た上で、それを活かした計画にしていただけれ

ばということです。

【大久保委員】 大久保潔重です。今日は、それ

ぞれの専門的な立場でご教示をいただきまして、

ありがとうございました。

お伺いすればするほど、この長崎の持つ特異

な歴史、また強烈な個性というものをしっかり

掘り起こして、それをアピールしていくために

は、やっぱり徹底した慎重なる調査が必要なの

かなというふうに感じています。日本レベルで

やるのか、せっかく2つの世界遺産があるわけ
ですから、世界に発信していくという意味では、

発掘に大きくその要素がかかっているのかなと

いう気がいたします。

そこで、今、前田委員からもありましたけれ

ども、徹底した期間をかけて、十分な予算をか

けてやるとなりますと、当然これはもちろん市

民、県民の皆さんの合意も必要ですし、そうい

う意味での調査のプロセスの共有化が大事にな

ってくるのかなと思っています。

具体論で方法論として、そういう調査の過程

を県民の皆さんと深く共有しながらいくという

意味で、何かいい方法があればご教授いただき

たいと思いますが、いかがですか。

【片峰参考人】私たちがずっと主張してきたこ

とも、まさに大久保委員が言われたことなんで

す。

今回の発掘調査はいろんな意味があると思い

ますけど、最大なものの一つは、この調査のプ

ロセスを通して市民、県民、多くの人々が、こ

の県庁跡地、あるいはそこに眠る遺構の意味を、

とてもつない大きな意味を認識していただくこ

とが、ものすごく大事なんだと思うんです。

そういった意味では、調査のプロセス、調査

そのものが一つあります。だから、調査現場を

できるだけ公開してくださいというのはそのこ

となんです。

もう一つは、その調査がどう進捗しているの

か、どういう議論があって、その掘り方がどう

なっているのかと。掘るのをやめたり、さらに

掘ったり、あるものが出てきて、その評価がど

うだとか、いろんなことが今から起こってくる

と思うんですけど、そのプロセスをガラス張り

にして、市民、県民が共有することはとてつも

なく大きいと思うんですよね。

その意味を共有することが、長崎の将来、グ

ローバル化が進展する将来に向けて、非常に大

きな意味を持つ。長崎の個性化、どういうこと

で長崎は世界にアピールしていくのかという観

点も含めて、非常に大きな意味を持っていると

思いますので、先ほど申しましたけど、プロセ

スの進捗管理を、しかるべき委員会をつくって

いただいて、それをオープンで議論していただ

くことをぜひお願いしたいと思っています。

【大久保委員】 ありがとうございます。ぜひ、

今のご意見を参考にさせていただいて、また次

なる議会の場での反映につなげればというふう

に思っています。

それから、先ほど稲富参考人からもありまし

たように、国指定史跡である出島との一体化、

これも非常に大事な視点なのかなというふうに

私も思っております。出島そのものの価値は、

もちろんあるわけでありまして、その出島を管

理していた奉行所。

それから、先般の総務委員会の議事録を見せ

ていただいて、出島がどうやってつくられたの

かという議論が確かありました。やっぱり埋め

立てをしているわけで、築町あたりの土砂を持

って行っているんじゃないかと。そうなると、

さらに古い長崎のまちづくりに関する歴史にも
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つながってくると思うんです。

そういう意味で、ぜひここらあたりも参考に

させていただきたいと思いますが、これも方法

論として、出島と県庁跡地を一体化する調査の

いいアイデアがあれば、ご教授願いたいと思い

ます。

【稲富参考人】ご承知のとおり、出島は国の特

別史跡となっております。出島といえば、少な

くとも日本人であれば、ほとんど知っている遺

跡です。

世の中には国指定史跡は数多くありますけれ

ども、これほど日本国民全体に知られている遺

跡は、そうあるものではありませんし、同時に

世界の人々、特にヨーロッパの人々は、これを

知っております。ですから、それを目指してや

ってくると、そういうものがあるわけです。

今回、出島に出島門橋という橋が架かりまし

た。本来、橋は架かっているものだったのです。

防災上、取り壊された経緯があるのですけれど

も、橋を渡ったところにあるのが、実は県庁跡

地のあの長崎奉行所なんです。これまでは建物

が建っているものですから、なかなかイメージ

がぱっと浮かばなかった部分もあると思うんで

すけれども、今は建物がなくなって、私たちも

実は、歴史をやっていながら気づくわけです、

あれが長崎奉行所なのよねと。

そうすると、むしろこれは一体のゾーンとし

て、国指定化するかどうかは別としても、一体

のゾーンとして整備し、それが実は「ザ・長崎」

なんです。ここは委員会が違いましょうけれど

も、そこが一つの集客の装置となるのではない

だろうか。

文化財を守るということは、単に文化財を守

ればいいという問題だけではなしに、それをど

うまちの中に活用していくか、これをやってい

かないとなかなか、文化財の保存といっても皆

さんはぴんとこない。そうじゃなくて、それを

活用していく。

あれはまさにいいゾーンだろうと思うんです。

そこに私たちも少しずつ気がつき始めたのかな

という気がいたしますので、ぜひ、一体化した

ゾーン化。

そして、ああいうところに必要なものは、何

もないまちじゃないんです。やっぱり何かがあ

るまちなんです。

例えば、世界のそうしたところに行くと、必

ずその土地のものが売ってあったりするわけで、

むしろそうした現在の江戸町、あるいは築町と

も一体化した中での整備が描ければ、よりよい

のではないだろうかというふうに考えます。

【大久保委員】そういう意味では、この長崎の

まち全体に関わってくることにもなってきます

ので、ぜひ参考にさせていただきたいと思いま

す。

最後に久留島参考人にお尋ねします。重層的

な県庁跡地の歴史ということで、奉行所の後の

海軍伝習所、医学伝習所ということで、県も常々

言っておりますが、今日の先生の資料の中には

語学研修の場ということで、私も個人的にはフ

ルベッキ先生、ここで語学を教えて、あまりに

も教えるのが上手だったものですから、その後

は東京に呼ばれて東大の教養学部の前身をつく

られたと。そしてまた、フルベッキ先生に習う

ために、この長崎にたくさんの門下生が来られ

て、その人たちのほとんどが明治政府の高官に

なっていったと、まさにこの近代日本をつくり

上げていった、人づくりの原点があるのかなと

いう気がいたしましてね。

もうちょっとここらあたりは、海軍伝習所、

医学伝習所に勝るとも劣らない、語学というの
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をもう少し強く強調していきたいと私は思って

いるんですけど、そこらあたりの歴史的な価値

というものをご教授願いたいと思います。

【久留島参考人】 2点だけ、ちょっとお話をさ
せていただきます。

1つは、幕末にお話をもっていきましたけれ
ども、私は佐倉の歴博でございます。東の佐倉、

西の長崎と、言うのは簡単なんですけれども、

実際は佐倉は長崎から学んでいるわけです。で

すから、ある意味では私は、蘭学の発祥地であ

り、教授の場として一つ重要な意味を持ち続け

た。ここで訳されたものが日本に普及していく

わけですから、語学だけではなくて諸学ですね、

諸科学の原点はここにあったと。

それから、語学研修でいえば、例えば英語な

ども、おっしゃったように森山とか、長崎で通

詞たちがさまざまな形で活躍し始めるわけです。

ここで学んでいくのが最初であって、それから、

おっしゃるように、江戸に近い横浜へ移ってい

く。

しかも幕府が賢いのは、できるやつは全部幕

府の側にもっていってしまいますので、長崎の

位置がちょっと低いように見えるわけですけれ

ども、今おっしゃったような細かいところをち

ゃんと、もう少し丁寧に追えば、長崎が幕末に

おいて一定果たした役割は非常に大きいと、英

語などの教育も含めて大きいと私は思っており

ます。

【ごう委員長】 暫時休憩いたします。

― 午前１１時３０分 休憩 ―

― 午前１１時３１分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

質問のある方はいらっしゃいますか。

【北村委員】 本日は、お忙しい中、ご臨席を賜

りまして、本当にありがとうございます。

北村貴寿でございます。私は大村市選出なも

のですから、本当にこの件については、いろい

ろ勉強させていただきまして。

また、本日は高見大司教様のお話に、キリス

ト教の布教について、さらに深く勉強すること

ができました。本当にありがとうございました。

くしくも11月24日にローマ法王フランシス
コ猊下が来県されるということがございます。

この県庁跡地は、日本のキリスト教の布教のル

ーツであるというお話だったと思うんですが、

岬の教会のことを含めて、ローマ法王フランシ

スコ猊下にお話をされたり、アピールをされた

り、そういったことをお考えであられれば、お

聞かせください。

【高見参考人】ありがとうございます。長崎に

来ていただくことに決まりましたけれども、こ

ちらでそういったお話をするような時間とか場

は恐らくないと思いますけれども、ある程度の

資料は、教皇様に参考資料としては幾つか送っ

ております。

教会とか歴史だけじゃなくて、今は世界の中

でいろんな問題があります。平和、核兵器の問

題とか、いろいろありますので、今後、もう少

し私も勉強して整理して、改めて長崎の歴史の

始まりのところを教皇様にもぜひ知っていただ

こうと思います。同じイエズス会ということも

ありますので、とても関心があられると思いま

す。

【北村委員】ありがとうございます。県民総出

で歓迎をさせていただくことになろうかと思い

ますので、ぜひよろしくお願いいたします。

議論がいろいろとなされておりますけれども、

この調査のあり方についてとか、活用の仕方に

ついてというようなお話がありました。これが
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3カ月、1年、3年と長期的にかかるというよう
なところがありましても、最終的には、あの場

所をどうするか、県民・市民の皆さんにご納得

がいただけるような活用の仕方が、やはり最後

には必要なんだろうと存じます。

現在は音楽ホールを建てるという計画がござ

いますが、そういったことを進めた時にどのよ

うなことが想定をされるか。もしくは、出る、

出ないでいろいろ変わってきますけれども、重

要な遺構が出た時に、どのような整備をした方

が県民の、国民の財産となり得るのか、そうい

った活用についてのお考えがあればお聞かせい

ただければと思います。

【久留島参考人】 本当は県民、市民の皆様が、

もう一度考える場があっていいんじゃないかと

は思っていますけれども、私は、出たものによ

って、それは何も出なかったということだって

当然あり得るわけですけれども、どうも見てい

ると、何かが出てきそうだという感じがしてい

ますので、その出てきた物の保存の仕方、どう

いう形で保存ができるのかというところから決

まってくるんだと思うんです。

さっきクラクフの例を出しましたけれども、

あれを堀った時には、どうやって使っていいか

わからないような状態のもの。それをとりあえ

ず現状保存をしながら、しかも出てきたものを

博物館として展示をするという形で一体化して

市民に見せる、観光客に見せるというやり方を

とっていました。

一般論として見ると、遺構をどういう形で残

すのか、そして、その遺構から出てきたものを

どういう形で展示にもっていくのかということ

を結びつけながら、何かを考えるというのが一

つだと思っています。

ですから、ある意味では音楽ホールという形

でつくる可能性だってゼロではないわけですけ

れども、その時だって、出てきたものをそのホ

ールでどうするかとか、いろんなやり方がある

わけですよね。やはり私は、今後出てきたもの

によって少し柔軟に考えるというのが重要だと

思っていますので、その段階でもう一度。

私が活用委員会で聞かされた時には、もう初

めからそれはない話で聞かされていましたので、

そうではないとしたら、もう一度、その活用に

ついては、市民と一緒にもう少し考える余裕が

あってもいいのではないかと。

3年もかけるかどうかというのは、またちょ
っと別問題だと思いますけれども、少なくとも

納得ができるところまで掘ると。要するに後顧

の憂いがあってはいけないんじゃないかなと思

いますので、その段階で出てきたものを使うこ

とも、またこれも県民、市民と一緒に、一番い

い方法を考えるのが一番いいんじゃないかと思

いますが。

今申し上げたように幾つかアイデアはあって

も、何が出てくるかわからない状態では、ちょ

っとやっぱり私も、なかなかお答えしにくいと

ころがございます。

【北村委員】 最後に1点だけ。これもタラレバ
の話になってちょっと恐縮でありますが、重要

な遺構が出てきたと仮定して、国の指定をとっ

ていくということが必要になってくるんだろう

と思います。国の指定を取るために、現段階で

準備をしておくというか気配りをしておくこと、

そういったことがあればご教示をいただければ

と思います。

【稲富参考人】国の指定というものを前提にし

て調査をしていこうとすれば、全域にわたって

確認調査を行う、これがまず必要なことです。

そこに何が埋まっているかということが必要に
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なってきます。

恐らく国の指定の場合に、これは要件として

は十分あると思うんです。間違いない。しかし、

どれぐらい壊されているかということも当然考

えないといけないことだと。

ただ、それは今ここで議論しても仕方のない

ことですから、全域にわたって発掘調査を行い、

その実態を明らかにした上で国指定の申請をす

れば、それも一つの方法だろうと。

ただ、国指定をせずに保存するということも

実はあり得るんです。どちらがいいのか。国の

指定を受けることはできるんですが、一方で、

国指定にしてしまった時に、例えば展示施設を

建てようとかとした時に規制が起こります。こ

れはやっぱり考えよう。

ただ、その場合は指定地外、石垣の外につく

ればいいわけであって、そういうことも考えれ

ば、国指定というのは十分に今、考えておかな

ければならない問題。

もともと国指定の価値がないというのであれ

ば、こんなことは申しませんけれども、これは

国指定の価値が十分にあるとわかるところです

から、そのための全体にわたる調査を行った後、

実態を明らかにすることになろうかと思います。

【山本(啓)委員】 貴重な時間をいただきまして、
ありがとうございました。

基本的に、これからのいろんな整備をしてい

く上においては、県庁舎跡地に限らず、今を生

きている我々が判断をしなきゃいけないのは当

然であるわけですけれども、その中で、想像力

とか稲富参考人もおっしゃっていました。そう

いったものも重要になるし、決定をしていくこ

とが大事なんですけれども、それにふさわしい

情報とか、決定に足る知見といったものは専門

家の方々からご説明いただいて、そして、重要

性に対する認識が足りなかったという表現もあ

りますけれども、重要性を認めたということで

あれば、またその方向性というものを議論して

いくんだろうなと。しかし、やはり早急に決め

なきゃいけないと。

今日、やり取りを聞かせていただいて、私も、

2点ほど確認をさせていただきたいと思うんで
す。

その前に、久留島参考人がおっしゃったよう

に、しっかりと掘り進めていけば、教会に関す

るものが何か。

私は、地山までどんどん掘っていけばいいな

と思っているんですよ。長崎市史という古い書

籍を読んだら、森崎神社というのが出てきます。

教会の前には森崎神社があったと記されており

ます。私は、神社が出てきたらいいなというふ

うに思っている人間なんです。

そこに対する歴史的な探究はあります。しか

し、歴史を知っていくことであれば、1571年と
いわず、その前のことも含めて、長崎の始まり

とおっしゃるのであれば、何がそこにあって、

どのような歴史を踏んでいったのかというのは、

区切ることなくいいのかなと思います。

お伺いしたいのは、今日の議論で片峰参考人

は、プロセスの進捗管理のための委員会組織な

りが必要ではないかとおっしゃった。稲富参考

人は、発掘のための委員会と。2つ出てきてい
ると、私は別物だと思っているんです。これら

一つひとつが、今の時点で設置が必要であろう

と説いていらっしゃる。

同じチームであろうとは思いますし、そのこ

との違いを、2つが必要なのか、そういったと
ころも含めて、いま一度確認したい。

掘り方ですけれども、久留島参考人が先ほど、

工期について、県がつくった計画の中では3カ
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月プラス1年という数字が出ていて、それに対
して工期の長さということをおっしゃっている。

先ほどの北村委員とのやり取りで、3年かかる
のかどうかわかりませんがと、3年という数字
も出された。

この3年という数字の根拠はどうなのか、工
期はやはり3年ぐらいかかるものなのか、3カ月
プラス1年じゃ短いという認識でおっしゃった
のか、それぞれの質問についてご答弁をいただ

きたいと思います。

【稲富参考人】 まず3年の根拠は、実は明確に
3年ということではなくて、一つの言葉の上で
の符牒だと思っていただければいいと思うんで

す。1年以上はかかりますよと、じゃあ、3年か
かりますかと、あるいは3年以上かかりますか
と言われると、ちょっとここははっきりしない。

それはどういうことかといいますと、委員会

との関わりもありますけれども、3年と申しま
したのは、ここは重層的な遺構がある場所です。

一つは県庁があった。ずっと下にいくと、長崎

奉行所があった。さらに下にいくと教会があっ

た。教会も実は何度か建て替えていますから、

そこにも重層性があるであろうと。

そうしたものをきちんと調査していこうとし

た場合に、これは久留島参考人もちょっとおっ

しゃいましたけれども、奉行所の遺構というの

は相当壊されていることが予想されます。では、

その時に教会遺構まで掘ろうとすれば、奉行所

の跡の柱跡とか、そういうものは一応、記録を

して、飛ばさないと下に掘り進めないという問

題が起こるわけです。

その時に、委員会というのが問題になってく

るわけです。これは非常に保存状態が良いと判

断すれば、これを壊すわけにいかないから、も

うその下は掘るなよと。あるいは、これはもう

記録して掘ろうよと、その過程が要るわけです。

委員会に対して言っていかないと、単に発掘を

する者が勝手に判断して掘りましたというわけ

にはいかない遺跡です。

そういうことのプロセスを踏みながら、ずっ

と掘っていくためには、最低3年ぐらいはかか
るという意味です。あるいはそれが5年になる
かもしれないし、2年で終わるかもしれないけ
れども、大体3年ぐらいは一般的にかかります
よということで3年と申しました。
もう一つ、2つの委員会。調査主導委員会、

片峰先生が言われた委員会には、ちょっと差が

ありましてね。私が申しましたのは、発掘調査

を行う時に必要なアドバイスを行う、これが調

査指導委員会です。これはあくまでも調査の指

導であって。

しかし、今後、それをどう生かすのかという

問題になった時に、考古学研究者がそこまでし

ゃしゃり出て言う必要はないわけで、その時に

はまた別の委員たちがいて、そしてこれをどう

考えるかということになりますから、ちょっと

わかりづらかったかもしれませんけれども、私

が言うのはあくまでも発掘調査のための指導委

員会、片峰参考人がおっしゃるのは、そこから

先の、（発言する者あり）違うそうです。

【片峰参考人】進捗管理という言葉が少し誤解

を招いたかもしれません。僕は、稲富参考人が

言われたとおり、まさに適切かつ的確な発掘調

査を行うための進捗管理という観点で進捗管理

という言葉を使ったんです。そういった意味で

は、稲富参考人が言われた、いわゆる指導委員

会と同じものを考えた。

ただ、山本(啓)委員が言われた進捗管理とい
うのは、予算も限りがあると、工期も限りがあ

ると、そういった進捗を適切に、どっちかとい
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えば行政的な観点での進捗管理ですよね。それ

は恐らく、しかるべき委員会も既にお持ちだと

思いますし、僕が言っている進捗管理には、そ

の観点はないです。

【山本(啓)委員】今の説明であれば、発掘をし

ていく専門的な分野についての委員会というこ

とであって、その中身についての進捗管理をし

ていくと。同時に、県民や市民に対してもオー

プンに、わかりやすいように、そこを同時に共

有していくことによって市民も県民もわくわく

していくだろうし、その重要性もみんな共有で

きるだろうからという話があった。

ただ、片峰参考人が最後におっしゃったのは、

行政が行う工期や予算やといった部分の進捗に

ついては行政が行うわけですし、県庁が判断す

ることであるから、議会と県庁が決めることで

あって、そこまで踏み込んだものではないよと

いうところをお話しいただいたという理解でよ

ろしいですね。（発言する者あり）

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

山口(経)委員、よろしかったでしょうか、最

後に。

【山口(経)委員】先ほどは時間がないというこ

とで途中で切れておりました。

陳情書の（3）で、現場を公開する機会を設
定していただきたいということですけれども、

現状の公開の機会では足りないということです

か。

【片峰参考人】我々考える会が、さまざまな形

で社会に発信するプロセスの中で、最初に僕も

申し上げましたけど、教育委員会としては極め

て真摯に対応していただいて、そういった情報

公開という観点でも非常によく対応していただ

いているというふうに感じています。

僕が今回申し上げましたのは、今から開始さ

れる具体的な発掘調査そのものに関する公開で

す。今までの発掘調査に関しては、結果は公開

されても、そのプロセスを公開するといった事

例はあまりなかったと思うんです。

そういった意味で今回は、現場の公開も含め

まして、そのプロセスを公開して、市民、県民

がそれを共有して考えていく、そのプロセスが

ものすごく大事だということを申し上げている

わけで、今後の話なんです。今後はぜひ、発掘

調査のプロセスを公開していただきたいと、考

え方を含めまして、議論のあり方も含めて。

【山口(経)委員】そうしますと、先ほども山本

(啓)委員が発言しておられましたけれども、こ

の歴史的な重要性を市民・県民の皆さんで共有

するための期間、あるいは機会が必要であると

いう考え方なんでしょうか。

【片峰参考人】 はい。それで、基本的に結構だ

と思います。

【山口(経)委員】そうしますと、歴史的な重要

性ということで、先ほど私が、どこにスポット

を当ててという考え方をお持ちですかとお尋ね

をしたんですけれども、一番表現したい、この

遺構の重層性とはどの辺になってくるわけです

か。それぞれにお考えはお持ちで、それぞれの

お考えでやられるということなんでしょうか。

考える会としての統一した考え方をお願いした

いんですけど。

【片峰参考人】考える会の発足の趣旨は、最初

に少し申し上げました。まさにこの時点にあっ

て改めて、この県庁跡地に眠っている遺構の価

値に関して、もう一回勉強し直そうと、研究を

し直そうと、新たな価値観を掘り出していこう

と、そういった研究者、アカデミアとしての一

つの考え方がございます。

それとともに、さっきから申し上げています
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ように、この重要な遺構の意味を多くの市民、

県民と共有することが長崎の将来につながるん

だということで、啓発を一生懸命にやりましょ

うと。その過程で、そのためにはこのプロセス

を、きちっとした徹底的な調査をまずやってい

ただいて、それをガラス張りにして我々に公開

していただく。それが、最初に申し上げた目的

に対してものすごく重要な意味を持つというこ

となんです。

ただ、どのように掘るかと、あるいは、堀っ

た結果として、どのようにそれを活用につなげ

るか。もうちょっと踏み込んで申し上げれば、

現在県がつくっておられる整備計画案に対して、

どのような立場で臨むのかと。ここに関して、

考える会総体としては、まだきちっとした議論

を行っているわけではありません。まさに言わ

れたように、それぞれの考え方が若干の幅をも

ってあると思います。

だけど、とにかく徹底的な調査をやると。そ

の結果として何かが出てくれば、そこでやっぱ

り考えるべきだと思うんです。

考える会として、今後の私たちの問題意識は、

これを次に、跡地の活用とかという問題まで考

える会として踏み込むかどうかというのは、ま

だ決まっていません。恐らく、新しいほかの組

織、もっと幅広い市民、県民、もっと異なるよ

うな人材も含めまして、行政と一緒になって考

えるような組織が必要かもわかりません。

そういった意味では、言われたとおり、考え

る会として、きちっとした統一見解がない部分

はまだ残っているとご理解いただければと思い

ます。

【山口(経)委員】県庁跡地を活用して、長崎の

さらなる観光の振興を図ろうという形の中で、

いろんなお考えを持った方がいらっしゃるし、

県庁が移転したがために周辺のさびれた状況も

あって、早く何とか活用してくださいというお

考えもあるし、学術的にはこうして非常な大事

な遺構が眠っているから、ちゃんと調査をした

上で活用をしましょうというお考えもあるし、

いろんな考え方が今、錯綜をしているわけで、

その辺に整理をつけるのが行政の役割になって

くるわけです。大変重たい役割になってきてい

るわけです。

その重要性について、我々もまた勉強をし直

さないといかんと思いますけれども、参考人の

先生方からも、そういうご発信をどんどんやっ

ていかれる必要もあろうかと思うんですけれど

も、その発信のあり方については、いかがお考

えでしょうか。

【稲富参考人】発信というのは、実は極めて重

要な問題だろうというふうに認識をしておりま

す。

現時点で考えられるのは、この考える会には

片峰先生らも中心としながら、さまざまな学者

の人たち、まちづくりに関わった人たちもいら

っしゃいますけれども、まずは、この歴史の重

要性をきちんと市民、県民に伝えていく。

そういう意味で前回、6月にシンポジウムを
行いました。メルカつきまちの市民プラザホー

ルでした。あそこは280人が定員なのですけれ
ども、当日は350人ほど来られまして、その関
心の高さに驚かされました。しかし、それでも

まだ350人でしかないのです。
今度、11月17日に、長崎大学の中部講堂をお
借りして、一般市民の方にこの問題を広く伝え

ようということでシンポジウムを計画しており

ます。ただ、それでも実は足らないと思います。

今度、本も出ます。もう間もなく、この問題

に関するシンポジウムの内容を記した本も出ま
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す。そういうことを通じながら、広く一般市民、

県民の方たちに、私たちは学術的な立場で広げ

ていくことを、これ以降も考えておりますので、

何とぞご協力をお願いできればと存じます。

【ごう委員長】ほかにご質問はこありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ほかに質問がないようですので、

本件についての質疑応答を終了いたします。

参考人の皆様方におかれましては、本日は大

変お疲れさまでございました。

本委員会を代表いたしまして、お礼を申し上

げます。本当にありがとうございました。

午前中の審査はこれにてとどめ、午後は1時
30分より、引き続き県庁舎跡地の遺跡発掘調査
についての集中審査を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５８分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

まず、初めに、昨日の教育委員会の審査の中

におきまして、山口(経)委員の質問に対し、教
育長の答弁の内容の発言の訂正がきております

ので、これを許可いたしたいと思います。（発

言する者あり）

それでは、審査に入ります。

まず、学芸文化課長より、資料の説明をお願

いいたします。

【草野学芸文化課長】お手元に「県庁舎跡地に

おける埋蔵文化財発掘調査について」という横

長の資料を配付しておりますので、ご覧くださ

い。

県庁舎跡地の解体工事における本課職員の工

事の立ち合いの経過報告と、今後の埋蔵文化財

の発掘調査計画について、ご説明いたします。

資料の1ページをご覧ください。
本年4月11日から、本課の文化財保護主事が

解体工事に立ち会い、地下遺構が壊されること

がないよう、工事の状況を確認しておりました。

立ち合いにおいては、2ページにありますよ
うに、黄色に塗っている部分と黄緑色で塗って

示した部分につきましては、地山といわれる、

人類の生活の痕跡がこの下には残っていないと

考えられる地層を立ち合いにより確認しており

ます。

この図の下側が出島側になりますが、本館西

側と立体駐車場の付近の赤色の部分が、地山が

確認できていない部分です。特に本館西側部分

については、地下の基礎の遺構の保護のため、

基礎の解体をしないで残した状況で、基礎と基

礎の間にも試掘抗を入れて埋蔵文化財の調査を

することとしています。

3ページ以降に、立ち合いの状況の写真で記
録したものを掲載しておりますので、ご覧くだ

さい。

今回の立ち合いで、過去の県庁舎建設により

掘り返され、がれきとなった土の中から、県庁

食堂の銘の入った茶碗や明治初期のコンプラ瓶

の破片のほか、縄文土器などが採収されました。

特に、花十字紋瓦2点が採集されています。
5ページ、6ページをご覧ください。
下の方に花十字紋瓦の写真も載せております。

花十字紋瓦というのは、十字の四方の先端の方

に花びらの飾りがついた花十字紋が模様に用い

られた瓦で、当時の教会関連施設にふかれてい

た瓦と考えられているものです。がれきの土の

中から採集されたもので、他所から持ち込まれ

た可能性もあることから、出土品のその地点で

の遺跡の内容や性格を決定づける資料とはなら

ないものではありますが、引き続き、これらの
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検討は行ってまいりたいと考えております。

5ページ上段の写真8は、第一別館のスロープ
のところの写真です。壁の中の土の色と、スロ

ープ下の土の色が同じ茶色の造成土というのが

わかります。

また、その右、写真9は南門あたりの写真で
す。地下に大きい基礎が、地中深く埋まってい

るのが見てとれます。

次に、右下の写真12は、第2別館の写真にな
ります。ここにも地下室があり、地表から掘り

下げられていることがわかります。

6ページの上段、写真15、右端です。これは
県庁の玄関あたりの基礎を抜いたところの写真

ですけれども、黄土色の地山という部分のとこ

ろまで基礎が入っていたことが見てとれます。

7ページをご覧ください。上段右端の写真21
は中庭の地下室で、旧県庁舎の機械室があった

ところです。これは、深さが基礎部まで6メー
トルほど掘り込まれている大きな地下室になっ

ております。この地下室も地山の中に設置され

ているような状況になっております。

その下の段、写真22から24は、本館西側で基
礎を抜かずに残したところです。四角で囲んだ

ところ、このあたりの基礎を抜かずに調査を、

試掘抗を入れて行っていきたいと考えておりま

す。調査においては、遺構の有無について、し

っかりと確認をしてまいりたいと考えておりま

す。

8ページをご覧ください。埋蔵文化財の発掘
調査の流れです。

県庁舎跡地は、平成6年3月に埋蔵文化財の包
蔵地ということで登録されております。この包

蔵地において開発工事が計画された場合、まず

は確認調査を行います。遺跡の有無を確認した

上で、下から3段目にあります本調査を行うか

どうかの検討を行っていくという2段階に分け
ての埋蔵文化財の調査を行う形になります。

確認調査、本調査により遺構が確認された場

合は、右側の遺構ありという流れになりますけ

れども、建物の配置を変えたり、計画を一部変

更したり、保存できないか、活用できないか、

そういったことを事業者側と協議して進めてい

くという形になります。

次に、9ページをご覧ください。
発掘調査は、文化庁が示す埋蔵文化財の標準

に基づき実施することとなります。ここにお示

ししております基準は、保存・活用のための発

掘調査における考え方を示すものです。

抜粋になりますけれども、発掘調査は遺跡の

理解のために必要なものといえども、それによ

って結果的に遺跡自体の解体・破壊をもたらす

という一面があります。将来、調査地周辺の調

査研究成果の進展等により、遺構の規模や重複

関係、性格等の既往の成果について再検討を行

う必要が生じたり、調査技術の進歩により、現

在では明らかにできないことが確認できる可能

性があります。そのため、将来の調査・研究に

支障とならないように、また文化財を保護する

観点からも、可能な限り現状のままで残してお

くことが求められます。そのような点から、調

査範囲は調査目的が達成できる範囲で、発掘に

よって全面を悉皆的に調査することを避け、遺

跡の重要な情報を含んでいる遺構埋土の保存に

も配慮することを心がける必要があります。こ

のような考えで進められることとされておりま

す。

発掘調査は、先ほど説明をいたしましたが、

遺構の有無や範囲、深さ等を確認する範囲確認

調査と、その結果を踏まえて行う本調査の2段
階に分けて行うこととなります。
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10ページをご覧ください。
まず、範囲確認調査を目的とした発掘調査を、

解体工事終了後、速やかに行ってまいりたいと

考えております。今回の調査では、平成21年度、
平成22年度範囲確認調査で調査できなかった
箇所を中心に、18カ所を設定しております。前
回の調査と合わせて、県庁舎跡地全体の埋蔵物

の状況が把握できるというふうに考えておりま

す。

11ページをご覧ください。
今回、開発が伴わない広場については、前回

の調査で、もう既に調査を行い、県議会議事院

の基礎等の発見がされていることから、今回は

現状保存いたします。

前回、建物が建っていて未調査の文化ホール

が予定されている本館部分、及び交流おもてな

しの空間として施設整備が予定されている南側

の部分を中心に発掘調査を行いたいと考えてお

ります。

12ページの赤色で示す部分が、今回の調査箇
所です。江戸時代の文献等で絵図等がありまし

たので、それらをもとにして調査箇所を決定い

たしております。調査箇所の決定に当たっては、

長崎県文化財保護審議会のご意見のほか、日本

考古学協会、九州考古学会、長崎県庁舎跡地遺

構を考える会の皆様のご意見も伺いながら決定

したところであります。

調査のスケジュールですが、範囲確認調査に

約3カ月、その後の必要な本調査と合わせて、
概ね1年をかけて埋蔵文化財の調査をしていき
たいと考えております。

なお、調査においては、安全面に配慮しなが

ら、発掘調査の成果の現地見学会の実施や、調

査状況の経過についてもホームページなどを通

して情報提供してまいりたいと考えております。

以上で私からの説明を終わります。

【ごう委員長】それでは、委員の方からご質問

をお受けいたします。

ご質問はありませんか。

【宮本委員】 午前中は参考人の皆様方に、陳

情書の説明であったり、長崎の歴史と文化を伝

えるためにということで非常に貴重なお話をい

ただきました。恐らく、あの時間帯ではお話し

できないことも多々あろうかと思って、私も聞

かせていただきました。県庁舎跡地については、

なかなか踏み込んで私自身も調査をしていなか

ったということを反省しながら聞かせていただ

いておりました。そして、端的に、確認を踏ま

えて質問をいたします。

いただいた陳情書と今回の学芸文化課よりい

ただいた資料を見比べながら、いろいろ自分な

りに考えておったんですけど、まず、いただい

た陳情書は（1）から（4）まであるんですけれ
ども、（3）の随時現場を公開する機会を設定
してくださいということで、プロセスを視覚的

に共有しとあるんです。午前中にいただいた説

明は、その前から県民、市民の皆様方に公開し

ていただきたいというお声もありました。

陳情書の（3）が、いただいた資料の7、調査
現場の公開に当たるというふうに認識をしてい

いんでしょうか。まず確認をさせてください。

【草野学芸文化課長】 配付資料の10ページ、
下から2つ目の7、調査現場の公開、この部分に
当たります。

調査は、地山まで深いところで7メートルと
いう深さのものもありますので、安全面に配慮

しながら見学会というようなものは設定してい

かなければならないと考えております。

ここに書いておりますように、現地見学会と

いうことで調査を途中ででも見ていただくよう
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な機会を、今のところ11月末、12月末と、一月
に1回程度設けたいと考えておりますし、調査
の進捗については、週ごとでもホームページ等

で公開をしていきたいというふうに考えており

ます。

【宮本委員】確認ですが、調査現場の公開は現

地に入るということですので、県民、市民の皆

様方を対象に、手法はどういう形でされるのか

ということだけ確認させてください。

【草野学芸文化課長】現地見学会は、他の発掘

調査でも実施はしており、いついつ公開で現地

見学をできる機会を設けますと広報で周知をさ

せていただき、一般県民の方、皆さんに見てい

ただく機会を設けて、職員が今の調査状況を説

明すると、そういう機会になろうかと思います。

【宮本委員】現場を公開するという面に関して

は、こういった形で県もやっていますというこ

とかと思います。

陳情の（1）では、十分な調査期間と予算を
かけたいということです。範囲確認調査計画の

8その他で、約3か月と概ね1年の埋蔵文化財調
査を予定しているとあります。

午前中の審査で、まだまだこれでは足りない

ということですけど、この3カ月、概ね1年とい
う調査の期間は、国が決めたものなのか、それ

とも県と専門家とで、これが妥当だと、これぐ

らいあれば大丈夫だということで決められたの

か、そこも確認させてください。

【草野学芸文化課長】発掘調査の期間は、九州

の調査基準というのを九州各県で共通に研究を

して持っておりまして、その九州で設けた基準

に平米数と深さを入れますと、かき出す土の量

あたりが一定計算でき、調査員を何名配置する

と入れると、自動的に日数が何日でできるとい

うような基準があります。その基準で3カ月と

いう数値が出てきております。その基準に合わ

せて算定しているところであります。

【宮本委員】 それでは、約3カ月の範囲確認調
査と概ね1年の埋蔵文化財調査で妥当だという
認識でよろしいでしょうか。

【草野学芸文化課長】今のところは、九州調査

基準を使った計算で3カ月と出てきております
ので、その分で調査できるというふうに考えて

おります。

これは調査員の数で、例えば15人で3カ月と
いうのを、30人に増やすと日数は半分でできた
りもするんですけれども、我々の調査体制とか

予算面等を考えて計算して3カ月という日程を
組んでいるところです。

【宮本委員】これの後に続くスケジュールがあ

りますね。跡地を活用して文化ホールをつくる

と、九州の基準で今後のスケジュールも立てら

れていると思いますから、これを仮に長くする

ならば、その後のスケジュールにもずれが生じ

るというような認識でいいのか、確認させてく

ださい。

【草野学芸文化課長】 今のところは、概ね1年
をかけてというスケジュールを我々はいただい

ておりますので、その間で調査できるというふ

うに思っております。

【宮本委員】そうですね、それで立てられてい

るんでしょうけど、例えばそれが2年とか3年か
かった場合、後のスケジュールにももちろんず

れは生じてくるということでしょうか。

【草野学芸文化課長】 それはもう、2～3年遅
れれば、当然その分の影響は出るかと思います。

【宮本委員】いろんな観点から考えていかなけ

ればならないと思います。確かにどこをとって

も重要であると思いますし、調査期間がそうい

った形で妥当だということであるならば、これ
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にのっとっていくという県の姿勢もうかがえま

した。

さらに、平成21年度と22年度に調査を行った
ところは今回は行わない、現状保存ということ

ですが、平成21年度と22年度に行った調査は、
今回行う調査と同じようなものですか。または

違う調査なのか、教えてください。

【草野学芸文化課長】 平成21・22年に行った
範囲確認調査も、今回の範囲確認調査も同じも

のでございます。

平成21・22年に行った調査は、建物が建った
状態でしたので、前庭の広場のあたりとか、横

の駐車場、南門から入ってきたあたりを調査し

ております。石垣の部分を6カ所、トレンチに
よる試掘調査を8カ所、全部で14カ所、それと
ボーリング調査も19カ所で実施しているとこ
ろです。

今回は、その当時建物が建っていてできなか

った部分を中心に18カ所設定をして、その両方
を合わせて県庁舎跡地の全体の遺跡の概要が把

握できるというふうに考えております。

【宮本委員】県の調査の意向と範囲と、さまざ

ま確認をさせていただきました。

午前中にいろいろ聞いたところでは、全体的

にするべきであるという話も聞くことができま

した。埋蔵文化財、非常に難しいんだろうなと

いうふうに思っていますが、今回、ホールとお

もてなしの空間のところだけをするということ

でありますけれども、調査対象地外となってい

るところを含めて、より深くやっていこうとい

うふうな考えはないのかどうか、お聞かせくだ

さい。

【草野学芸文化課長】 12ページに今回の調査
箇所を載せておりますが、青い紫色で示したあ

たりが平成22・21年に調査した部分で、広場の

ところには、20メートルぐらいの結構大きなト
レンチを入れて調査をしております。そこには、

旧県庁舎や県議会議事院等のレンガ造りの遺構

とか、そのほか江戸時代の遺構であったり、安

土桃山時代の柱の跡、ピットみたいな柱の跡も

幾つか遺構が出ております。

その時には、遺構まで2.5メートルぐらいのと
ころまで掘り下げられて削られていたというよ

うな状況等も確認をしておりまして、私どもは

一定、この広場にどんなものが、どういう状況

で、どれぐらい埋まっているのかというのは、

もう把握できているというふうに考えておりま

す。

そういった意味では、ここは全部調査して出

すのではなくて、必要な情報は既にもう手に入

れておりますので、今後、何らかの開発行為が

及ぶようであれば再度、本調査をどうするかと

いうことを考える必要があるかと思いますけれ

ども、現在開発が及ばないところは、文化財の

保護の観点からも現状保存で、何もしないでそ

のまま保存するというのが文化財の保護の考え

方になりますので、そういう形で今回は既に調

査済みという見解を示しているところです。

【宮本委員】さまざまの委員会でも議論をなさ

れたかと思います。資料もいただきました。8
ページには保護体系とかも書いてあります。

仮の話になりますが、陳情書の（４）にもあ

りますが、貴重な遺構とか遺物が発見された時

の対応というのは、これに沿っていけばあるん

でしょうけれども、どういったお考えなのかだ

けお聞かせください。

【草野学芸文化課長】 8ページの文化財調査の
流れですけれども、まず予備調査、今回の範囲

確認調査を3カ月、18カ所やって、そこで何ら
か遺跡、遺構が出てきたとなると、次のステッ
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プの遺跡の取り扱いを協議するという形になり

ます。それは、どういった遺構、遺物が出てき

たのかを、それぞれ専門家に、文化財保護審議

会にも遺跡や石垣やキリシタン史、文献の専門

家がおられますので、意見を聞きながら、どう

いったものかと評価しまして、それをどうして

いくのか協議します。例えば設計の柱を横にず

らせば、その遺構がそのまま保存できるとか、

これを保存した状態で活用に使おうとか、そう

いう協議も含めてどうしていくのかというのを

協議をし、検討しながら進めていくという形に

なります。そういった際には、当然我々だけで

はなくて専門家のご意見も聞きながら、協議は

進めていきたいというふうに考えております。

【宮本委員】 今後、調査の中でいろんな問題、

課題、そしてまた発見等も出てくるかと思いま

すので、今回の陳情書にありましたが、いろん

な方々との意見の交換の場というのは大事かな

と思いますので、しかるべき専門家にご相談す

るなり、意見をいただくという姿勢も大事であ

ろうと思いますから、そういうところも絶やさ

ずに今後の調査を進めていただければと思いま

す。

調査期間によっては跡地整備計画の見直しと

いうのはどうなのかなとも思いますが、実際、

この計画の見直しについては、今は言いにくい

ところはあるかもしれませんが、整備計画を見

直すべきところがあるものなのか、その点だけ

確認をさせてください。

【草野学芸文化課長】整備計画についての意見

は、私どもでは述べることができません。

調査についてはしっかりやっていきたいとい

うふうに考えております。

【宮本委員】これも昨日ありましたけど、部局

横断的に取り組んでいただければと思いますし、

今回の陳情書もしっかり踏まえた上で対応いた

だければと思います。以上です。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【堤委員】午前中の参考人の皆さんのお話をお

聞きして、私も不勉強で、あまり存じ上げてい

なかったんですけれども、県庁の跡地を活用し

ていく計画は前にご説明いただきましたけど、

今日の午前中のお話を聞いて、本当に長崎の始

まりの岬の教会の跡であると、大変重要な遺構

であるということを勉強させていただきました。

平成21年・22年に既に確認をしていると、そ
の部分についてはもう今回はしないということ

ですけれども、どの辺まで調べられたんですか。

さっき、20メートルとか言われましたけど、違
いますかね。

【草野学芸文化課長】文化財の発掘調査は、地

中の地山というところまでに、どんなものがど

の程度埋まっているのかを確認する調査になり

ます。広場の方も地山が見えるところまで掘り

下げていって、一番新しいところでは、明治時

代の旧県庁舎の煉瓦の遺構とか、その下にはま

た、削り取られてはいましたけれども、江戸期

の遺構と安土桃山のピット、そういったものが

確認されております。その下は地山ということ

で、そこまでの調査は終わっておりますので、

前庭の広場については一定調査をしているとい

う形です。

【堤委員】参考人のお話では、全体を通した発

掘をするべきではないかとか、既に確認した箇

所についても手をつけないのはどうなんだろう

かと、そういうご意見もありました。

それから、触らないでそのまま保存しておく

のが文化財保護の基本と、そういうお話があり

ましたけれども、岬の教会の跡を発掘するとい

うことでいえば、今回の調査でそういうことが
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確認されなければ、そのままにしておくという

ことになるわけですね。

【草野学芸文化課長】埋蔵文化財の基本的な考

え方からいうと、そういう形になります。

原の辻遺跡は特別史跡で、埋蔵文化財の包蔵

地は100ヘクタールぐらいあるんですけれども、
それを全部掘り上げて確認してしまうかという

と、そういうことではありません。文化庁との

協議の中では、15％程度までしか調査できない
というような取り決めもしている状況でありま

すので、全部調査してしまうということは、ま

ず考えられません。

江戸期にあった奉行所の遺構の下に岬の教会

の遺構ということで、岬の教会の遺構を全部出

してしまうためには、江戸期の奉行所の遺構を

記録保存で掘り上げて全部取ってしまうと、全

部を破壊してしまう形になるので、必要な範囲

で調査をしたいというふうに考えております。

【堤委員】私も不勉強で、なかなか思うところ

を言葉にできないでいるんですけれども、この

遺構の発掘調査について期待をされている皆さ

んもいらっしゃると思うんです。そういった声

にお応えすることはなかなか難しいのかなと思

っているんですが、そこのところはどうなんで

すかね。

【草野学芸文化課長】私どもも、文化財保護審

議会の委員の皆様のご意見を聞きながら、今、

文献が残っているのは江戸時代の奉行所の絵図、

そういったものです。そういったものを見なが

ら、遺構がありそうな部分を絞って調査をして

いこうと思っております。

ただ、岬の教会は、実際にどこにあったのか

という文献等はしっかりと残っておりませんの

で、どこにあったかはまだ特定できておりませ

ん。調査の中で確認していく形になろうかと思

っております。

【堤委員】意を尽くしませんけれども、参考人

の皆さんから幾つもありましたご意見なども十

分生かして今回の発掘調査を進めていただきた

いと思いますし、今日の参考人招致の審査の中

で、私たち委員も今まで以上に、県庁跡地につ

いては大変意義のある場所である、歴史的に本

当に価値のある場所であるという認識を深めさ

せていただきましたので、そこのところを、意

向を十分酌んだ工事といいますか、発掘調査を

進めていただきたいと思います。

【ごう委員長】 ほかにご質問はありませんか。

【山本(啓)委員】 午前中に参考人の方々と、非
常に意義のあるやり取りができた、そして重要

性について確認ができたのかなと思っておりま

す。そのことを踏まえて、理事者の方々にお尋

ねする前に、前提としてちょっと確認したいん

です。

私は平成23年当選で、いわばこういった議論
からすると、少し遅れて来た議員です。今日の

やり取り、午前中の参考人の話を聞けば、県庁

行政は、この場所の重要性について全く踏まえ

ずに議論を重ねてきて、そして跡地利用を打ち

出してと、発掘の仕方についても足りていない

んじゃないかと、一見すればそういうふうな印

象を受けるんです。

ただ、そういった言い方を参考人の方々もさ

れませんでしたし、発言において、市川森一さ

んの発言を聞きながら、しっかりとスタートか

らその重要性というものを押さえつつ、埋蔵文

化財の保護の体系とかを示しながらやってきた

と。

要するに今日の参考人の方々のお話は、今の

取組の重要性について、もっと深めるべきだと、

そこは私たちも認識を深めなきゃいけないから
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重要だと、それは行政側も、改めていま一度、

世界遺産という一つの要因もありますから、必

要性としては重ねなきゃいけない。

しかし、発掘の方法については、そこまで重

要性を軽視した議論を積み重ねたものだったの

か。埋蔵文化財の発掘体系についても、保護体

系についても示していますが、何か欠落したも

のがあって、調査の仕方が足りていないという

指摘を受けているものなのか、前提としてその

部分を。簡単に言えば、跡地利用が先に出てい

るから、何も議論せずに跡地の開発の方が先に

出ているという議論になっているのか、その部

分を少し、前提として確認をさせてください。

教育長、よければご答弁をいただきたいと思

います。

【池松教育長】例えば8ページに、平成6年3月
に、県として、ここがいわゆる周知の埋蔵文化

財包蔵地であるということを決定しております。

この時に名称を長崎西役所跡としているのは、

先ほど申し上げたとおり、岬の教会については

何も文献に残っていないものですから、いわゆ

る科学的根拠というんですか、文献や絵図等か

ら西役所跡と考えられるということを根拠にし

て、いわゆる埋蔵文化財包蔵地だという決定を

しているわけです。これが平成6年です。
先ほど申し上げた平成21年と22年の事前調

査も、県庁舎の移転がほぼ確定をした時に、そ

の後の埋蔵文化財調査の先駆けといいますか、

空いているところを先にやったということです。

企画の方でつくっております県庁舎跡地整備

方針の中にも、「県庁舎跡地は、岬の教会や長

崎奉行所、4代にわたる長崎県庁舎などが置か
れ、その後も長崎のまちの中心としての役割を

果たしてきた、歴史的に重要な土地であるとと

もに」というふうに前振りで書いておりますの

で、県としては、十分歴史的な意義がある土地

であることは承知をして、いろいろ検討を進め

てきたということであります。

【山本(啓)委員】 その後、またさらにですね。

今日の午前中の参考人の方々から発言があった

ような内容も踏まえて、さらにその重要度が増

してきたという表現は、私は否定されないんだ

と思います。しかしながら、軽々に取り扱って

きたわけではなくて、当然この場所は重要なと

ころであるから、発掘も、またその後の開発に

ついても丁寧に、重要な場所としてのものを積

み上げてきたということが前提ですね。

その上で、この陳情書の4項目について、1項
目ずつ答弁をいただきたいと思います。

【草野学芸文化課長】先ほどまでの回答の中に

も含まれているかと思いますけれども、（1）、
（2）、（3）あたりについては、これから解体
工事が終わった後に速やかに、まずは確認調査

から入っていきたいというふうに思っていると

ころです。何か遺構が出てきた場合には、そこ

で専門家のご意見を聞きながら、協議しながら

進めていきたいというふうに考えております。

（2）の発掘調査指導委員会につきましては、
何らかの形で遺構の確認がされている遺跡、ま

たは既に史跡の指定を目指して動くもので、何

が埋まっているのかがある程度わかっていて、

それをどうやって事業研究で調査していくのか

という時に設置するものです。範囲確認調査で

遺構の有無がわかって、何時代のどういったも

のが埋まっているとわかって初めて、その専門

家を呼んできて調査のアドバイスを受けるとい

う形になりますので、遺構の有無が確認できる

前の段階での設置は考えておりません。遺構が

出てきましたら、それに応じて専門家のご意見

を聞きながら進めてまいりたいというふうに考
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えております。

（3）については、先ほど、随時公開する機
会についてご説明したとおり、現場見学会やホ

ームページで情報提供をしたりして、そういっ

た形で県民の皆さんに見ていただく機会を設け

ていきたいというふうに考えております。

【山本(啓)委員】 ありがとうございました。
ただ、今日の午前中の参考人の発言の中に、

特化した専門家という発言が何度もありました。

これは、県庁内に専門の職員もいらっしゃるか

と思いますが、それではない特化した専門家と

いう説明があって、そういった方を選任して採

用することが必要だということ。

併せて、発掘調査のプロセスを視覚的に共有

し、その中身がどのように重要性があるのかと

か、県民との情報の共有と同時に、その都度、

判断するためにガラス張りの状況が必要だと。

あの発言は、お二人の参考人の方からそれぞ

れ、発掘調査指導委員会というものと、判断す

るためにガラス張りでプロセスを視覚的に共有

するためにと、同じ組織で構わないけれども、

それぞれ違う角度のお話があったと私は理解し

たんです。であれば、やっぱり発掘の初期段階

からガラス張りでないと。

片方は、何が出てきたかで特化した専門家を

用いる根拠になるかもしれないけれども、ガラ

ス張りにするためには、初期からそういった専

門家の方との関わりの組織が必要なのかなと、

少し感じたんですけれども、いかがですか。

【草野学芸文化課長】私どもの文化財保護体制

の中で、県の文化財保護審議会というものを設

置しております。これは専門家の先生方につい

ていただいているんですけれども、その中には

史跡の専門家、考古の専門家、遺跡活用の専門

家、キリシタン史の専門家、文献の専門家がお

られますので、遺物・遺構が出てきた時には、

まずは相談をさせていただいて、さらにもっと

スペシャリストの専門家の必要があるようでし

たら、全国的に有名な専門家にご相談させてい

ただいて、調査についてのアドバイスもいただ

きたいというふうに思っております。

【山本(啓)委員】 じゃあ、私の指摘に対する答
えとしては、初期の段階でどういった専門家を

招聘するかという部分の距離感は、そんなに間

があくものじゃないんだと。すぐに、参考人の

方がおっしゃったようなガラス張りの状況はで

きるというような答弁だったと理解していいん

ですか。

【草野学芸文化課長】遺構の有無にもよります

けれども、遺構が出てきた場合には、そういっ

た形で進めていきたいというふうに思います。

【山本(啓)委員】 言葉じりをとるわけではない
ですけど、午前中は、100％遺構があるという
テンションでやり取りをしていたものですから、

遺構の有無というのは、どういった遺構である

か、ですよね。どういった遺構であるかによっ

て、特化した専門家を招聘と。遺構があるとか

ないとか、そういう議論ではないんですよね。

【草野学芸文化課長】 おっしゃるとおりです。

遺構のある、なしも含めて、結局どういったも

のが出てくるかで、どういった方にアドバイス

をいただくのかが決まってまいりますので、埋

蔵文化財の調査の結果を見て進めさせていただ

ければと思っております。

【山本(啓)委員】 最後にしたいと思います。
午前中にも私は申し上げました。1人の参考

人の方は、かつての教会を破壊した後に神社が

建ったんだという歴史の紹介がありました。私

は、いやいや、その前に神社があって、その後

に教会のまちなみができたんだと申しました。



令和元年９月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（９月２５日）

- 104 -

その時代に生きていないわけですから、いろん

な書物を確認して、いろんな説を確認してとい

う作業になる。ただ、掘っていくことによって

何かしらのことが明らかになる。

ただ、ちょっと聞いただけでは我々素人は、

先ほどのやり取りでもそうでしたけれども、全

部掘ってしまうと、折り重なった地層とか歴史

の層を全て失うので、全部悉皆的に掘ることは

できないと理解します。だから部分的に調べて

いくんだという話、そこも理解します。

それをどう県民と共有していくのか。この部

分は、これまでの議論の中でもひょっとしたら

足りていなかったのかなと。それこそが参考人

の方々がおっしゃっていた、重要性を県庁や関

わる人たちだけじゃなくて、県民や市民の方、

全員が共有するということにほかならないと思

うんです。

「将来にわたって県民市民が、長崎の豊かな

歴史と文化を継承するだけでなく、長崎を訪れ

る人々にとっても長崎を感得できるような場と

して保存と跡地活用を検討してくださるように

お願いします」という結びの部分ですけれども、

最後に教育長にまとめていただきたいと思うん

です。ご答弁いただきたいと思います。

【池松教育長】まず、ガラス張りの話ですけれ

ども、基本的なスタンスは、我々が今回、範囲

確認調査をやる箇所について、マスコミ等を通

じて公表をしておりますので、我々が恣意的と

いうか、一定の基準に基づいて範囲を決めたと

いうことでありますし、先ほど申し上げたとお

り、調査の途中においても、できる限り情報発

信をしていきたいと思います。

それと、今回の調査につきましても、県の文

化財保護審議会はもとより、日本考古学協会と

か九州考古学会、それから、午前中に参考人に

お見えいただきました「長崎県庁跡地遺構を考

える会」の方々にもこういう案をお示しして、

そのご意見を伺ったところでありますので、プ

ロセスの見せ方はいろいろあると思うんですけ

れども、県民の方々も情報を共有できるような

取組はしっかり進めていきたいというふうに考

えているところでございます。

【ごう委員長】 ほかにご質問はありますか。

【山口(経)委員】 午前中にいろいろお伺いいた
しまして、考える会では大分、重要性について

ご披露いただきました。重層的な歴史があると

いう中で、先ほどの答弁でも、奉行所は絵図面

で確認できていると、それ以前のものは、どこ

にあったかは、はっきり特定はできないと。

そうしたら、西役所跡、明治期の県庁、それ

以降と、この間までありました県庁とを、地図

の中に一緒に投影するようなことはできないん

ですか。

【草野学芸文化課長】文化財保護審議会で、ど

こを調査するかを研究する際に、これまでの絵

図を全て重ねて、同じ地点で、どこにどういっ

たものがあるかを見ながら調査箇所を決めてお

りますので、その資料はできております。

【山口(経)委員】 その資料をこちらにも請求で
きますか。

【ごう委員長】資料を提出していただくことは

可能でしょうか。

【草野学芸文化課長】可能です。著作権等の課

題がある絵図面等ですが、ここでお見せするこ

とは可能です。

【ごう委員長】それでは、後ほど提示していた

だきますよう求めます。（発言する者あり）

休憩いたします。

― 午後 ２時１３分 休憩 ―
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― 午後 ２時１５分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

山口(経)委員、今、資料を求めましたので、
資料が来る間、ほかの委員の質問をしても大丈

夫でしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）

では、ほかにご質問のある方。

【北村委員】確認ですが、これまでの議論の中

でお示しがあったことであれば失礼いたします

けれども、今回、3カ月の調査を今からかけて、
そこで出てくるものが、さらに調査が必要であ

る、いや、もうこれは必要ではないという判断

をするのはどなたなんですか。

【草野学芸文化課長】実際、うちの埋蔵文化財

の専門職員、文化財保護主事が調査に当たりま

す。まず、どういったものかの評価は一定、う

ちの職員がしてまいります。その評価を踏まえ

まして、あとは専門家のアドバイスもいただき

ながら価値づけをしていく形になろうかと思い

ます。

【北村委員】その判断をする場というか、審査

をする場は、県民に広く公開をされるという考

え方でいいですか。今、ガラス張りという話が

ありましたけど、そういったプロセスとか、審

議会の場とか、公開をされるお考えはあるのか

どうか。

【草野学芸文化課長】どういった形で意見をい

ただくのかというあたりは、まだ具体的にはあ

りませんけれども、どういった意見をいただい

た、こういう形で価値づけをしたという部分に

ついてはお示しできるかと思います。

遺物によっては、年代測定をしたり、専門家

の方に見ていただいて、どんなものかという結

果が出るまでに時間がかかるものもございます

ので、判断について、最終的な報告のところま

では時間がかかるかもしれません。

【北村委員】これも全部仮定の話で恐縮ですけ

ど、この委員会は発掘調査を所管するところで

あって、計画の見直し云々かんぬんは関係がな

いと。

これはさらに1年以上かけてやらんといかん
ねというものが出てきたら、計画が見直されて

いくというようなことを想像してしまうんです。

2025年度の完成はなかなか難しくなるんだろ
うなと思いますけれども。

それでは翻って、要はなかったと、出てこな

かったと。ただ、参考人の方々の話を聞いてい

ると、その発掘で出てこなかったとはいえ、さ

らに1年間以上調査をするようなものが埋まっ
ている可能性があるのではないかというような

印象を受けたんです。

なので、3か月後に、さらなる調査はしなく
ていいよと判断をする時に必ず、「いや、もっ

と掘らなきゃいけないんじゃないの」というよ

うなお声が出てくると思うんです。そこら辺の

議論は、その後に出てくるんでしょうけれども。

今回の最初の発掘調査が終わって、そこで出

てこなかったと、これで終わりだとした時に、

可能性の話になりますが、掘っていなかったと

ころに重要なものが埋まっている可能性は否定

できないと私は思うんです。その辺については

いかがでしょうか。

【草野学芸文化課長】発掘調査は先ほどの保護

体系の流れの中にありますけれども、遺跡がな

しということで工事を実施した際に何らかの遺

構が発見された場合には、その時点でもう一回、

本調査をするか、しないかという協議を行う形

になります。

まずは確認調査でどれくらい埋まっているの

かを確認します。なければ、ないという判断で
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工事を進める手続に入りますけれども、その建

物がどういった配置になるか、そういったもの

が確定しないと最終的には決まりませんけれど

も、その工事を行う中で発見されたら、またそ

こで、出てきたものによってはもう一度協議を

行って、計画をどうするかを協議するという形

になります。

【北村委員】 大体わかったような気がします。

要は、今回の調査が終わって、出てこなかっ

たということで進めていくけれども、まだ調査

をしていないところに何かが埋まっている可能

性、県民に後世まで残すような非常に重要な文

化財が眠っている可能性がゼロではないという

ような理解でいいんですか。

【草野学芸文化課長】それは、調査をしていな

い部分では、ある、なしの判断はできません。

そういった部分ではゼロではありません。

発掘調査をして、確認調査をして、どれぐら

い埋まっているのかを確認して、次のステップ

としては、実際行った時にどうかと、もう一度

確認をしていくというような形になります。

【ごう委員長】それでは、先ほど請求しており

ました資料が届きましたので、配付いたします。

（資料配付）

【草野学芸文化課長】この図面は、江戸の奉行

所の絵図等に2代目、3代目、4代目の県庁舎の
基礎図を重ね合わせたものです。

緑色の四角いのが3代目の庁舎の跡です。黄
色の部分が2代目の県庁舎の跡、黒い基礎が現
在の4代目の県庁舎の跡で、ベースになってい
るのが奉行所の絵図です。

【山口(経)委員】 図面をいただきまして、大波
止側、江戸町公園のあたりは大分重層的に重ね

られておって、そこに、いつの時代かわからん

ようなものも混在しているという形に見てとれ

るわけです。そういったものが時代を特定でき

れば、それは遺物として文化財に、重要なもの

と認定できるでしょうけれども、全体的なもの

がなくて、いろいろ混在している中で、そうい

う重要度はどうなるわけですか。

【草野学芸文化課長】混在している部分は、過

去の工事の造成土と、時代が特定できないとい

うことになれば、その部分は遺構ではないとい

う判断になります。

【山口(経)委員】 出土品の中で本当に混在した
ものがあるというのが、今いただきました図面

でわかるわけです。

午前中に、考える会の方も、全体像をちゃん

と把握した中で、その重要度をちゃんと考えて

いただきたいということだったんですけれども、

県としては、どの辺が一番重要なものが埋まっ

ていると見込んで、今回の調査、試掘をなさる

んですか。

【草野学芸文化課長】今日、配付しました資料

の2ページの赤い部分は、まだ地山が確認でき
ておりませんので、ここは遺構がそのまま残っ

ている可能性が高いということで、基礎も抜か

ずにそのまま、基礎の間も調査していこうとい

うふうに考えている次第です。

【山口(経)委員】午前中に、考える会の方にも、
一番重要という形でスポット的にいつの時代を

特定したいのかと伺いましたけれども、4者お
れば4者とも、いろいろな考え方があって、会
としてまとまっていないということもご披露い

ただきました。

そういう中で、県として、いつの時代の何が

一番大事だろうということは、専門家にもご相

談なさったわけですか。

【草野学芸文化課長】保護審議会の専門の委員

の皆様にもご意見を伺いながら決めたのが、10
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ページの範囲確認調査計画の4、「当地の歴史
環境に基づき、以下の点を調査時の重点項目と

する」ということで5項目を挙げております。
時代の設定を、地山までいけば原始の時代で、

そこから教会堂破却の時代、ここまでが岬の教

会あたりを探す調査箇所になります。その部分

をＴＰ7・8・10・11あたりで調査をしていこう
というふうに考えております。12ページに赤で
示しました記号の番号があるところです。

そのほか、糸割符宿老会所から長崎奉行所の

時代（1614年から1672年）の埋蔵文化財の確認。
長崎西役所の時代（1673年から1868年）の有無
の確認。歴代県庁舎のレンガの遺構の部分につ

いては、場合によっては記録保存という形で進

めていきたいというふうに考えております。そ

れと石垣の埋蔵状態の確認、これも重点項目と

して調査をしていこうと考えて、この調査地点

を決めております。

【山口(経)委員】 世界遺産を考えれば、岬の教
会群の跡地が非常にクローズアップされている

ようでしたけれども、産業革命遺産の場合は役

所関係、海軍伝習所、そういった時代にスポッ

トを当てたらということもあるわけです。

大まかに、さっき言われた原始から教会堂破

却の時代というのが1614年ですね。岬の教会と
して「考える会」が考えていらっしゃるのは

1571年からじゃないかという形で、そこに開き
があるわけです。いろんな歴史の書物で知るし

かないわけで、凝縮された時間の中で、今から

考えればあっという間に過ぎていると、そうい

う検証しかできないわけですよね。

そういった中で、重要度を県として考えなが

ら、文化財としてどれが重要だろうということ

もちゃんと特定していくべきだというふうに思

っております。全て重要と言われればそれまで

でしょうけど、この重層的な歴史の中で、ひょ

っとして重要文化財みたいなものが出てきた場

合に調査をどうするのか、そしてまた後の活用

をどうするのか、保存をどうするのかというの

が、考えなければならない重要な問題になって

きます。

仮定の話で申し訳ないですけれども、もし重

要なものが出てきた場合はどうなるんですか。

【草野学芸文化課長】まずは遺構の有無の確認

を、この確認調査で行おうと思っている状況で

す。この3カ月で、今の重点項目のどんなもの
が出てくるのかというのを見て、出てきたもの

を見て判断するという形になります。現段階で

は、この調査の結果を見てみないとという状況

でありまして、重要な遺構が出てきた場合には、

当然専門家の意見を聞きながら、それをどう活

用したり保存したりするかを協議しながら進め

ていきたいというふうに考えています。

【山口(経)委員】 その時に、国指定まで考える
のかどうなのかというのが、また大切なことに

なってこようかと思います。そういう国指定級

の重要なものが出てくれば、国指定を取得する

というお考えでいいんですか。

【草野学芸文化課長】そういう重要なものが出

てきた場合は、それも検討をしていかなければ

ならないと思います。

【山口(経)委員】 資料の9ページに、「行政目
的で行う埋蔵文化財の調査の標準」の抜粋をい

ただいております。

ふくそう的にいろんなものが埋まっている中

で、特定できるところは特定するにしても、可

能な限り現状のままで残しておく方がいいとい

うことのようで、最後のくだりが一番気になる

わけですけど、「現代人の興味、関心のみで安

易に発掘を進めることは慎まなければならな
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い」と。

行政目的で行う埋蔵文化財の調査についての

標準というものを私は初めて目にしたわけです

けれども、こういう事例がほかにもいっぱいあ

るわけですか。

【草野学芸文化課長】これは発掘調査における

基本的な考えを示したものですので、一義的に

はできるだけ現状のまま保存という埋蔵文化財

包蔵地の保存の考え方であります。そういった

面でいえば、安易に広げては調査をしないのが

原則という考えになります。

【山口(経)委員】 最後に教育長にお伺いしたい
と思うんですけれども、多くの皆さんも非常に

そこの論点が気になっているところであります

けれども、考える会の方々から言わせると、全

体像を明らかにして、その重要性があるという

ことを前提の上に調査をやったらどうかという

こと。そして、重層的になっておれば、ごちゃ

混ぜになった可能性のある場所もいっぱいある

わけですから、全体的じゃなくて部分的な確認

調査をした上でという県の考え方。

それについて、教育長はどういう認識でおら

れますか。

【池松教育長】狙いをどこかピンポイントで定

めるというのは、まさに重層的な歴史が積み重

なった土地ですから、可能な限り、重層的な歴

史を証明するような遺構があるのかどうかは調

査をすべきだということで、先ほど学芸文化課

長が申し上げた、10ページにあるようなポイン
トで調査をやって、いわゆる全時代、全ての時

代を網羅できるような予備調査というふうに考

えております。

おっしゃるように、その結果でどう動くかと

いうことになると思うんです。例えば、西役所

の何かが出てきた、岬の教会のポイントのとこ

ろでは何も出てこなかったという時に、確かに

考える会の方々にしてみれば、もっと広く掘れ

ば出てくるかもしれないじゃないかというご意

見もあろうかと思うんですけど、調査の限界と

いうのがあると思うんです。全てを掘り尽くす

ことは、文化財保護の観点からできないという

ふうに思っておりますので、予備調査をしたこ

とによって、その結果で本格調査を、どこをど

うするかということを専門家の意見も聞きなが

ら判断をしていきたいというふうに思っており

ます。午前中の参考人の方々の意見も参考にし

ながら、できる限り適切な調査をやっていきた

いというふうに考えているところでございます。

【山口(経)委員】 もう1点、最後に。
予算と期間が発掘調査にはかかるわけであり

ますけれども、もし重要なものが出てきたとし

た場合は、大変な期間と予算が必要になるわけ

ですね。現状考えている予算と全然違ってくる。

重要なものが出てきた場合に、期間もものすご

く長くかかることもあるわけですね。そういっ

たことで予算立てができるのかという心配があ

ります。全体的に掘るとしても予算が伴うわけ

でですね。

そういう行政的観点といいますか、そういっ

た面から、予算の組み立てについてはどうお考

えですか。

【草野学芸文化課長】本調査になった場合とい

う形かと思います。本調査の場合には、事業者

側が負担をするという形になっております。そ

ういった面でいえば長崎市、知事部局の県庁舎

跡地活用室、そちらも含めて、どういった形で

予算立てするかを協議させていただければと思

います。

【ごう委員長】 ほかにご質問はありませんか。

【前田委員】今日は参考人にお越しいただいて
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の集中審査になっておりますので、理事者に対

する確認は、さっき山本(啓)委員から質問のあ
った、陳情の4項目についてどう考えるかとい
うことで済むと思っています。

私が聞く範囲の認識としては、（1）につい
ては、担当部署の中にも専門職の職員もおられ

ますから、やり取りの中での調査の方法とか対

象範囲の違いはあったにしても、しっかりと担

当部署の職員の方々が責任と誇りをもって調査

をしてくれるものだと思っていますし、徹底し

て慎重な調査をすると何度も答弁として出てい

ますので、これを是としたいと思っています。

（2）につきましては、発掘調査指導委員会
は、そもそも遺構等がある場合に設置するとい

うような課長の答弁もありました。そしてまた

山本(啓)委員の質疑の中で、そうは言いながら
も、遺跡があった時の取扱いの協議の中では、

特化された専門家の意見も聞きながらやってい

くという答弁がありましたので、それも了とし

たいと思っています。

（3）につきまして、このプロセスをガラス
張りにして県民と一緒に考えていく、また確認

していくということについても前向きな答弁が

出ていると思いますので、大方、今回の「考え

る会」の要望に対しては、細かくは違いはあっ

たとしても、しっかりやるんだという方向で、

お互い同じ思いでいることは確認できたと思っ

ています。

1つだけ（4）については、先ほどの山口(経)
委員の質問にも出ていましたが、これは仮定の

ことを含めた記述になっているから、答弁とい

うか考え方が示されない。私の聞き漏れですか

ね、（4）について、何か考え方が述べられま
したか。そこだけ確認させてください。

【草野学芸文化課長】最終的な活用計画の見直

し等については、我々は言及できる立場にはご

ざいませんけれども、そういった重要な遺構が

出てくるような場合には、専門家のご意見を聞

きながら再度協議をさせていただいて、検討を

していきたいというふうに思います。

【前田委員】そこのところで少し私は、会派の

考えというよりも個人の考えとして聞いていた

だきたいんですが、少し認識が違っていてです

ね。

整備計画について述べる立場じゃないという

ご答弁がありましたね。ということは、教育委

員会として、今まで跡地活用に対して意見を述

べたことはないと理解をしていいですか。

【草野学芸文化課長】この土地が埋蔵文化財の

周知の包蔵地だとか、文化財的な手続とか、そ

ういった部分について手続論としては関係ある

と思います。

ただ、活用で何をつくるという部分について

のご意見を述べることは、私どもでは難しいと

思います。

【前田委員】要望にとどめておきたいと思うん

ですけれども、そういう認識、立ち位置に立っ

ていることは理解はします。しかし、今言って

いるのは、何かものが出てきた時には適切に判

断して、相談をしながら、これからどういう調

査をするかということをしっかり議論をしてい

くと、そこはやりますよと言っているんだけど、

私は、そこと併せて教育委員会として、この跡

地について、発掘調査で遺跡が出てきた場合は

もちろんですけれども、何も出てこないという

ことはないと思うんだけれども、発掘調査が一

定区切りがついた時点で、教育委員会としての

メッセージを出すべきだと私は思っているんで

す。

というのは、第3期の長崎県教育振興基本計
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画の基本的方向性の7番、「文化財の保存活用
と伝統文化の継承及び世界遺産、日本遺産の情

報発信」という中で現状と課題ということが述

べられまして、現状の中で例えば一つ取り上げ

れば、「文化財保護や伝統文化の継承を取り巻

く環境は、地域の過疎化や高齢化、保存のため

の知識や資金の不足、未指定文化財の喪失など、

さまざまな問題を抱えている」というような現

状分析をされております。

そして、その後に書かれていることは、「本

県では、ユネスコの世界記憶に朝鮮通信使に関

する記録が登録されており、世界文化遺産につ

いては平成27年に登録された明治日本の産業
革命遺産（製鉄・製鋼・造船・石炭産業）と、

平成30年に登録された長崎と天草地方の潜伏
キリシタン関連遺産の2つの文化遺産を有しま
す」ということも書いています。

その後がすごく肝心だと思っていて、「世界

文化遺産や世界の記憶への登録は貴重な遺産の

国際的な価値が評価されるということであり、

県民の郷土への誇りが生まれるとともに、文化

財保護に対する意識の醸成や公開活用による交

流人口の拡大、地域の活性化につながることが

期待されるため、その意義や価値を県内外に情

報発信していく必要があります」と、基本計画

の中で教育委員会としての今後の取組課題とし

て述べているわけです。

そういうことを考えた時に、遺跡が出てから、

その内容によって、その後どうするかというこ

とも大切でありますが、先ほどから申し上げた

ように、遺跡が出てきた場合、仮に出てこなく

ても、なにがしかのものがあると仮定した中で、

そういった発掘調査が一つ区切りとなった時に、

この土地がどういう土地であり、その活用につ

いてどうあるべきかということは、この基本計

画の指針に沿って、教育委員会としてメッセー

ジを出すべきだと私は思うんですけれども、そ

の点について最後に教育長のご見解を聞いて質

問を閉じたいと思います。

【池松教育長】すみません、ご質問の趣旨がよ

くわからなかったんですが、何らかのものが、

遺跡なるものが出てきた時のお話ということで

あれば、それは当然、文化財保護を担当する所

管課としては、この8ページにもあるとおり、
遺跡の取扱いの協議を、いわゆる事業者、県教

委はするようになっていますので、保存の立場

からどういうことをやるべきかについては、県

教委の立場として事業者に対して意見を申し上

げることになるというふうに考えております。

【前田委員】もうこれ以上は言いませんけれど

も、整備計画について述べる立場にないとはっ

きりおっしゃったので、この基本計画の文化財

に対する取組の中では、もしそういう大事なも

のがあるのであれば、そこをしっかり伝えてい

かなきゃいけないとおっしゃっているわけです

から、そういうことに立った時に、今回の発掘

調査が一区切りついたら、なにがしか教育委員

会として、この発掘調査を振り返り、そしてま

たこの土地の重要性についてメッセージを出す、

なおかつそこの整備に対する考え方があると、

例えば歴史を踏まえた上での整備計画にしてほ

しいとか。

そういうものは総括的に今までやっていると

言いますけれども、改めて教育委員会としての

役割があるんじゃないですかと私は要望してい

るので、おっしゃっている意味がわからないじ

ゃなくて、要望は要望として受けとめて、ご検

討いただければということ。もう答弁は求めま

せん。

【ごう委員長】 ほかにご質問はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】それでは、質問がないようです

ので、これをもちまして県庁舎跡地の遺跡発掘

調査に関する審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

― 午後 ２時４３分 休憩 ―

― 午後 ２時４３分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

15分間休憩をとりまして、午後3時より、こ
ども政策局を含む福祉保健部関係の審査を行い

ます。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時４４分 休憩 ―

― 午後 ３時 ２分 再開 ―

【ごう委員長】委員会及び分科会を再開いたし

ます。

これより、こども政策局を含む福祉保健部関

係の審査を行います。

【ごう分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

福祉保健部長より、予算議案説明をお願いい

たします。

【中田福祉保健部長】福祉保健部関係の議案に

つきまして、ご説明いたします。

福祉保健部の予算決算委員会文教厚生分科会

関係議案説明資料をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第103号議案「令和元年度長崎県一般会計補正
予算（第2号）」のうち関係部分であります。

1ページの中ほどをご覧ください。
歳入予算は、福祉保健部合計で2,568万9,000

円の増、歳出予算は、福祉保健部合計で3,078

万9,000円の増となっております。
なお、各科目につきましては、記載のとおり

であります。

補正予算の内容につきましては、長崎県外国

人患者医療提供体制整備事業費について。

外国人患者が安心して受診できる医療提供体

制の整備に係る協議会の運営や受入れ医療機関

における翻訳タブレット端末の整備に対する支

援等に要する経費として、1,097万4,000円の増
を計上いたしております。

このほか、1つ、特別養護老人ホーム等整備
費について、1つ、障害福祉施設整備について
で、記載のとおりであります。

以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【ごう分科会長】 次に、こども政策局長より、

予算議案説明をお願いいたします。

【園田こども政策局長】こども政策局関係の議

案について、ご説明いたします。

予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説明

資料のこども政策局をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第103号議案「令和元年度長崎県一般会計補正
予算（第2号）」のうち関係部分の1件でありま
す。

第103号議案「令和元年度長崎県一般会計補
正予算（第2号）」のうち関係部分について、
ご説明いたします。

歳入予算は、こども政策局合計で259万円の
増、歳出予算は、こども政策局合計で259万円
の増となっております。

各科目につきましては、記載のとおりであり

ます。
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補正予算の内容につきましては、児童扶養手

当等給付費について。

消費税率引上げとなる環境の中、子どもの貧

困に対応するため、児童扶養手当の受給者のう

ち、未婚のひとり親に対して適切な配慮を行う

ための臨時・特別給付金を支給する経費として、

259万円の増を計上いたしております。
以上をもちまして、こども政策局関係の説明

を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【ごう分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【前田委員】 第 103 号議案の中で、今回、長
崎県外国人患者医療提供体制整備事業費につい

て予算が計上されていますが、この予算につい

ては特段異を唱えるものじゃないんですけれど

も、ただ、外国人の患者の医療提供のありよう

というのは全国的に、特に、本県においては、

クルーズのお客が来る、インバウンドのお客が

来る中で、大学病院とか、いろんな医療機関に

おいて、診療費の未払いの問題、言葉の問題と

か、いろんな問題があるように聞いております。

それは本県だけではなくて全国的な課題となっ

ている中で、私が聞きおく中では、沖縄が一つ

のモデルの先進県として、そのことについて取

組を始めたということを聞いているのですが、

そういうことを考えた時に、この整備事業費の

タブレットの整備自身は異を唱えませんけれど

も、そもそもの本県としての外国人患者への医

療提供体制をどう整えていくかという大もとの

基本的な考え方とか、そういった計画等を策定

するような委員会等の設置が必要だと思ってい

るのですが、そういったものに対する現状の進

捗状況について、お尋ねをしたいと思います。

【伊藤医療政策課長】外国人患者の受け入れ体

制でございますけれども、基本的な考え方とい

たしまして、現在は、各医療機関ごとに対応し

ているという状況でございますので、まず、こ

れを県内の拠点病院、あるいは県内各地域で受

け入れる医療機関の体制をきちんとつくってい

かなければいけないのではないかと思っており

ます。

その関係で、今回、予算の中でも計上いたし

ておりますけれども、この医療体制をつくって

いくためには、医療機関と医療関係の行政とい

うことだけではなくて、県庁の関係各課、医療

団体あるいは観光関係、国際交流関係の関係団

体等と協議をする場を設けまして、まずそこの

場で、いろんな課題があるかと思いますので、

その課題を拾う場を設けまして、これに対応し

ていく体制をつくっていかなければいけないの

ではないかと思っております。

【前田委員】今、答弁のあったようないろいろ

な課題を協議する場、その中の 1つの課題認識
として、こういった予算付け、拠点病院に対す

るタブレットの提供、そういうものが 1つある
と思っていて、私は、そういう意味では、その

枠組みというか、いろんな課題認識がある中で、

その中の 1つの項目ですよということになって
いかなければいけないのかなと思っているので

すが、そこについては今、どの程度作業が進ん

で、私は、何がしかの外国人医療提供体制の整

備の基本的な考え方みたいなものが、どこかの

時期が来たら、きちんとしたものが出て、その

中で、県と市、民間事業者とか、病院関係者を

含めて役割分担が出てきて、そこで粛々と対応

していくというふうな認識をしているのですが、

国が沖縄をモデルとしてやっているということ
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も聞いておりますので、そのあたりについては、

もう少し詳しい答弁を求めたいと思います。

【伊藤医療政策課長】今お話がありましたとお

り、外国人の患者に対する医療提供体制の課題

につきましては全国的な課題となっておりまし

て、昨年の 7月に、国においても、厚生労働省
だけではなくて、内閣官房、観光庁など、関係

省庁共同で、訪日外国人に対する適切な医療等

の確保に向けた総合対策ということで、総合的

な対策が取りまとめられております。この中で、

国が取り組む対策、あるいは県で取り組む対策、

医療機関が取り組む対策ということで整理をさ

れておりまして、この総合対策の中で、必要な

補助制度につきまして、今年度から厚生労働省

が予算化をしております。今回計上させていた

だいておりますのは、この国の考え方に沿った

県の体制をまずつくっていこうというところで

の今回の予算要求の内容ということでございま

す。

【中田福祉保健部長】前田委員のご質問の趣旨

としては、恐らく、県の中で大枠があって、そ

の中で今回のこの予算事業がどういう位置付け

になっているのかというようなご質問かと理解

いたしました。その前提に立って申し上げます

と、先ほど医療政策課長から話しがあったとお

り、まず国のほうで全体の枠組みの議論がなさ

れた経緯もあり、県としては、それを横目で見

ながら、今後、県の体制を整えようという段階

で検討しておりました。

実際には、この予算事業のメニューの中で、

そういう協議会に係る経費も計上できるという

ことでしたので、具体的には、この事業が予算

を認めていただいた暁には、関係者に集まって

いただいて県の全体の方針を固める、それを前

提として、外国人患者を受け入れられるような

拠点的な病院にタブレットも整備していくとい

うことを今、検討しているところでございます。

その中で、今ご指摘になった沖縄モデル等も情

報収集しながら検討を進めてまいりたいと考え

ております。

【ごう分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【北村委員】タブレット関連ですが、国庫でや

るということで、協議会が立ち上がってからと

いうようなことでしょうけれども、あらあら台

数であるとか、対応言語、業者、随契でやる、

入札でやるとか、あと導入をされる病院名、披

瀝できるところがあれば、詳しいところを教え

ていただけますか。

【伊藤医療政策課長】まず、今回予算を要求し

ている翻訳タブレットの台数につきましては、

トータルで 65 台分を計上しているところでご
ざいます。内訳といたしましては、まず重症患

者を受け入れる医療機関、これを県内で 1カ所
以上ということで国が示しておりますが、この

医療機関を長崎県では 3カ所程度選出をさせて
いただきたいと思っております。この中核的な

医療機関については 1病院につき 7台。それか
ら、県内 8つの医療圏がございますが、この医
療圏ごとに、国としては 1カ所以上医療機関を
選出しなさいということで通知が来ております

が、長崎県の場合は、訪日外国人観光客が多い

長崎医療圏あるいは佐世保県北医療圏につきま

しては 4カ所程度、それから県央医療圏、県南
医療圏につきましては 3カ所程度、離島の医療
圏につきましては 2カ所程度を選出したいと思
っております。これらの二次医療圏単位の拠点

につきましては、1病院 2台ということで算出
をしております。合わせて 65 台ということで
ございます。

どこの病院に導入するかにつきましては、今
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回、協議会を設置いたしまして、それから選出

をしていきたいと思っております。

【ごう分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【宮本委員】福祉保健部で、分科会関係説明資

料の2ページですけれども、確認をさせていた
だきます。特別養護老人ホーム等整備費につい

てですけれども、これは国の地域介護福祉空間

整備等施設整備交付金を活用してとあります。

非常に大事なものであると認識しておりまして、

ブロック塀等の改修とか、非常用自家発電設備

の整備ということでありまして、いただいた資

料では、ブロック塀等改修1施設、そして非常
用の自家発電整備、これも1施設となっており
ますが、これは国から1施設だけという限定が
あったものなのか、それとも県が広く県内の事

業者に応募したところ、1施設だけだったもの
なのか、それを確認させてください。

【峰松長寿社会課長】特別養護老人ホーム等整

備費につきましてのご質問でございます。

まず、ブロック塀等の改修につきましては、

県内で対象施設が526施設ございました。調査
をいたしまして、526施設のうち、問題なしと
いうふうに回答をいただいたところが520施設
ございまして、6施設が改修の必要があるとい
う中で、平成30年度の補正で2件改修させてい
ただきまして、今回1件改修させていただくと
いう形になっております。また、残り3件につ
きましては、自己資金等で対応する、もしくは

対応を検討するというところが2件、あと市の
所管になりますので、そちらは市のほうで対応

するというところで1件ございまして、計526件、
対応を考えられているところでございます。

また、非常用自家発電設備のほうは、対象施

設が140施設になります。140施設のうちに、既
に整備済みの施設が111施設ございました。残

り29施設のうちに、平成30年度の補正で1件整
備をしておりまして、今年度1件、今回申請を
しておりますので、残り27施設になります。27
施設につきましては、これは非常用電源といい

まして、災害の時に、例えば、人工呼吸器とか

の医療用の機械の電源になりますので、隣接す

る病院に移送可能という施設が3件ございまし
た。あと医療機器を必要とするような入所者が

いないという施設が16施設ございました。残り、
自家発電と同じような施設、既存のポータブル

の電源みたいなものがあるという施設が8施設
ございましたので、調査をいたしましたところ、

対象の施設は全て今回の補正で対応できると判

断しております。

【宮本委員】ありがとうございました。ブロッ

ク塀等については526施設、非常用の自家発電
設備については140施設全て終わっているとい
うことでありました。長崎県内でもいろんな災

害等が、特に大雨では起きていますから、そし

てまたブロック塀におきましては、小学校等で

も問題になっていますので、養護老人ホーム等

についても対応が急がれるところではあります

ので、引き続き見ていかれるように要望いたし

ます。

あわせて、「障害福祉施設整備について」に

ついても確認をさせていただきますが、これも

同じように、非常用の電源整備というのがあり

ます。いただいた資料では1施設になっており
ますけれども、これについても同じようなイメ

ージでよろしいのでしょうか。選択についての

経緯を教えてください。

【桑宮障害福祉課長】障害福祉施設の非常用自

家発電設備の整備についてのお尋ねでございま

す。対象となる障害者支援施設、入所施設のこ

とでございますが、これが県所管で29施設ござ
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います。このうち、設置済みが11施設、未設置
が18となっております。整備予定があるものが
令和元年度が1件、これを今回、補正予算で提
出をさせていただいているものでございます。

それ以外には、令和2年度に整備予定の施設が2
施設でございます。残り15施設となりますが、
既に簡易型の発電機や太陽光発電で対応してい

るものが9施設、残りの6施設は、近隣に受け入
れ可能な施設があるということで把握をしてお

ります。

【宮本委員】 ありがとうございました。

最後ですけれども、介護ロボット等に対する

助成も今回あっているみたいです。いただいた

資料では3件あるんですけれども、障害分野に
おけるロボット導入というのは、職員の方々の

負担軽減という面、そしてまた人材確保につい

てという面からも非常に大事であると思ってい

ます。これを踏まえてですけれども、今、長崎

県内で、障害分野、障害福祉施設において、障

害の介護ロボットの導入は、他県に比べると進

んでいる、ちょっと遅れている、そういったよ

うな所感がありますならば、お聞かせいただけ

ればと思います。

【桑宮障害福祉課長】今回の国の制度の創設に

合わせまして、7月に、県内の施設に対して、
介護ロボットの導入状況について調べさせてい

ただきました。調べた結果、県内の2施設で導
入をいたしております。状況としては、他県の

状況は把握しておりませんが、45施設のうちの
2施設が導入しているという調査結果になって
おります。例えば、長寿のほうの分野と比べる

と、導入は進んでいないのかなというふうに考

えております。調査した時の施設側の反応とし

ましては、導入の効果がわからないですとか、

情報不足といったところのご意見もお伺いして

おりますので、今回の補正予算で3施設に導入
の予算を計上しておりますので、3施設の導入
の状況等の情報を、それ以外の施設にも提供す

る形で進めていきたいと考えております。

【ごう分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【山口(経)委員】 先ほどの宮本委員の関連でお
尋ねしますけれども、今回、台風 15 号の襲来
によりまして千葉県内で停電が発生しまして、

これも大規模な停電、そしてまた長期間にわた

る停電でございました。今回の 17号台風でも、
県内でも多くの停電が発生しておりまして、長

期化することなく復旧できたのは幸いかと思い

ますけれども、こういった施設の非常用の自家

発電施設につきまして、本来であれば、2 時間
化という基準があると思うんですけれども、対

応できる自家発電が何日ぐらい対応できればい

いのか、それについてお伺いいたします。

【峰松長寿社会課長】自家発電の対応時間とい

うことのご質問なんですが、今回、施設に 1台
整備させていただく分につきまして施設に確認

したところ、3 時間対応ということで今、契約
を交わせるというところでございまして、ただ、

時間数的には 3時間対応なんですが、電源自体、
軽油で稼働させますので、軽油を継ぎ足すこと

によって稼働は可能ということで、時間数は、

20リットル軽油が入るそうですので、その軽油
を入れられる限りは自家発電は継続できるとお

聞きしております。

【山口(経)委員】 生命維持装置をずっと維持し
ていく段階では、そんなに電力は要らないかも

しれませんけれども、今回のように、真夏で熱

中症あるいは脱水症状になるような状況であれ

ば、やっぱり空調まで回すだけの自家発電が必

要になってくるわけですよね。そういったこと

を求めれば、施設のほうに過度な負担を求める
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わけですけれども、災害対応という形では、と

にかく想定外のことも加味しておかなければな

らないということで、県として、どういう考え

方を持っておられますか。

【峰松長寿社会課長】今回要求させていただい

ているものが自家発電装置ということでござい

まして、先ほどご説明させていただいたような

装置でございます。ただ、今回、自家発電では

なくて、施設を運営する場合の消防法で義務付

けられております消防設備、非常用電源装置が

ございます。そちらのほうにつきましては、調

査をいたしましたところ、消防法上は全て完備

をされていると施設のほうからはご回答をいた

だいております。ただ、委員がおっしゃいまし

たように、近年の災害が、これまで我々の想像

している以上のものが起こっているというのも

現状でございますので、そういったご意見を踏

まえまして、何が対応できるのかというところ

は、今後議論をしていかなければいけないかと

思っております。

【ごう分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう分科会長】ほかに、質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第103号のうち関係部分については、原案の
とおり、可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、第103号のうち関係部分については、
原案のとおり、可決すべきものと決定されまし

た。

【ごう委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

それでは、福祉保健部より、総括説明をお願

いいたします。

【中田福祉保健部長】予算決算委員会・分科会

でご説明いたしました予算議案の部分を除く福

祉保健部関係の議案につきまして、ご説明いた

します。

福祉保健部の文教厚生委員会関係議案説明資

料をお開きください。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、1
ページ目に記載の第106号議案「長崎県心身障
害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例」

の1件であります。
議案の内容につきましてご説明いたします。

第106号議案「長崎県心身障害者扶養共済制
度条例の一部を改正する条例」につきましては、

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正

化等を図るための関係法律の整備に関する法律

の公布に伴い、所要の改正をしようとするもの

であります。

続きまして、議案外の主な所管事項について

ご説明いたします。

1ページ目、下段、外来医療計画及び医師確
保計画の策定についてであります。

医療法の一部を改正する法律に基づき、県民

に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する

体制の確保を図るため、外来医療計画及び医師

確保計画を、長崎県医療計画の一部として新た

に策定することとしております。

策定にあたっては、平成31年3月に国から示
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された「外来医療に係る医療提供体制の確保に

関するガイドライン」や「医師確保計画策定ガ

イドライン」を参考としつつ、県内の実情を考

慮するとともに、県保健医療対策協議会や専門

部会等関係者のご意見を伺いながら作業を進め

ていくこととしております。

今後、11月末頃を目処に素案を作成し、県議
会のご意見を伺いながら、パブリックコメント

等を実施し、県医療審議会の諮問を経て、令和

2年3月末の策定を目指してまいります。
続きまして、文教厚生委員会関係議案説明資

料の追加1をお開きください。
（令和元年8月豪雨災害への支援について）
令和元年8月、九州北部を中心に発生した集

中豪雨による災害におきましては、佐賀県や福

岡県で併せて6名の死傷者が発生しましたほか、
多くの住家被害や工場からの油流出災害など甚

大な被害が生じ、県といたしましても、被災さ

れた自治体等に対する多岐にわたる支援を行っ

てきたところです。

福祉保健部といたしましては、これまで、佐

賀県からの要請を受け、県職員の医師や保健師

等で構成する災害時健康危機管理支援チーム

（ＤＨＥＡＴ）を現地へ派遣し、被災状況の分

析評価や現地災害対策本部である保健所の指揮

調整等の支援を実施してまいりました。

併せて、義援金の受付や募金活動を周知する

取組みを行っており、今後も、引き続き被災地

支援に努めてまいります。

その他の所管事項につきましては、長寿者慶

祝事業について、長崎県ギャンブル等依存症対

策推進計画の策定について、次期まち・ひと・

しごと創生総合戦略の策定についてで、記載内

容のとおりでございます。

以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【ごう委員長】 次に、こども政策局長より、所

管事項説明をお願いいたします。

【園田こども政策局長】文教厚生委員会関係議

案説明資料のこども政策局をお開きください。

今回、予算議案を除く、こども政策局関係の

議案はございません。

議案外の主な所管事項についてご説明いたし

ます。

（長崎県子育て条例行動計画の策定について）

令和2年度から6年度までを計画期間とする
次期長崎県子育て条例行動計画につきましては、

去る7月30日に開催した長崎県子育て条例推進
協議会において、素案等について説明を行い、

ご意見をいただきました。

今後、長崎県子育て条例推進協議会でのご意

見を踏まえ、引き続き素案の検討を行うととも

に、県議会をはじめ、パブリックコメントによ

る県民の皆様のご意見等をいただきながら、本

年度末の策定に向けて取り組んでまいります。

なお、この事項につきましては、後ほど、こ

ども未来課長より補足説明をさせていただきま

す。

2ページをお開きください。
（児童相談所における児童虐待相談対応件数に

ついて）

去る8月1日に、平成30年度の全国の児童相談
所における児童虐待対応件数が、前年度比約1.2
倍の15万9,850件と過去最多を更新したことが
公表されました。

本県においても、前年度比約1.4倍の898件と
過去最多となっております。

主な増加要因としては、全国の状況と同様に
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「子どもの面前で家族に暴力を振るう事案（面

前ＤＶ）」について、警察からの通告件数が増

加したことや、昨年7月に国から示された「児
童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」

に沿って、警察をはじめ関係機関との連携強化

が図られたことが件数の増加に繋がっているも

のと考えております。

今後とも、地域の関係機関が連携して、児童

虐待の発生予防から早期発見、早期対応、虐待

を受けた子どもの自立支援等に至るまで、総合

的な支援を実施してまいります。

3ページをご覧ください。
（「ながさき結婚・子育て応援キャンペーン」

オープニング大会について）

少子化の進行に歯止めをかけるためには、結

婚支援や子育て支援の充実を図るとともに、社

会全体で結婚・子育てを応援する機運を高める

ことが非常に重要であるものと考えております。

そうしたことから、今年度新たに、行政や企

業・団体、県民が一体となって、結婚を希望す

る方々や子育て家庭を応援する「ながさき結

婚・子育て応援キャンペーン」を展開していく

こととしており、10月の本格始動に向け、去る
8月26日、オープニング大会を開催いたしまし
た。

当日は、内閣府子ども・子育て本部や文教厚

生委員会の委員の皆様をご来賓としてお迎えし、

県内の企業・団体から約200名の皆様にご出席
をいただき、市町や企業による結婚・子育て支

援の取組についての事例発表や、効果的な少子

化対策についての講演会などを実施いたしまし

た。

今後、更に、市町や関係団体、企業等との連

携を図りながら、本キャンペーンの輪を大きく

広げてまいりたいと考えております。

その他の所管事項につきましては、保育の仕

事合同面談会について、児童福祉施設球技大会

について、次期まち・ひと・しごと創生総合戦

略の策定についてで、内容は、記載とおりであ

ります。

以上をもちまして、こども政策局関係の説明

を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【ごう委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【山本(由)委員】 第 106号議案のことで、背景
のところと、それから文言のところでご質問し

たいんですけれども、今回の趣旨ということで、

成年被後見人それから被保佐人について、一方

で権利擁護というふうな形の制度であるにもか

かわらず欠格条項があるということで、逆に権

利を制限されていると。だから、この欠格条項

を外すというふうな趣旨と理解をしているんで

すけれども、この中で、第 2 項に、「破産者で
あることを理由として、一律に排除しないよう」

ということが出ています。これも今回の「成年

被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等

を図るための関係法律の整備に関する法律」の

中に、破産者についてもうたわれているのか、

それも同じような背景なのかということについ

てお尋ねします。

【桑宮障害福祉課長】委員お尋ねの破産者の件

でありますが、これにつきましては国の関係法

律のほうには記載はございませんが、背景は、

成年被後見人、被保佐人と同様でございます。

破産者につきましては、この改正の趣旨にあ

わせて、よりわかりやすい表現といった形で、

「破産者」という言い方を「破産手続開始の決
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定を受けて復権を得ない者」という形に変更を

図るものであります。

【山本(由)委員】 2項については、この法律の
公布に伴いということではないということです

ね。

それから、先ほどの破産者と破産手続開始の

決定を受けて、どちらも復権を得ない者という

ことになるわけですけれども、一般的に、「破産

者」と「破産手続開始の決定を受けて」という

のは同じことかなと思うんですけれども、今ご

説明されたかと思うんですが、もう一度、こう

変えた理由をお願いします。

【桑宮障害福祉課長】 委員のご指摘のとおり、

破産者の定義につきましては、破産法に、破産

手続の開始決定を受けた者というふうな記載が

ありますので、意味としては同じというふうに

理解をしております。ただ、表現上、あわせて

わかりやすい表現にしているという趣旨でござ

います。

【ごう委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第106号議案は、原案のとおり、可決するこ
とにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、第106号議案については、原案のと

おり、可決すべきものと決定されました。

次に、障害福祉課長より、補足説明をお願い

いたします。

【桑宮障害福祉課長】長崎県ギャンブル等依存

症対策推進計画（素案）につきまして、お手元

に配付しております概要説明資料を用いまして

素案の概要についてご説明いたします。

まず、1番の計画の性格でございますが、こ
の計画は、「ギャンブル等依存症対策基本法」

第13条第2項に規定しております都道府県ギャ
ンブル等依存症対策推進計画として、国のギャ

ンブル等依存症対策基本計画を踏まえ、本県の

実情に応じたギャンブル等依存症対策を総合的

かつ計画的に推進する計画となっております。

次に、2番の計画の目的（基本理念）でござ
いますが、精神疾患に位置づけられる「病的ギ

ャンブラー」だけでなく、日常生活に問題が生

じている「問題ギャンブラー」さらには問題の

ないギャンブラーやギャンブルをしない一般県

民も対象に、問題の程度に応じ、予防的な対策

や進行予防、回復支援を適切に組み合わせた対

策を実施するとともに、本人・家族が日常生活

や社会生活を円滑に営むことができるように支

援することとしております。また、自殺等の問

題に関する施策等との有機的な連携を図ること

としております。

3番の計画の期間につきましては、令和2年度
から4年度までの3年間となっております。

4番の計画策定の体制につきましては、医療、
福祉、保健、教育、司法関係者、警察関係者や

民間団体、事業者等に委員にご就任いただいて

おります「長崎県依存症対策ネットワーク協議

会ギャンブル等依存症対策専門部会」において、

計画素案の内容について検討を行っていただい

ております。
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5番の計画の特徴といたしましては、ギャン
ブル等依存問題の程度に応じ、ギャンブル等依

存症の発生、進行、再発予防の視点で6つの基
本的な方向性を定めております。

6番の計画の体系につきましては、ギャンブ
ル等依存症の発生予防、進行予防、再発予防の

3つの段階的な施策と調査研究の推進等で構成
されており、事業者や関係団体等の取組も含め、

記載をしているところでございます。

7番の重点目標につきましては、大学・専修
学校等への予防教育の実施や医療提供体制の整

備を目標に取り組むこととしております。

最後に、8番の計画策定スケジュールでござ
いますが、9月下旬から10月にかけての実施を
予定いたしておりますパブリックコメントを経

まして、ギャンブル等依存症対策専門部会にお

ける協議を行った上で、令和元年12月に計画策
定を予定いたしております。

説明は以上でございます。

【ごう委員長】次に、こども未来課長より補足

説明をお願いいたします。

【濱野こども未来課長】次期長崎県子育て条例

行動計画の策定について、お手元の資料に沿っ

てご説明をさせていただきます。

まず初めに、1、計画の性格でございます。
本行動計画は、平成20年に制定しました「長崎
県子育て条例」に関する取組を総合的かつ計画

的に進めるための施策を明示するものでござい

ます。それと同時に、「次世代育成支援対策推

進法」に基づく県行動計画や「子ども・子育て

支援法」など複数の法の定めに基づく県の計画

を兼ねるという性格を有しております。また、

「子どもの貧困対策推進法」に基づく「長崎県

子どもの貧困対策推進方針」につきましては、

この行動計画の個別計画と位置づけております。

次に、2、計画の目的でございますが、この
計画は、「長崎県子育て条例」がめざす、県民

総ぐるみで、長崎県の次代を担う子どもが夢と

希望を持って成長できる環境を整備し、安心し

て子どもを生み育てることができる社会の実現

という理念を具体化するために策定するもので

ございます。

続きまして、3、計画期間でございます。先
ほど1の計画の性格のところで申し上げました
「次世代育成支援対策推進法」に基づく県行動

計画と「子ども・子育て支援法」に基づく県の

計画については、それぞれの法律において、5
年を1期として策定でき、あるいは策定するこ
とと定められております。現行動計画は、平成

27年度から令和元年度までの5年間を計画期間
として策定をしておりますので、次期計画の期

間につきましては、令和2年度から令和6年度ま
での5年間といたしております。
次に、4、計画策定の体制につきましては、

福祉、医療、教育、経済など、各分野の36名の
外部委員等からなる「長崎県子育て条例推進協

議会」においてご審議をいただきながら策定を

進めているところでございます。

続いて、5、次期計画のポイントでございま
す。本行動計画を構成します「次世代育成支援

対策推進法」に基づく県行動計画に関して、国

の策定指針に変更がなく、また「子ども・子育

て支援法」に基づく国の基本指針の改正内容も

現行動計画の施策体系の変更を要するものとは

ならない見込みから、次期計画の骨子は、現行

動計画をベースとし、大きな変更はしない予定

としておりますが、ここで変更点についてご説

明をいたします。

資料を1枚めくっていただいて、Ａ3の資料を
ご覧ください。
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この資料は、左側に現行動計画の骨子、右側

に次期行動計画の骨子案を記載しております。

変更点につきましては、資料の左側、一番下の

第7章「長崎県子ども育成総合検討会議にかか
る取組」を次期計画、資料の右側、同じく一番

下になりますが、第7章「子どもの心と命を守
るための取組」と、章の名称を変更しておりま

す。

現行動計画の第7章は、平成26年に県内で発
生しました重大事件の発生を受けて設けられま

した長崎県子ども育成総合検討会議での検討結

果を踏まえ、平成28年度改定の際に追加した章
でございます。この際に取りまとめられた施策

は、長崎県子育て条例行動計画に盛り込むこと

で適切な進捗管理を行うことという整理がなさ

れたことから、次期計画においても、この章は

継続をし、各施策に取り組むこととしておりま

すが、次期行動計画の策定に合わせて、章の名

称を「子どもの心と命を守るための取組」に変

更したいと考えております。

また、現行動計画第7章のもとの第1節、第2
節は変更ございませんが、第3節を削除してお
ります。これは現行動計画の第7章第3節「中期
的な取組について」の小項目1「メディアへの
対応」は、具体的に取り組むべき内容及び数値

目標が第5章「安全・安心な子育ての環境づく
り」の第1節「子どもを取り巻く有害環境対策
の推進」と一致しておりますので、次期計画で

は、第5章第1節に統合することとしております。
同じく小項目の2「子どもの貧困対策につい

て」は、その具体的施策の内容及び数値目標が

第4章「きめ細かな対応が必要な子どもと親へ
の支援」の第4節「子どもの貧困対策について」
と一致をしておりますので、次期計画では、第

4章第4節に統合することとしております。

以上が次期計画において、現行動計画から骨

子が変更となる部分でございます。

1枚目の資料に戻っていただいて、6の計画の
体系でございます。この6の計画の体系につき
ましては、ただいまご覧をいただきました計画

内容の章立てを記載しているものでございます。

次に、裏面の7、策定スケジュールをご覧く
ださい。こちらに記載しておりますとおり、ス

ケジュールにつきましては、今後、10月に今年
度第2回目の長崎県子育て条例推進協議会を開
催予定であり、その中で、パブリックコメント

に付する計画案についてご審議をいただくこと

としております。その後、文教厚生委員会の皆

様のご意見やパブリックコメントの意見を踏ま

え、令和2年2月定例県議会に上程し、今年度中
に計画を策定してまいりたいと考えております。

最後に、次期行動計画の素案を3枚目以降に
添付しております。この素案につきましては、

本年7月末に開催をいたしました長崎県子育て
条例推進協議会にお示しをしたものでございま

す。現在、協議会における意見等を踏まえつつ、

関連するほかの計画や各市町の事業計画等の反

映を含め、関係する部署において検討作業を進

めているところでございます。

委員の皆様には、10月末に開催予定の第2回
協議会を経た上で、パブリックコメントに付す

る前に改めてご説明をさせていただきたいと考

えておりますので、どうぞよろしくお願いをい

たします。

説明は以上でございます。

【ごう委員長】 次に、提出がありました「政策

等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」について、説明をお願いいたします。

【渡辺福祉保健課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充
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に関する決議」に基づきまして本委員会に提出

しました福祉保健部関係の資料について、ご説

明をいたします。

文教厚生委員会提出資料、福祉保健部の1ペ
ージをご覧願います。

補助金内示一覧表でございますが、県が箇所

付けを行って実施する個別事業に関し、市町並

びに直接、間接の補助事業者に対し内示を行っ

た補助金につきまして、6月から8月分の実績を
記載しております。直接補助金は、資料1ペー
ジから5ページに記載のとおりで、計36件、そ
れから間接補助金は、資料6ページに記載のと
おりで、計2件でございます。
次に、7ページをお開き願います。
1,000万円以上の契約案件のうち、6月から8

月分の実績につきましては、資料7ページに記
載のとおりで、計1件となっております。
内容は記載のとおりで、8ページから15ペー

ジまでに入札結果を記載しております。

次に、16ページをご覧願います。
知事及び部局長等に対する陳情、要望のうち、

6月から8月までに県議会議長宛てにも同様の
要望が行われたものは、佐世保市、長崎県町村

会、平戸市など計15件となっており、それに対
します県の取扱いにつきましては、16ページか
ら36ページまでに記載のとおりでございます。
次に、37ページをお開き願います。
附属機関等会議結果につきまして、6月から8

月分の実績は、長崎県福祉保健審議会など計18
件となっておりまして、その内容につきまして

は、資料37ページから56ページに記載のとおり
であります。

以上で報告を終わります。

【濱野こども未来課長】「政策等決定過程の透

明性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡

充に関する決議」に基づき本委員会に提出いた

しました福祉保健部こども政策局関係資料につ

いて、ご説明をいたします。

1ページをお開きください。
補助金内示一覧表でございますが、県が箇所

付けを行って実施する個別事業に関し内示を行

った補助金について記載をしております。本年

6月から8月分の実績でございますが、直接補助
金が13件、3ページになりますが、間接補助金
が14件でございます。
次に、4ページをご覧ください。
知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

6月から8月までに県議会議長宛てにも同様の
要望が行われたものについての県の対応状況を

記載しております。

長崎県町村会、島原市、大村市、長崎市から

の要望書の8件となっており、それに対する県
の対応状況は、4ページから17ページまでに記
載のとおりでございます。

次に、18ページをお開きください。
附属機関等会議結果について、6月から8月ま
での実績は3件であり、その内容については、
19ページから21ページに記載のとおりでござ
います。

以上で報告を終わります。

【ごう委員長】以上で説明が終わりましたので、

次に、陳情審査を行います。

お手元にお配りいたしております陳情書一覧

表のとおり、陳情書の送付を受けておりますの

で、ご覧願います。

陳情書について、何か質問はありませんか。

【山口(経)委員】 陳情書番号の 47 番でありま
すけれども、長崎県子育て支援協会から出され

ております保育料の無償化に伴う副食費の扱い

についてであります。いろいろと説明を伺った
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りしたところによりますと、現行が、1 号認定
は保育料の中に副食費が含まれていない、2 号
認定におきましては、保育料の中に副食費が含

まれていた、そういったことの説明を聞いたわ

けですけれども、そこら辺が経過として、国の

あり方について、保育料についてどうあったの

か、わかっている範囲でお教えいただけますか。

【濱野こども未来課長】国の取扱いにつきまし

ては、今回の無償化に関しての通知の中で、こ

れまで保育料の中に副食費相当分 4,500円が含
まれていたという整理になっております。

【山口(経)委員】 保育料の無償化という形にな
ると、保育料の中に含まれておったか含まれな

いかということで、そこで行き違いがあるよう

でありまして、今回の措置では、全体として給

食費は幼稚園のほうの 1号認定に合わせるとい
うことになっているんですけれども、そういう

ことでよろしいですか。

【濱野こども未来課長】委員が申されたとおり、

今回の無償化に伴って、1 号認定の幼稚園、そ
して 2号認定、あるいは 3号認定の認定こども
園、保育所の取扱いを一緒にするという趣旨か

ら、そのような取扱いになっております。

【山口(経)委員】 国の措置で取扱いがそういっ
た形になるということでありますけれども、県

内の実情を見てみますと、国の規定どおりにす

るというのが 9市町、そしてまた独自減免とい
う形で無償化をするのが 6市町で、減免対象拡
大というのが 6 市町になるようですけれども、
現状を捉えて、県としては、いかが考えており

ますか。

【濱野こども未来課長】幼児教育の無償化に伴

い変更となります保育所等の副食費の取扱いに

つきましては、今、委員がおっしゃったように、

市町ごとに免除等の対応が異なることは把握を

しておりますが、保育サービスの実施主体は市

町であることから、県としましては、全市町に

対して統一の取扱いをするような指示ができる

立場にはないと考えております。

【山口(経)委員】 市町が主体となっているとい
うことで、県としては指示まではできないとい

うことなんですけれども、特色ある子ども支援

という形で、各市町がこのような形でなびいて

いくということになってきた場合に、無償化が

必要だという声が大きくなれば、県としても、

そのような対応といいますか、指示を出さなく

てはならない事態になるんじゃないですか。

【濱野こども未来課長】 10 月の無償化に向け
て、現在、実施主体であります市町のほうがそ

れぞれ手続関係をやっておりますけれども、市

町に確認をする中では、そういった保護者等の

強い要望というのが具体的に上がっているとい

うふうには伺っておりませんので、今後、実際

10月から無償化が実施をされた後、いろんな声
を聞いてまいりたいと思います。

【山口(経)委員】 子育て支援に熱心な県という
形をもっと出していただければと私は思ってお

ります。そういった意味で、主体は市町である

ということは十分承知いたしますけれども、市

町に対して何らかのアピールをしていただけれ

ばと思いますけれども、こども政策局長、最後

にいかがですか。

【園田こども政策局長】副食費の問題は、さき

の 6月定例県議会においても一般質問でお答え
したとおりでございますけれども、ただ、なか

なか難しいのが、今回の無償化に当たって、そ

れまで独自で減免措置をやっていた各市町の財

源は子育て支援に使っていただきたいという国

からのメッセージも来ているところの中で、そ

れを副食費の減免に使うのか、他の子育て支援
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に使うのかという部分が実はございまして、そ

の部分で、実際上、副食費の減免はしないけれ

ども、他の子育て支援をするというような検討

をしているとか、そういう話もございます。私

どもとしては、副食費の取扱いは、半数以上こ

ういう形で支援をしていますよというメッセー

ジを届けることはできても、先ほど申しました

ように、こっちがふさわしいという話はなかな

か厳しい状況であるということをご理解いただ

ければと思っております。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【宮島委員】 ただいまの山口(経)委員のご質問
に関連して、同じく陳情の第 47 号に関して質
問をしたいと思います。ただいま山口(経)委員
のほうからも、各市町の今の取組についてのお

話がございましたけれども、6 月定例県議会の
段階では、3分の 1の市町が減免措置を行うと
いう報告で、その後、若干進行したかなという

感じもするわけでありますが、この間に県とし

て、各市町に何か助言なり、指導したという経

緯はございますか。

【濱野こども未来課長】これまで、この無償化

の実施に向けて、市町の担当課長あるいは実務

担当者会議というのを何度か開催しております

けれども、その中で、先ほどこども政策局長が

申し上げたような、それぞれこれまで市町のほ

うで独自財源を活用して保育料の減免等をして

いた財源については、副食費を含めて、子ども・

子育て支援施策に使うようにというようなお話

は、先ほど言いました会議の中でさせていただ

いたところです。

【宮島委員】先ほど、こども政策局長も答弁を

なされましたとおりに、前回の議会の時にも局

長は、これまで市町が独自に行っていた軽減措

置で使っていたその財源を子育て支援に使うと

いう内閣府の方針に基づいて助言や指導を行い

たいというお話がありました。そのことに基づ

いて今お話があったと思いますが、何かそれぞ

れにしっかりと子育て支援をやってくれという、

いわゆる指導というものを各市町には行ってい

るのでしょうか。

【濱野こども未来課長】 この副食費に限らず、

いろいろ子育て支援策というのはございますの

で、市町の取組状況を見ながら、例えば、それ

ぞれでニーズを把握していただいて、これまで

やっていない子育て支援策に取組をしてはどう

かというような個別なお話などはずっとさせて

いただいている状況です。

【宮島委員】 質問を変えますが、今、県の最大

の課題の一つは、何といっても人口減少だとい

うふうに思います。これは論をまたないことだ

と思うわけでありますが、その人口減少対策に

おいて、いろいろな政策というものがとられて

いると拝察をいたしますが、人口減少対策にお

ける子育て支援の位置付けというものをこども

政策局長はどのようにお考えか、お聞かせをい

ただければと思います。

【園田こども政策局長】少子化対策の中で子育

て支援、内閣府が進めておりますけれども、そ

の中においても、子育て支援の占める割合は非

常に多うございます。私どもといたしましても、

今進めておりますのは、少子化の場合、まず結

婚していただくというのが第一あって、結婚し

た後、子どもさんをもうけていただく、できれ

ば希望するお子様の数、産んでいただきたいと

いうことで、両面で進めている中で、今までは、

子育て支援が非常に進められてきた。実際上も

進められてきて、今回、国のほうでも経済的支

援の中で、幼児教育の無償化でありますとか、

高度教育のほうの低所得者向けの支援、そうい
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うようなものが進められてきている現状の中で、

私たちとしては、子育て支援の分野については、

さらにきめ細かな分で足らざる部分を考え、検

討していきながら対策を打っていきたいと、そ

のように考えているところでございます。

【宮島委員】人口減少対策につきましては、若

者の定着政策やＵターン、Ｉターン、そうした

ものも進められておりますが、そうした若者が

定着する、あるいはＩターン、Ｕターンをして

いく、家庭をこの長崎県で安心して持てるとい

うことについては、やはり子育て政策というの

は極めて重要な政策だというふうに考えるとこ

ろでありますが、そうした中で、これまでこど

も政策局は、それぞれいろいろな政策を一生懸

命取り組んでおられますし、また先ほどは、今

後、子育て条例についてのいろいろな計画を立

てていくということで、そのことについては敬

意を表したいと思うわけでありますが、その一

方で、先ほど山口(経)委員もおっしゃいました
けれども、何となく、子育て支援というものが

長崎県、薄いんじゃないかなという印象が否め

ないというのも事実であろうかと思います。人

口減少に少しでも歯止めをかけようと思えば、

やっぱり思い切った政策、思い切った子育て支

援というものを行っていかなければ、この人口

減少というものに歯止めはかからないと思いま

す。

また、一方で、先ほど、こども未来課長の答

弁の中には、それぞれの副食費の問題につきま

しては市町がサービスの主体であるので、県と

して、いろいろと物を申す立場ではないと、あ

るいは統一をする立場ではないということだか

らと思います。そういう意味では、各市町が競

争を行って、それぞれ子ども支援、子育て支援

を一生懸命やっていますよというアピールをや

ってもらいたいという気持ちもあろうかと思い

ます。

ただ、全国で考えれば、今度は都道府県レベ

ルでやっぱり競争というものが起こる。そうい

う意味では、さっき言ったように、長崎県は他

の県に比べたら、どうしても子育て支援という

ものが薄いということになれば、なかなかそう

した若者の定着、あるいはＵターン、Ｉターン

というものも進んでいかないんじゃないかと考

えます。

また、今回、副食費につきましては、これは

前回から要望があっているようでありますけれ

ども、ただ単に市町を同一に並べるというだけ

ではなくて、県独自の副食費の補助制度という

ものを設けるべきではないかという要望も出て

きているところであります。したがって、この

問題については、市町の問題ではなくて県の問

題であります。このことについて一生懸命取り

組もうという気持ちがあられるのかどうかを改

めてお聞きしたいと思います。

【濱野こども未来課長】国の制度に上乗せをし

て市町が独自に実施する副食費の免除等の支援

策に対しての補助について、県として考えない

かという趣旨かと思いますけれども、正直、な

かなか本県の厳しい財政状況の中では困難な状

況にあると考えております。

【宮島委員】 非常に残念でありますけれども、

しかし、申し上げますとおりに、県によっては、

こうしたものに対して積極的に取り組んでいる

という県もございますので、そうした意味から

は、やり繰りをしながらこの副食費の問題とい

うものにも取り組んでいくということ、こうし

た姿勢を内外にアピールしていくということは

大変重要なことだろうと考えております。そう

いう意味では、今後、市町のそれぞれの動向と
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いうものも見ながら、県として、ぜひ主体的に

この問題についても取り組んでいただきたいと、

このことを強く要望して、終わりたいと思いま

す。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【宮本委員】それでは、陳情書のほうで質問い

たします。私も、47番、長崎県子育て支援協会
より陳情がありました分について質問をいたし

ます。6 月の定例県議会でも、そしてまたさま
ざまな意見交換の中でも、この問題については

議論がなされているところは承知の上でありま

すし、なかなか平行線だなというところも感じ

るわけでもあります。県民の皆様方から負託を

受けた議員として、そしてまた私自身も 6歳の
子どもがおりまして、昨日、保育園から徴収に

ついての手紙が入っておりまして、これを見て、

あっ、来たなというふうに思っています。そう

いった意味を踏まえて質問をさせていただきま

す。

この要望書の中で、6 項目にわたって詳細な
陳情書が提出されていますが、1つ、項目 5に
ついてですけれども、「県の答弁は」ということ

で、「実施主体は市町であるため、県として全市

町に統一取扱いをするよう指示できる立場には

ない」と、先ほどもあったとおりでありますけ

れども、1つ、秋田県の取組を出されています。
この秋田県の取組について拝見されていると思

いますので、この取組について見解をお聞かせ

いただければと思います。

【濱野こども未来課長】秋田県の取組ですけれ

ども、秋田のほうに確認をしました。新聞情報

等で見ると、何か全て副食費を秋田県がリーダ

ーシップをとって市町村と一緒になって無償化

をしているように捉えられるんですけれども、

実態はそうではございません。秋田は、私ども

と違って、従来から保育料の助成事業をやって

おりまして、今回の無償化に伴って、県として

の財源が浮く部分があったという中で、副食費

の助成を市町が実施する部分に対して助成をす

るということで、今、1 つの目安として 4,500
円というのがありますけれども、その 4,500円
の半分を県と市町で負担をしようというもので

す。所得の階層によって違いますけれども、県

が 4分の 1、同じように市町が 4分の 1の負担
で 2分の 1を見るんですけれども、残りの部分
を市が独自で負担をして無償化をしているとい

う市町が、具体的に言いますと、秋田県の場合、

25市町ありまして、秋田市を除いた 24のうち
14の市町が、半分ではなくて、それから残りの
半分を市町が継ぎ足しをして無償化をしたとい

うことで、残り 10 は、同じように半分だけと
いうことですから、4,500 円の半分、2,250 円
は保護者の方に負担をしていただくという流れ

になっていると聞いております。

【宮本委員】秋田県と長崎県、財政の違いはあ

りますけれども、目指すべきところというのは、

人口減少がどこの自治体でもある中で、少子化

対策をしっかりやっていこうという観点は、ど

この市町も変わらない、県も変わらないと思っ

ています。何らかの参考にしていただければと

いうふうな強い思いと、項目 6にありますけれ
ども、これはかなり譲歩されていらっしゃるか

もしれません。ただ、実施主体は市町というこ

とを考えれば、県の役割、市町に働きかけてい

ただくことをお願いいたしますというふうにも

あります。あえてこういった書き方をなされて

いるのかな、陳情されているのかなと思います

けれども、今後も、10月から本格的に始まりま
す。それを踏まえて、各市町でどういった問題

が出ているのか、私たちが園とか保育士の方々



令和元年９月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（９月２５日）

- 127 -

と話す時には、この問題が主です。私も保育士

の方と話す時に、負担をこれ以上増やしてくれ

るなという要望もいただいているところであり

ます。議案の中にも出てきましたけれども、合

同面談会を県もやっていきながら、何とかして

保育士を確保しようという取組もやっているさ

なか、こういったものが出てくれば、離れてい

くというのは見えてくるのかなと思います。

だから、全体的に子育てというものを見てい

ただいて、何が県としてできるのか、そしてま

た市町としっかりと話をしながら問題解決に向

けて取り組んでいくという姿勢を県としてとっ

ていただきたいと思いますけれども、こども政

策局長、この点について、再度見解をいただけ

ればと思います。

【園田こども政策局長】幼児教育の無償化に関

しては、今度 10月 1日から開始ということで、
市町もなかなか忙しくて、ゆっくり会議を持っ

ていろんな意見を聞ける状態ではなくて、今、

いろんなご意見とか、情報をいただくのも、電

話であるとか、担当者の暇を見つけてとか、そ

ういう形で情報交換させていただいている面も

ございます。実施をして、担当者あるいは課長

さんたちを集められるようになれば、しっかり

とここで生じた課題でありますとか、いろんな

子育て支援についての部分で、こういった効果

があったでありますとか、そういう意見交換な

り、情報交換を進めて、それを県の子育て支援

の充実につなげてまいりたいと思います。

【宮本委員】 ありがとうございます。

また今後も私たちもいろいろ現場の声を吸い

上げて、しっかりと主張できればと思っていま

す。あわせて、さまざまな協会の方々との意見

交換も随時、必要に応じてしていただければと

いうことをまた要望させていただきます。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【北村委員】 よろしくお願いします。

陳情書の大村市から上がってきている部分で、

28のラベルがついた部分です。ページ数の表記
は、大村市の分は5ページとなっているのです
が、要望3「保育士確保対策の推進について」
ということで要望が上がっておりますけれども、

対応を見てみると、「政策等決定過程の透明性

等の確保などに関する資料」のほうで、「新た

に構築する就職マッチングシステムへの登録を

促進していく」だとか、今年度は大村市で新た

に子育て支援員研修の開催を実施したというよ

うな対応をしたと報告されておりますけれども、

この保育士確保対策の就職マッチングシステム

への登録については、名簿を活用して掘り起こ

していくというようなことで記載がございます

けれども、具体的に、この掘り起こしというの

は、どういう手法でやっていくのか、また例え

ば、実績があるなら何名ぐらい掘り起こせたと

か、何名目指してやっていくんだとかいうよう

なところがあればお示しください。

【濱野こども未来課長】大村市要望の保育士確

保対策の中でのマッチングシステム登録の関係

でございますけれども、保育士登録というのは、

過去に調査をしまして、資格を持っていらっし

ゃって、実際に保育所等に勤務をされていない

方が約2万人いらっしゃると。その中で、20代
から40代という方が約7,000人ぐらいいらっし
ゃるということで、その方々に、2年ほど前で
すけれども、ご連絡をさしあげて、私どもの保

育士・保育所支援センターというところで、そ

ういう潜在保育士の方の就職のマッチングをし

ているんですけれども、そういった方々に、ぜ

ひ人材バンクに登録をしていただいて、求職を

していただくというようなことでお話をしたん
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ですけれども、その時に、平成30年度で約350
名近くの方が人材バンクに登録をされておりま

す。ただ、なかなかそこからマッチングがスム

ーズにいかなくて、実績としては20名程度なん
ですけれども、したがいまして、潜在保育士の

方は既にデータとしてありますので、できるだ

けその方々にいろんな園の求人状況を出して、

人材バンクに登録を促して、システムの中でマ

ッチングをしていくというふうに考えておりま

す。

【北村委員】 350名登録があったということで、
素直によかったなと思うんですけれども、そこ

の350という数字が登録可能な分母について、
大体どれぐらいの認識ですか。

【濱野こども未来課長】先ほど申しました潜在

保育士と言われる方の20代から40代の方が
7,000名程度いらっしゃいますので、それが一応
分母になろうかと思います。ただ、現在のとこ

ろは、別の業種であるとか勤めている方もいら

っしゃるかもしれませんし、働けない状況の方

もいらっしゃいますから、必ずしも、それがき

っちりした分母ではなかろうかと思うんですけ

れども、一つの目安にはなると思います。

【北村委員】ぜひ、今後登録を推進していただ

きたいと思います。

あと、子育て支援員研修を大村市で開催した

というようなことだと思いますが、今後もこれ

は継続的に開催をしていくのかとか、これは年

に何回ぐらいやっていくのか、そういったとこ

ろについてお示しください。

【濱野こども未来課長】子育て支援員研修につ

きましては、昨年度まで、長崎市と佐世保市、

県北と県南地区ということで2カ所でやってお
りましたけれども、大村市などの要望等を踏ま

えまして、今回、大村市を含めまして3カ所で

開催いたしました。大村市さんのほうも、実は、

昨年から独自で子育て支援員研修をされており

まして、昨年度2回したんですけれども、今回、
長崎県のほうで1回するということで、今回は1
回に回数を減らしていらっしゃいますけれども、

これはお互い情報共有しながら、大村市の回数、

県がまだ継続してやるのかどうかを含めて、そ

の効果を測定しながら、また検討していきたい

と考えております。

【北村委員】やるかどうかをまだ今からという

ことですか。ぜひやってください。要望です。

あと、44の要望書、「身体障害者福祉の充実
に関する要望書」が出されておりますけれども、

その次のページ、2「障がい者の災害対策の推
進について」、（2）福祉避難所の拡充につい
てとあると思います。福祉避難所は、実は、私

も市議会議員時代から結構追っかけていて、大

村市の導入について、それなりに汗をかいてき

たとは思っているのですが、先ほど山口(経)委
員の話でもありましたけれども、先日の豪雨で、

実は私、老人ホームの管理者であり、プラス、

そこは福祉避難所にも指定をされておりまして、

ただ制度はつくったものの、当時の話をすれば、

仏はつくったけれども魂は入っていないという

ような状況だろうと思いますが、この「福祉避

難所の拡充の推進をお願いします。」というよ

うな要望が上がっておりますけれども、「県立

施設の活用なども視野にいれ」というようなこ

とでありますが、県としての考え方、現状につ

いて、どう進めていくのかというようなことが

あればお示しください。

【渡辺福祉保健課長】福祉避難所の拡充につい

ての県の考え方についてのお尋ねでございます。

県としても、災害時に、配慮が必要な要支援者

の受け入れをする福祉避難所の整備というのは
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大変重要であると考えておりまして、各種担当

者会議等で、市町にもお願いをしているところ

でございます。

ご要望の中で、福祉避難所が415カ所という
表現がございますけれども、令和元年度現在で

427カ所ということで、少しずつ増加をしてい
るところでございます。

ただ、今回の障害者の団体のご要望というこ

とですけれども、福祉避難所の施設が、高齢者

の施設が8割ぐらいということで、障害者の施
設はまだまだ少ないような状況もございます。

そういった状況も含めて、市町に担当者会議等

で、協定を結んだり、そういった形での充実を

お願いしているという状況でございます。

【北村委員】わかりました。ぜひ進めていって

いただきたいと思うんですが、その進める前に、

これは制度論になってしまいますけれども、福

祉避難所というのは二次避難所ですね。一次避

難所から二次避難所にどうやって移動するんだ

とか、誰が、どんな権限で移転する人を決める

んだというような、その辺が全くとは言いませ

んけれども、なかなか煮詰まっていないと。で

すから、魂が入ってないよねという話になって

いるんですけれども、これは確認ですが、大村

市の場合は、福祉避難所は基本的に二次避難所

として設定をしておりますけれども、福祉避難

所を一次避難所として、例えば、障害のある方

に事前にお示しをしておいて、災害時はこちら

の施設へというような取扱いというのが、例え

ば、長崎県は福祉避難所は二次避難所プラス一

次避難所ですよという運用ができるのかどうか、

ご承知でしたらお示しください。

【渡辺福祉保健課長】委員からお話がありまし

たように、基本的には福祉避難所は指定避難所

から福祉的な支援が必要な方を誘導するという

ような考え方でお示しをしているところでござ

いますけれども、そのあたりの取扱いにつきま

しては、例えば、要支援者の場合、高齢者であ

ったり、障害者であったり、いろんな程度の方

がいらっしゃいますので、それはその支援が必

要な方を、個別にどういった形で支援をしてい

くかという個別支援計画の策定も市町にお願い

しているところでございまして、その支援計画

の中で、直接福祉的な避難所へ避難が必要な方

は、そういった形でご誘導していくというよう

な形もあろうかと思っております。

【北村委員】 基本的に、主体としては21市町
になるんでしょうから、県としては、どちらで

もいいですよ、もしくは、できれば一次避難所

にしてくださいというような、先ほどの副食費

の話じゃないですけれども、お願いというのが

できるのかどうかというようなことについての

見解をお示しいただきたいと思います。個人的

な見解としては、避難をしなくちゃいけないよ

うな大災害が起きた時に、一次避難所から二次

避難所に、誰が選定するのかとか、どんな権限

が、そういったところは正直、運用ができない

と思います。多分、ほかの大災害が起こった地

域に職員の方が各市町で研修に行かれていると

いうお話で、その辺が運用が全くできていない

というふうな状況であったというようなことで

あります。ですから、先ほど福祉保健課長がお

っしゃったように、個別の福祉計画を、障害を

お持ちの方は、二次避難所としてではなくて、

この避難所を一次避難所としてお願いしたいと

いうような指導監督までできるのかどうかはわ

かりませんけれども、お願いをしていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。

【渡辺福祉保健課長】委員お話がありましたよ

うに、実際支援を必要とされる方がどういった



令和元年９月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（９月２５日）

- 130 -

状況にあるかということをしっかり把握してい

ただいて、それに沿った個別の支援計画、そう

いった中で、福祉避難所に直接誘導したほうが

いいのか、そういったところまではまだ必要な

いのか、そういったところもきちんと把握をし

た上で、市町に、支援計画を策定していただく

ように、我々も、なかなかこの支援計画自体も

進んでいないところもございますので、今年度

は、そういった要支援者対策の担当者会議を年

に3回ほど開くような形で進めておりまして、
今度10月にも会議がございますので、そういっ
た中でも、市町にそういった点をしっかりお話

をしていきたいと考えております。

【北村委員】 よろしくお願いします。

続けて、同陳情書のページ番号でいいますと

5ページ、要望項目は15番「手話言語条例の制
定内容について」というようなことで要望が上

がっておりますが、制定をしてくださいと要望

がしてあるということは、まだ県として検討中

というような格好なんですか。

【桑宮障害福祉課長】手話言語条例の制定につ

きましては、ろうあ福祉協会からも要望をいた

だいているところでございます。現状としまし

ては、条例とあわせまして、まず聴覚障害をお

持ちの方が日常的にどういう課題を持っておら

れるか、それを解決するために、どういう取組

が必要か、さらにはその上で、条例がどういう

役割かを含めて、総合的に意見交換をしようと

いう話を団体のほうとさせていただきまして、

聴覚障害者関係団体、それから手話通訳者の団

体、あと市町も交えまして意見交換をやってお

ります。その中で、今後どういった支援をして

いったらいいか、さらに、条例が必要ならば、

どういう形の条例が必要なのかというのもあわ

せて議論していきたいと考えております。

【北村委員】 実は、これも私、議員時代いたも

のですから、大村市が制定されているのはご承

知だろうと思います。ただ、この条例について

はいろいろ見解があって、賛成される方と、不

要であるという立場の方といらっしゃって、た

だ私は、あったほうがいいんじゃないかと思う

ほうなので、お話を聞いていると、県としては、

ニュートラルで今から検討をしていくんだとい

うようなことでよろしいのでしょうか。確認で

す。

【桑宮障害福祉課長】先ほど申し上げましたよ

うに、まず聴覚障害者の方、聾者の方が抱えて

いる課題を解決するというのが一番でございま

すので、そのために何が必要かということを考

えていく、そのための意見交換会を今、引き続

き続けているところであります。その中で、条

例、もし必要であれば、あるべき姿も見えてく

るのではないかと考えて、意見交換を実施して

いるところであります。

【北村委員】わかりました。皆さんと一緒に必

要なのかどうかをまず見極めていこうというこ

とだったろうと思います。

16番「県議会議員選挙公報について」という
ことで、我々非常に気になるところかなと思い

ますが、「点字版、音声版、拡大文字版などの

視覚障害者に配慮した選挙公報の提供をご検討

ください。」とありますけれども、これについ

て今、県が何らかの見解があるのか、検討した

ことがあるのかとか、現況についてお示しいた

だければと思います。

【ごう委員長】 暫時休憩いたします。

― 午後 ４時３０分 休憩 ―

― 午後 ４時３１分 再開 ―

【ごう委員長】 再開いたします。
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【桑宮障害福祉課長】 お尋ねの要望項目の16
番につきましては、企画振興部の所管になりま

すので、見解は現在、企画振興部に照会中でご

ざいます。

【前田委員】 38番の長崎市からの要望の6番、
「子どもに対する医療制度の対象者拡大につい

て」、質疑を行いたいと思いますが、長崎市か

ら要望が出ていますが、この件に関しては、対

象の拡大というのは、長崎市に限らず、市町会、

町村会からも要望が出ていますから、県下の21
市町からの要望というふうな受け止め方を私は

しています。

まずは、質問ですのでお答えいただきたいの

ですが、対象者を拡大してほしいという要望で

ありますが、現況の各21市町の今の乳幼児医療
費の助成の状況と県のこの要望に対する見解に

ついて、まず答弁をいただきたいと思います。

【今冨こども家庭課長】乳幼児医療費の助成に

ついてのお尋ねでございます。

まず、１点目の現在の市町における対象の状

況でございます。まず、中学校卒業までに拡大

をしている市町が18市町ございます。18歳に達
する年度まで、要は、高校生まで拡大している

市町が2市1町ございます。こういう状況の中、
各市町のほうからご要望いただいておりまして、

県の回答といたしましては、現物給付の導入に

よる想定以上の財政負担の増加でありますとか、

県の財政調整のための基金残高の減少などの本

県の厳しい財政状況を踏まえますと、対象年齢

を引き上げることは非常に困難であると考えて

おります。

【前田委員】この要望は、私も含めて多くの議

員から本会議や委員会の中で要望されているこ

とでありますが、その答弁というものは、毎回

今答弁があったような形で、現物給付導入後の

財政負担が大きいということで、要は、財政的

に厳しいからということなんですけれども、今

答弁がなされませんでしたけれども、知事がこ

の件に対して、単に財政負担だけではなくて、

そもそも論のところで県がそこを検討すべきじ

ゃないということをコメントしていますよね。

その内容はどういうものか、わかっていますけ

れども、確認のため答弁してください。国にお

いてということを言っていますよね。

【今冨こども家庭課長】乳幼児医療費への助成

につきましては、全国のほとんどの市町で行わ

れているという状況でございます。ただ、財政

力等により、その内容に自治体間で差が生じて

いることは問題でありまして、この件について

は、国の責任において、全国どこに住んでいて

も同じ条件で医療が受けられる制度の構築を図

っていただく必要があると考えております。

そのため、県といたしましては、国に対して、

全国知事会や政府施策要望などを通じまして、

子どもの医療費助成制度の創設などを強く要望

しているところでございます。

【前田委員】各市町が今、子育て支援に取り組

む中で、乳幼児の医療費の補助の対象の拡大と

いうのが非常にわかりやすいというか、お母さ

んたちからしても、経済的負担の軽減、もしく

は本当に何か体調を悪くしたら病院にかかろう

という、その後の重度化を防ぐという意味では

効果があるということで、多分、いろんな市町

が取り組んできました。今現在は、県は就学前

までの助成ですけれども、それが各市において

は、まず小学校の卒業までというところの引き

上げがあって、その次としては中学校、そして

その先として、さっき言ったように、2市1町と
いう形で高校までやっている。ただ、知事が、

さっき言われたように、本来は全国どこでも同
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じ条件というのはよくわかります。だから、そ

のことは知事会で要望してもいいけれども、私

は、その推移を見ながら、どんどん、どんどん

手厚くするところが増えてくるならば、その際

に検討してほしいということと、国においてそ

のことが実現するまでの間、県として、補助制

度というか、引き上げを考えていいんじゃない

かということも要望してきましたけれども、こ

の件に関しても、全くもって財政が厳しいとい

うことを含めてやっています。変わりません。

何が言いたいかというと、山口(経)委員や宮
島委員からも言われましたけれども、人口減少

対策、そして少子化の中で、子育て支援が大切

だということで、子育て支援に非常に力を入れ

なければいけないということはわかっている。

わかっている中で、さっき説明があった子育て

条例行動計画の策定、よくできていると思いま

すよ。しかし、全てのことをやろうとした時に

は、財源が全部ついてくる話ですよね。財源な

くしてできない話の中で、それを財源をもって

してできないというようなことが、さっきの副

食費の話もそうですよ。宮島委員から、県とし

ての単独の補助制度をつくってはどうかという

ことに対しても、財政が厳しいという答えだっ

た。

そういうことを言っていると、私は、他県の

中で人口減少が著しい本県は、ますますもって

遅れをとるというか、それ以前に、子どもに対

して優しくないというような評価を受けると私

は思うんです。さっき言ったＵターンであった

り、Ｉターンであったり、長崎に移住しようか

といった時に、やはり一番見るのは子育ての環

境ですよ。ただ単に子育て支援だけじゃなくて、

教育の環境も整えてあげなければいけないとい

うことで、今回、この条例行動計画を策定した

のは評価するけれども、これを実行するための

財源をどうやって確保していくか、どうやって

捻出するかというところが足りない。それがな

いと絵に描いた餅ですよ。やりたいことはある

んだけれども、手が届かない。それはやっぱり

お金がないからだと。そこをどこかで打破して、

やろうという優先順位を高めていかないと、そ

れは全庁的な認識の中で、子育て支援は大事な

んだよと、ほかのことを抑えてでも子どもにお

金をかけようやということになったら、皆様方

の今までの答弁というのは変わってくると思う

んです。

ですから、その財源をいかにこれから確保し

ていくかということについて、もっともっと私

たちは議会としても提案していかなければいけ

ないと思いますけれども、皆さん方も知恵を絞

っていく。その知恵を絞れた自治体こそが人口

減少に歯止めがかかる。そして、長崎で生まれ

て育ってよかったと思う県になると思うんです

けれども、この件について、非常に総括的です

が、問題提起として、財源の確保をしっかり考

えていこうという提案をしていますので、こど

も政策局長のほうで総括的な答弁を求めたいと

思います。

【園田こども政策局長】私どもの行動計画もし

かりですけれども、財源確保は非常に大切なと

ころだと認識いたしております。基本的には、

各部局でまずスクラップ・アンド・ビルドも必

要になる中で、福祉の分野で見直す部分がなか

なか少ないという状況もございますけれども、

そういった中においても、例えば、いろんな特

別枠を活用するとか、いろんなことを知恵を絞

って財源確保に努めてまいりたいと思います。

【前田委員】総体的な答弁を求めたら、そうい

う答弁になると思うんですけれども、さっき言
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ったように、こういった子育て計画を立てた時

には、そこに対して、令和6年度までの5カ年だ
から、5カ年でどれぐらい財源がかかるんだ、
望むべき財源はここだけれども、そこまでは確

保できないから、ここまではしっかり頑張ろう

とかいうところがこれからついてこなければい

けないと思っていますし、統轄監の中で、人口

減少、その中で1つのプロジェクトとして子育
て支援というのがあるのだから、その中でもっ

ともっと今、こども政策局長がおっしゃったよ

うな形で、しっかりと特別の枠をとってとって

くるということもだけれども、地方創生交付金

の中でも、組み立て次第ではとってこれるお金

はあるのですから、もっともっと頑張って財源

を確保して、本県の子育ての環境をよくしよう

ということを要望しながら、そして、これから

知恵を出し合いながら頑張ることを確認しなが

ら、質疑を終えたいと思います。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。

審査の途中ですが、本日の審査はこれにてと

どめ、明日は午前10時より、引き続き、こども
政策局を含む福祉保健部関係の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ４時４０分 散会 ―



第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年９月２６日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ２時３６分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) ごうまなみ 君

副委員長(副会長) 中村 一三 君

委   員 前田 哲也 君

〃 山本 啓介 君

〃 大久保潔重 君

〃 山本 由夫 君

〃 山口 経正 君

〃 宮島 大典 君

〃 宮本 法広 君

〃 堤  典子 君

〃 北村 貴寿 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

福祉 保健部 長 中田 勝己 君

福祉保健部次長 安永 留隆 君

福祉 保健課 長 渡辺 大祐 君

福祉保健課企画監
（福祉保健総合計画
・企画予算担当）

岩崎 次人 君

監査 指導課 長 磯本 憲壮 君

医療 政策課 長 伊藤 幸繁 君

医療人材対策課長 石田 智久 君

薬務 行政室 長 本多 雅幸 君

国保・健康増進課長 小田口裕之 君

国保・健康増進課企画監
（健康づくり担当）

永峯 裕一 君

長寿 社会課 長 峰松 茂泰 君

長寿社会課企画監
（地域包括ケア担当）

山口 美紀 君

障害 福祉課 長 桑宮 直彦 君

原爆被爆者援護課長 橋口 俊哉 君

こども政策局長 園田 俊輔 君

こども未来課長 濱野  靖 君

こども家庭課長 今冨 洋祐 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

昨日に引き続き、こども政策局を含む福祉保

健部関係の審査を行います。

F 所管事務一般に対する質問を行うこととい

たします。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」についてご質問はありません

か。

【宮本委員】 おはようございます。

それでは、「政策等決定過程の透明性等の確

保などに関する資料」の福祉保健部関係で確認

をさせてください。

資料の4ページになりますけれども、補助金
名が長崎県へき地診療所設備整備費補助金の中

で、上から2つ目の佐世保市総合医療センター
の宇久診療所の件になります。事業概要が「へ

き地診療所として必要な設備整備に対して支援

をする」となっていますが、その下を見ると、

「に対する助成」となっていて、これだけ支援
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をするという、事業概要がちょっと違うみたい

で、金額も775万円、若干高めであります。し
かも、所管は医療人材対策室となっています。

この事業についてご説明いただけますか。

【石田医療人材対策室長】今、ご指摘がござい

ました長崎県へき地診療所設備整備費補助金に

ついてでございます。確かに、今、委員ご指摘

のとおり、事業概要のところに「支援をする」

という表現をさせていただいておりますが、こ

れは診療所が、具体的に言いますと全自動生化

学測定システム、それから血液ガスの分析装置、

こういったものを購入して、そのうち2分の1を
補助したものでございますので、ほかのところ

と同様に助成というか、補助をしたというもの

でございます。

【宮本委員】機械器具の購入ですよね。設備整

備の購入になりますが、この所管は医療人材対

策室となっていますが、この関係性について、

もう少しご説明いただけますか。

【石田医療人材対策室長】医療人材対策室では、

離島医療を守るという視点もございまして、離

島医療全般を所管しておりますので、へき地診

療所の補助金についても当室で所管していると

ころでございます。

【宮本委員】そうしたら、先ほど言われました

ような器具が入ることによって、さらに検査の

精度が増したり、ちょっと高度な検査が宇久で

もできるようになるという認識でよろしいでし

ょうか。

【石田医療人材対策室長】ご指摘のとおりでご

ざいます。へき地診療所の機械を購入すること

で診療所の運営が続けていけるということで、

具体的に言いますと、これが1,551万円なんです
が、半分が国庫補助ということでございます。

【宮本委員】 わかりました。同じ資料の19ペ

ージの中にも、佐世保市からの令和2年度県に
対しての要望の中でも、宇久診療所については

支援の要望をしておりまして、県の対応として

もさまざましておりますということもあります

ので、引き続き、こういった形でまた対応して

いただければと思います。

同じく、この補助金の中の5ページになるん
ですけれども、一番上の鷹島診療所の297万円
について、これは今度は所管が国保・健康増進

課になっておりますが、これの概要について説

明をいただけますか。

【小田口国保・健康増進課長】この補助につき

ましても、先ほど医療人材対策室長から説明が

ありましたが、同じ補助金のメニューでありま

すけれども、開設者が国民健康保険としての直

営診療所については国保・健康増進課の方で所

管しているものでありまして、設備、機器等の

購入に関する補助を行うものであります。

【宮本委員】具体的にこれはどういった器具に

なりますか。それはわかりますか。

【小田口国保・健康増進課長】申しわけありま

せん、手元に資料がありませんので、後ほど回

答いたします。

【宮本委員】その調度を教えていただければと

思います。

同じ補助金の中でも、へき地ではあるけれど

も、国民健康保険直営の分と独立行政法人につ

いてはそれぞれ所管する課が違うという形で、

どうなんですか、設備整備についてですから、

全般的になりますけれども、この補助金につい

ては設備の補助、だから、へき地の診療ができ

やすくするための、全般的に言えば補助金と考

えてよろしいんでしょうか、確認させていただ

ければと思います。

【石田医療人材対策室長】ご指摘のとおりでよ



令和元年９月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（９月２６日）

- 136 -

ろしいかと思います。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【北村委員】 国保・健康増進課分で、項目の

14、長崎県フッ化物洗口推進事業費の補助金の
継続についてということで、27ページ、28ペー
ジです。これについて、1点確認ですが、私の
記憶があいまいなのかもしれませんけれども、

教育委員会でも中学校のフッ化物洗口について

の推進ということで、一昨日でしたか、小学校

は100％だと、中学校が60％程度いっていると
いうような、その説明を受けた時に私は手元に

メモしているんですよ。こちらを見ると38.8％
ということで、多分こっちの方が正しいのかな

と思いますが、この辺については教育委員会の

答弁を後で確認をしていただきたいと思います。

質問は、この中で、「令和2年度まで4年間で
全中学校での実施を目指す計画としており」と

いうことで、令和2年度まで全中学校でという
ところを目指されているんでしょうが、現在

40％を切っている状況の中で、この見通し、な
かなか難しいのかなというところも感じるんで

すが、それについてはどうお考えか、お示しく

ださい。

【永峯国保・健康増進課企画監】フッ化物洗口

の関係でございます。一昨日の教育委員会の審

議の中でもご議論があったところでございます

が、その中で教育委員会が60％程度と申し上げ
ましたのは、今年度の補助金の申請が先般出そ

ろったところでございまして、その中では県全

体で6割程度の実施が見込まれているというこ
とでございます。

この資料にございますのは、昨年度、平成30
年度の実績が38.8％ということでございますの
で、そこに比べますと、一定程度伸びてきてい

るという状況にはございます。

ですが、来年度までに全ての学校ということ

になりますと、まだまだハードルが高い部分が

ございますので、引き続き教育委員会、あるい

は県歯科医師会とも連携をしながら、未実施の

市町に対しても働きかけを行っていきたいと考

えてございます。

【北村委員】 わかりました。38.8％が67％ま
で、中学校でぽんと上がったという理解でいい

んですか。

【永峯国保・健康増進課企画監】 67％ではご
ざいませんで、進んだということでございます。

【北村委員】進んだということで非常にいいの

かなと思っております。

ただ、これは令和2年度までということでご
ざいますから、このペースで取り組んでいただ

ければ100％に近づくかなと、認識を改めまし
た。ぜひ頑張っていただきたいと思います。

その残りのまだ実施されていないところ、大

村市をはじめとして、なかなか手がつけられな

いというのは、教職員の方々のマンパワー不足

というのがあるという話もありますので、ちょ

っとこちらでどうこうするという問題ではない

のかもしれませんが、ぜひ教育委員会とも連携

をしながら進めていっていただきたいと思いま

す。要望です。

そして、これも前回の6月議会でこれにお答
えをいただいて、自分で勘違いしていた部分が

あります。補足の部分で国保特別交付金を活用

した市町インセンティブ制度ということで間接

的な支援を行っているというお話でしたが、こ

れは市町の国保会計への財政的な支援になると

いう理解でいいんですか。

【小田口国保・健康増進課長】 委員、今のご質

問のとおり、県の市町への繰入金の中にそうい

う保健事業を評価する部分がありまして、この
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中でフッ化物洗口の実施率について項目を設け

まして、市町の特別会計の方に県からその分を

繰り入れをするという交付金を平成30年度か
ら創設したところでございます。

【北村委員】その市町の実施率が高ければ高い

ほど国保会計にインセンティブが入るというこ

とですね。手元にどれぐらい、今、単年度でイ

ンセンティブが入っているのか、補助が入って

いるのかというのはおわかりになりますか。

【小田口国保・健康増進課長】このインセンテ

ィブの評価項目が、フッ化物洗口もありますけ

れども、その他にもたくさん項目がありまして、

それを総合的に評価してするものでありますの

で、このフッ化物洗口だけというところでは金

額は出せないんですけれども、市町ごとの県の

インセンティブの内訳については、これもすみ

ません、今、手元に資料がございませんので、

別途説明したいと思います。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山口委員】おはようございます。今日もまた

よろしくお願いします。

「政策等決定過程の透明性等の確保などに関

する資料」の51ページでありますけれども、ナ
ースセンターの事業運営委員会というのが開か

れております。その中で看護職員需要調査結果

というのが議題となっておりますけれども、看

護職員の需要についてどういう調査がなされて

おりますか。

【ごう委員長】 暫時休憩いたします。

― 午前１０時１２分 休憩 ―

― 午前１０時１２分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

【石田医療人材対策室長】需要調査についての

お尋ねでございます。この調査は、医療機関全

般に看護職員の勤務状況ですとか、あとは不足

状況、こういったものを確認したものでござい

ます。

【山口委員】医療人材、特に看護人材が不足し

ているという状況をずっと聞いているわけです

けれども、どれくらい不足している病院数があ

って、そして、どれくらいの人員が足りないか

といった細かなことまでやっておられるでしょ

うけれども、その結果は我々にはお知らせいた

だけないんですか。

【石田医療人材対策室長】病院だけではなくて、

ほかの福祉施設などにも送っておりまして、発

送が1,835、このうち回答があったのが1,219で
ございます。不足数としましては、768人とい
う数値が出ております。ただ、あくまでもこれ

は4月1日時点ということでございまして、幾つ
かの施設に聞いてみたんですが、例えばぎりぎ

りで辞められて4月1日に採用できなかったと
か、たまたま産育休が出てしまっているとか、

こういったところもございますので、これがそ

のまま768人というわけではないと思いますが、
一応そういった結果が出ているということでご

ざいます。

【山口委員】 700～800人の看護人材不足とい
うのはずっと変わらない状態が近年続いている

んじゃないかと思うんです。潜在看護師と言わ

れる方々の掘り起こしをナースセンターでも行

っていらっしゃるということで、そういう事業

そのものが看護師不足に寄与していないという

ところも、全然寄与していないというわけじゃ

ないんですけれども、なかなか効果が出てきて

いない部分も見えるようですが、その点はいか

がなんですか。

【石田医療人材対策室長】ナースセンターにお

いては、マッチングがうまくいくようにという



令和元年９月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（９月２６日）

- 138 -

ことで、ハローワーク業務を、もう少し医療を

知った者が紹介をしていくというような事業と

させていただいているところでございます。

そうした中で、なかなかマッチングがうまく

いかないという部分もございまして、地区の問

題ですとか、もしくは働きたい時間帯と求人内

容が合わないとか、そういったところもござい

ますので、そこら辺は十分うまくいくようにと

いうことで今後とも努めてまいりたいと考えて

いるところでございます。

【山口委員】登録者の数とマッチングというの

が一番問題なんでしょうけれども、どうすれば

うまくいくか、その辺をもうちょっと知恵を出

す必要があるかと思うんです。看護協会あたり

とのそういった話し合いについてはどうなって

いますか。

【石田医療人材対策室長】看護協会とも頻繁に

そういった話はさせていただいております。

昨年度から3カ年事業で、プラチナナースと
いいまして、看護を退職した方々、この人たち

を何とか活用できないかという事業もさせてい

ただいているところでございます。

ただ、全般的な話として、既に辞められた方

の再雇用も進んでいるということで、なかなか

うまくつながっていかないような部分もござい

ますが、協会とも連携をとっていろんな話もし

ております。対策はないかということでござい

ますけれども、例えば医療機関の方にどういっ

た方がほしいかということや、どういった作業

かというのを細かく色分けしまして、実際に働

きたい人が合うかどうか、こうしたシステムづ

くりができないかについても話をさせていただ

いているところでございます。

それから、例えばセミナーを開催したりとい

った取組もさせていただいているところでござ

います。

【山口委員】登録者数とマッチングがうまくい

くように、しっかりとそういう対策をまた練っ

ていただきたいと思うんです。

それから、もう一つが、県立大にも看護人材

を育成するところがございますが、なかなか県

内への定着率が悪いということでありますので、

そういったところにもアピールが必要かと思い

んですが、対策はいかがなさっておりますか。

【石田医療人材対策室長】県内就業率のお話か

と思います。県内就業率は、県立大学と当室の

数字の取り方が少し違うんですが、我々が県内

就業率と言っていますのは看護に就職した方々

で分母には進学者も含むということでございま

す。全体卒業されたうち、どれくらいが看護と

して就職しているかというのを見ているんです

が、一昨年度が55.5％、昨年度が60.9％、今年
の3月卒業が61.1％ということで、少しずつでは
ございますが、伸びているという状況にあると

いうことでございます。

県内・県外比で言いますと、約7割ぐらいが
県内に就職しているという状況にございます。

取組というところでございますけれども、養

成所、学校を卒業した方々に、実際どういうと

ころで就業を選んでいるかというアンケートを

させていただいております。その中で一番多い

のが「職場の雰囲気・環境」、これが61.2％で
ございます。それから「教育体制の充実」、こ

れが41.3％でございます。その次が「給料」と
いうことで31.6％となっている状況でございま
す。

我々としては、重要なことは職場の勤務環境

をよくしていくこと、それともう一つが教育体

制を充実していくことだと考えておりまして、

例えば合同就職説明会といって県内の企業を集
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めて、佐世保と長崎で毎年5月ぐらいに多くの
方々に集まっていただいて、学生の就業のマッ

チングの会を催しているところでございますが、

そういった中でもこういった状況というのをお

知らせして、まずは皆さん、勤務環境改善に取

り組んでください。それと教育体制の充実に取

り組んでくださいと。県では、例えば教育体制

で言いますと、キャリア支援センターを佐世保

に置きまして、公的な機関としては全国でも唯

一なんですが、そういった機関を設けて教育体

制の充実にも取り組んでいるところでございま

すし、医療機関の皆さんには教育に取り組んで

いただいて、それを学生にアピールしてくださ

いという話をさせていただいているところでご

ざいます。

それから、学校、養成所、これは毎年皆さん

集まっていただいて、県内への就業の取組、好

事例を共有するような取組をしておりますし、

また、先ほどお話にございました県立大学も話

はさせていただいておりまして、例えば職員が

若者定着課とともに就業説明会に行くだとか、

私も保護者の方に説明には参っております。そ

れから、ナースセンターも行っておりますし、

アピールをさせていただいているところでござ

います。やはり就業を増やしていくためには、

学校、養成所の取組がまず第一でございまして、

プラス医療機関へのアピール、これが重要だと

考えて、今取り組んでいるところでございます。

【山口委員】看護師というのは、命をあずかる

大切な仕事であるということで、誇りも持って

いらっしゃいます。そして、先ほどありました

給与面の改善とか、そういったことも必要だと

いうことを訴えておられます。

そういう中で、看護師の需要というのがます

ます高まっていく可能性もございますので、し

っかりとそういう対応をやっていただいて、そ

して県内の需要に応えていただきますように努

力をお願いいたします。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ほかに質問がないようですので、

次に、議案外所管事項に対する質問を行うこと

といたします。

質問はありませんか。

【山本(由)委員】 「文教厚生委員会関係議案説
明資料」の福祉保健部の1ページのところの医
療計画の関係です。

今年の4月ですか、厚生労働省が三次医療圏
と二次医療圏の新たな医師偏在指標というのを

算出されていて、この中で上位3割が医師多数
の医療県だと。下位3割が医師少数県だという
ことで、この段階での指標としては、長崎県が

全国で9位ということで医師多数県だというこ
とになるんだろうと思うんです。今後の医師偏

在対策としては、医師多数県については、ざっ

と言うと医師を増やさないという方向だと聞い

ているんですけれども、今回、多数県に今のと

ころ分類されているということによる県の医師

計画への影響ということについて、まずお伺い

したいんです。

【石田医療人材対策室長】今、委員ご指摘のと

おり、今年2月にこの医師偏在指標の暫定値と
いうものが出て、全国9位ということで、本県
は医師多数県と位置づけられたところでござい

ます。医師多数県については、委員も言われま

したように、他県から医師を持ってこない、確

保しないということを基本とすると言われてい

るところでございます。

ただ、一方で、これまでの既存施策による医

師確保、これについて速やかな是正を求めるも
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のではないという通知もされているところでご

ざいます。

皆さん、ご存じのように、本県は離島を多く

有しておりまして、現状も離島の医師確保に非

常に苦慮しているところでございます。今後と

も、我々は離島の医師確保、それからへき地の

医師確保に取り組んでいきたいと思っておりま

すし、必要なことがあれば国にも制度を、細か

いところはまだ見えていないんですが、こうい

うところが見えてきましたら必要な要望はして、

何とか地域医療を守っていきたいと考えている

ところでございます。

【山本(由)委員】 わかりました。
この二次医療圏になるんですか、二次医療圏、

これはまだ、あくまでも暫定値ということにな

るんだと思うんですけれども、長崎、それから

県央、佐世保が多分医師多数圏という形になっ

て、五島や県南、上五島というのは少数圏にな

っていると。そうなった場合に、県内の二次医

療圏同士で多数圏から少数圏にという形のこと

をやっていくという流れになるわけですか。

【石田医療人材対策室長】基本的な考え方とし

ては、今委員がご指摘のとおりでございまして、

医師の多数区域、これは先ほどの医師多数県と

同じように、他の二次医療圏から確保は行わな

いと。それから、医師少数区域では二次医療圏

の医師の増加を図るというのが、国のガイドラ

インの中では記載がされているところでござい

ます。

ただ、先ほども申しましたように、医師多数

区域におきましても、これまでの既存の施策に

よる医師確保について速やかな是正を求めるも

のではないという記載もございますし、また、

仮に医師多数県となった場合にも、例えばその

一つの地区が二次医療圏内でも局所的に医師が

少ないような部分については医師少数スポット

として定め、医師少数区域と同様に施策を検討

できるという規定もございます。こういったと

ころを踏まえまして、今後とも一つの指標だけ

ということではなくて、地域の実情を踏まえな

がら対応していきたいと考えているところでご

ざいます。

【山本(由)委員】 わかりました。今おっしゃっ
ているのは、どちらかというと、医師多数県と

なったとしても既存の施策については引き続き

続けるということではあるんですが、一方で、

少数圏のところにどういうふうに具体的にシフ

トというか、移動させていくか、そこの具体的

なイメージというのがありますか。

【石田医療人材対策室長】今の委員のご指摘は

非常に難しい話でございます。医師少数の地域

を増やすという対応はできるんですが、なかな

か医師多数のところを減らすという取組は確か

に難しいところもございます。そういったこと

もございまして、今後、医師確保を図るために

は、県で保健医療対策協議会の中でも検討する

ということになっておりますので、医師会とも

連携を図りながら対応していきたいと考えてい

るところでございます。

【山本(由)委員】 多数のところから減少させる
というより、少数のところをとにかく全体とし

て増やしていくんだと、基本的にはそういう考

え方になるんだろうと思います。わかりました。

今回の医師確保計画と、これは個別になって

くるんでしょうけれども、今、地域医療構想と

いうのを策定しているんですけれども、これと

の関係といいますか、地域医療構想への影響と

いったものはあるんでしょうか。

【伊藤医療政策課長】地域医療構想につきまし

ては、2025年度を目標に、各二次医療圏単位で
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の医療体制のあり方をこの構想の中に記載をし

ております。

現状の医療体制としましては、急性期医療が

多くて、回復期の医療体制が不足しているとい

う状況がございますので、この解消に向けて、

今、二次医療圏単位で調整会議を設けて議論を

しているところであります。

この医療機能の転換に伴って、必要な医師、

看護師の人材の確保も当然関わってまいります

ので、そこは調整会議の中で、その人材につき

ましても一緒に議論をしてまいりたいと思って

おります。

【山本(由)委員】 わかりました。この新しい指
標とか計画によって、地域医療構想はもっと個

別な診療科ごととか、分類ごとになってくるん

でしょうから、直接それが影響を受けるという

ことではないということで理解をいたしました。

それで、一つわからなかったのが、国の方が

暫定的な偏在指標を算出して、県の方がそれに

対して流出入を考慮した上で、県の方で算出を

もう一度し直して、それを受けて、ここに書い

てあるような10月ぐらいですか、医師偏在指標
をまた新たに厚生労働省の方から出すという流

れでよろしいんでしょうか。

【石田医療人材対策室長】2月に暫定値が出ま
して、その後、圏域ごとの流出入状況を国が加

味した分が出されています。それを県が見て、

そこに実情と違うところがあれば調整というこ

とになっておりますが、当県では、そういった

特別な事情ということはないということで調整

なしとさせていただいているところでございま

す。

ただ、他県であった場合に、あくまでも先ほ

ど言いました上位33.3％、下位33％ということ
で、これはランキングづけをした相対指標でご

ざいますので、当然ほかの県の状況が変わって

くればランキングが変わってくるということで、

その調整を今されているという状況でございま

す。

もともと、もっと早い時期にこの偏在指標の

確定値というのが出ることになっておりました

が、いまだに県に偏在指標の確定値というのが

きていないという状況でございます。非常にこ

れから時間的にタイトな中で検討していくとい

うことになろうかと思いますが、そういったと

ころも含めて次回の委員会の中でご説明できれ

ばと考えているところでございます。

【山本(由)委員】 わかりました。今まで私たち
が示されてきたのが人口10万人当たりの何人
ということで、それで多数県という言い方はし

なかったかもしれませんけれども、10万人当た
りの医師数が平均で307人とか、長崎が411人と
か、県788人だとかという数字が出ていたんで
すけれども、この長崎県の中で見た時の二次医

療圏ごとの、今までの人口10万人当たりの多い
とか少ないとかというのと、新しい指標、今、

流出入はあんまり影響がなかったということで

すから、そうすると新しい指標においてもこの

傾向というか、県内の二次医療圏ごとの順位と

いいますか、多寡について傾向は変わらないと

理解してよろしいですか。

【石田医療人材対策室長】今のご質問でござい

ますが、今まで人口当たりということで示され

ていましたが、今度の医師偏在指標では、例え

ば医療ニーズ、患者さんの受療状況ですとか、

もしくは先ほど言いました流出入ですとか、一

方で、医師の方も医師の数だけではなく、例え

ば年齢階層別や、男女別といった区分で働く時

間も違いますので、そういったところも加味し

て出されている相対指標であるということでご
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ざいます。

人口10万人当たりと違わないかということ
でございますけれども、例えば2月の暫定値で
言いますと、完全に一致しているという状況で

はございませんので、そこは人口があっても受

療がどうかだとか、若いお医者さんがおられる

のかどうかとか、そういったところがそれぞれ

の圏域で異なっておりますので、必ずしも一致

するものではないと考えているところでござい

ます。

【山本(由)委員】 今、実際に、県の方で二次医
療圏ごとの数字を算出して、国の方にもう提出

をされているんですよね。それが今までの10万
人当たりで出していたものと、順位といいます

か、そういったものが変わらないんでしょうか

という質問なんです。

【石田医療人材対策室長】県で出したのは、患

者の流出入について、国が出したものに県の事

情とか、別に調べているだとか、特別な事情が

ないかという確認があったということでござい

まして、偏在指標自体は国の方で出されており

ますので、県では2月の暫定値でしか把握がで
きてないという状況でございます。

【山本(由)委員】 失礼しました。県の方で数字
を出されて、それをもう一回国の方がチェック

をされるのかなと思ったんですが、今のところ

数字は出てないということですね。そんなに多

数県が少数県になったり、少数県が多数県にな

ったりということは多分ないでしょうから、暫

定値で、傾向としては大体同じようにものが出

てくるんだろうと理解をしました。

当然、今度は診療科別とか、そういったもの

も含めて、それから今おっしゃった、あんまり

今まで私も考えていなかったんですけれども、

お医者さんの年齢であるとか、そういったもの

によって将来を推計する時にも、計画を立てる

時にかなり実効性のあるものになってくるだろ

うと思います。

ただ、全般的に、とにかく医師不足というの

は県内において、特に離島・半島については非

常に顕著であると、科目ごとにも企業団の病院

等にしても、診療科の継続自体が非常に厳しく

なってきているという状況もあります。なかな

か行政だけでできることではないと思いますけ

れども、県の方もまた、大学病院であったり、

医療センターといったところ、それから、当然、

地元の開業医の先生方も含めて、いい方向とい

う形でご検討いただければと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

もう一点、こども政策局の関係です。昨日の

陳情にもあったんですけれども、要は保育の子

育て支援の関係で副食費に対する補助の話がず

っと出ていたんです。それに対する県のご答弁

の中で、服飾費の助成だけではなくて、広く子

ども支援、子育て支援に、今までの市町が単独

で助成をしていた部分について使ってほしいと

いうお話があったんですけれども、10月以降、
無償化になった時に、副食費以外に子育て支援

を各市町が具体的にどういったものを考えてい

るのか、今既にわかっているものがありました

ら、ご紹介いただければと思います。

【濱野こども未来課長】新たな取組についてで

すけれども、雲仙市の具体的な取組がよく報道

されております。無償化に伴って浮いた財源の

中で、今お話があった副食費費の助成をはじめ

としまして、それ以外に結婚から子育てまでの

中で、新たな事業としまして、結婚に関してい

いますと婚活イベントの支援を行ったり、妊

娠・出産に関しましては産後ケア事業の拡大を

行っているとか、あるいは育児に関しては、先



令和元年９月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（９月２６日）

- 143 -

ほどもフッ化物の話が出ておりましたけれども、

幼児期の虫歯予防であるとか、病児・病後児保

育事業、こういったものに取り組んでおります。

これは雲仙市の一例でございますが、今、各市

町では基本的には副食費費の部分の助成とか、

あるいは所得別で国の基準よりも範囲を広げて

副食費費の手当てをするとか、こういったもの

がされておりますけれども、まだまだ新年度に

向けて今検討されていると聞いております。

【山本(由)委員】 わかりました。私も今言われ
た保育、今まで対象になっていた年齢だけでは

なくて、その前の段階であったり、その後の段

階であったり、そういったものをトータルで考

えて子育て支援ということになるのかなと思っ

ております。具体的な事例というのは今から出

てくるのかなと。

それとは別に、別途、当然出会いから結婚、

出産、育児、それからもう少し上の高等教育の

ところまで含めたところの全体が子育て支援な

んだろうなと思いますので、そういった事例を

また市町からも上がってくるかと思いますので、

県も含めて一緒に考えていただければと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

以上です。

【ごう委員長】ほかに質問のある方はいらっし

ゃいませんか。

【堤委員】ギャンブル依存症対策推進計画の素

案が出されていますけれども、この中で、本県

は、例えばパチンコについては店舗数も機械の

台数も、あるいはパチンコをする人の数も、人

口10万人当たりでは全国平均より多い状況で
あると6ページに示されています。

8ページには、ギャンブル依存症患者で医療
機関を受診している人は少ない状況であるとい

うことがあります。この8ページの表の3を見ま

すと、県内の医療機関におけるギャンブル等依

存症での診療実績が、やはり全国と比べた時に

非常に高い割合で、精神病床を持つ病院の数と

か医療機関とか入院患者、外来の患者、いずれ

も全国よりも高い数値であるということで、長

崎県はギャンブル依存の患者というか、ギャン

ブル自体も全国に比べると多い状況ではないか

と思われます。

この依存症対策というのは、本当に重要な問

題だと思っているんですが、7ページの課題の
ところで、「ギャンブル等依存症が、誰でもな

り得るものであり、回復できるものであること

を周知するとともに」とあるんですけれども、

誰でもなり得るというのは本当にそうだと思い

ますが、安易に「回復できる」をぱっともって

きてほしくないなという思いがしています。

ギャンブル依存症によって、多重債務とか、

貧困であったり、家庭崩壊に陥ったり、虐待と

か、あるいは犯罪とか自殺とか、さまざまな問

題を引き起こして家族の皆さんを不幸に陥れま

すし、周りの人たちにも影響を及ぼすというこ

とがあります。また、再発するというか、一回

回復したように見えても、また再発することも

多いということで、誰でもなり得るものであり、

一旦依存症になると、再発もあったりして困難

状況があるとか、もう少しそういう表現をつけ

加えた方がいいのではないかと思っているんで

すけれども、いかがでしょうか。

【桑宮障害福祉課長】 計画の7ページにつきま
しては、県内のギャンブルの状況を説明しまし

て、そこから導かれる課題という形で記載をし

ております。

回復できるものであるということにつきまし

ては、まず、ギャンブル依存症というのは「否

認の病」と言われております。自分でなかなか
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依存症である状態を認めることはできないと言

われています。そういったことの気づきを促す

意味で、誰でもなり得る、そして、回復できる

病気であるということを理解していただいて、

回復するという本人の意志を持っていただく、

自分がギャンブル依存症であるということを認

識していただいた上で、回復するんだという意

識を持っていただいた時に回復への第一歩が始

まるのではないかと考えている次第であります。

ギャンブルがもたらす問題についてもっと記

載をすべきではないかという委員のご意見であ

りますが、この計画で申し上げますと14ページ
以降に「ギャンブル等依存症関連問題の状況」

という項目を設けまして、それぞれ記載をして

おります。委員がご指摘されておりますように、

多重債務、生活困窮、虐待、ＤＶ、自殺ですと

か、ギャンブルがもたらす問題、そしてギャン

ブル依存症の背景になっている問題にこういっ

たことがあるという意味を込めましてここに記

載をさせていただいております。

【堤委員】後の方にそういう記載があることは

私も知っていますけれども、ここにももう少し

つけ加えていただければなと。なんかすらっと

読んでしまいそうなところなので、もう少しつ

け加えていただけたらなと。前段で「日常生活

への影響等が大きい場合があることから」とあ

るんですけれども、もう少しつけ加えていただ

きたいという要望を持っております。

それから、12ページ、現状のウのところに、
「開始年齢は、20歳以下が多いため」という表
現があって、「高校生、大学生の時からの働き

かけが重要だと思われます」というのがありま

す。

そして、18ページ、「高等学校、大学等にお
ける教育の推進」というところにそういう項目

があるわけです。国の基本計画の案も、「高等

学校、大学などから依存症に対する教育を進め

ていく」となっていると思いますが、私はもっ

と下の年齢から依存症についての教育というの

は必要なのではないかと思っています。

18ページには、カのところに「ゲーム依存等
も含めた予防教育を実施」というのが括弧書き

の中にあります。これはたしか国の基本計画の

案にはなかったんじゃないかと思っていまして、

これを書き加えてあるというのは非常にいいこ

とだと思うんですが、ここのところをもう少し

膨らませて、ゲーム依存等をスタートとするよ

うな予防教育というのを実施するべきではない

かと思っていますが、いかがでしょうか。

【桑宮障害福祉課長】 委員のご指摘のとおり、

18ページに記載がありますように、高校生につ
きましては国の方で新学習指導要領の方に依存

症にかかる記載が加えられまして、保健体育の

科目の中で依存症にかかる教育というのもなさ

れていくと理解しておりまして、計画にもその

ように記載をしている次第であります。

それと、同じく18ページのカのところでゲー
ム依存について触れておりますが、若年層が一

番最初に依存関係、依存症の入り口的な問題と

してあるのは、今はゲーム依存というところが

言われております。ゲーム依存の方はギャンブ

ルと少し状況が違いまして、小・中学生あたり

から使用時間が長いという問題が出始めて、あ

る程度お金が自由になる高校生になると、ゲー

ム依存の中でも一般的にガチャと言われている、

偶然性に沿ってアイテムが出るというガチャと

いうシステムがありますが、それで多額の課金

をしてしまうというギャンブル依存症に近い問

題が出てくるというところがゲーム依存の問題、

ゲーム依存がまたギャンブル依存症の入り口に
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もなるのではないかと考えまして、併せて対策

をしていくことが重要、また、ここにも書いて

ありますように、アルコールや薬物の問題も別

途深刻な問題としてありますので、併せて教育

をしていくというところが必要ではないかと考

えてこういった記載にしております。

委員のお尋ねにありました高校生以下の、そ

れより若い世代の教育をどうしていくかという

ことにつきましては、国の方もゲーム依存の調

査研究に着手したばかりですが、国の動向も踏

まえまして、どういった形で広げていくかとい

うのは今後の課題になってくるのではないかと

考えております。

【堤委員】 ありがとうございました。

国の方もゲーム依存の研究に着手をしている

ということのようですから、国の動向も踏まえ

ながらというか、長崎県も独自にここのところ

は進めていただきたいと思っています。

というのは、私はＩＲ・観光振興対策特別委

員会で今月の初めに韓国に視察に行って、韓国

の賭博問題管理センターというところを訪問し

たんですが、国がつくっている機関ですけれど

も、そこで依存症対策として言われたのは「一

に予防、二に予防」ということで、この管理セ

ンターは予防に大変重きを置いて取り組まれて

いるということを知りました。その中でも、先

ほど答弁にありましたように、本当にギャンブ

ル依存症の方がせっぱ詰まった状況でなければ

なかなか相談に来ない。再発が多いということ

で、やっぱり予防に力を入れなければいけない

ということで、24時間の相談体制が、国を挙げ
てやっているわけですから、24時間の電話相談
窓口を置いているとかありました。

子どもの時から、ゲーム依存などの予防のと

ころから、学校での依存症の予防教育の担当者

をそのセンターで育成をしていると。それもク

ラス単位で予防教育を実施するようなきめ細か

い予防教育を進めるための育成をやっていると

いうことでした。本当に今の子どもたちにはそ

ういう教育は必要なのではないかと思いました。

予防をやっていかないと、なかなかギャンブル

に対するさまざまな問題があるというところに

達しないのではないかと思っています。そうい

うところも含めて、今後、考えていただきたい

と思っています。

ＩＲの誘致を進めていらっしゃるわけですか

ら、国の基本計画の中にも、依存症対策にどう

いうふうに取り組むかというところも大きなウ

ェートを占めていると思いますので、そこのと

ころに本当に力を入れた依存症対策を進めてい

ただきたいと思っているんですが、そこのこと

について何かご答弁がありましたらお願いした

いと思います。

【桑宮障害福祉課長】 委員のご指摘のとおり、

ギャンブル依存症対策におきましては、予防と

いうのは非常に重要な対策と考えております。

本県の計画におきましては、計画の16ページ
に「問題の程度に応じた対策」ということで、

深刻な精神疾患レベルの病的ギャンブラーから

ギャンブルをしない方まで、それぞれの段階に

合わせた予防対策、発生予防、それから問題が

悪化するのを予防する進行予防、先ほど委員の

お話にもありました再発予防と、いろんな予防

の方策が必要と考えておりますので、そういっ

たことを本人の課題に合わせまして段階的に取

り組んでいくという考え方を示しております。

この考え方につきましては、国の方の計画には

明確には示されておりませんので、本県では、

はっきりとその辺の予防対策というのをしっか

りやっていくというところを示させていただい
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た次第です。

【堤委員】ありがとうございました。この依存

症ということに対しての周知啓発、さまざまな

段階の人たちへの支援というのは本当に必要だ

と思いますので、実効ある計画になるように望

みたいと思います。

別の件です。一般質問でハラスメントへの対

応について質問をさせていただきました。その

時の答弁の中に、加害の男性にどういう指導を

されたんでしょうかという質問をしました時に、

「上司によるセクシャルハラスメント及びパワ

ーハラスメントとなる行為があるとの相談を受

けた際に、直ちに当該職員と複数の上司で協議

を行いまして、当該職員の要望する席替えや業

務分担の変更などに可能な限り対応する旨を伝

えるなど、調整を試みたところでございます」

と、そういう答弁がありました。その後、聞き

取り調査を行ったけれども、ハラスメントに該

当する事実は認められませんでしたということ

なんですが、「セクシャルハラスメント及びパ

ワーハラスメントとなる行為があるとの相談を

受けた際」とあるんですが、いつ相談を受けら

れたんでしょうか。

【渡辺福祉保健課長】ハラスメント訴訟の件で

のお尋ねでございますけれども、一般質問の方

でもご答弁差し上げたとおり、相談を受けた時

点で速やかに協議をして、その後、事実関係に

ついての調査をしたということで、県としては

そういった主張を訴訟の中でさせていただいて

いるところでございます。個別のやりとりにつ

きましては、答弁は差し控えさせていただけれ

ばと考えております。

【堤委員】裁判中ということで個別のやりとり

は控えたいという答弁ですけれども、いつ相談

があったのかということはご答弁いただけない

んですか。

【渡辺福祉保健課長】このハラスメント訴訟に

関しては、県としても被告ということで、弁護

士とも相談しながら対応しているところでござ

います。基本的には、今回、弁護士にもご相談

をした上で、そういった形で一般質問でも答弁

をさせていただいているということですので、

ご理解をいただければと考えております。

【堤委員】この中で答弁されている「当該職員

の要望する席替えや業務分担の変更などに可能

な限り対応する旨を伝えるなど調整を試みた」

というのは、席替えはされたんですか、されて

いないんですか。

【渡辺福祉保健課長】ご答弁差し上げたとおり、

試みたということです。

【堤委員】 全然かみ合わないんですが、「変更

など」とか「可能な限り」とか「伝えるなど」

とか「調整を試みた」とか、非常にどうともと

れるような、はっきりこういうことをしました

というようなことではなくて。これだったら、

もう諸事情で不可能だったとも言い訳できるよ

うな内容で、山ほど言い訳ができる答弁であっ

たと思うんですね。その時は、私もあんまりそ

こを深掘りはできなかったんですけれども、結

果的に席替えはされていないわけです。要望し

たけれども、対応してもらえていない。そして、

体調も悪くなったということで退職に追い込ま

れたという事実があります。だから、本当に、

一般質問の時も申し上げましたけれども、本気

でというか、真摯に向き合って対応したのかと

いうのは非常に疑問だと思っています。

席替えを望むということ、席替えも、直属の

上司ですから、すぐ横に座っていないと非常に

仕事がやりにくいので席替えは無理みたいな、

そういうニュアンスのことを言われたみたいな
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んですが、前任の嘱託職員、4年間同じ立場で
仕事をされた方は、一番近い時は一人間にはさ

んだ席、あるいは別の島で仕事をされていた。

だから、席が隣同士ではなくても全く何の支障

もなかったということです。

それから、隣同士でもそういうハラスメント

がなければ何の問題もありません。例えば、私

の両隣りに北村委員と宮島委員がいらっしゃい

ますけれども、別に何にも問題はありません。

ハラスメントは全くありません。けれども、仕

事中にじっと凝視したり、できるだけ近づいた

り、境い目にバッグを置いても、それでも迫っ

てきたり、マウスを握った手の上に手を重ねら

れて、その時に胸に当たったりとか、そういう

状況があって席替えをしてほしい、あるいは指

示をメールででもいいから、とにかく間接的に

受けさせてほしいというような要望があったに

もかかわらず、全くされていないということで、

非常にこれは問題だと思っています。裁判中で

すから、裁判の様子を見守りたいと思いますけ

れども、本当に誠実な答弁はいただけなかった

という思いでおります。

以上、終わります。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【宮島委員】ただいまの堤委員のご質問の中で

ありましたギャンブル等依存症対策推進計画に

ついて一つお聞きしたいと思います。

お話のとおりに国の方針に従ってこの計画が

進められると思っておりますけれども、他の都

道府県のこの問題についての取組について、お

わかりになられれば教えていただきたいと思い

ます。

【桑宮障害福祉課長】お尋ねの他県の計画の策

定状況、策定予定でございますが、現在、策定

が済んでいるのが愛媛県一県のみでございます。

それから、令和元年度に策定予定の県が長崎県

を含め7県ございます。それから、令和2年度以
降に策定を検討されている県が19県、未定の県
が20県となっております。
【宮島委員】ただいまのご答弁によれば、本県

は、そういう意味ではこの問題についてしっか

りと先行して取り組んでいただいているという

ことでありまして、そのことについては評価を

したいと思っております。

このギャンブル等依存症というのは、もちろ

ん今に始まった問題ではなくて、もう何十年も

続いている問題であったかと思いますが、殊さ

ら国がこの問題について腰を上げたというのは、

何と言ってもＩＲ、この建設が一つの大きなき

っかけになっているのではないかと思います。

先ほど、堤委員から特別委員会での視察の話

がありましたけれども、ＩＲの誘致につきまし

ては、この依存症問題の対策と治安の対策、こ

れが非常に重要なこと、選考の要件になってい

るということはご案内のとおりでありますので、

そういう意味からは、本県はこのＩＲの誘致を

進めているわけでありまして、このギャンブル

等依存症対策について、極めて力を入れてやっ

ているんだということを、しっかりと内外に示

していただきたいということをお願いしたいと

思いますし、特に、これから誘致の選考がいろ

いろと激しくなってくると思うわけであります

が、そうした誘致している自治体の動向という

ものをしっかりと見ながら、ぜひ先行してこの

問題を取り上げていただきたいと思っておりま

すけれども、そのことについて、部長のご見解

をいただきたいと思います。

【中田福祉保健部長】本県のギャンブル等依存

症対策につきましては、委員からもご指摘のと

おり、我が県では率先して取り組んでいきたい



令和元年９月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（９月２６日）

- 148 -

という気持ちを持って今回の計画の策定を進め

てまいりました。

特に、先ほども質疑にありましたとおり、ま

ずは予防という観点が非常に重要だと思ってお

りまして、その予防の観点につきましては、こ

れまでもこども・障害者・女性支援センターの

方で対応もしておりますし、そこにも精神科の

ドクターも配置している状況になっております

ので、そういった意味で専門的な相談支援、ま

た予防対策というのは充実していけるのではな

いかと思っております。

さらに、もし万が一、依存症になった場合の

医療の体制といったこともやはり重要でござい

まして、今、精神科病院協会とも、医師会等、

また医療関係団体の方とも協議させていただき

まして、そっちの点についてもしっかりと対応

できるように、この計画に基づいて進めていき

たいと考えているところでございます。

【宮島委員】ＩＲ推進課などとも情報を共有さ

れながら、この問題について、ぜひ積極的に取

り組んでいただきたいということをさらにお願

いをして質問を終わりたいと思います。

【前田委員】幼児教育の無償化がいよいよ始ま

るわけですけれども、報道等を見ていますと、

市町村において問い合わせが殺到しているとい

うことで、担当部署も非常に多忙を極めている

みたいですが、県の段階で、一義的には市町で

しょうけれども、この無償化に伴っての課題の

認識というか、それと併せて市町から何か相談

が上がっているのか、近況と今後の取組につい

て少しご説明いただきたいと思います。

【濱野こども未来課長】 市町におきましては、

この10月1日からの実施に向けて、今非常に多
忙を極めているという状況でございまして、具

体的にいろんな情報交換をする中で、市町は住

民からの問い合わせや、手続等の業務が増えて

いるということで、県においては市町からいろ

んな具体的な保育の認定の仕方であるとか、対

象になる施設の手続方法であるとか、いろんな

疑問等がありまして、当然国の見解というのが

示されているものについてはお答えをしており

ますけれども、それ以外にも国が示したＱ＆Ａ

ではなかなかわからない部分については、改め

てまた国の方に確認をしたりして、その辺が円

滑に進むように今支援をしているという状況で

す。

それと、国の方からも併せて、今回、市町が

必ずしなければならないチェックリストという

のが出てきておりますので、それを県内市町に

は事前にお配りをして、今ずっとチェックをし

ていただき、ほぼ今準備を進めていただいてい

る状況です。

【前田委員】各市町から問い合わせ等も、多分

これから上がってくるんだろうと思いますけれ

ども、一般県民の方も含めて上がってくる相談

事を体系的に整理しながら、現場の方は動いて

いますので、適時的確に対応していただきたい

ということを要望しておきたいと思います。

ただ、来年度に向けても概算で子どもを産み

育てやすい環境をつくるということで3,300億
円強の予算が概算要求されておりますけれども、

その中で見ていったら、待機児童を解消するた

めの子育て安心プランを着実に実行したいとい

う方針が立てられていますが、今現在の本県の

待機児童の状況はどんなふうになっていますか。

【濱野こども未来課長】 平成31年4月1日現在
で待機児童は70人という状況になっています。
【前田委員】月の中で待機児童もずっと推移し

ていくから、その70人をもって少ないという判
断にはならないと思うんですが、ただ、国が
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2022年に32万人、全国的に解消するというもの
を2年前倒しして2020年までにそれを必達した
いということで、見直しというか計画を前倒し

するようなことを打ち出しております。

そうする中で、一つよくわからないんですが、

子育て安心プランの実施計画をつくっている県

下の市町は9市町しかないわけですけれども、
この安心プランというのは全市町つくる必要性

はないんですか。

【濱野こども未来課長】安心プランにつきまし

ては、待機児童解消に向けた市町それぞれの計

画ですけれども、その母体といいますか、基礎

となるものが子ども子育て支援事業計画という

のがありまして、それは全市町計画を立てるよ

うになっておりまして、ちょうど次年度からま

た5年間の計画の見直しの時期になっておりま
すので、それぞれ市町の方でその事業計画を立

てております。

その中に、委員がおっしゃった待機児童が発

生している市町につきましては受け皿の整備や、

保育ニーズの把握の取り組みなどの計画を立て

ることが先ほど言われた子育て安心プランとな

ります。県内は、先ほど言いました70人の待機
児童というのが大村市だけでございます。その

前年の157人におきましても、長崎市、大村市
などの一部の市町ということで、21市町全て待
機児童がいるという状況ではございませんので、

すべての市町において、そのプランを立ててい

るという状況ではございません。

【前田委員】質問するに当たって、私が想定し

ていたのが数百人単位で待機児童がいると思っ

ていたのでこういう質問をさせてもらっていま

すが、ただ、無償化する中で待機児童が、取り

巻く環境の変化も含めて増えてくることが多分

予想されるので、そこは県がしっかり精査しな

がら管理をしていただきたいということをお願

いしてこの質問を終わります。

それから、本会議でも質問したんですが、障

害者の就労施設等からの物品の調達の件を追加

して2～3点質問させてもらいたいと思います。
就労実施については人事課の方で把握する問

題なのでここではやりませんが、先日の教育委

員会の中でも2.4％を達成できず、0.45上がった
けれども、まだ1.85％の段階ということで、こ
れからも鋭意努力していくということですが、

雇用と併せて国で定める法律の中で、障害者の

就労施設等からの物品等調達もしっかり計画的

にやってくださいとなっているわけですけれど

も、私が調べさせていただいた資料の中では、

平成27年から29年、この3カ年間、県として
2,430万円という目標値を組んでいましたけれ
ども、それに実績が足りない状況でありますの

で、まず、この3年間の目標値に対する実績値
をご答弁いただきたいと思います。

【桑宮障害福祉課長】障害者就労施設等からの

物品の調達状況の実績でございますが、平成27
年度は1,770万3,000円、平成28年度が2,032万
2,000円、それから平成29年度が1,746万円とな
っております。

【前田委員】その数字をもって、法で定めて計

画も立てておりながら達成できてないじゃない

ですかということを質疑させてもらったんです

けれども、そのレクの中では平成30年度の実績
が出たということですので、30年度の実績につ
いてお答えいただきたいと思います。

【桑宮障害福祉課長】 平成30年度の実績につ
きましては2,786万4,000円で、目標の2,430万
円を超えたという状況でございます。

【前田委員】努力されたんだと思うんですけれ

ども、その2,430万円という数字自体の目標設定
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が、私は低いんじゃないかということを指摘さ

せていただいているんですが、まず、この2,430
万円、調達実績、すみません、平成30年が2,786
万4,000円になったということですが、29年ベ
ースで1,700万円という調達実績が上がってお
りましたけれども、九州の中では下から2番目
の数字で、一番多いところが福岡県の1億1,900
万円、佐賀県が4,400万円、大分県も4,700万円、
宮崎県が1億500万円、沖縄県でも5,400万円と
いうふうに九州の平均調達額としては5,300万
円です。市町も同じように目標を立てているん

ですけれども、今、県の2,430万円に対して長崎
市の目標値は6,100万円、それから長与町だった
ら2,850万円というふうに県の物品調達の目標
値よりも高い数字が出ています。

そうしたことを考えた時に、もっと県として

物品調達を積極的にやるべきだと思っているん

ですけれども、そのことについてどういう認識

を持っているかということと、併せて、今回、

この質疑をするに当たって各部署別に実績を出

させてもらいました。今までそこの統計はなか

ったということで出してもらったんですが、当

然、福祉保健部は所管の部ですので520万円ぐ
らい上げております。交通局は620万円、ただ
し、これは清掃が1件出ての620万円ですので、
額としては多いですが、件数は1件です。振興
局が500万円近く、文化観光国際部が410万円と
いうふうに、主立ってはこの4つの部署で大き
く数字を出していて、あとの部は、もう具体的

なところは言いませんけれども、ゼロとかいう

部が4つも5つもありますね、大変申しわけない
けど、こども政策局も非常に額が少ない。

こういうことを考えた時に、全体の設定をも

っと上げるとともに、各部に対してやっぱり認

識の共有と自分たちの仕事の見直しをして、ど

れだけ発注できるかということ、これは発注し

なさいという法律になっているわけで、そのこ

とが工賃のアップにつながるわけですから、こ

れは積極的にやってほしいと思っているんです。

知事と市町が集まるスクラムミーティング等で

も議題になっているということでありますけれ

ども、再度、全体的な底上げも含めて、まずは

県としての取組の決意というか、今後の改善課

題についてご答弁をいただきたいと思います。

【桑宮障害福祉課長】 委員のご指摘のとおり、

本県の調達実績につきましては、九州でも下の

方にありまして、全国順位でも37位という状況
になっております。今年度は目標を達成しまし

たが、さらに目標自体も見直しまして、引き続

き発注実績の向上に取り組む必要があると考え

ております。

昨年度は各部局に説明会とか、あるいは出先

機関、振興局への説明の機会を増やしまして、

そういったこともありまして受注が増えている

という面もあります。そして、委員のご指摘に

ありましたように、実績がない部局もあります。

あること自体、私たちの努力が足りないという

ことの証ではないかと思っております。

障害者就労施設からの物品調達につきまして

は、やはり障害者への理解、なぜこの物品調達

が必要かというところの理解というのが、まだ

まだ庁内では不足していると私たちは認識して

おりますので、引き続き努力してまいりたいと

考えております。

【前田委員】ありがとうございました。所管の

部は会議とか開きながら、お願いや依頼をして

いるということも聞いていますので、所管部と

いうよりも、それぞれの部の中の認識というか、

やっぱり身近なところの仕事で、じゃ、どうい

うことができるのかという部分が多分まだまだ
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イメージできていないと思うので。ただ、私が

言っているのは、これをやることによって、こ

の動きというものが一般の企業に、民間にも広

がってほしいという思いがありますので、ぜひ

積極的にやる中で、こういう仕事が就労施設で

できるんですよということを、もっと一般の方

に向けてもＰＲをしていただきたいということ

をお願いし、来年に向けての目標額の高い設定

と必達を期待してこの質問を終わりたいと思い

ます。

それと、非常に質問しづらくてどうしようか

なと思っていたんですけれども、高齢の方が増

えてきたり、高齢者が増えて認知症の方も残念

ながら増えていく傾向の中、もちろん残念なが

ら身体的なハンディを持った方も含めて、これ

からそういう方々が社会の中で犯罪を犯す場合

というか、軽微な犯罪だと認識をしていますけ

れども、犯した時に警察の方から取り調べを受

ける。そういった際にちょっと、そういう社会

的な弱者と思われる方に対しての配慮が足りな

いんじゃないかというご相談を数件受けており

ます。個別には県警の方とやりとりさせてもら

っていますが、県警はしっかり対応していると

いうことで、個別の案件については全く触れま

せんけれども、できているということで知って

いますが、そういう相談を受ける中で思うこと

は、やはりこういう方々がこれから増えていく

中で、行政としてこういう方々、後見人制度も

あります。今回改正になりましたけれども、そ

ういうことも含めて何らかの、ご自身が不当に

扱われたということ、もしくは自分自身でなか

なか意思表示ができないという方々の相談を受

けたり、そういったいろんなご不満とかに対し

て対応する窓口が、これは福祉の分野の中で要

るんじゃないかと思ったりしています。

せんだって、同僚議員が専門学校の学校の先

生のことについて触れられました。これは総務

学事課の範疇でありましたけれども、これも国

においてそういうものがないということでした

けれども、身近なところを見た時に、そういっ

た高齢者の方々とか、ハンディを持った方々が

そういった悩みを持たれているということに接

した時に、今後の課題の一つとして、何がしか

の検討をしていくべきものじゃないかと思って、

今回、事前にも少しお話していましたので、こ

のことについて県としてどういう考え方をお持

ちなのか。また、もしこれから検討してみたい

ということがあるならば、そういったことにつ

いてご答弁をいただきたいと思います。

【渡辺福祉保健課長】今、委員からお話のあり

ました高齢者、あるいは認知症の方、障害者の

方など、そういった社会的な配慮が必要な方々

をサポートしていく、もしくはそういった方々

を含めて地域社会をつくっていくというのが福

祉保健部の大きな役割の一つであろうかと思っ

ております。

そのためには、認知症の方とか、障害をお持

ちの方に対する正しい理解であるとか、そうい

った認識を広めていくようなことが必要であり

ますし、委員からお話のありました、例えば犯

罪においての取り調べといった状況の中でもそ

ういった配慮は必要だと考えておりますし、例

えば、福祉保健部の取組で言えば再犯防止の取

組の中で、高齢者、障害者の方々で福祉的支援

を必要とされる方にはそういったサポートも地

域生活定着支援センターというところでさせて

いただいております。そういったところでどう

いったことができるか。もちろん、例えば、捜

査当局からご相談があれば、そういった対応も

あろうかと思いますし、相談窓口という点では、
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法務省でも人権侵害の窓口等を設けられており

ますので、そういったところなど、いろんな手

法については検討してみたいと考えております。

【前田委員】 わかります。ただ、一般の方から

してみたら、やっぱりそういった制度も含めた

ところでどこに相談していいかわからないとい

うことがあるんですね。それを見かねた一般の

方々がそこをサポート、いろんなＮＰО団体と

かありますよね、サポートしようとした時に、

やはりかなり、もし警察のことであれば警察の

方々と意見が相違するというか、なかなかお互

いに理解することができないということも出て

きておりますので、後見人制度も今度は市町が

定めたら一般の方がなれるというふうになって

いますから、そういった意味ではそのような制

度を活かしながら、そこも周知しながら、しっ

かりと一般の方を育てて、そういう役を受けて

もらうことも含めて、ぜひ本県においても少し

先進的な取組というものを期待したいと思いま

す。私も少しこれから勉強してみますが、ぜひ

来年ぐらいになったら、きちんとした形という

か、こういうことをやってみたいというものが

出たらなと思いますので、よろしくお願いいた

します。

以上で終わります。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山口委員】 9月は敬老会がたくさんございま
して、私たちもあちこち出かけたわけでありま

すけれども、そういう中で「健康長寿日本一」

という長崎県が今進めている話題を、我々も皆

さん方にお話をする機会たくさんあったわけで

あります。この「健康長寿日本一の長崎県づく

り」という形の中で、一般質問で私もさせてい

ただきました。たびたびで小田口課長には申し

わけないんですけれども、1～2点お伺いしたい

と思います。

「健康ながさき21推進会議」というのが6月7
日に開かれており、その中でも「健康長寿日本

一の長崎県づくり」に向けた取組というのが協

議されております。その中で、新たに「優良事

例等選定委員会」という形で優良事例を選定し

ていこうという委員会をつくられているような

受け取りでおりますけれども、やっぱり県民運

動という形で推進していく中で、そういう優良

事例を見つけて皆さんに紹介して励みにしてい

ただくというのは必要かと思いますけれども、

この優良事例等選定委員会の今の動きはどうな

っておりますか。

【永峯国保・健康増進課企画監】この優良事例

の表彰につきましては、今年度から新たに始め

た仕組みでございまして、大きく部門を実践部

門、それから応援部門、自治体部門といったよ

うな形で分けてございます。

実践部門と申しますのは、それぞれの企業、

あるいは団体で、ご自身たちで健康づくりに取

り組んでおられる団体。それから、応援部門と

申しますのは、県民の方々を中心に、企業、団

体としてサポートをされている方々。申しわけ

ございません、実践部門の中ではもう一つ、教

育機関、学校関係でございますが、そういった

ところも一つ対象にしております。実践部門、

応援部門、それから自治体部門ということで県

内の市町を対象に表彰を行うということで予定

いたしてございます。

今月までが募集期間でございますので、それ

を取りまとめまして、先ほどお話がございまし

た「健康ながさき21」の会議の中に選定委員会
を設けることといたしておりますので、そこで

外部の方にも入っていただいて審査をし、今後、

表彰を行っていくと。その表彰について、優良
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事例として県民の方々に広くＰＲをすることに

よって横展開を図っていく、そういったことを

考えているところでございます。

【山口委員】県民運動としてやるために、そう

いう優良事例をしっかり吸い上げて表彰してい

くというのも大事でしょうけれども、それを実

践なり何なりに活かしていただくという形もま

た一つ必要じゃないかと思うわけで、表彰だけ

で終わってしまったら、それがまた効果の持続

性というのがなくなってくるんじゃないかと思

いますので、その後の対策をどう考えておられ

ますか。

【永峯国保・健康増進課企画監】先ほど申し上

げましたとおり、表彰の目的といたしましては、

団体の取組を評価するといったことだけではな

くて、それをいろんな同じような団体、あるい

は企業に横展開をしていくということでござい

ますので、一つには県民会議の構成団体が80団
体ございます。その中には保健関係、あるいは

経済関係、農林水産関係の団体等々入っており

ますので、そういった構成団体の方々を通じて、

そんなに大きくない企業であってもこういった

取組ができるんだということをお示ししていき

ながら、そういった形で展開を図っていこうと

考えておりますが、そこの効果的な手法という

ところにつきましては、今後さらに深めていく

必要があると思っておりますので、そこについ

てはまた検討させていただきたいと思っており

ます。

【山口委員】県民運動という形で仕上げるため

に、やっぱりそういう展開を早くしていかない

と、なかなか健康長寿日本一の長崎県をつくる

んだというのが、県民の皆さん方全体に浸透し

ているかというと、そこもまた疑問が残るわけ

です。ですから、早い展開をやって、そして県

民運動に仕上げるというのが一番大事かと思い

ます。

昨日でしたか一昨日でしたか、減塩のために

いろいろやっていらっしゃる。長崎県も疾患の

内容を見ると循環器系の疾患が多くて、そのも

とがやっぱり高血圧であるということで、減塩

ということも一つのキーワードになってくるわ

けですよね。そういった中で、どこかの自治体

なり企業なりが減塩運動というのを進めるとい

うのも、早くサポートしてあげないと、なかな

かそこまで進まないんじゃないかと思うんです

けれども、そういう点はいかがですか。

【永峯国保・健康増進課企画監】確かに本県の

県民の皆様方の健康課題といたしましては、高

血圧といったところが一つ取り組むべき課題と

してございます。その要因といたしまして、塩

分の摂取といったことも当然ございますが、今

現在、全国的な順位で申し上げますと、塩分の

摂取量につきましては、本県の県民の皆様方は

そんなに全国順位が悪いという状況ではないと

いうこともございまして、今、周知を進めてお

ります「ながさき3ＭＹチャレンジ」といった
キャッチフレーズの中には塩分の摂取に関して

は載せておりません。ですが、当然塩分摂取量

につきましては下げていくといった取組は重要

でございますので、一つには各地域でボランテ

ィアとして活動いただいております食生活改善

推進員の皆様方が、各家庭の味噌汁の塩分濃度

をはかって、高ければそこに指導助言を行って

いくというような活動も、これは平成27年度か
ら引き続いて行っているところでございまして、

昨年度からは各家庭に加えて、今度は職場の方

にも推進員の方々が入っていってそういった指

導活動をやっていただいているというような取

組もございますので、そういった部分も含めま
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して塩分摂取量を減らしていくといったことに

も取り組んでまいりたいと考えているところで

ございます。

【山口委員】原因分析が非常に大事になってこ

ようかと思います。若い方につきましては、フ

ァストフードあたりの塩分濃度が高いものを食

べる。そしてまた、子どもさんになりますとス

ナック菓子あたりもやっぱり塩分が入っている

ということで、若い方、子どもさん方の食習慣

を、早く塩分摂取量を下げるということに気づ

いていってほしいわけでありまして、しっかり

と健康長寿日本一づくりには塩分が関係してい

るんだということを表現なさるのがいいんじゃ

ないですか。そこはいかがですか。

【永峯国保・健康増進課企画監】 若い世代、子

どもたちも含めまして、食事、運動を含めた健

康教育、そういった部分につきましては私ども

も大変重要なものであると考えてございます。

そういった意味で、学校教育の中においてもバ

ランスのとれた食事であるとか、規則正しい生

活といった教育はこれまでも進めてきていると

ころでございまして、若い世代に対しては引き

続きそういった取組を進めていくということで

す。

もう一点、塩分の摂取をもっと掲げてはどう

かということでございますが、先ほど申し上げ

たとおり、高血圧の原因といたしましてはいろ

んな要素がある中で、昨年度、県民の皆様方へ

のお伝えの仕方を検討する中で、やはり全国的

に本県の県民の皆様方の生活習慣の順位があま

りよろしくないもの、芳しくないものとして野

菜の摂取量、それから日常の歩行数、ここを強

調してお伝えしていこうということで今のキャ

ッチフレーズをつくっているところでございま

す。

ですので、また項目を増やしていくというこ

とも一つの手法でございますが、なるべく県民

の皆様に伝わりやすい、少し項目を絞った形で

キャッチフレーズをつくっているところでござ

いますので、現状はそういった形で取組を進め

させていただきたいと考えております。

【山口委員】農業者の立場からは、野菜をたく

さんとっていただく、これは大変ありがたいこ

とではあります。それと歩くことも生活習慣の

中に取り入れていくということで、それはもう

早くやっていただきたいんですけれども、先ほ

どから何回も言いますとおり、県民運動として、

まだまだそこの盛り上がりが足りないというこ

とでありますので、何か一つ、健康長寿日本一

づくりのために何をやろうというポイントで突

っ込んでいかないと、全体で県民運動をやりま

しょうと言ってもなかなかできないわけですよ。

ですから、一つでも特化したものを、皆さんの

印象に残るものをぽっとできないかなという思

いでこういうお尋ねをしております。

とにかく健康長寿日本一づくりのために、

我々議員もいろんなことをその場その場で言っ

ているわけですから、一緒になってやっていき

たいという思いもありますので、ぜひ我々も使

っていただければと思うんですよ。その点は部

長、いかがですか。

【中田福祉保健部長】健康づくりを県民全体の

取組として進めていくためにはどうしていった

らいいのかというのが大きなご指摘いただいた

課題なのかなと思っております。

これは私もいろんなところで関係者にお話を

聞いた結果、私の考えとしては、健康にいいこ

とというのは恐らく皆さん知識としては知って

いらっしゃる。例えば運動すればいいとか、食

事をきちんととればいいとか、睡眠をしっかり
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とるとか、そういうことが健康にいいことはわ

かっているにもかかわらず、じゃ、なぜできな

いのかというのが一つ課題になっているのかな

と思っています。それは長崎県だけではなくて、

日本全体が抱えている問題でもあるんですが、

それを一歩進めるためには、これは私の考えな

んですけれども、やはりそれぞれの方が納得し

ないと物事というのは進まない。あともう一つ

は、それを手軽にできるということがないと、

なかなか継続してできないんだろうなと私は考

えております。

それで、まず1点目の、じゃ、それぞれの方
が納得していただくようなことはどうしていっ

たらいいのかと。例えば、県が今、3ＭＹチャ
レンジとして全県下でこういう機運を盛り上げ

ようという取組は行ってはいるんですが、それ

がそれぞれの地域の一人ひとりを見た時に、じ

ゃ、自分はどうなんだというところで、多分自

分の納得感というところにつながらないという

ところが課題としてあると思いますので、今現

在、取り組もうと思っておりますのは、それぞ

れの地域ごとで健康課題をもうちょっと細かい

単位で分析していこうと考えています。

今、各県立保健所の保健所長を中心に、管下

の各市町の健康状況を個別に調べまして、それ

ぞれの地域ごとに、例えば血圧が特に高い地域、

ここはちょっと糖尿病が高い地域とか、そうい

うことをまずきちんと把握するようにいたしま

す。そういうことを背景として、各市町の保健

師と協力しながら、住民に対してきちんと啓発

していくと。要は、より地域に根差した形で啓

発することによって、まずそれぞれの地域の納

得感を高めていけないかと考えています。

あとは簡単にできる方法ということでありま

すと、先ほど山口委員からのご指摘にもありま

したように、その地域は血圧が高いということ

であれば、当然、もともと血圧が高くなる原因

は塩分というのも科学的に証明されてはおりま

すので、データで塩分が高いというのはどうし

てもサンプル調査の関係で出てこない可能性も

ありますから、そういったことで食事の取組を

行う。また、糖尿病が高い地域であれば、運動

をもうちょっとやってみようとか、そういうこ

とで地域ごとに課題を明確化して、それに対す

る対策をやっていくことで、県下全域で取り組

んでいけないかなということで、今後はそうい

った取組を併せて県下全域の運動として取り組

めればと考えている次第でございます。

【山口委員】健康寿命を延ばすことは、医療費

の給付額も下げてくる、そしてまた、地域の高

齢者の方々が生き生きと暮らされて、地域コミ

ュニティにも大きな寄与をしてくださる、そう

いったこともございます。全ての皆さんが幸せ

になることでありますので、しっかりと取り組

んでいただきますように要望して終わります。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【大久保委員】さきの県政一般質問で通告をし

ていましたけれども、質問ができませんでした

「あじさいネット」についてお尋ねしたいと思

います。

本県には、ご承知のように独自の医療ＩＣＴ

システムとして「あじさいネット」があります。

平成21年から約10年ということで運用されて
おりますが、今の県内の加入状況等をまずお示

しいただきたいと思います。

【伊藤医療政策課長】委員ご指摘のとおり、あ

じさいネットは、県の医師会が運用しておりま

す県内全域を網羅する医療ＩＣＴシステムでご

ざいます。現在、情報提供施設といたしまして

県内で36の基幹病院、それから情報閲覧施設と



令和元年９月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（９月２６日）

- 156 -

いたしまして28の中小病院、183の診療所、114
の薬局など、県内の390施設が参加をしており
ます。

【大久保委員】今、数の説明がありましたけれ

ども、これは長崎県内の全部の医療機関、医療

施設、あるいは薬局の中ではどれぐらいの割合

になっているかお伺いします。

【伊藤医療政策課長】あじさいネットは、基幹

病院をはじめ病院の参加率というのは、今43％
ということで一定進んできておりますけれども、

診療所につきましては現在13％ということで、
まだまだこれからかと思っております。

それから、薬局につきましては、最近、調剤

情報共有システムができてまいりましたので、

最近増えておりまして、今現在15％ということ
でございます。

【大久保委員】 病院においては高いけれども、

診療所において非常に低いということでありま

すね。薬局についてはまた新たなシステムとい

うことで、いわゆるあじさいネットはこの10年
間で進化していっているということを示してい

るのかなということで、これは大いに期待した

いと思います。

それで、今後、全県的な展開を、私はもちろ

んこのシステムというのは地域完結型の医療を

目指していくためには非常に必要なシステムな

のかなと思っておりますけれども、病院は加入

率が高いけれども、診療所が低いという分析、

それから県として、今後、全県的に促進をして

いこうと思われているのかどうか、そのあたり

をお伺いしたいと思います。

【伊藤医療政策課長】県内を網羅しております

けれども、やはり地域によっては参加施設が多

い地域、少ない地域がございます。また、先ほ

どご説明をいたしましたとおり、診療所の参加

率が低うございますので、特に、各地域の中核

となります情報提供病院と連携をしております

診療所を中心に参加を促していきたいと思って

おります。

今後、あじさいネットを運用しております県

の医師会とも協議を行いながら、よりよい参加

促進につながる施策を検討してまいりたいと思

っております。

【大久保委員】医師会ともということでありま

して、医師会の方はどっちかというと診療所が

多い。その診療所で加入が少ないというところ

もありますので、よくよく連携をしていただき

たいと思います。

私も一度会員の方から指摘を受けたんですけ

れども、このあじさいネットというのが、垂直

方向の情報共有には適していると。だから、病

院と診療所という意味かなと思うんですね。と

ころが、水平方向、いわゆる診療所間の情報共

有に関してはちょっと使い勝手が悪いみたいな

指摘を受けたことがあるんですね。ここらあた

りは、もちろん県もそういう指摘を受けている

と思いますけれども、どういうふうに今後改善

をしようとされているのか、お答え願いたいと

思います。

【伊藤医療政策課長】確かにあじさいネットに

つきましては、先ほどの中核病院であります情

報提供病院にある情報を情報閲覧施設、診療所

を中心とします施設が閲覧をするというシステ

ムでございます。垂直方向の連携ということに

なっておりますので、これをできるだけ横方向

で連携ができないかということで、まずは病院

間の連携に取り組んでおります。

今、情報提供病院であります基幹病院同士の

情報のやりとりもできておりませんので、これ

をできるような形で、一部長崎地域と五島地域
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につきましては各基幹病院等が連携するような

ところまでシステムを改良しておりますので、

この取組をまず進めてまいりたいと思います。

その後、診療所につきましても、その連携が

とれるような形で検討してまいりたいと思って

おります。

【大久保委員】ぜひ、いろんな声を聞きながら、

現場の声を聞きながら、システムを進化させて

いっていただきたいと思います。

それからもう一つ、これは一般質問でも質問

させていただきましたけれども、リムキャスと

いう本土の病院から離島の病院にヘリコプター

で医師を搬送する事業ということですね。以前

はニーマスという事業でされておりましたが、

新年度から病院企業団がこの事業を引き継いで、

リムキャスという事業でやっていくということ

であります。

新しい事業においては、医師の搬送だけじゃ

なくて、患者さんの下り搬送もということで、

非常に活用の幅も広がるということで重要な事

業だと思っているんですね。

そこで、私は継続していく上での財源、新年

度からの事業というのは、今やっているニーマ

スのヘリコプターを売却することによって得た

収益で補塡をしていくということでありますけ

れども、それは長い年月続くわけではないので、

やはりこの事業を持続可能なものにするために

は、そこらあたりの財源に対して、今、県の思

っていることというか、見解をお聞かせ願えた

らと思います。

【石田医療人材対策室長】リムキャスについて

のご質問でございます。この件につきましては、

一般質問の中でも大久保委員からご質問いただ

きまして、これまで地域医療振興協会が運航し

ていただいたんですが、なかなか一民間の団体

では継続は難しいから引き継いでもらえないか

ということで企業団で運航するということにな

りました。

もともとニーマスと呼んでおりましたが、こ

の事業については、常設科では難しいような、

いわゆる非常設科と呼んでおりますが、週に何

日と限定してやっている、例えば精神科ですと

か、耳鼻咽喉科ですとか、眼科ですとか、こう

いった診療科の医師を離島に運ぶ際に、高速船

で行くと1泊2日かかるのに、それを日帰りにで
きるという大きなメリットのもと、ヘリで医師

を運んで離島の医療を守っているという重要な

事業でございます。

振興協会から相談があって、県と企業団で何

とか引き継げないかという協議を進めてまいり

ましたところでございます。とにかく円滑に事

業が引き継がれるということが大事と考えてお

りますので、県としましても関係市町の協力も

いただきながら、また、国庫補助の活用、こう

いったものも含めて、今後とも継続して検討し

ていきたいと考えているところでございます。

【大久保委員】そういうことで、先を見越して

持続可能なものにするためには、やっぱり県と

しても支援が必要になってくるでしょうし、も

ちろん受益を受ける離島の地方自治体も、その

時期がきたら我々もお願いをしないといかんこ

とも出てくるでしょうし、これは国におけると

ころを頼ってお願いするということも非常に大

事になってくると思いますので、そこらあたり

も国の制度としてどういう支援の仕方があるの

かも含めて、今から研究をしながら、来るべき

時がきたら、しっかりお願いしていくというこ

とが必要かなと思います。

もう一つは、これは病院企業団での議論にな

るかもしれませんけれども、病院企業団の医業
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収益を上げていくということも、これは一つ大

事になってくるのかなと思っているんですね。

この間、ある人が離島でかかりつけの医院を

受診して、そして、そこの紹介で長大病院に送

られましたと。ところが、長大の担当医は、い

や、この病気であれば島の基幹病院、いわゆる

病院企業団の病院で治療も検査も十分可能であ

るということだったそうですよ。だから、そう

いう意味では、一般質問でも触れましたけれど

も、米倉企業長の言う「郷診郷創」、郷土で診

療を受けて、郷土をつくっていくというこの考

えというのは非常に大事かなと思います。その

あたりに対して県の取組というか、姿勢という

のをお示しいただきたいと思います。

【石田医療人材対策室長】今、委員ご指摘のよ

うに、企業団は、もともと昭和43年に離島を守
るためにつくったところが前身にございまして、

現在も米倉企業長を中心に、離島を守るために

日夜頑張っていただいているところでございま

す。

もともとこのニーマス事業についても、企業

団からも、まずは離島を守ると、当然その経営

のことはあるんですが、まずは離島を守るとい

うことで欠かせないと、やめられないという判

断があったということで継続をしているところ

でございます。

企業団についても、今、ご指摘がありました

ように、今後とも経営改善を図るということで、

先ほど話がありましたような、例えば帰り搬送

と言って、大学病院から、本来は上五島でその

後診られるのに、交通手段がなかなかなくて戻

れないような人たちの帰り搬送もやっていくと

いうことで、企業団からそんな話もあっている

ところでございます。それによって上五島病院

の入院が増えるということで、経営改善にもつ

ながるということでございます。

県といたしましても、当然企業団と一緒にな

って離島医療というのは守っていく必要がある

と認識しておりますので、今後とも、引き続き

一緒になって離島医療を守るために取り組んで

いきたいと考えているところでございます。

【大久保委員】やっぱり病院企業団の医療機関

も、施設も充実している、それから、きちっと

した医師も常駐、あるいは本土から派遣ができ

ているということを県民の皆さんにしっかりお

示しいただいて、どうしても困難な症例は、そ

れはもう長大とか、そういうところでする必要

があるでしょうけれども、本当に離島できちっ

と検査も診療もできるのであれば、そこでやっ

ていただけるというようなＰＲも必要になるん

じゃないかと思いますので、ぜひ郷診郷創でし

っかり県挙げて推し進めていただきたいと思い

ます。終わります。

【ごう委員長】審査の途中でございますが、午

前中の審査はこれにてとどめまして、午後1時
30分から再開したいと思います。
しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５０分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き、議案外所管事項に対する

質問を行うことといたします。

質問のある方はいらっしゃいますか。

【北村委員】議案説明の中で追加された、これ

は医療政策課の所管かと存じますけれども、先

般、九州北部豪雨で佐賀県からの要請を受けて、

県職員の医師や保健師等で構成する災害時健康

危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）を現地に派

遣したという説明があったと思いますが、本県
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でも災害時についての医療の態勢というのはし

っかりと、今般の台風の被害もそうですし、備

えあれば憂いなしという状態にしておかなけれ

ばならないと思っておりますが、災害対策本部、

そしてその災害対策本部が立ち上がる前の警戒

本部についての医療部門の関わりについて、現

況はどうなっているのかお尋ねをいたします。

【渡辺福祉保健課長】災害時の福祉保健部の対

応ということで福祉保健課の方からご答弁させ

ていただきたいと思います。

まず、警戒本部、対策本部につきましては、

危機管理課の所管で全体としては立ち上がるわ

けですけれども、例えば地震であれば震度4、
大雨であれば警報が出れば警戒本部が立ち上が

るということで、それ以上の災害、もしくは災

害救助法が適用されるような甚大な被害が想定

される時は災害対策本部が県庁内で立ち上がる

ということになっております。

警戒本部の段階では、福祉保健部からは連絡

員ということで1名が24時間、時間外も含めて
待機をして、必要な情報については情報収集を

しながら、また関係機関等とも連絡するという

ような体制、災害対策本部におきましては、そ

れぞれ福祉保健部の中で障害者であったり、高

齢者であったり、それぞれに対応できる形で、

組織体制が通常と同じような形で立ち上がると

いうことで対応しているところでございます。

【北村委員】災害対策本部が立ち上がれば総出

でやるんだというお話だったろうと思います。

しかし、その前段の警戒本部については1名連
絡員がいるだけということですね。

これは非常にありがたい話だなと思っている

んですが、長崎大学病院の災害医療支援室のド

クターご自身から、災害対策本部に医療部門の

関わりがあるのは非常に結構だというか、当た

り前だろうと思いますが、それ以前に、警戒本

部の時点から関わっておく方が、本当に甚大な

災害が発生した時に医療部門としても速やかな

支援が行えるというようなご意見をいただいて

おりまして、この組織の云々、運用については

危機管理課の所管であろうと思いますが、福祉

保健部医療政策課として、いわゆるこの警戒本

部について医療部門がさらにコミットしていく

ということについてはどうお考えか、ご教示く

ださい。

【渡辺福祉保健課長】災害警戒本部が立ち上が

った場合については、現状では連絡員として福

祉保健課の方で常時必ず1名は待機をして情報
収集等に当たっておりますけれども、当然その

連絡網というか、そういった関係機関と直接連

絡をする体制、関係機関なり関係課と連絡する

体制をとっておりますので、そういった中で必

要な情報については、医療部門についてもしっ

かり伝達ができるような形を改めて確認をして、

またそういう体制をとってまいりたいと考えて

おります。

【北村委員】現況で対応できる部分もあるでし

ょうし、これは災害の規模等々にもよるんでし

ょうが、やはり先ほど申し上げておりますよう

に備えあれば憂いなしということで、組織の立

ち上げ云々については危機管理課でありましょ

うが、やはりドクターからの申し出ということ

もありますので、医療政策課としても、ぜひそ

の危機管理課と連携をとりながら、医療部門が

災害対策本部の前、警戒本部からもしっかりコ

ミットできるように進めていただければと思い

ます。

ドクターがいらっしゃいますので、ドクター

の所見を、災害対策についての医療との関わり

について所見を申し述べていただければと思い
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ます。

【中田福祉保健部長】私も厚労省から参りまし

たが、災害対策の担当部局にもおりました経験

もありますので、委員おっしゃるとおり、やは

り初動の時に一番の関心事は、医療がきちんと

確保されているのかというのが非常に大きな課

題になっていまして、その初動がいかにきちん

とできるのかというのは、私どもとしても大変

重要な問題だと思っています。

先ほど福祉保健課長から話がありましたとお

り、警戒本部の状況から、ＤＭＡＴをはじめと

した地域のドクターの関係者にきちんと情報が

伝わるようにしまして、いざ出動という時に、

準備をきちんとした上で速やかに態勢ができる

ようなことを進めてまいりたいと思いますので、

そういった考えで取り組んでまいりたいと思い

ます。

【北村委員】 ありがとうございます。ぜひ、各

課横断して総がかりで進めていただければと思

います。要望しておきます。

続いては合理的配慮の周知徹底ということで

お尋ねをいたしますが、本県では、平成26年4
月から「障害のある人もない人も共に生きる平

和な長崎県づくり条例」というのが全面施行さ

れていると。そして、平成28年4月からは「障
害者差別解消法」というのが施行されて、近年、

合理的配慮を広めていこうということで進めら

れていると思いますが、この合理的配慮を学校

現場に広めていく上で、実は先般、学事振興課

との議論の中で、学校の運営の質、これはさま

ざまありますが、そういった社会的弱者の方々

とかに対する配慮がなされているのかどうかと

いうことについて、これは私立の専門学校につ

いては県の許認可権があるにもかかわらず、運

営については、ほぼ監督というか指導する権限

はないというようなことで、法律としても抜け

落ちているのではないかという議論をされてい

たところです。

ただ、これは障害福祉の面から考えると、こ

れは学校であろうが、会社であろうが、どんな

組織であろうが、こういった発達障害のある方

とか、そういった配慮をしていく長崎県づくり

をやっていくということなんでしょうけれども、

これは私学も含めた学校についての合理的配慮

をどうやっていくのか。まず、県としては推進

していくべきという立場に立っているのかどう

か。そして、学校関係にそういった合理的配慮

を周知する、徹底をする体制について、現況は

どうなっているのか、その辺のところをお示し

いただければと思います。

【桑宮障害福祉課長】障害者に対する合理的配

慮についてのお尋ねでございますが、本県にお

きましては、委員のご発言にありましたように

差別禁止条例が平成26年4月から、それから国
の障害者差別解消法につきましても平成28年4
月から全面施行となっております。

その中で、教育における合理的配慮、合理的

配慮の提供につきましては、障害のある人の求

めに応じて、過度に負担にならない範囲で障害

の特性に応じた配慮を行うよう努める必要があ

るとされておりますので、本県におきましても、

それにのっとって合理的配慮の周知ですとか、

徹底に取り組んでいるところでございます。

【北村委員】非常に対象が広範にわたっている

ので、県全体としてはやってくださいよという

ようなお願いになっていくんだろうと思います

が、先ほど申し上げたケースでは、そういった

配慮がなされていないような運営がされている

という県民の方からのご相談もあっているので、

学校にかかわらず社会全体で、発達障害をお持
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ちの方でも安心して学校生活、この場合は専門

学校でありますが、そういったところを進めて

いけるようにしていただければと思います。こ

れは要望しておきます。

それの関連でありますが、今般、資料として

「次期長崎県子育て条例行動計画の策定につい

て」ということで資料をお示しいただきまして、

その中身を少し改編していますよという説明で

あったろうと思います。この第7章、一番最後
の章です。後ろから1枚あけていただくと、「子
どもの心と命を守るための取組」というところ

があろうかと存じます。

その第1節に「関係機関の連携強化」、ペー
ジ番号で言いますと67ページ、第2節に「特別
な配慮が必要な子どもへの支援」ということで

現状と課題ということで記載がございます。

その中段に「1.6、3歳児」と書いてあるんで
すが、表記がよくわからないんですけれども、

要は、5歳児健診の重要性がここに記載をされ
ていて、わかりますか、そこで実施をしていな

い、「発達障害の早期発見には5歳児健診の重
要性が言われていますが、実施していない市町

があります」という表記があって、次のページ

に、なので「5歳児健診マニュアルの活用と併
せ、未実施市町に対し実施に向けた働きかけを

行います」という記載がございますが、お話し

できる範囲で結構でありますが、その実施して

いない市町が今どれくらいあるのか、今後、ど

うやって実施に向けた働きかけを行うのかとい

ったことについてお示しをいただければと思い

ます。

【今冨こども家庭課長】 5歳児健診の未実施の
市町についてのご質問でございます。現在、５

歳児健診を行っていない市町が5つございまし
て、具体的には長崎市、諫早市、西海市、長与

町、時津町の5つでございます。
今、この未実施の市町に対しまして、県とし

てどのように働きかけていくのかというご質問

でございます。先ほど委員の方からもお話があ

りましたとおり、5歳児健診のマニュアルとい
うものを県の方で作成をしておりまして、現在、

最終の詰めを行っているところでございますが、

5歳児健診とはこういうものなんだというもの
を相手方に示して、今の市町がやっている、全

くやっていないというわけではなくて、そこの

基準というものが、県が示している5歳児健診
の精度まで達していないという状況でございま

すので、どこが違うのかというところをしっか

り認識していただいた上で、それを実施するた

めにはどういう課題があるというところを、現

在、ヒアリング等も行いながら実施に向けて協

議を行っているところでございます。

【ごう委員長】 課長、今の5つをもう一度教え
ていただいてもよろしいですか。

【今冨こども家庭課長】 長崎市、諫早市、西海

市、長与町、時津町の5つでございます。
【北村委員】委員長、ご配慮ありがとうござい

ます。

21市町のうちの5市町がやっていないという
ことで、いろいろと現場にも理由があるんだろ

うなと思いますが、県としては進めていくんだ

ということでぜひ、先ほどのフッ化物洗口につ

いては一応年限が切ってありましたが、これに

ついても年限を切って、いつまでに100％にす
るんだというところまでお考えになっていらっ

ゃるのかどうか、お聞かせください。

【今冨こども家庭課長】 今度の計画も5年計画
になっておりますので、年限としては5年にな
ります。ただ、できるだけ早く実施できるよう

に協議しながら進めてまいりたいと考えており
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ます。

【北村委員】職員の皆様のご努力に期待をした

いと思います。

それで、これも同じ67ページの5歳児健診の
重要性の上段の「支援の継続」についてであり

ます。発達障害については、これは教育委員会

とも連携をとっていかなきゃいけないことなん

だろうと思っています。理解が非常にある方と

そうでない方、これは教職員に限ってもそうで

すし、それは所管という区切りがあって、担当

という区切りがあってという中でありますが、

こういった発達障害を抱えている県民の方から、

これは何度となくいただくんですけれども、「い

い先生に出会えるかどうかだ」と。だから、「も

う先生を代えないでください」みたいな、これ

はもう人事に関することなので、議員がどうこ

うという話にはならないとは思うんですが、そ

ういった支援の継続を確実にしてほしい。これ

は申し送りということも含めてということであ

りますが、この「こども要録」による、だから、

次の68ページに何をやるんだと書いてあるん
ですが、様式を統一した「こども要録」という

ものを使うんだと68ページの一番上に書いて
ありますけれども、この「こども要録」という

のは、私もこのネーミングを初めて聞いたんで

すけれども、今までいろいろと情報の引き継ぎ

のツールというのはあったと思いますが、これ

は一体どういうものか、端的にご教示いただけ

ればと思います。

【濱野こども未来課長】要録の関係ですが、そ

れぞれ、幼稚園ですと文科省、認定こども園で

すと内閣府、あるいは保育所であれば厚労省と

いうことで所管が違いますので、小学校につな

ぐ時の要録というのがそれぞれ若干様式が違う

んです。ゼロ歳から5歳、あるいは3歳から5歳

の発達の記録というのが当然載って、それを小

学校に引き継いでいくんですけれども、その様

式が省庁間で違いますので、長崎県の方で様式

を統一したものをつくりまして、それを市町の

方にひな形として示して、強制ではないんです

けれども、使っていただくよう協力いただいて

いるところもあります。

【北村委員】 既に今、県独自で、いろいろとフ

ォーマットに差異があるので統一したことでや

ってくれよと、現在やっているということです

ね。それをお願いしているんですが、やってい

ただけているところと未実施のところがあると

いう理解でいいんでしょうか。その辺について

お示しください。

【濱野こども未来課長】統一した様式を使う市

町がある一方、従来どおりの、保育所要録や幼

稚園要録を使う市町もありますが、既存の様式

に沿った形での要録を作成して引き継ぎをして

おりますので、特に、県の統一した様式を使わ

ないことによって問題があるというものではご

ざいません。

【北村委員】フォーマットは、やはり現場の方

が一番使いやすいと、しっかりと子どもの情報

が引き継がれるということがまず主眼でありま

すから、そういった統一したフォーマットが本

当に現場で活用できているのかどうかというと

ころも含めて、より情報の伝達ができやすいよ

うな、支援の継続に資するような要録にしてい

ただければと思います。

あと1点だけ、一般質問の中で子どもの貧困
について触れさせていただきましたが、そこの

中で子ども宅食について調査研究をしてくださ

いというようなことを申し上げたと思いますけ

れども、すぐですので、見られたかどうか、調

査研究をされたかどうか、検索ぐらいはしてい
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ただいたかなと思うんですが、いかがでしょう

か。

【今冨こども家庭課長】これからしっかり研究

いたします。すみません。

【北村委員】これは念押しということも含めて、

子ども食堂というのは非常にすてきな取組だな

と思っています。ただ、これもあの一般質問の

後から、県民の方からいろんな反応がありまし

た。これが全てだとは思いませんが、やはり子

ども食堂でにぎわっている中に、生活が苦しい

んだけれども、なかなか支援の手をお願いしに

は行けないという方々もやっぱりいらっしゃる

ということでございますので、ぜひ直接、その

方に支援を届けるというような、これは全て行

政がやれということではなくて、さまざまな企

業が連携をしてやっていることでありますから、

これはやはり民間の力をかりて、そういった子

どもの貧困を何とか改善をしていただきたいと

要望して、私の質問を終わります。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【宮本委員】それでは質問させていただきます。

議案外と所管事項一般について質問いたしま

す。私の方からは、福祉環境整備、公衆衛生の

観点から福祉保健部に対して、災害避難所にお

ける環境整備対策、中でもトイレの対策につい

てお尋ねをいたします。

7月と8月にかけて日本全体で、そして県内に
おいても大雨による被害で、さまざまな形で避

難所も使用されたところであります。

これについて、私たちも党を挙げて、私、そ

して国からは秋野公造参議院議員に来ていただ

いて、いろいろ県内でも調査、できる限りであ

りましたけれども避難所の調査をしたんですね。

早急に対応していただきたいところ、特筆すべ

きところがあったものですからお伝えをいたし

ます。

実は、島原市においては、崩落する危険性が

ある溶岩ドームを抱えていらっしゃるので、そ

れに対する避難所として島原中央高校が挙げら

れております。島原中央高校が指定の避難所と

してあるんですけれども、実は、この島原中央

高校の体育館にはトイレがないという現状があ

ります。避難所としてトイレがないという現状

は非常に難しいなと、いかがなものかな、厳し

い状況があると思います。ほかに避難所として

確保できるところがなかったという現状もあり

ます。

これを踏まえた時に、やっぱり通常の授業で

は校舎の方に行ってトイレをされているようで

すけれども、避難所として機能する場合には、

わざわざそこまで行くというのは困難でありま

す。今さら、高校に対して固定のトイレを設置

すべきですよということを申し上げても、なか

なかスペース的に難しいというのがありました。

ここで、移動可能なトイレ、即ちトイレカー

というものがあって、これを整備することによ

って改善ができるのではないかということを申

し上げたいと思っています。

このトイレカー、即ち移動可能なトイレとい

うのは、国においても推奨されていて、国の緊

急防災減災事業債というものを用いて、財源措

置といたしましては地方債の充当率100％、要
は地方自治体の手出しはない状態で設置するこ

とができるというすぐれたものであります。

設置することによって島原半島にも可能だな

と思っていますので、こういったものを積極的

に市と連携をとりながら設置していくことはど

うかということを最初に確認させてください。

【渡辺福祉保健課長】災害時における避難所の

環境整備についてのお尋ねでございます。
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指定避難所につきましては、市町村で、委員

ご指摘のような学校であるとか、公民館である

とか、そういったところが指定されております

けれども、避難者の方が一定の期間生活をする

ということで、その環境整備というのは非常に

重要だと認識をしております。

県としても、避難所の環境整備につきまして

は「避難所の良好な生活環境の確保に向けた取

組指針」というものが内閣府からも出ておりま

すので、そういった指針に基づいて環境整備を

進めるよう市町にもお話をしているところでご

ざいます。

特に、トイレにつきましては、避難者の健康

管理、それから衛生管理という面では非常に重

要な課題の一つでございますけれども、委員ご

指摘のように、避難所によっては専用のトイレ

がなかなかその場所にないという状況も認識を

しております。ご提案のあった移動式のトイレ

カーにつきましても一つの有効な手段と考えて

おりますので、今後、また市町の担当者会議等

でも、そういったものも含めて環境整備が進む

ようお話をしてまいりたいと考えております。

【宮本委員】ちなみにですけれども、これの対

応といいますか、この事業債を活用するには、

まずは市からの要望があって、それを県が国に

上げるという手順でよろしかったでしょうか、

確認いたします。

【渡辺福祉保健課長】委員からお話がございま

した緊急防災減災事業債、こういった起債につ

いては、県の方では市町村課が窓口で取りまと

めをしておりまして、手続としては市町から提

出があったものを取りまとめて、総務省の方に

なるかと思いますけれども、そちらの方と報告

なり協議なりという形で対応していると伺って

おります。

【宮本委員】わかりました。このトイレカーは

非常に有効な手段であり、大事なツールという

か、大事な設備であると思っていますから、こ

れについては市から要望がありますならば、も

ちろん県からでも声かけいただければと思いま

すけれども、速やかに対応していただきたいと

思いますが、それについて再度答弁いただけま

すでしょうか。

【渡辺福祉保健課長】福祉保健部としましては、

やはり避難所の環境整備においては非常に有効

な手段の一つと考えておりますので、そういっ

たことについては県の担当部局にもお伝えはし

たいと考えております。

【宮本委員】ありがとうございます。こういっ

たものを利用していくことが大事だなと思って

います。特に、長崎は離島も多く、そしてへき

地も多いところですので、こういったトイレカ

ー、移動可能なトイレというのは災害の現場に

おいても重要なところであると思っています。

同時に、今回、いろいろ回りましたけれども、

多々不備というか、ここはもっとこうしたらい

いのにというところがありますので、これは福

祉保健部の担当だけではないかもしれませんし、

言い方かもしれませんけれども、これも部局横

断的に避難場所の安全確保、そして環境整備、

そして障害者の方々、高齢者の方々、女性の方々、

そしてまた、お子様が使いやすいような、でき

る限り対応できるような避難所のあり方を模索

していくべきだと思います。これについて、中

田部長、トイレカーについても長崎に必要であ

ると思いますけれども、避難所の衛生管理につ

いて、再度ご見解があればお聞きしたいと思っ

ています。

【中田福祉保健部長】避難所の環境整備につき

ましては、その後の避難者の健康を維持する上
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でも非常に大事な事項だと思っております。

先ほど福祉保健課長が申し上げましたとおり、

関係する市町と連携しまして、きちんと関係課

と協議して対応していきたいと思っております。

【宮本委員】ありがとうございました。できる

だけ速やかに対応を急いでいただきたいと思っ

ています。これがあれば、何かあった時、災害

の時には有効な設備になることは間違いないと

確信しておりますので、お願いいたします。

もう一点、アピアランスケアについてお聞き

いたします。これも今まで、先輩議員の方々が

さまざま質疑なされていると思いますが、アピ

アランスケアについて、ウイッグ、がんの患者

がいらっしゃって、髪が抜けたりとか、ちょっ

と色が変わってきたりとか、あるいは乳がんの

方が人工乳房を入れなければならないといった

時に対応するような器具といいますか、装具と

いうものがあって、これについて助成費、県と

してウイッグなどの助成ができないものかと思

いますけれども、アピアランスケアについての

見解があれば教えていただければ、確認させて

いただければと思います。

【伊藤医療政策課長】がんの治療に伴います脱

毛等、外見の変化の対策でありますアピアラン

スケアにつきましては、昨年、国が策定いたし

ました第3期のがん対策推進基本計画に今後の
社会的な課題ということで初めて盛り込まれた

ものでございます。

国においても、医療従事者を対象に、そのア

ピアランスケアに関する研修等を今実施してお

るところであります。

県といたしましては、このがんの治療に伴う

アピアランスの関係ですけれども、脱毛だけで

はなくて、今委員おっしゃったように乳房の切

除でありますとか、顔面の欠損でありますとか、

いろいろがんの種類や進行度に伴いまして、さ

まざまな症状が出てまいります。

県といたしましては、そういう一部の方だけ

が利用できるような助成制度ということではな

くて、全てのがん患者が外見の変化に向き合っ

て、自分らしく生活ができるように、がん診療

の拠点病院とも連携をいたしまして、そのアピ

アランスに関する相談会でありますとか、ある

いはアピアランスケアの体験会でありますとか、

そういう取組を行ってまいりたいと思っており

ます。

【宮本委員】これも昨日の副食費の問題等とか

ぶるかもしれませんけれども、実際にウイッグ

等の購入費助成については、これはかつらのみ

ならず、人工乳房もそうですけれども、山形県

や静岡県、山口県においても、こういう言い方

はあれかもしれませんが、そう高くない予算を

使って、もちろん上限はあって、県の方も負担

をしているというものもあるんですね。先ほど

言われたとおり、相談窓口の開設ももちろん大

事であります。その相談窓口の開設のその先に、

こういった医療用具の補助というものも、今後、

県としては考えていくべきではないかと思いま

す。まず、相談会を行う、いろんな相談を受け

る、その中で必要があればやっぱり助成、補助

ということは考えられるのではないかと思いま

すけれども、もう一回、再度これについて見解

をお聞かせいただけますか。

【伊藤医療政策課長】アピアランスに関します

相談窓口でありますとか、相談会等のイベント

を含めて、今、実際に取り組んでおりますのは、

がん診療の拠点病院が中心になって行っており

ます。

県といたしましては、今年度から、この拠点

病院の取組に対しまして、県が主催する形で、
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早速、来月13日でございますが、そういうイベ
ントも病院と連携して開催をしたいと思ってお

ります。なかなか予算的にも厳しいところがご

ざいますので、まずはそちらの方に、力を入れ

ていきたいと思っております。

購入助成については、今のところはなかなか

難しいのではないかと思っております。

【宮本委員】なかなか難しいという現状はあろ

うかと思いますけれども、私も結構相談をいた

だくところでもありますので、一部の方だけと

いうお話もありましたけれども、それが大事だ

なと私は思うんですけどね。一部の方に対する

対応というのも大事じゃないかなとは思うんで

すが、再度、引き続き継続で議論というか、検

討していただければと思っています。また、こ

の件については引き続き質問をさせていただけ

ればと思います。

最後に1点だけ、難病患者に対する県美術館
と歴史博物館の入場料の無料の検討というのが、

昨日の総務委員会の中でもあっています。この

背景というのは、障害者総合支援法に難病患者

が新しく追加になった、範囲が広がったという

ことについて、障害者の方々はもとより、今ま

で光が当たらなかったという言い方は申しわけ

ありませんけれども、難病の方々にも同じよう

な施策を取り組むべきだということで質疑が同

僚議員からあったわけであります。

障害者総合支援法の中で、今まで障害者の

方々にはいろんな手だてがあった。いろんな補

助があった。いろんなサービスがあった。今回、

新たに難病等が加わることによって、この差が

できるだけなくなるような取組も、今後、県と

しては大事じゃないかなと思います。今、どう

いったものに差があるのか。例えば入場料もそ

うでありますし、高速道路の通行料であったり

とか、あるいはＪＲを含めたバスなど乗り物に

対する助成であったりとか、障害者の方々と難

病の方々の差が出てきているんじゃないかと思

うんですが、今後、これについても県として見

ていっていただきたいという思いがあります。

しっかりと検討していただきたいという思いが

ありますけれども、今、どこに差があるという

のはわからないかもしれませんが、今後、こう

いった取組についてしっかりと検証していくべ

きものであると思いますが、これについての見

解をお聞かせいただけますか。

【小田口国保・健康増進課長】 博物館、美術館

における件につきましては、県の関係部局の方

から協議を受けておりまして、それについては

引き続き協議しているところであります。

委員ご指摘のとおり、難病患者に対する支援

という観点から、そういうさまざまな分野がま

だまだあると思いますので、それについては引

き続き協議等、検討を行っていきたいと考えて

おります。

【宮本委員】しっかりと法律にも明記がありま

す。難病等を加えるということであります。長

崎県にも多数の難病の患者さんもいらっしゃい

ますので、しっかりとこの法律に基づいて、ど

ういった差異があるのか、どういったところが

手薄、手薄という言い方はあれかもしれません

けれども、まだまだ手を差し伸べるところがあ

るのかなというのを検討していただければと思

いますので、引き続きこれも議論させていただ

ければと思います。

【小田口国保・健康増進課長】午前中の透明性

の資料に関する質問の中でお答えできなかった

部分がありますので、回答いたします。

宮本委員からご質問がありましたへき地診療

所の松浦の直営診療所の件でありますけれども、
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これは超音波診断装置の機械が旧式なため、新

たに購入するための経費を補助するものであり

ます。以上です。

【山本(啓)委員】 2つ質問をしたいと思います。
1点は、午前中、大久保委員の方から質疑がな
されました、病院企業団の議会の中での議論も

あったかとは思いますが、ニーマスとリムキャ

スですか、この活用が非常に有効であって、例

えば患者の輸送、搬送はもちろん、下り搬送も

あったということもあるんですけれども、もう

一つは、そもそもの目的であるドクターを運ぶ

ということで言えば、長崎県であれば上五島と

かに1日の日帰りで診療に駆けつけるといった
ことに非常に活用できていると聞いているんで

すが、長崎市内からそういった離島へ飛ぶ場合、

長崎市内の出発のヘリポートはどちらになりま

すか。

【石田医療人材対策室長】長崎市の神ノ島にヘ

リポートを設けております。

【山本(啓)委員】 聞くところによると、その神
ノ島という場所は、医療関係者が駆けつけるに

は少し市内から遠いと。ここは、企業団の活動、

取組ではありますが、本県が抱える医療の状況

や地域性や地理的な状況からすれば、そういっ

た環境の改善に県が積極的に取り組むことも必

要かと思います。具体的に言えば、ヘリポート

を利便性が向上するような場所に用意するとか、

そういった部分についての考え方、視点はあり

ませんか。

【石田医療人材対策室長】神ノ島ということで、

確かに、大学の先生が主に行っているわけでご

ざいますけれども、お住まいになっているとこ

ろからどのくらいかということで、ちょっと時

間はかかるかなというところはございます。今

後、大学等と協議はしていきたいとは考えてお

り、確かに大学にもヘリポートはございますが、

騒音等々の問題もございますので、そこら辺は

今後とも引き続き協議はしていきたいと考えて

いるところでございます。

【山本(啓)委員】 後半聞こえなかったんですけ
れども、大学と協議していきたいという話だっ

たんですか。ありがとうございます。

午前中の質疑を伺いながら思ったのは、非常

にニーマスはよかったけれどもということから、

今度、リムキャスという形で企業団がそれを引

き継ぐような形になっています。

しかしながら、財政的なもの、または担うべ

き経営の負担の部分、非常に厳しいものがある

のかなと。同時に、離島の医療状況から考える

と非常に有効的なものであると。では、それを

少しでも緩和して、スムーズに継続性が担保さ

れるのであれば、県もそういった周辺の部分で、

格納庫の整備やヘリポートの確保や、そういっ

たものをぜひ積極的に協議を進めていただきた

いという要望を申し上げたいんですけれども、

部長、何かありませんか。

【中田福祉保健部長】環境整備につきましては、

県も積極的に企業団と連携して調整に臨みたい

と思っております。特に、ヘリポートの関係で

すと、私もニーマスで出張したことがあります

が、神ノ島まで移動に時間を要するという状況

になっておりまして、ドクターの方の診療時間

の確保という意味でも、やはりなるべく近いと

ころからの発着が望ましいという認識を持って

います。そういったこともありますので、県、

企業団が連携して、より利便性のあるヘリポー

トの活用ができるように、迅速に協議を進めて

いきたいと思っております。

【山本(啓)委員】 ありがとうございます。課題
と改善点について、今、共有できたと思います
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ので、速やかな取組を期待したいと思います。

次に、もう一点ですけれども、人工透析につ

いて少しお尋ねをしたいと思います。

現在、県の各基礎自治体や医療関係の連携が

果たされていればの数字でありますが、患者数

や対応の病院、または機器の数等々、その状況

について何かつかんでいる数字があればご答弁

いただきたいと思います。

【伊藤医療政策課長】まず、本県の透析を受け

ている患者数でございますけれども、平成30年
度末現在で4,134名でございます。これに対しま
して、県内で透析を行っている医療機関は、63
でございます。この63の医療機関にございます
透析の機器でございますが、これが1,737台でご
ざいます。

【山本(啓)委員】 数字は確認できました。あり
がとうございます。

その数字がどのような状況なのか。要するに

地域における偏在とか、または患者の方々が地

域に、もちろん平均的にいるわけではないわけ

ですから、そういった部分で足りているか、足

りてないか、そういった観点について県で把握

しているものがありますか。

【伊藤医療政策課長】 平成29年度に透析患者
の実際の通院箇所を含めて調査をしております

が、二次医療圏単位で見ますと、県南医療圏、

島原半島でございますが、島原半島からの患者

が、外来では約10％が県央医療圏（諫早・大村）
の方に、入院透析であれば県央の方に約30％、
長崎の方に約10％が実際に通われているとい
うことでございます。

このほかの医療圏につきましては、医療圏間

での移動はあまりございません。一つだけ、上

五島医療圏にございます小値賀町にはこの透析

の医療機関がございませんので、ここにつきま

しては佐世保、あるいは上五島の方に行かれて

いるということでお聞きしております。【山本

(啓)委員】 これはもうご承知のとおり、治療と
いうよりも命をつなぐものであると。何かが治

っていくとか、完治するというよりも、つない

でいく治療であろうかなというふうに私も理解

しています。

その上で、困難ではあるけれども、何とか地

域において、できれば暮らす場所の近くでそう

いったものが受けられるのがベストであるけれ

ども、そうならないところは何とか今配慮して

やっているんだと、取り組んでいるんだという

説明だったのかなと思いますが、課長の答弁か

らは数字的なものしかなくて、その現状に対す

るレビューというか、県としての認識、捉えが

全く表現されておりませんが、そういった部分

について、県としての捉えはないんですか。あ

れば、答弁をいただきたいと思います。

【伊藤医療政策課長】失礼いたしました。先ほ

どの平成29年度の調査の件でございますが、県
だけではなくて、関係者による委員会で調査を

しております。県としては、先ほどお話をいた

しました県南医療圏以外の医療圏につきまして

は、各医療圏ごとにほぼ人工透析治療は完結で

きているということで認識をしております。

【山本(啓)委員】 その上で、それらを前提とし
て申し上げたいのが、まず利用者の方々が増え

ているのか、減っているのか、ちょっと私もそ

こはつかめていないのでご答弁いただきたいと

思います。

しかしながら、この透析という治療が一定社

会に確立されて、誰もが地域の病院で受けられ

るようになった時から比べれば、患者自体の高

齢化が進んでいるということは否定できないと

思います。そして、私も地域の方々から聞くの
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は、わずかな距離であっても、自らが運転をし

て治療に臨んで、その帰りの運転というものが

やはり家族も心配、本人もつらい、高齢化も進

んでいると。治療というのは週に3回必ず受け
なければならないものでありますから、その週

に3回が非常にきついものがあると。
こういった高齢や通院に対する事情、そうい

ったものを把握されている部分や、それに対す

る支援や対策、そういったものについてのお考

えをお聞かせいただきたいと思います。

【桑宮障害福祉課長】人工透析患者に特化した

通院支援につきましては、患者自らが団体を立

ち上げまして、透析施設への通院支援を行って

おられます。これが県内に4団体ございますの
で、県と市でその4団体に対して補助を行って
いるところでございます。

【山本(啓)委員】 既に患者の組織があって、そ
こが取り組んでいることがあって、そこに対し

て県からの補助がいっていると。もう少し詳し

く、どういった額でどういったものなのかを説

明していただけますか。

【桑宮障害福祉課長】これは、利用希望者から

通院の申し込みがあった場合、その団体の中に

コーディネーターというのを置いております。

団体の方で通院介護を行うボランティアを登録

しておりまして、希望する方と、そのボランテ

ィアをつなげて、費用を負担していただいて、

その団体の運営費に充てているという運営の仕

方でございます。

設置の状況ですが、県内に4団体と申し上げ
ましたが、長崎、佐世保、諫早、五島、合わせ

て4団体でございます。補助につきましては、
県の方から41万円、市から50万円の補助となっ
ております。

【山本(啓)委員】 この透析の患者の方々や人工

透析に関わる歴史を見れば、非常に医療として

の取組は一歩一歩、地道な努力の上で強化され

ているというのが見てとれます。

そういった中で、今現在もそうやって患者の

方々自身が立ち上げをしたり、それを支える家

族の方々が行っていると。やはりそういった

方々、当事者のみが行うことには非常にマンパ

ワーというのが足りてないということはもうわ

かるわけですよね。もちろん、透析のみならず、

ほかの病気の方、患者の方はたくさんいらっし

ゃるわけですから、透析のことだけをとって話

をするわけにはいきませんが、しかしながら、

週に3回そういった治療を行うということがわ
かっている。または、地域においては病院まで

の距離や、また高齢化が進んでいる。さらには、

近年の災害における状況下において、どのよう

にその治療を継続させるかということは課題と

しては捉えるべき問題であろうと私は思うんで

すけれども、ぜひ部長、ここは少しその現状を、

市町と連携してなのか、どういった方法がある

かわかりませんが、少し県としても見ていただ

きたいなと思うんですね。そして、その現状を

調べる、調査する、聞き取りをする、そういっ

たことから見えてくる新たな地域医療の形とい

うものも考えられるのかなと。

さらに申し上げれば、週3回が続くわけです
よ。3時間ですか、週3回続くとなれば、その医
療機関との関係性というのは、患者側とすれば、

既にコミュニケーションがとれて、ずっと続く

わけですけれども、なかなかご自身のリクエス

トとか要望というのは言いにくい環境もあるの

かなと。患者側から施設の不備や、その提供の

あり方とか、いろんなことを申し上げたいとこ

ろがあるかもしれない。しかしながら、ほかも

いっぱいだから、ほかの医療機関にすぐ移動す
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るとか、そういったこともそう簡単なものでは

ないということも聞いています。ぜひそういっ

たところを全体まとめて、福祉保健部として、

地域医療の一つとしてそれを考えていただく、

そういう動き出しをしていただけないかなと思

うんですが、いかがですか。

【中田福祉保健部長】先ほど、医療政策課長が

申し上げたデータも平成29年、前のものにもな
っておりますし、委員ご指摘のとおり、近年の

高齢化の問題や、また非常に通院困難な障害を

持った方の透析の問題とか、いろいろさまざま

な課題があると思いますので、福祉保健部とい

たしまして、ご指摘のとおり、いま一度きちん

と現状を確認して、足らざるところはその対策

を検討していきたいと思っております。

【山本(啓)委員】 ぜひよろしくお願いします。

こういったやりとりで、私もこういう言い方

を最後にすることはあんまりないんですけれど

も、患者さんは今一生懸命治療をされていて、

これからも続くわけですから、ぜひ、いつ頃ま

でにはそういったものをお調べして報告できる

ようにしますみたいな、そういった答弁を最後

にいただければありがたいんですけれども。

【中田福祉保健部長】確認する事項がどれほど

の多岐にわたるものなのかにもよると思います

が、少なくとも関係する市町の方には速やかに

状況把握をまずさせていただきたいと思います。

また、中間的な評価としては、何とか可能な

限り年内中に確認できるものは確認させていた

だいて、また、足りないところがあったら追加

で調査するような形にさせていただいて、節目

節目でまたご報告をさせていただきたいと思っ

ております。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

では、委員長を交代します。

【中村(一)副委員長】 委員長、どうぞ。
【ごう委員長】質問するつもりはなかったんで

すが、1点だけ確認の意味でさせてください。
次期長崎県子育て条例行動計画策定の案を示

していただいております。68ページ、最後のペ
ージです。上から4つ目の「県立こども医療福
祉センターで発達障害児の診断・評価に関する

医師の研修を行い、発達障害児を診察可能な小

児科医師を養成します」とあります。

この項目は、恐らくもう2年ぐらい前から出
ていると思っていて、もう1年以上経っている
ので、実際に行われている事業だと思うんです

ね。その行った上での、例えば研修を何回行っ

たとか、参加人数がどうだった、そして、その

後、成果として幾つの病院が発達障害児を診る

ようになったとかいうものを、今お示しできる

のであればお願いしたいと思います。

【桑宮障害福祉課長】発達障害児にかかる医師

の研修についてのお尋ねでございます。

これにつきましては、こども医療福祉センタ

ーの方で研修事業を行っておりまして、例えば

平成29年度におきましては、研修医師6名に対
して延べ39回の研修、平成30年度は7名に対し
て延べ7回、それから今年度は少し研修のやり
方を見直しておりまして、医師4名に対して8回
ずつの研修を予定しております。これに対して

実際に発達障害を診る医療機関の増加というと

ころまでの成果は上がっておりませんが、研修

を受けた医師がこども医療福祉センターの方に

勤務を始めたといったような点での実績という

のはございます。

【ごう委員長】 ありがとうございます。平成

29年で6名に対して39回、平成30年が7名に対し
て7回、平成31年は4名に対して8回の予定とい
うことですね。その成果としてこども医療福祉
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センターに勤務する医師が出てきたと。これは

お一人ですか。

【桑宮障害福祉課長】 1名でございます。
【ごう委員長】その他の研修を受けられた医師

の皆様方が、開業医の先生だと思うんですけれ

ども、その開業医の先生方が発達障害児の診療

に当たっていない、その原因とか課題というの

はどのようにお考えでしょうか。

【桑宮障害福祉課長】研修を主に受けておられ

るのは長崎大学病院の医師でございますが、委

員のお尋ねのように、中には民間病院の方で発

達障害児の診察についてご関心を持っておられ

る先生が受講されているというケースもござい

ます。この研修を受けたからすぐ、どんどん発

達障害児を診ることができるというわけではな

くて、実際の経験とか、実際に診察をするとい

ったことも、かなり的確な診断を下していく中

では必要になってくるという話も聞いておりま

すので、そこら辺の課題をどう解決していくか

というところが、今後、私どもも考えていく必

要があると考えております。

【ごう委員長】おっしゃるとおりだと思うんで

すね。研修を受けたからすぐに診ることができ

るかといったらそうではないと思います。ある

程度の経験値がなければ判断もつかなかったり

しますので。であるならば、この研修にプラス

した次のステップの研修というものを考えてい

く必要があると思うんですね。

そうして、こうやって地域の開業されている

小児科のドクターの皆様方に発達障害のある子

どもたちを診ていただくようにならない限り、

こども医療センターの待機の時間というのは全

然縮まっていかないと思うんですね。恐らく今

でも何カ月待ちという状況だと思います。もう

何年も何年も何カ月待ちの状況が続いている。

何年待っても、子どもたちは一年一年成長して

いくわけですね。特に、発達障害のある子ども

さんたちは早期の段階で発見するからこそいろ

んな支援の手が差し伸べられる。だからこそ5
歳児健診をやりましょうということにもなって

いると思うので、私はこの研修に関しては課題

をいま一度整理をされて、こども医療福祉セン

ター、そして大学病院、また医師会などとしっ

かりと連携をとりながら、一日も早く地域で子

どもたちが診てもらえるような体制をつくって

いただきたいと思いますが、最後にご見解をお

願いいたします。

【桑宮障害福祉課長】委員長のご指摘のとおり、

こども医療福祉センター、それから長崎市のハ

ートセンター、佐世保市のこども発達センター

含めて、長期の診察待ちというのは課題となっ

ております。

私ども、先ほど認識しているような課題を解

決するために、来月も長崎大学の方に意見交換

をしに行く予定にしておりまして、そういった

大学とか医師会等々とも意見交換をして、課題

を解決していくためにどうしたらいいかという

のをさらに掘り下げていきたいと思います。

【中村(一)副委員長】 委員長を交代します。
【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】それでは、ほかに質問がないよ

うですので、福祉保健部、こども政策局関係の

審査結果について整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時２８分 休憩 ―

― 午後 ２時２８分 再開 ―

【ごう委員長】 再開いたします。

以上をもちまして、こども政策局を含む福祉
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保健部関係の審査を終了いたします。

この後、分科会長報告及び委員長報告の取り

まとめなどの委員間討議を行います。

理事者退席のため、しばらく休憩いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ２時２９分 休憩 ―

― 午後 ２時３０分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

今定例会で審査いたしました内容について、

10月2日（水曜日）の予算決算委員会における
文教厚生分科会長報告、10月4日（金曜日）の
本会議における文教厚生委員長報告の内容につ

いて協議、及び10月18日（金曜日）から予定さ
れている予算決算委員会における文教厚生分科

会の決算審査の日程について協議を行います。

それでは、審査の方法についてお諮りいたし

ます。

協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うこととしたいと存じますが、ご異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時３１分 休憩 ―

― 午後 ２時３３分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

文教厚生分科会長報告及び文教厚生委員長報

告については、協議会における委員の皆様方の

意見を踏まえ、報告させていただきます。

次に、予算決算委員会文教厚生分科会の決算

審査の日程については、お手元に配付しており

ます「日程案」のとおりでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ご異議ないようですので、その

ように決定させていただきます。

次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時３４分 休憩 ―

― 午後 ２時３５分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】それでは、正副委員長にご一任

願いたいと存じます。

これをもちまして文教厚生委員会及び予算決

算委員会文教厚生分科会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

― 午後 ２時３６分 閉会 ―



文教厚生委員会委員長　　ごう　まなみ

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

令和元年度長崎県一般会計補正予算（第２号）（関係
分）

原案可決

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図
るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係
条例の整備に関する条例（関係分）

原案可決

長崎県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条
例

原案可決

長崎県公立大学法人の中期目標〔第３期〕の一部変更 原案可決

計　  ４件（原案可決　４件）

番　　号 

記

文 教 厚 生 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

令和元年９月２６日

　　　　議長　　瀬川　光之　　様

第 103 号 議 案

第 105 号 議 案

第 112 号 議 案

第 106 号 議 案

－173－
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福 社 保 健 都



【文教厚生委員会関係議案説明資料 福祉保健部 1買 11行目の次に、次のとおり

挿入する。】

(令和元年 8月 豪雨災害への支援について)

令和元年 8月 、九州北部を中心に発生した集中豪雨による災害におきましては、佐

賀県や福岡県で併せて 6名 の死傷者が発生しましたほか、多くの住家被害や工場から

の油流出災害など甚大な被害が生じ、県といたしましても、被災された自治体等に対

する多岐にわたる支援を行つてきたところです。

福祉保健部といたしましては、これまで(佐賀県からの要請を受け、県職員の医師

や保健師等で構成する災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)を 現地へ派遣し、

被災状況の分析評価や現地災害対策本部である保健所の指揮調整等の支援を実施して

まいりました。

併せて、義援金の受付や募金活動を周知する取組みを行つておりヽ今後も、引き続

き被災地支援に努めてまい
・
ります。

1


